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詩人・下條綾子研究
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は
じ
め
に

　

茨
城
県
に
於
い
て
梶
浦
正
之
の
主
宰
す
る
詩
誌
『
桂
冠
詩
人
』（
昭
和
二
年
四
月

発
刊
）
に
参
加
し
、
桂
冠
詩
人
叢
書
か
ら
詩
集
を
出
版
し
た
詩
人
に
、
村
長
詩
人
と

謳
わ
れ
た
境
町
の
北
島
春
柳
と
筑
波
野
の
女
性
詩
人
と
し
て
活
躍
し
た
筑
西
市
の
下

條
綾
子
が
い
る
。

　

北
島
春
柳
は
明
治
十
五
年
の
生
ま
れ
な
の
で
、
今
年
の
平
成
二
十
年
は
、
生
誕

百
二
十
六
周
年
と
な
り
、
昭
和
三
十
一
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
没
後
五
十
二

周
年
の
年
に
な
る
。
下
條
綾
子
は
明
治
三
十
七
年
に
生
ま
れ
て
い
る
の
で
平
成
二
十

年
は
、
生
誕
百
四
周
年
と
な
り
、
昭
和
三
十
八
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
没
後

四
十
五
年
と
な
り
、
し
み
じ
み
と
時
の
流
れ
の
早
さ
を
感
じ
る
も
の
で
あ
り
、
今
、

現
在
記
録
出
来
る
も
の
は
、
記
録
し
て
置
く
こ
と
に
意
義
を
見
出
す
も
の
で
あ
る
。

二
人
の
詩
人
に
つ
い
て
の
人
と
な
り
や
著
書
等
に
つ
い
て
も
、
現
時
点
で
資
料
等
の

所
在
が
確
認
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
や
、新
た
な
発
見
等
に
つ
い
て
も
調
査
研
究
し
、

記
録
出
来
る
こ
と
は
、極
力
資
料
に
忠
実
に
残
す
よ
う
に
努
め
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

茨
城
県
に
は
詩
人
が
多
い
。
特
に
近
代
詩
人
は
、
横
瀬
夜
雨
や
野
口
雨
情
や
山
村

暮
鳥
等
の
先
達
詩
人
の
導
き
に
よ
る
こ
と
が
大
き
い
。
北
島
春
柳
や
下
條
綾
子
は
先

達
三
詩
人
の
中
で
も
、
特
に
横
瀬
夜
雨
の
影
響
下
に
あ
っ
た
。
二
人
と
も
茨
城
県
の

県
西
地
区
の
出
身
で
あ
り
、
境
町
は
鬼
怒
川
の
河
岸
の
町
と
し
て
発
展
し
文
化
の
流

入
が
盛
ん
で
あ
っ
た
。
下
條
綾
子
の
生
家
は
、
筑
波
野
の
広
大
な
中
に
あ
っ
て
、
小

貝
川
に
も
近
く
、
裏
筑
波
と
い
っ
た
名
峰
の
景
観
地
に
生
ま
れ
育
ち
、
紫
峰
筑
波
は

何
よ
り
も
身
近
な
存
在
で
あ
っ
た
。

　

今
こ
こ
に
改
め
て
二
人
の
桂
冠
詩
人
に
つ
い
て
記
録
し
て
お
く
こ
と
の
意
義
は
大

き
い
も
の
と
考
え
る
。
北
島
春
柳
に
い
た
っ
て
は
、名
前
さ
え
も
埋
も
れ
て
し
ま
い
、

そ
の
詩
集
は
勿
論
の
こ
と
遺
族
に
も
写
真
一
枚
が
伝
わ
る
の
み
で
、
そ
の
遺
稿
等
の

所
在
す
ら
定
か
で
は
な
い
。
下
條
綾
子
に
つ
い
て
は
、
か
ろ
う
じ
て
、
当
時
の
協
和

町
公
民
館
に
於
い
て
秋
山
智
子
さ
ん
が
、「
郷
土
の
女
流
詩
人
・
下
條
綾
子
紹
介
」（
平

成
元
年
）
を
開
催
さ
れ
、
下
條
綾
子
の
長
男
で
あ
る
二
松
学
舎
大
学
の
鳩
貝
久
延
先

生
の
全
面
的
な
資
料
の
貸
与
を
得
て
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
展
示
資
料
の
一
部
を
秋
山
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さ
ん
が
コ
ピ
ー
さ
れ
、
そ
の
一
部
の
資
料
が
残
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
詩
集
や
作
品

集
等
に
つ
い
て
は
知
る
人
も
い
な
い
。
下
條
綾
子
は
、
早
く
か
ら
筑
波
野
の
女
性
詩

人
と
し
て
、
注
目
さ
れ
て
は
い
た
が
、
作
品
の
全
体
像
は
未
だ
把
握
さ
れ
て
は
い
な

い
。
北
島
春
柳
同
様
資
料
に
乏
し
い
状
況
に
あ
る
。
是
非
と
も
ご
遺
族
の
ご
協
力
を

仰
ぎ
、
基
本
的
な
資
料
の
整
理
と
作
品
の
集
大
成
を
は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
、
現
在
、
東
京
に
お
住
ま
い
の
ご
長
女
鯉
谷
佐
紀
子
さ
ん
か
ら
の
絶
大
な
る
ご

協
力
を
仰
ぎ
つ
つ
調
査
研
究
を
進
め
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

　

振
り
返
っ
て
、
昭
和
三
年
五
月
二
十
七
日
（
日
曜
日
）
午
後
一
時
か
ら
水
戸
市
に

あ
る
茨
城
県
公
会
堂
に
於
い
て
出
版
の
披
露
会
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
挨
拶
文
に

は
「
私
共
は
皆
様
に
不
断
な
き
御
鞭
撻
と
御
指
導
に
よ
り
ま
し
て
日
本
詩
人
会
か
ら

桂
冠
詩
人
叢
書
と
し
て
北
島
は
『
春
を
呼
ぶ
』
下
條
は
『
筑
波
野
の
春
』
を
出
版
し

ま
し
た
。
幸
ひ
に
も
大
方
の
御
高
評
を
受
け
ま
し
た
こ
と
私
共
の
望
外
の
歓
び
で
あ

り
ま
し
た
。
い
つ
か
御
礼
の
意
味
で
ゆ
っ
く
り
お
目
に
か
か
る
機
会
を
得
た
い
と
常

に
思
っ
て
ゐ
ま
し
た
が
幸
ひ
に
も
左
記
の
日
取
り
で
披
露
会
と
い
ふ
と
大
袈
裟
で
す

が
と
に
か
く
に
も
ゆ
っ
く
り
膝
を
交
へ
て
御
高
説
を
拝
聴
し
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
さ

う
い
ふ
意
味
で
角
張
っ
た
会
で
な
く
気
持
の
好
い
少
数
の
人
を
お
招
き
し
た
次
第
で

ご
ざ
い
ま
す
。
御
多
忙
で
せ
う
が
丁
度
日
曜
日
に
な
っ
て
ゐ
ま
す
し
、
私
共
の
為
に

貴
重
な
時
間
を
さ
い
て
御
出
席
下
さ
い
ま
す
や
う
御
願
い
致
し
ま
す
。
御
出
席
の
御

都
合
は
、
猿
島
郡
長
田
村
北
島
宛
に
御
返
事
を
頂
戴
し
た
い
と
思
ひ
ま
す
。　

五
月

十
五
日　

長
田
村　

北
島
春
柳　

　

真
壁
郡
古
里
村　

下
條
綾
子
」
と
あ
る
。

　

そ
の
様
子
に
つ
い
て
、
掲
載
紙
及
び
月
日
不
明
の
記
事
に
「
下
條
、
北
島
両
氏　

詩
集
出
版
記
念
会　

近
頃
珍
し
き
詩
人
の
集
り
一
昨
日
県
公
会
堂
に
開
く
」
と
見
出

し
が
書
か
れ
本
文
に
は
「
今
春
詩
集
『
筑
波
野
の
春
』
を
出
版
し
た
下
條
綾
子
女
史

及
び
昨
秋
自
選
詩
集
出
し
た
北
島
春
柳
両
氏
の
出
版
記
念
会
は
二
十
七
日
午
後
一
時

よ
り
水
戸
市
県
公
会
堂
に
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
日
東
京
か
ら
は
井
上
康
文
、
梶
原
正

之
、
両
氏
が
来
会
し
県
下
文
壇
か
ら
は
冨
岡
如
夢
、
中
野
茶
山
人
、
大
野
慎
、
木
村

直
祐
、
小
松
原
暁
子
、
友
常
幸
一
、
杉
田
省
吾
、
斎
藤
幸
次
、
蛯
原
濱
壽
、
津
川
公

治
諸
氏
及
び
下
條
綾
子
、
北
島
春
柳
両
著
者
で
一
同
は
記
念
撮
影
の
後
デ
ザ
ー
ト
に

入
り
最
初
に
下
條
女
史
の
挨
拶
が
あ
り
宴
半
ば
に
し
て
梶
浦
氏
の
祝
辞
が
あ
り
、
続

い
て
井
上
康
文
氏
は
「
茨
城
県
は
山
村
暮
鳥
を
詩
壇
に
送
り
同
氏
の
詩
は
今
も
尚
ほ

我
々
詩
人
が
愛
唱
す
る
不
滅
の
作
品
で
あ
る
。
両
詩
人
も
将
来
詩
壇
向
か
つ
て
大
い

に
活
躍
励
進
す
る
な
ら
暮
鳥
さ
ん
の
後
継
者
と
な
る
こ
と
が
出
来
ぬ
訳
は
な
い
』
と

い
ふ
意
味
激
励
の
言
葉
と
感
想
談
を
述
べ
一
同
全
く
打
く
つ
ろ
い
だ
歓
談
を
交
換
し

最
後
に
北
島
氏
の
挨
拶
が
あ
つ
て
午
後
五
時
閉
会
し
た
。
更
に
一
同
は
午
後
六
時
よ

り
大
工
町
柳
屋
に
晩
餐
会
を
開
き
小
松
原
暁
子
女
史
の
三
味
や
大
工
町
ガ
ー
ル
の
最

高
芸
術
を
鑑
賞
し
梶
浦
氏
の
磯
節
即
詠
披
露
、
井
上
氏
の
「
お
け
さ
節
」
そ
の
他
各

自
の
芸
術
を
発
揮
し
午
後
十
時
散
会
し
た
が
最
近
珍
し
い
会
合
で
あ
つ
た
。」
と
あ

る
。

　

茨
城
の
近
代
詩
人
の
研
究
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
す
る
も
の
に
と
っ
て
、
前
述
の
よ

う
に
、
今
年
は
北
島
柳
春
の
生
誕
百
二
十
六
周
年
の
年
で
あ
り
、
下
條
綾
子
に
つ
い

て
没
後
四
十
五
周
年
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
っ
て
、
こ
の
ま
ま
二
人
の

桂
冠
詩
人
に
つ
い
て
看
過
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
先
ず
本
稿
で
は
、
下
條
綾
子
に

つ
い
て
進
め
、
更
に
又
機
会
が
あ
れ
ば
北
島
春
柳
に
つ
い
て
の
調
査
結
果
も
報
告
し

た
い
と
考
え
て
い
る
。
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詩人・下條綾子研究

　
　
　
　
　
　

Ⅰ　

下
條
綾
子
論
序
説

　

筑
波
野
の
詩
人
と
し
て
活
躍
し
た
下
條
綾
子
に
つ
い
て
調
査
す
る
に
当
た
っ
て
参

考
と
な
る
も
の
は
現
在
の
所
、星
野
徹
先
生
の
編
集
に
よ
る
『
茨
城
近
代
文
学
選
集
・

詩
歌
編
』（
常
陽
新
聞
社
）
の
み
で
あ
り
、
資
料
の
収
集
に
は
大
変
困
難
な
状
況
に

あ
る
。
平
成
十
四
年
三
月
二
十
八
日
に
亡
く
な
ら
れ
た
二
松
学
舎
大
学
教
授
鳩
貝
久

延
先
生
に
御
母
堂
綾
子
に
つ
い
て
お
電
話
で
お
聞
き
し
て
あ
っ
た
こ
と
を
調
査
研
究

の
糸
口
と
し
て
進
め
て
行
き
た
い
と
考
え
る
。

　

下
條
綾
子
の
詩
集
『
筑
波
野
の
春
』（
昭
和
三
年
一
月
十
五
日　

桂
冠
詩
人
叢
書

　

第
三
編　

日
本
詩
人
会
出
版
部
）
に
つ
い
て
、
鳩
貝
先
生
は
「
茨
城
県
立
図
書
館

に
寄
贈
し
て
あ
り
ま
す
。」
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
お
ら
れ
た
が
、
私
の
調
査
で
は
見

つ
か
ら
ず
、
そ
の
後
、
平
成
十
八
年
三
月
に
青
山
学
院
大
学
の
図
書
館
に
梶
浦
正
之

の
寄
贈
本
の
存
在
が
確
認
さ
れ
、
同
図
書
館
の
ご
好
意
に
よ
っ
て
閲
覧
す
る
こ
と
が

出
来
た
。
私
に
と
っ
て
の
幻
の
詩
集
『
筑
波
野
の
春
』
を
手
に
す
る
こ
と
が
出
来
た

喜
び
は
大
き
い
。
本
書
の
巻
頭
に
は
、
梶
浦
正
之
が
序
を
書
き
、
献
詩
と
し
て
「
古

き
詩
と
新
し
き
詩
を
あ
つ
め
て
母
君
へ
さ
さ
げ
参
ら
す
」
と
あ
り
、
十
七
編
の
作
品

が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
現
在
ま
で
詩
集
『
筑
波
野
の
春
』
を
未
見
の
ま
ま
調
査
を
進

め
て
き
た
こ
と
に
、
研
究
者
と
し
て
大
変
心
苦
し
い
こ
と
と
思
っ
て
い
た
が
、
詩
集

『
筑
波
野
の
春
』
を
手
に
し
た
こ
と
が
、
更
な
る
研
究
に
対
し
て
の
一
つ
の
弾
み
と

な
っ
た
。

　

鳩
貝
先
生
に
よ
る
と
研
究
者
と
し
て
は
、
北
千
住
に
お
住
ま
い
に
な
ら
れ
て
い
る

社
会
科
の
先
生
が
お
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
し
た
が
お
名
前
は
、
は
っ
き
り
と
は
分

か
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。そ
れ
に
下
妻
一
高
の
斎
藤
先
生
の
お
名
前
を
お
聞
き
し
た
が
、

フ
ル
ネ
ー
ム
で
は
な
か
っ
た
の
で
ど
な
た
な
の
か
分
か
ら
な
い
状
態
で
す
。
そ
れ
か

ら
以
前
に
綾
子
の
故
郷
協
和
町
（
現
在
は
筑
西
市
）
の
公
民
館
で
秋
山
智
子
さ
ん
が

中
心
に
な
ら
れ
て
展
示
会
を
催
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
等
を
教
え
て
い
た
だ
い

た
。

　

万
策
尽
き
た
私
は
協
和
町
（
現
在
は
筑
西
市
）
の
秋
山
さ
ん
に
お
教
え
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
お
手
紙
を
差
し
上
げ
た
。
幸
い
な
こ
と
に
秋
山
さ
ん
か
ら
の
お
電
話
で

は
協
和
町
の
公
民
館
で
の
展
示
資
料
の
主
な
コ
ピ
ー
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
あ
り
、
現

在
は
、
桐
原
光
明
先
生
が
お
持
ち
に
な
っ
て
お
り
「
桐
原
先
生
が
今
日
協
和
町
に
来

ら
れ
る
の
で
資
料
を
お
持
ち
し
て
も
良
い
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

平
成
十
四
年
九
月
二
十
九
日
、
午
後
四
時
に
近
い
頃
、
水
戸
線
新
治
駅
に
て
秋
山

さ
ん
・
桐
原
先
生
と
待
ち
合
わ
せ
を
す
る
こ
と
に
な
り
、
秋
山
さ
ん
と
桐
原
先
生
に

お
会
い
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
秋
山
さ
ん
は
用
事
を
済
ま
さ
れ
て
間
も
な
く
駅
に
戻

り
三
人
で
綾
子
の
生
家
を
訪
ね
た
。
秋
山
さ
ん
の
心
配
り
で
現
在
の
当
主
正
雄
夫
人

に
前
も
っ
て
連
絡
を
と
っ
て
お
い
て
下
さ
っ
た
。
下
星
谷
に
あ
る
綾
子
の
生
家
は
白

壁
の
塀
に
囲
ま
れ
て
入
り
口
も
長
屋
門
と
通
用
門
と
の
二
つ
が
あ
り
、
常
陸
下
條
家

の
流
れ
を
汲
む
家
柄
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
が
あ
り
、
紫
峰
筑
波
も
望
め
る
こ
と
が

出
来
、
筑
波
野
の
詩
人
の
生
家
に
ふ
さ
わ
し
い
た
た
ず
ま
い
で
あ
っ
た
。
突
然
の
訪

問
に
も
関
わ
ら
ず
正
雄
夫
人
の
歓
待
を
受
け
た
。
夕
刻
近
く
に
な
っ
て
秋
山
さ
ん
の

お
宅
に
お
邪
魔
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
秋
山
さ
ん
の
お
宅
は
庭
と
家
共
に
茶
道
の
風

流
な
造
り
に
な
っ
て
お
り
、
木
の
香
り
が
す
る
茶
室
で
秋
山
さ
ん
や
桐
原
先
生
か
ら

茨
城
県
西
地
区
の
文
化
的
な
お
話
や
ア
ネ
ク
ド
ー
ト
を
お
聞
き
す
る
こ
と
が
出
来

た
。

　

前
置
き
は
そ
の
位
に
し
て
、
綾
子
の
文
学
展
は
平
成
元
年
四
月
三
日
か
ら
四
月



茨女短大紀№ 36（2009）1-4 4

二
十
八
日
ま
で
元
の
協
和
町
公
民
館
に
於
い
て
「
ふ
る
さ
と
ウ
オ
ッ
チ
ン
グ　

郷
土

の
女
流
詩
人　

下
條
綾
子
紹
介
」
と
題
さ
れ
て
開
催
さ
れ
た
。
展
示
資
料
は
、
綾
子

の
長
男
鳩
貝
久
延
二
松
学
舎
大
学
教
授
か
ら
の
提
供
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
資
料

の
借
用
に
当
た
っ
て
秋
山
さ
ん
は
、詩
人
で
版
画
家
の
飯
野
農
夫
也
先
生
と
二
人
で
、

常
総
線
に
乗
り
下
館
か
ら
取
手
の
鳩
貝
先
生
宅
を
訪
ね
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
秋

山
さ
ん
は
、
お
話
の
中
で
「
遠
か
っ
た
」
と
ぽ
つ
り
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
、
そ
の
言
葉

が
と
て
も
印
象
的
で
し
た
。
ご
辛
労
も
多
か
っ
た
こ
と
と
拝
察
致
し
ま
す
。

　

綾
子
の
文
学
展
に
配
付
さ
れ
た
資
料
に
よ
る
と
以
下
次
の
よ
う
な
貴
重
な
資
料
が

展
示
公
開
さ
れ
た
。

　

書
簡
と
し
て
は
、
丸
岡
秀
子
・
英
美
子(

昭
和
三
十
二
年
四
月
九
日)

が
あ
り
、

　

は
が
き
に
は
、
津
川
公
治
（
昭
和
二
十
八
年
八
月
二
十
九
日
）

　

村
野
四
郎
（
昭
和
二
十
九
年
一
月
十
九
日
）

　

中
林
淳
眞
・
英
美
子
（
昭
和
三
十
年
一
月
一
日
）
の
名
前
が
あ
る
。

　

そ
の
中
で
も
茨
城
ゆ
か
り
の
詩
人
と
し
て
は
、
英
美
子
と
津
川
公
治
が
挙
げ
ら
れ

る
。
こ
こ
に
先
ず
は
二
人
の
経
歴
等
を
記
録
し
て
置
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

英
美
子
は
、
明
治
二
十
五
（
一
八
九
二
）
年
七
月
一
日
、
静
岡
市
西
草
深
町
に
生

ま
れ
る
。
本
名
中
林
文
子
。
生
家
は
、
徳
川
家
の
儒
家
で
勝
海
舟
な
ど
と
も
親
交
深

か
っ
た
旧
家
の
中
林
氏
。
幼
少
か
ら
両
親
に
つ
い
て
和
歌
を
学
び
、
六
歳
の
頃
す
で

に
御
題
に
詠
進
し
た
。
ま
た
信
州
の
歌
人
岡
信
則
に
師
事
し
た
。

　

明
治
四
十
一
年
に
軍
人
で
あ
る
池
田
氏
へ
嫁
し
、
男
児
を
も
う
け
た
。

　

大
正
三
年
頃
か
ら
自
由
な
表
現
形
式
に
ひ
か
れ
、
詩
を
書
き
は
じ
め
た
。

　

大
正
九
年
、
静
岡
市
の
中
学
生
を
主
体
に
し
た
同
人
詩
誌
『
牧
笛
』
を
主
宰
発
行

し
た
が
、
中
学
校
の
圧
力
で
ま
も
な
く
廃
刊
。
西
條
八
十
主
宰
『
白
孔
雀
』
創
刊
と

同
時
に
参
加
。
三
号
か
ら
英
美
子
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
に
変
え
た
。

　

大
正
十
一
年
、
こ
の
頃
、
詩
集
『
白
橋
の
上
に
』
の
詩
稿
を
ま
と
め
る
。
夫
妻
の

性
格
の
相
異
か
ら
、
男
児
を
連
れ
て
家
を
出
。
北
海
道
に
渡
り
、
出
面
取
り
（
日
傭

婦
）
な
ど
を
や
り
自
活
。
後
、
学
令
に
達
し
た
子
を
池
田
家
に
戻
す
。
法
律
上
離
婚

手
続
が
済
む
の
に
三
年
か
か
っ
た
。

　

大
正
十
四
年
、上
京
後
、詩
集
『
白
橋
の
上
に
』（
真
砂
社
）
刊
行
。
十
月
、銀
座
「
キ

タ
ニ
ホ
ン
」
で
出
版
記
念
会
を
開
く
。
詩
を
吉
江
孤
雁
に
師
事
す
る
。

　

昭
和
二
年
詩
集
『
春
の
顔
』（
平
凡
社
）
を
刊
行
す
る
。

　

左
翼
の
批
評
家
井
東
憲
と
同
棲
。
当
時
の
思
想
弾
圧
の
た
め
、
憲
は
間
も
な
く
大

陸
に
亡
命
。
亡
命
後
生
ま
れ
た
男
児
淳
眞
（
あ
つ
ま
さ
）
に
つ
い
て
世
間
か
ら
誤
解

を
う
け
る
。
一
旦
、
親
戚
の
子
と
し
て
届
け
た
淳
眞
を
、
後
年
再
び
、
養
子
と
し
て

入
籍
。

　

豊
島
区
長
崎
に
家
を
つ
く
る
。
長
年
親
交
の
あ
っ
た
千
家
元
暦
の
世
話
で『
改
造
』

そ
の
他
雑
誌
に
作
品
を
発
表
す
る
。

　

昭
和
五
年
、
子
供
を
幼
稚
園
に
通
園
さ
せ
、『
読
売
新
聞
』
記
者
と
し
て
活
動
。

ま
た
衆
議
院
議
員
選
挙
応
援
で
、全
国
遊
説
。
同
七
年
、詩
集
『
美
子
恋
愛
詩
集
』（
素

人
社
）『
東
洋
の
春
』（
交
蘭
社
）
等
を
刊
行
。

　

昭
和
十
六
年
、
海
軍
省
か
ら
サ
イ
ゴ
ン
へ
派
遣
さ
れ
、
新
聞
、
雑
誌
に
依
頼
記
事

を
書
く
。
こ
の
時
サ
イ
ゴ
ン
で
、
日
本
女
性
の
和
服
の
袖
を
短
く
す
る
こ
と
を
思
い

つ
き
、
帰
国
後
『
朝
日
新
聞
』
で
宣
伝
す
る
。
こ
れ
が
『
袖
切
り
運
動
』
の
嚆
矢
と

な
る
。
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昭
和
二
十
年
春
、
戦
禍
を
避
け
て
子
息
淳
眞
（
あ
つ
ま
さ
）
と
と
も
に
茨
城
県
の

旧
久
賀
村
（
藤
代
町
新
川
）
に
移
り
、
昭
和
二
十
四
年
の
春
に
は
、
旧
川
原
代
村
道

仙
田
（
龍
ヶ
崎
市
川
原
代
町
仙
田
）
の
旧
小
貝
川
の
ほ
と
り
に
居
を
定
め
、こ
の
間
、

新
し
い
詩
境
を
模
索
し
て
執
筆
を
絶
っ
た
。

　

昭
和
三
十
八
年
、『
英
美
子
詩
集
』（
宝
文
館
）
を
刊
行
。

　

昭
和
四
十
年
、
子
息
淳
眞
一
家
と
と
も
に
上
京
。
翌
年
『
日
本
未
来
旅
』
に
参
加

し
、
女
性
と
し
て
新
し
い
詩
の
形
式
で
書
き
は
じ
め
る
。

　

昭
和
四
十
五
年
、『A

ndrom
eda

』（
昭
森
社
）
刊
行
。

　
「
川
」
の
詩
碑
が
、
龍
ヶ
崎
市
の
旧
小
貝
川
畔
の
龍
ヶ
崎
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

の
隣
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

川

　　

川
は
流
れ
る

　

ゆ
っ
た
り
と

　

幅
の
あ
る
心
で

　

き
ょ
う
も　

流
れ
る

　

川
は

　

ど
ん
な
こ
と
に
も

　

特
に
執
着
を
残
す
こ
と
な
く

　

何
も
か
も　

余
事
は
さ
て
お
い
て

　

た
だ
に　

流
れ
る

　

川
は

　

川
は
流
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　

ひ
と
す
じ
に

　

己
が　

運
命
の
上
を

　

岸
の
草
笛

　

森
の
梢
が

　

絹
糸
の
よ
う
に　

柔
ら
か
な
夢
を
ぬ
ら
し

　

ゆ
れ　

さ
ざ
め
く
風
景
に

　

心
惹
か
れ
る　

た
そ
が
れ

　

川
も

　

ま
る
で　

呼
吸
が
止
ま
つ
た
よ
う
に

　

光
輝
い
て
み
え
る

　

川
は　

流
れ
る

　

ゆ
っ
た
り
と
太
い
曲
線
を
描
き
な
が
ら

　

己
が
胸
の
琴
線
を

　

わ
ず
か
に　

か
き
鳴
ら
し
な
が
ら

　

川
は　

青
い
い
の
ち
の
中
を

　

い
こ
い
を
忘
れ
た　

私
の
よ
う
に

　

ひ
た
す
ら
に　

流
れ
る
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『
は
る
ぶ
な
日
記
』（
昭
和
二
十
八
年
八
月
三
十
一
日
発
行
）
か
ら
の
転
載
で
あ
る

が
、
小
題
は
「
川
」
と
な
っ
て
い
る
。
同
じ
く
同
書
か
ら
後
二
編
程
引
こ
う
。

　
　
　

橋
に
て

　

河
原
の
砂
に　

え
く
ぼ
の
よ
う
な　

く
ぼ
み
を
つ
け
て

　

小
鳥
の
歩
い
た
跡
が
あ
る

　

点
　々

渚
を
か
が
る　

長
い
長
い　

花
の
レ
ー
ス

　

雲
の
涯
て
へ
と　

続
い
て
い
る

　

人
々
は　

み
な　

そ
れ
ぞ
れ
の　

生
活
に
追
わ
れ
て

　

胸
と
き
め
か
す
稚
さ
を
忘
れ
た

　

重
い
影
ば
か
り
の
行
列
が
ゆ
く　

橋
の
上

　

私
は　

ひ
と
り　

欄
間
か
ら

　

河
原
の
砂
に
見
入
っ
て
い
る

　

川
風
よ

　

青
い
筑
波
を
越
え
て
く
る

　

銀
の
雫
、
田
園
の
韻
よ

　

私
の
空
し
い
耳
の
上
に　

そ
っ
と
囁
け
よ

　

お
前
は　

そ
れ
を
知
っ
て
い
る
、
と

　

あ
あ　

何
の
水
禽
が　

何
を
探
ね
て

　

い
つ　

こ
の
河
原
の
砂
の
上
を

　

あ
ん
な
に　

歩
き
廻
る
の
だ
ろ
う

　

白
鷺
か　

ば
ん
か　

く
い
な
か

　

そ
れ
と
も　

た
だ
の
鳥
な
の
か

　

収
録
さ
れ
て
い
る
小
題
は
、「
四
羽
の
鶏
」
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　

　
　
　

春
鮒

　
　
　
　
　
　
　
　

―

若
き
釣
り
人
の
母
の
う
た
え
る―

　

か
な
し
き
も
の
は　

若
き
釣
り
人
の
母
な
り

　

雨
に
た
た
か
れ　

風
に
裂
け

　

髪
ぼ
う
ぼ
う
と　

爪
の
び
て

　

た
だ
一
筋
に　

鮒
を
追
う

　

釣
り
狂
じ
た
る　

た
た
ず
ま
い

　

高
き
望
み
も　

捨
て
は
て
し

　

君
か
と
お
も
う　

さ
び
し
さ
に

　

牛
久
沼
辺
に　

来
て
み
れ
ば

　

浮
き
世
に　

遠
き　

水
の
上

　

君
は　

静
か
に　

糸
垂
る
る

　

そ
の
美
し
き　

竿
さ
ば
き

　

あ
あ　

春
鮒
は　

そ
よ
そ
よ
と
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尾
振
り　

ひ
れ
振
り　

水
光
る

　

利
根
を　

は
る
ば
る　

の
ぼ
り
く
る

　

小
波
立
て
て　

の
ぼ
り
く
る

　

収
録
さ
れ
て
い
る
小
題
は
、「
茶
の
花
」
で
あ
る
。

　

次
に
津
川
公
治
（
き
み
は
る
）
は
、
明
治
三
十
五
年
十
二
月
十
一
日
、
水
戸
市
荒

神
町
（
現
在
は
城
東
）
に
生
ま
れ
、
昭
和
三
十
四
年
一
月
十
四
日
水
戸
市
新
町
で

五
十
八
歳
亡
く
な
る
。
水
戸
市
酒
門
共
有
墓
地
に
埋
葬
さ
れ
る
。
旧
水
戸
藩
士
族
津

川
家
の
長
男
と
し
て
厳
格
な
家
庭
に
育
っ
た
。
旧
制
水
戸
中
学
を
卒
業
後
、
東
洋
大

学
文
学
部
で
宗
教
哲
学
を
学
ん
だ
。
ご
子
息
の
公
明
氏
に
よ
る
と
、
そ
の
経
歴
は
次

の
よ
う
で
あ
る
。

　

大
正
十
二
年　

茨
城
新
聞
社
の
学
芸
部
に
入
社

　

昭
和
十
年　

茨
城
県
社
会
事
業
事
務
嘱
託

　

昭
和
十
二
年　

茨
城
県
社
会
事
業
協
会
主
事

　

昭
和
十
九
年　

茨
城
県
東
茨
城
地
方
事
務
所
厚
生
課
長

　

昭
和
二
十
三
年　

水
戸
市
厚
生
部
長

　

昭
和
二
十
三
年　

水
戸
市
社
会
教
育
委
員
会
副
会
長

　

昭
和
二
十
三
年　

茨
城
県
読
書
文
化
協
会
副
会
長

　

昭
和
二
十
三
年　

茨
城
講
師
団
講
師

　

昭
和
二
十
四
年　

茨
城
県
児
童
福
祉
協
会
主
事

　

昭
和
二
十
六
年　

茨
城
県
童
話
会
副
会
長

　

昭
和
二
十
六
年　

茨
城
県
社
会
福
祉
協
議
会

　

津
川
家
の
先
祖
は
三
条
家
の
公
家
の
流
れ
を
汲
み
戦
国
時
代
に
現
在
の
茨
城
に
流

れ
て
き
て
、
深
川
に
住
ん
で
い
た
。
徳
川
頼
房
に
使
え
た
の
が
始
ま
り
と
さ
れ
る
。

　

津
川
公
浩
は
、
大
学
卒
業
後
い
は
ら
き
新
聞
社
に
入
社
し
、
学
芸
部
で
は
、
多
彩

な
活
躍
を
し
た
。
そ
の
後
県
社
会
課
嘱
託
。
社
会
事
業
協
会
、
民
生
委
員
連
盟
な
ど

の
主
事
、
更
に
水
戸
市
厚
生
部
長
等
を
経
て
、
県
児
童
福
祉
協
会
を
設
立
。
県
下
の

子
ど
も
会
育
成
に
あ
た
っ
た
。『
小
川
芋
銭―

脱
俗
の
田
園
画―

』（
上
下　

ふ
る
さ

と
文
庫　

筑
波
書
林
）
は
代
表
作
で
あ
る
。

　

個
人
誌
『
桃
源
』
を
昭
和
九
年
に
刊
行
し
、五
年
間
で
四
十
一
冊
を
出
し
て
い
る
。

津
川
は
暮
鳥
論
、
随
筆
、
詩
、
翻
訳
を
載
せ
て
い
る
。
津
川
に
は
詩
集
や
著
作
集
と

い
っ
た
ま
と
ま
っ
た
作
品
集
が
な
い
た
め
、
作
品
を
手
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と

と
思
わ
れ
る
。『
桃
源
』
か
ら
二
編
ほ
ど
引
用
転
載
し
て
紹
介
し
た
い
。

　
　
　

憩
ひ

　

わ
が
幸
福
は
影
ふ
か
き
緑
の
葉
陰

　

そ
こ
に
し
て
憧
憬
な
く
、
か
ろ
き
浴
衣
に

　

夏
の
日
の
そ
よ
か
ぜ
に
こ
こ
ろ
を
ば
浸
し
揺
ら
れ
つ

　

母
び
と
の
え
ま
ひ
に
、
幼
児
と
な
り
て
睦
び
か
た
ら
ひ

　

一
輪
の
花
に
永
久
の
い
の
ち
を
掬
む
ひ
と
時

　

ま
づ
し
き
生
計
も
わ
が
胸
を
い
た
め
ず

　

世
の
騒
音
も
わ
が
耳
を
お
そ
は
ず

　

ラ
イ
ク
ロ
ッ
ト
の
伴
侶
と
な
り
て
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天
地
の
寂
寞
に
澄
み
き
は
ま
る
生
を
お
も
ふ

　

そ
の
ゆ
た
か
な
る
孤
独
の
ひ
と
と
き　
（
一
九
二
七
、五
、七
）

（
昭
和
十
年
七
月
十
一
日　

第
二
年　

第
七
号
）

　
　
　

蛙

　

牡
丹
桜
の
花
も
散
つ
て

　

エ
メ
ラ
ル
ド
の
初
夏
の
夕
が
来
た

　

流
れ
の
上
や
田
の
畦
に

　

柔
ら
か
い
乳
色
の
靄
と
い
つ
し
よ
に
や
つ
て
来
た

　

幾
千
と
し
れ
ぬ
蛙
の
声
々
が―

　

そ
の
透
明
な
初
夏
の
ひ
び
き
か

　

森
や
谷
間
に
こ
だ
ま
し
つ
つ

　

月
の
光
に
解
け
て
流
れ
て

　

わ
た
し
の
心
の
湖
上
に
ま
で

　

ひ
た
ひ
た
と
漣
を
そ
よ
が
せ

　

遠
い
在
り
し
日
の
思
ひ
出
を

　

ほ
の
ぼ
の
と
く
り
ひ
ろ
げ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
月
二
十
九
日
、
関
南
に
て
）

（
昭
和
十
四
年
五
月
二
十
五
日　

第
六
年　

第
四
号
）

　

津
川
は
晩
年
の
暮
鳥
を
敬
愛
し
て
お
り
、「
暮
鳥
会
」
を
結
成
し
た
。
昭
和
十
年

十
月
に
は
、
暮
鳥
会
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
し
て
『
暮
鳥
研
究
』
第
一
号
を
刊
行
し
た
。

巻
頭
に
は
津
川
が
『「
暮
鳥
の
会
」
の
生
誕
』（
昭
和
八
年
五
月
五
日　

い
は
ら
き
所

載
）
を
掲
げ
た
。「
追
憶
」
に
は
、
土
田
杏
村
、
高
村
光
太
郎
、
人
見
東
明
、
三
木

露
風
、
野
口
雨
情
が
そ
れ
ぞ
れ
書
い
て
い
る
。「
暮
鳥
忌
」
と
し
て
室
生
犀
星
が
書

い
て
い
る
が
巻
末
に
（
大
正
十
四
年
い
は
ら
き
所
載
）
と
あ
る
。「
山
村
暮
鳥
感
想

集
」の
予
告
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
第
二
号
は
昭
和
十
年
十
二
月
八
日
に
出
て
い
る
。

「
時
計
の
音
」（
山
村
暮
鳥
の
遺
稿
）
が
巻
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。
橋
詰
一
郎
が
「
暮

鳥
と
芭
蕉
」
等
を
掲
載
し
て
い
る
。

　

次
に
下
條
綾
子
の
文
学
展
の
展
示
資
料
の
中
の
写
真
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
綾
子

に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
、

　
　
　

平
磯
に
て

　
　
　

生
花
を
活
け
る

　
　
　

卒
業
記
念
写
真
二
枚
（
九
段
下
峰
美
明
・
東
京
日
比
谷
大
竹
写
真
）

　
　
　

夫
鳩
貝
栄
一
郎

　
　
　

日
光
中
禅
寺
湖
に
て
（
大
正
十
五
年
）

　
　
　

私
立
日
本
女
子
商
業
学
校
ア
ル
バ
ム

　

等
で
あ
る
。

　

展
示
会
用
の
巻
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
写
真
は
、「
平
磯
に
て
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
他

の
写
真
に
つ
い
て
は
確
認
中
で
あ
る
。

　

作
品
の
展
示
に
つ
い
て
は
、

　
　
『 
文
章
倶
楽
部
』九
月
号(

大
正
十
五
年
九
月
一
日)

「
あ
ざ
の
子
を
抱
い
て
」（
応

募
小
説
で
掲
載
）　　

　
　
『 

筑
波
野
の
春
』
桂
冠
詩
人
叢
書
第
三
編
（
昭
和
三
年
一
月
十
五
日　

日
本
詩
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人
会
）

　

本
書
の
巻
頭
に
は
、
梶
浦
正
之
が
序
を
書
い
て
い
る
こ
と
は
前
に
も
ふ
れ
た
。
献

詩
と
し
て
「
古
き
詩
と
新
し
き
詩
を
あ
つ
め
て
母
君
へ
さ
さ
げ
参
ら
す
」
と
あ
る
。

以
下
目
次
の
順
に
従
っ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
作
品
の
題
名
を
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
。

「
灯
火
想
、
風
呂
、
燃
え
る
嘆
き
、
つ
り
、
宣
言
、
真
黒
な
闇
の
か
げ
、、
生
命
、
永

遠
の
呪
詛
、
別
離
の
曲
、
き
さ
ら
ぎ
の
陽
光
、
一
本
の
痩
樹
、
画
板
の
一
頁
、
マ
ブ

オ
、
愛
、
行
為
、
春
の
黄
昏
、
夜
」
の
十
七
編
で
あ
る
。

　

昭
和
三
年
の
三
月
十
日
の『
い
は
ら
き
』に
、友
常
幸
一
は
長
文
の
感
想
を
掲
げ
た
。

　
　
　
　

詩
集
『
筑
波
野
の
春
』
の
風
景

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
條
綾
子
氏
へ
寄
す
る
言
葉

友
常　

幸
一　

　

詩
集
『
筑
波
野
の
春
』
は
下
條
綾
子
氏
の
近
業
と
し
て
千
九
百
二
十
八
年
の
詩
壇

に
投
げ
出
さ
れ
た
意
味
深
き
詩
華
集
で
あ
る
。
更
に
第
二
第
三
の
著
作
集
を
出
版
す

る
と
い
ふ
作
者
の
音
信
に
接
し
て
は
そ
の
勢
力
に
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
有
難
い
こ
と

で
あ
る
。

　

先
づ
開
巻
第
一
に
私
の
胸
を
強
打
し
た
も
の
は
明
る
い
筑
波
野
の
風
景
で
は
な
く

し
て
永
遠
へ
の
呪
詛
で
あ
つ
た
。

　

若
い
日
の
宣
言
で
あ
つ
た
。
あ
ら
ゆ
る
男
性
へ
の
肉
親
へ
の
反
逆
で
あ
り
反
抗
で

あ
つ
た
。
そ
こ
に
作
者
の
藝
術
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

 

×

　

以
下
き
れ
ぎ
れ
の
言
葉

　

此
の
作
者
か
ら
芭
蕉
の
寂
を
も
と
め
子
規
の
枯
淡
を
あ
が
な
ふ
こ
と
は
無
理
。

　

今
日
澤
山
の
女
流
を
も
つ
て
ゐ
る
わ
が
歌
壇
に
作
者
の
や
う
な
熱
情
の
人
を
見
い

出
す
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
に
か
。
そ
の
多
く
は
、
傳
統
的
な
因
襲
に
自
分

の
生
活
を
と
ら
は
れ
す
ぎ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
や
み
が
た
き
衝
動
に
よ
ら
ず
し
て

堕
性
的
な
思
索
態
度
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。
私
の
不
満
は
そ
こ
に
あ
る
。

　

私
は
こ
ゝ
に
作
者
の
歌
壇
人
と
し
て
の
力
量
を
論
ず
る
前
に
筑
波
野
の
春
か
ら
數

首
を
ぬ
か
ふ
。

耐
へ
か
ね
つ
涙
わ
き
来
る
眼
を
と
ぢ
て
夕
べ
わ
が
よ
る
紫
陽
花
の
か
げ

も
ろ
手
も
て
他
に
し
垂
れ
咲
く
紫
陽
花
の
花
か
い
抱
く
夕
べ
な
り
け
り

物
す
べ
て
ゆ
が
み
て
見
ゆ
る
こ
の
日
頃
し
ひ
た
げ
ら
れ
し
心
か
な
し
も

物
云
は
ぬ
土
と
草
と
親
し
み
て
静
か
に
生
き
む
か
く
も
願
ひ
き

ふ
く
よ
か
な
己
が
乳
房
を
ま
さ
ぐ
り
て
ふ
と
頬
染
め
る
我
が
こ
の
ご
こ
ろ

さ
だ
め
ぞ
も
何
を
し
泣
く
や
こ
の
夕
明
る
き
空
に
星
流
れ
た
り

か
に
か
く
に
思
ひ
み
だ
れ
て
来
し
は
き
し
た
ら
ち
ね
の
母
住
む
家
な
れ
ば
、

　

男
だ
つ
た
ら
、
男
だ
つ
た
ら
。
私
は
そ
れ
ほ
ど
作
者
に
期
待
す
る
こ
と
が
多
い
。

　

私
は
常
に
作
者
の
純
情
を
愛
し
た
。

更
に
そ
の
熱
情
に
驚
畏
し
た
。
作
者
の
藝
術
か
ら
こ
の
ふ
た
つ
を
の
ぞ
い
た
ら
實
に

寂
し
い
。

　

竿
頭
百
尺
、
一
歩
を
出
づ
れ
ば
筑
波
野
の
春
は
決
し
て
平
坦
で
も
な
け
れ
ば
百
花

爛
漫
の
麗
日
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
蒼
白
な
人
間
の
子
が
ひ
と
り
さ
め
ざ
め
と
の
こ

さ
れ
て
ゐ
る
厳
粛
な
風
景
で
あ
る
。

　

作
者
の
も
つ
藝
道
は
し
や
う
し
や
う
と
な
る
松
風
の
詠
嘆
で
も
な
け
れ
ば
葦
間
に

さ
や
ぐ
水
音
の
な
ま
や
さ
し
さ
で
は
な
い
。
颶
風
で
あ
り
突
風
で
あ
り
あ
く
ま
で
反
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抗
し
や
う
と
す
る
人
間
の
生
き
生
き
と
し
た
強
み
で
あ
る
。
力
で
あ
る
。
す
ば
ら
し

さ
で
あ
る
。

　

詩
集
『
筑
波
野
の
春
』
に
は
一
貫
し
た
力
強
い
リ
ズ
ム
が
高
調
さ
れ
て
ゐ
る
。

し
た
が
つ
て
そ
の
言
葉
に
爆
發
し
て
ゆ
く
感
情
の
気
持
よ
さ
は
新
時
代
の
女
性
の
も

つ
特
性
で
あ
る
と
し
て
も
そ
こ
に
は
深
く
根
ざ
し
た
戀
愛
の
強
み
が
あ
る
。

　

私
は
此
の
作
者
に
人
間
苦
を
強
ふ
る
こ
と
は
如
何
に
藝
道
精
進
の
た
め
と
は
云
ひ

私
に
は
出
来
う
べ
く
も
な
い
。
キ
リ
ス
ト
の
受
難
は
や
が
て
光
明
の
世
界
を
暗
示
す

る
と
は
云
ひ
あ
ま
り
に
も
作
者
に
は
む
ご
た
ら
し
い
。

　

今
や
作
者
は
詩
に
右
す
べ
き
か
歌
に
左
す
べ
き
か
の
岐
路
に
立
つ
て
ゐ
る
。

今
日
の
歌
壇
に
熱
そ
の
も
の
ゝ
力
強
さ
に
あ
る
作
者
に
よ
つ
て
倦
滞
よ
り
一
歩
を
歩

み
で
た
い
。

　

口
に
し
て
は
實
想
觀
人
も
い
い
。
だ
が
平
坦
な
今
日
の
自
然
描
寫
は
單
純
な
樹
木

の
素
描
に
終
つ
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
ま
た
私
の
不
満
が
あ
る
。

　

女
に
は
憧
憬
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
こ
の
作
者
に
は
み
ぢ
ん
も
そ
れ
を
も
つ
て
ゐ

な
い
。
咏
嘆
が
な
い
。
あ
き
ら
め
が
あ
る
。
そ
れ
で
い
い
。

　

作
者
は
も
つ
と
有
名
に
な
つ
て
い
い
は
ず
で
あ
る
。
炬
火
の
川
路
柳
虹
氏
は
『
あ

な
た
は
野
望
を
も
た
な
す
ぎ
る
。
今
日
の
詩
壇
に
於
て
あ
な
た
は
十
分
に
そ
れ
を
持

つ
て
い
い
』
と
云
つ
て
ゐ
る
そ
の
言
や
ま
こ
と
に
至
言
で
あ
る
。
詩
壇
に
認
め
ら
れ

る
の
を
待
つ
ば
か
り
が
能
で
は
な
い
。
も
と
む
べ
き
だ
、
す
す
む
べ
き
だ
。

　

作
者
の
今
日
を
成
す
、
そ
れ
は
恐
ら
く
涙
の
忍
苦
で
あ
つ
た
で
あ
ら
ふ
。
だ
が
完

全
に
報
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
は
ず
だ
。

　

女
子
大
を
出
た
茨
城
の
人
に
小
松
原
暁
子
氏
が
あ
る
。
下
條
綾
子
氏
が
あ
る
と
も

に
詩
歌
壇
の
人
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
ま
た
過
日
の
選
擧
運
動
に
吾
等
に
も
権
利
を

與
へ
よ
と
田
中
と
し
子
氏
が
あ
る
。
さ
か
ん
な
る
か
な
で
あ
る
。

　

私
は
詩
集
筑
波
野
の
春
を
通
じ
て
か
な
り
作
者
の
氣
持
ち
を
忖
度
し
た
こ
と
を
お

わ
び
す
る
。

　

と
も
あ
れ
作
者
に
多
く
の
期
待
を
も
つ
私
は
更
に
日
本
詩
壇
に
印
す
る
作
者
の
足

跡
を
氣
長
く
見
て
ゐ
よ
う
作
者
よ
常
に
熱
で
あ
つ
て
呉
れ
。ひ
か
り
で
あ
つ
て
く
れ
。

（
三
・
三
・
一
〇
）

　
『
全
詩
人
聯
合
』
創
刊
号(

昭
和
三
年
四
月
一
日)　

に
綾
子
の
「
失
望
と
呪
詛
は

燃
え
ぬ
」
が
掲
載
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　

失
望
と
呪
詛
は
燃
え
ぬ

　
　
　

わ
が
歌
ふ
と
こ
ろ

　
　
　

は
た
、
求
む
る
と
こ
ろ

　
　
　

底
知
れ
ぬ
！
深
さ

　
　
　

默
劇
を
た
く
ら
み
居
る
冬
！

　
　
　

素
枯
れ
し
広
野
走
る
微
風
の
音
に

　
　
　

乙
女
の
失
望
と
呪
詛
は
燃
え
ぬ
…
…
…

　
　
　

今
も
む
か
し
も

　
　
　

な
ほ
、
愛
を
の
み
生
命
と
願
ふ
女
の

　
　
　

寂
び
ら
か
な
冬
を
求
め　

狂
ふ
悲
惨
め
さ

　
　
　

丘
越
え
て
畑
に
ゆ
き
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恩
愛
を
胸
裡
に
秘
め

　
　
　

空
虚
な
聲

　
　
　

い
や
高
く
笑
ふ
…
…

　
　
　

あ
か
ね
し
て
夕
陽
沈
む

　
　
　

か
は
た
れ
の
色
！

　
　
　

燻
銀
の
奏
樂
に

　
　
　

流
れ
行
く
時
を
知
り

　
　
　

霜
柱

　
　
　

か
そ
け
く
も
光
る
見
る

　
　
　

あ
　ゝ

冬
の
空
間

　
　
　

或
は
ニ
ヒ
ル

　
　
　

時
に
ダ
ダ

　
　
　

い
づ
こ
、
い
か
に

　
　
　

さ
ま
よ
え
る
ま
な
こ

　
　
　

日
輪
の
光
に
狂
ひ

　
　
　

失
望
と
呪
詛
は
燃
え
ぬ
。

　
『
炬
火
』
第
三
年
四
月
号
（
昭
和
三
年
四
月
一
日
）
に
北
島
春
柳
の
「
筑
波
野
の

春
を
読
む
」
が
掲
載
さ
れ
る
。

　
　

 　

下
條
綾
子
氏
は
か
つ
て
よ
り
短
歌
に
堪
能
な
方
で
あ
る
が
最
近
詩
の
道
へ
も

著
し
く
精
進
し
て
私
た
ち
と
桂
冠
詩
人
叢
書
を
出
し
た
。
ま
だ
未
来
に
富
ん
だ

女
性
で
あ
り
な
が
ら
き
わ
め
て
哀
愁
に
包
ま
れ
て
ゐ
る
。
み
る
目
、
き
く
耳
皆

社
界
を
否
定
し
て
ゐ
る
ら
し
い
、
い
ま
氏
か
ら
寄
付
を
受
け
た
桂
冠
詩
人
三
編

「
筑
波
野
の
春
」
に
つ
い
て
読
後
感
を
か
く
こ
と
は
私
と
し
て
光
栄
で
あ
り
又

氏
に
對
す
る
礼
譲
の
一
つ
で
あ
る
と
の
ド
ク
マ
を
似
て
こ
ゝ
に
率
直
な
筆
を
取

つ
た
次
第
で
あ
る
。
ま
づ
生
命
の
詩
に
つ
い
て
み
る

　
　
　

あ
ゝ
二
人
の
生
命

　
　
　

こ
れ
だ
け
が
光
だ

　
　
　

力
だ
…
…
…
…

　
　

 　

氏
が
如
何
に
生
き
て
い
く
△マ

マ

△
方
面
に
熱
烈
な
る
か
こ
の
詩
は
真
の
心
で
あ

ら
う
。
又
、
一
本
の
痩
樹
は
氏
が
め
ぐ
ま
れ
な
い
自
分
の
生
活
を
擬
人
法
に
表

現
し
た
も
の
で
生
活
を
知
ら
ぬ
も
の
は
兎
も
角
す
べ
て
を
知
つ
た
私
は
こ
ゝ
に

著
者
の
悩
み
が
よ
く
出
て
ゐ
る
と
思
ふ

　
　
　

夢
よ
り
も
果
敢
な
く

　
　
　

す
つ
く
と
立
つ
た
一
本
の
痩
樹

　
　

 　

春
風
駘
蕩
の
時
季
に
は
ま
だ
春
淺
く
何
物
か
恵
ま
れ
ぬ
作
者
の
苦
悩
は
こ
の

痩
樹
に
も
そ
の
真
相
を
色
濃
く
出
し
て
ゐ
る
。
す
べ
て
が
環
境
に
超
越
し
よ
う

と
し
た
思
念
も
否
全
然
超
越
し
て
は
ゐ
る
け
れ
ど
凡
俗
の
目
を
憚
る
作
者
は

こ
ゝ
に
確
に
ジ
レ
ン
マ
に
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
。
こ
れ
氏
と
し
て
さ
も
あ
ら
う
境
遇

と
私
は
認
め
る
の
で
あ
る
。「
画
板
の
一
頁
」
は
た
れ
し
も
画
板
の
一
頁
で
あ

る
が
少
し
言
ひ
足
ら
ぬ
感
じ
が
し
た
。

　
　

 　

マ
ボ
ウ
の
詩
は
難
を
言
へ
ば
独
断
的
で
あ
る
作
者
に
は
判
つ
て
ゐ
て
も
読
者

に
は
首
肯
し
か
ね
る
、
と
言
へ
ば
な
ん
だ
か
私
は
作
者
を
攻
む
る
よ
う
で
あ
る
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が
事
點
作
者
に
對
し
て
は
同
情
し
て
ゐ
る
一
人
で
あ
る
が
故
し
か
云
ふ
著
者
乞

ふ
諒
し
給
へ

　
　
　
「
愛
」

　
　
　

二
つ
の
魂
が
一
つ
に
な
る
と
き

　
　
　

そ
れ
は
果
た
し
て
何
時
か
氏
の
た
め
に
私
は
祈
ら
う
。

　
　

 「
行
為
」
に
於
い
て
は
た
し
か
に
懺
悔
し
て
ゐ
る
相
が
み
え
る
自
己
反
省
よ
り

尊
い
も
の
は
な
い
が
自
己
反
省
が
た
ゞ
そ
れ
だ
け
に
と
ゞ
ま
る
こ
と
は
よ
く
な

い
こ
と
だ
、
な
に
か
新
ら
し
き
方
面
を
発
見
し
て
勇
往
遇
進
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　

 　

雲
の
上
の
足
跡
は
消
え
て
も
行
為
は
消
し
得
な
い
。
氏
は
非
常
に
清
な
心
境

か
ら
少
し
の
陰
影
を
も
否
認
す
る
精
神
を
持
つ
が
故
に
行
為
に
つ
い
て
最
も
慎

重
な
言
ひ
方
を
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
「
春
の
黄
昏
」
は
氏
に
ま
だ
来
な
い

の
に
氏
は
早
く
も
黄
昏
の
境
地
を
歩
む
。
こ
れ
果
た
し
て
詩
人
の
通
有
性
で
あ

ら
う
か
。
い
く
度
か
死
を
思
ひ
て
そ
の
死
に
赴
か
な
い
う
ち
が
せ
め
て
も
の
取

柄
だ
。
冀
く
は
氏
よ
死
は
永
遠
に
さ
け
て
く
れ
、
し
か
し
天
命
な
ら
ば
之
ま
た

是
非
も
な
し
、
人
工
的
死
は
社
界
の
騒
擾
罪
と
な
る
か
ら
惜
し
ま
れ
る
う
ち
こ

そ
で
な
く
、
死
の
勝
利
は
私
と
て
正
反
對
で
あ
る
。

　
　

 　

ま
だ
春
秋
に
富
ん
だ
身
で
あ
り
乍
ら
氏
の
詩
は
総
じ
て
否
定
的
な
歌
ひ
か
た

を
し
て
ゐ
る
、
し
て
又
社
界
を
あ
ま
り
に
も
嫌
悪
の
眼
を
な
げ
過
ぎ
て
は
し
ま

い
か
、
も
つ
と
も
つ
と
破
邪
顕
正
の
道
を
開
拓
し
て
希
望
の
花
を
培
ふ
べ
く
方

向
を
転
ず
べ
き
で
あ
る
。

　
　

 　

浮
き
水
面
に
溷
濁
を
流
す
だ
け
で
は
少
し
物
足
り
な
い
感
じ
が
す
る
最
後
に

許
さ
れ
る
な
ら
も
つ
と
き
り
つ
め
た
表
現
こ
そ
と
望
ん
で
ゐ
る
こ
ゝ
に
氏
の
労

作
を
月
旦
し
て
筆
を
擱
く
。

　
　
　

 

歌
集
『
九
十
人
集
』（
昭
和
三
年
五
月
十
五
日
）
若
月
紫
蘭
編　

新
月
社
発

行
「
流
れ
ゆ
く
」（
十
四
首
）
を
発
表
。
数
首
を
引
こ
う
。

　
　
　
　

わ
が
思
ひ
油
と
と
け
て
金
色
の
よ
き
灯
を
君
が
前
に
と
も
す
も

　
　
　
　

ひ
い
や
り
と
白
粉
ば
け
の
ふ
る
ゝ
と
き
し
み
し
み
と
湧
く
わ
が
恋
ご
こ
ろ

　
　
　
　

湯
上
り
の
あ
た
ゝ
ま
り
た
る
こ
の
心
う
れ
し
き
に
つ
れ
涙
し
に
け
り

　
　
　
　

鬼
怒
川
を
漕
ぎ
ゆ
く
小
舟
風
は
ら
み
夏
に
入
る
日
の
水
の
さ
青
さ

　
　
　
　

物
す
べ
て
ゆ
が
み
て
見
ゆ
る
こ
の
日
ご
ろ
し
ひ
た
げ
ら
れ
し
心
か
な
し
も

　
　
　
　

ほ
ろ
ほ
ろ
と
啼
く
山
鳩
の
声
き
こ
ゆ
塩
原
山
の
真
昼
の
静
け
さ

　
　
　
　

十
月
の
筑
波
野
の
色
陽
の
ひ
か
り
わ
が
た
ま
し
い
ぞ
は
ぐ
く
ま
れ
ゆ
く

　
　

詩
華
集
『
航
海
』
井
上
康
文
発
行
（
昭
和
三
年
十
一
月
二
十
日　

詩
集
社
）

　
　

 『
詩
集
』
新
年
号
「
木
村
達
三
の
詩
華
集
読
後
感
」（
掲
載
）
昭
和
四
年
一
月
一

日

　
　

 『
桂
冠
詩
人
』昭
和
四
年
一
月
号(

一
九
ニ
九
年
一
月
十
五
日　

三
巻
一
号)

「
流

る
ゝ
よ
黒
髪
！
」
発
表
。

　
　
　
　
　

流
る
ゝ
よ
黒
髪
！

　
　
　

誇
ら
し
く
ほ
む
ら
す
る
ま
ゝ
に

　
　
　

夜
も
日
も
逸
楽
の
香
に
ぞ
浸
れ
ど

　
　
　

果
敢
な
き
生
命
と
、
さ
れ
、
戀
と
、
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衰
残
を
思
ふ
悲
し
さ
！

　
　
　

悶
へ
疲
れ
て
、
鈍
色
の
ペ
ン
キ
の
壁
に

　
　
　

蒼
白
い
初
冬
の
陽
は
さ
し

　
　
　

蝋
涙
の
な
き
が
ら
映
ゆ
る
。

　
　
　

享
楽
の
、
捲
き
て
は
の
ば
し

　
　
　

か
つ
絆
し　

う
つ
憂
の
こ
の
日
！

　
　
　

や
が
て
ま
た

　
　
　

微
笑
み
つ
つ
、
君
そ
と
触
る
ゝ
唇
！

　
　
　

い
と
、
匂
は
し
く

　
　
　

あ
ゝ
、
さ
ら
に
な
つ
か
し

　
　
　

薄
暮
れ
の
静
寂
さ
…
…
…
。

　
　
　

絶
え
む
と
し
て
、
強
く
、
ま
た
も

　
　
　

わ
が
胸
に
、
す
さ
…
…

　
　
　

燃
え
て
、
か
つ
冷
や
や
か
に

　
　
　

世
の
は
ほ
ろ
ぶ
を
…
…
…
…

　
　
　

霊
魂
の
破
綻
！

　
　
　

路
傍
文
明
の
壊
滅
を
識
れ
ど

　
　
　

胸
の
ふ
か
み
に
、
き
ざ
ま
れ
し
恋
の
俤
！

　
　
　

君
と
わ
が
の
暗
闇
に
委
せ
る
心

　
　
　

忘
没
の
旅
路
は
長
く
紆
り
て

　
　
　

流
る
ゝ
よ
黒
髪
！

　
　
　

し
ど
ろ
に
、
は
た
悲
惨
ま
し
く

　
　
　

あ
ら
き
息
ぎ
れ
、
悲
愁
の
忍
音
に
ま
じ
り
て

　
　
　

狂
ほ
し
く
、
歓
笑
に
涙
あ
し
ら
へ

　
　
　

あ
ゝ
、
遂
に
、
恋
を
生
命
に

　
　
　

触
る
ゝ
よ
…
…
…

　
　
　

熱
唇
…
…
。

　
　
　

…
…
…
。

　
『
桂
冠
詩
人
』
昭
和
四
年
一
月
号
（
一
九
ニ
九
年
一
月
十
五
日　

三
巻
一
号
）
に

は
、「
詩
集
『
筑
波
野
の
春
』
の
読
後
感
」
と
題
さ
れ
て
、小
野
十
三
郎
、蛇
原
濱
壽
、

藤
田
祐
四
郎
、
大
鳥
居
金
一
郎
、
森
田
麦
の
秋
に
よ
り
掲
載
さ
れ
た
。小

野
十
三
郎　

　

御
詩
集
「
筑
波
野
の
春
」
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
あ
な
た
の
詩
を
拝
見
し

ま
す
と
こ
の
題
名
は
あ
ま
り
ふ
さ
は
し
く
な
い
や
う
で
す
。
詩
か
ら
受
け
る
感
じ
は

筑
波
野
の
春
と
云
ふ
風
な
落
付
い
た
も
の
よ
り
、
む
し
ろ
も
つ
と
生
活
的
な
動
揺
と

苦
悩
で
す
。
大
体
に
或
過
渡
期
を
あ
な
た
は
歩
ん
で
ゐ
ら
れ
る
や
う
な
印
象
を
受
け

ま
し
た
。
あ
な
た
の
前
途
を
祝
し
ま
す
。

蛇
原
濱
壽　

　

春
寒
の
砌
益
々
御
健
勝
に
て
筆
硯
に
押
し
た
し
み
の
御
こ
と
悅
び
に
堪
へ
ま
せ
ん

此
度
は
御
出
版
な
さ
い
ま
し
た
詩
集
「
筑
波
野
の
春
」
を
お
送
り
下
さ
い
ま
し
て
洵
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に
難
有
う
存
じ
ま
す
。
早
速
拜
唱
さ
し
て
頂
き
ま
し
た
。
い
づ
れ
の
熱
情
の
こ
も
れ

る
生
々
し
た
生
命
に
觸
れ
る
感
じ
を
受
け
ま
し
た
。
私
の
好
み
か
ら
申
し
ま
す
と
中

で
も
「
別
離
の
曲
」
は
一
番
氣
に
い
り
ま
し
た
そ
れ
か
ら
次
に
は
「
生
命
」「
畫
板

の
一
頁
」
等
が
す
き
で
す
。「
愛
」「
宣
言
」
な
ど
の
短
唱
も
私
の
心
を
惹
き
ま
し
た
。

先
は
右
御
禮
に
添
へ
て
ち
よ
つ
と
讀
後
の
感
じ
を
書
き
ま
し
た
。

藤
田
祐
四
郎　

　

著
者
は
歌
に
も
す
ぐ
れ
た
も
の
を
発
表
し
て
ゐ
る
異
才
で
あ
る
。

　
　

人
生
の
運
命
と
思
ひ
が
何
故
か
あ
き
ら
め
か
ね
て
人
を
羨
む

　

又
詩
集
に
も
こ
の
種
の
秀
作
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

さ
だ
め
ど
も
何
を
し
泣
く
や
こ
の
夕
明
る
き
空
に
星
な
が
れ
た
り

　

の
如
き
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

詩
集
の
中
の
詩
篇
は
ま
こ
と
に
粒
そ
ろ
へ
の
力
作
で
あ
る
と
私
は
信
じ
て
ゐ
る
。

と
も
す
れ
ば
ひ
つ
こ
み
思
案
の
女
の
多
い
中
に
こ
の
思
ひ
き
つ
た
詩
作
の
態
度
は
ど

う
で
あ
ら
う
、
女
と
し
て
は
珍
し
い
強
い
思
想
の
所
有
者
で
あ
る
こ
と
が
直
ち
に
う

か
が
え
る
の
は
う
れ
し
い
こ
と
だ
。
著
者
が
人
生
の
花
に
咲
い
て
時
な
ら
ぬ
嵐
に
吹

き
に
吹
か
れ
て
生
き
る
な
や
み
心
の
針
で
若
き
人
生
の
一
日
一
日
を
縫
っ
て
行
つ
た

あ
は
れ
に
も
い
た
ま
し
い
あ
と
篇
中
一
句
一
字
に
も
表
は
れ
て
あ
ま
す
と
こ
ろ
が
な

い
。し
い
た
げ
に
對
す
る
永
遠
の
呪
詛
ど
う
し
て
涙
な
し
に
読
む
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　

細
評
に
つ
い
て
は
多
く
の
諸
君
が
そ
れ
ぞ
れ
寓
間
の
見
地
か
ら
述
べ
ら
れ
る
で
あ

ら
う
。
で
私
は
田
園
に
暮
ら
す
も
の
の
立
場
か
ら
以
上
を
述
べ
た
ま
で
ゞ
あ
る
が
こ

の
上
は
た
ゞ
著
者
が
も
つ
と
平
明
直
情
に
し
て
よ
り
深
く
徹
す
る
様
に
努
力
あ
ら
ん

こ
と
を
の
ぞ
む
も
の
で
あ
る
。

大
島
居
金
一
郎　

　
「
詩
」
に
對
し
て
は
、
門
外
漢
で
あ
る
こ
と
決
し
て
人
後
に
お
ち
ぬ
私
が
、
詩
集

の
讀
後
感
を
書
か
う
と
い
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、ず
い
ぶ
ん
あ
ぶ
な
い
仕
事
で
あ
つ
て
、

山
中
に
生
活
し
て
ゐ
る
者
が
船
を
漕
ぐ
と
い
つ
た
よ
う
な
工
合
で
あ
る
。

　

で
、
あ
た
る
か
、
あ
た
ら
ぬ
か
は
論
外
と
し
て
感
想
を
書
き
つ
ら
ね
る
こ
と
に
す

る
。「
筑
波
野
の
春
」
を
読
ん
で
第
一
に
感
じ
た
こ
と
は
、「
盛
ら
れ
て
あ
る
作
品
に

燃
焼
の
強
い
も
の
が
多
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
。
恐
ら
く
こ
れ
は
こ
の
集
が
持
つ

唯
一
の
強
味
で
あ
る
と
お
も
ふ
。

　
　

私
の
す
き
な
も
の
を
二
三
挙
げ
る
と

　
「
宣
言
」「
生
命
」「
永
遠
の
呪
詛
」「
行
為
」
な
ど
で
あ
る
が
、
集
全
體
に
わ
た
つ

て
は
ち
き
れ
る
よ
う
な
力
強
さ
を
見
せ
て
ゐ
る
。

　
「
荒
つ
ぽ
す
ぎ
る
」
と
誰
か
が
い
ふ
で
あ
ろ
う
。
も
う
す
こ
し
や
は
ら
か
味
が
ほ

し
い
と
い
ふ
者
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
私
は
そ
の
非
難
が
こ
の
集
の
長
所
で
は

あ
る
ま
い
か
と
考
へ
る
。

　

私
は
あ
る
所
で
、
こ
ん
な
洋
画
の
額
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
額
は
ご
く
小
さ
な
も

の
で
あ
つ
た
が
、
線
が
か
な
り
に
荒
く
、
そ
し
て
太
く
、
カ
ン
バ
ス
も
破
け
よ
と
か

な
ぐ
つ
て
あ
る
。
血
の
色
を
し
た
一
艘
の
帆
船
が
い
ぶ
し
銀
の
と
か
り
波
を
蹴
た
て

て
ゝ
傾
き
な
が
ら
進
ん
で
ゆ
く
所
で
あ
る
。
著
者
の
詩
は
な
ん
だ
か
こ
れ
と
似
て
ゐ

は
し
ま
い
か
と
お
も
ふ
。

　

だ
か
ら
、
こ
の
船
の
船
頭
さ
ん
は
、
な
ま
や
さ
し
く
て
は
決
し
て
つ
と
ま
ら
な
い
。

「
シ
ツ
カ
リ
」
と
揖
を
に
ぎ
り
し
め
て
、
い
つ
で
も
「
ギ
イ
」
と
動
か
す
だ
け
の
力

が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
今
後
こ
の
船
頭
さ
ん
に
對
し
て
「
ウ
ン
」
ご
揖
を
握
つ
て
く
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れ
と
私
は
一
言
希
望
を
の
べ
て
、
責
を
は
た
す
こ
と
と
し
よ
う
。

森
田
麥
の
秋　

　

春
に
な
つ
た
、
頬
白
の
聲
が
聞
こ
え
る
。
う
ら
ゝ
か
に
晴
れ
た
空
に
は
雲
雀
も
囀

つ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。
か
す
か
に
快
よ
い
調
音
が
も
つ
れ
て
く
る
。
塵
埃
堆
裡
の
卓

上
に
射
し
込
む
光
も
春
め
い
て
野
天
を
仰
ぎ
た
い
心
が
し
き
り
に
湧
い
て
く
る
。
終

日
椅
子
に
腰
を
下
ろ
し
て
帳
簿
や
書
類
を
扱
つ
て
ゐ
る
と
す
つ
か
り
詩
魂
が
き
え
て

し
ま
ふ
や
う
な
寂
し
さ
を
感
ず
る
。
為
事
を
て
き
ば
き
ご
處
理
し
て
ゆ
く
快
よ
さ
は

あ
つ
て
も
私
の
魂
を
愛
撫
し
て
く
れ
る
柔
い
詩
歌
の
掌
か
ら
捨
て
ら
れ
て
し
ま
ふ
や

う
だ
。

　

か
や
う
な
た
よ
り
な
さ
を
感
じ
な
が
ら
為
事
に
い
そ
し
ん
で
ゐ
る
卓
上
に
ふ
つ
く

ら
と
し
た
春
ら
し
い
感
じ
の
す
る
詩
集
「
筑
波
野
の
春
」
が
贈
ら
れ
た
。
私
は
詩
の

是
非
を
論
じ
た
く
な
い
。
只
單
に
私
の
好
尚
に
叶
つ
た
詩
篇
を
挙
げ
て
著
者
と
共
に

歓
び
た
ひ
と
思
ふ
。

　

私
ほ
力
強
い
「
生
命
」
と
題
す
る
詩
の
リ
ズ
ム
を
愛
す
る
。
若
い
女
性
の
心
の
奥

底
か
ら
爆
發
し
て
ゆ
く
激
情
に
打
た
れ
る
。
著
者
の
詩
に
盛
ら
れ
た
感
情
は
新
時
代

の
女
性
の
そ
れ
で
あ
る
。
因
襲
の
殻
を
破
つ
て
産
れ
出
し
た
力
強
い
息
吹
き
で
あ
る

―
―

と
私
は
著
者
の
詩
に
多
大
の
興
味
を
覚
え
て
ゐ
る
。

　
　
　

夜

　
　

夜
は
い
い

　
　

私
の
眼
窩
の
中
へ

　
　

柔
か
い
蒼
い
動
く
も
の
が

　
　

そ
つ
と
這
入
つ
て
来
る

　

と
い
ふ
小
曲
も
私
の
氣
特
に
適
す
る
。
年
若
く
し
て
咲
き
出
た
純
情
の
花
が
早
く

も
人
生
の
痛
ま
し
い
試
練
の
風
に
当
つ
て
哀
し
い
蒼
白
の
匂
ひ
を
漂
は
し
て
ゐ
る
の

を
見
の
が
す
事
は
で
き
な
い―

―

と
こ
の
詩
集
の
序
に
梶
浦
さ
ん
が
書
い
て
居
ら
れ

る
。「
筑
波
野
の
春
」
は
著
者
の
悲
恋
の

に
焼
き
た
た
ら
れ
た
広
野
で
あ
ら
う
。

燃
え
嘆
き
に
い
ろ
ど
ら
れ
た
荒
野
で
あ
ら
う―

―

け
れ
ど
も
春
は
春
だ
。
総
て
の
も

の
が
甦
つ
て
来
る
。
柔
ら
か
な
愛
撫
の
風
が
著
者
の
心
境
に
通
つ
て
く
る
の
で
あ
ら

う
。
再
生
の
歓
喜
に
満
ち
た
第
二
の
「
筑
波
野
の
春
」
は
百
花
繚
乱
の
美
事
さ
で
あ

ら
う
。

　

少
女
教
養
誌
『
向
上
の
少
女
』
創
刊
号　

小
説
「
父
戀
し
」
発
表
（
帝
国
文
化
協

会
発
行　

昭
和
四
年
五
月
一
日
）

　
『
詩
之
家
』壹
月
号　

第
七
年
一
号　

昭
和
五
年
十
一
月
五
日（
詩
及
詩
文
研
究
誌
）

「
バ
イ
タ
の
觸
手
」
発
表
。

　
　
　
　
　

バ
イ
タ
の
触
手

　
　
　

螺
線　

螺
線　

螺
線

　
　
　

ラ　

セ
ン　

テ
キ　

意
識
的　

色
彩

　
　
　

追
想　

連
想　

妄
想　

狂
態

　
　
　

非
人
間
的
心
理
！
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×
×
駅
頭
の
雑
た
う
の
中
に

　
　
　

男
を
求
め
て
狂
ふ
魂
！

　
　
　

喜
怒
哀
楽　

老
若
男
女

　
　
　

汽
車
の
発
着　

西
は
真
赤
だ
。

　
　
　

夕
方
の
空
か
げ
ん
で

　
　
　

此
奴
少
々
セ
メ
ン
ダ
ル
に
な
つ
た
か

　
　
　

点
眼
薬
を
差
し
た
時
の
よ
う
に

　
　
　

ホ
ロ
リ
ツ
と
、
大
き
な
涙
が
、
柄
に
も
な
く
双
の
瞳
に
浮
く

　
　
　

パ
ト
ロ
ン
と
な
り
、
マ
ブ
と
な
つ
た
彼
奴
！

　
　
　

約
束
の
時
間
も
過
ぎ
た
の
に

　
　
　

今
だ
に
姿
を
見
せ
や
し
な
い

　
　
　

私
ア
、
何
う
し
て
い
ゝ
ん
だ―

―
―

。

　
　
　

　
　
　

刹
那
の
言
葉
！

　
　
　

そ
れ
は
向
ふ
の
話
だ
、
シ
ン
ケ
ン
だ
、

　
　
　

一
時
間　

瞬
間
的
な
惚
れ
よ
う
ぢ
や
な
い

　
　
　

墓
場
ま
で
お
前
を
抱
い
て
行
く

　
　
　

墓
場
の
向
ふ
に
は
祝
福
が
私
た
ち
を
待
つ
て
居
る
ん
だ
か
ら―

―
―

　
　
　

お
前
が
姿
を
見
せ
ぬ
の
で

　
　
　

胸
が
う
づ
く
よ　

烙
き
つ
く
よ

　
　
　

吐
血
！　

瀕
死
！

　
　
　

だ
が　

マ
ブ
よ　

私
の
ト
ン
ダ
心
配
す
る
な

　
　
　

病
は
氣
か
ら

　
　
　

ど
う
せ
逝
か
ね
ば
な
ら
な
い
二
人
な
ん
だ
も
の―

―
―

　
　
　

意
識
的　

螺
線
的　

狂
態
！

　
　
　

情
熱
が
ク
ラ
イ
マ
ツ
ク
ス
に
タ
ツ
チ
す
る

　
　
　

か
く
し
て
、
夜
の
ベ
ツ
ト
に
た
ゞ
一
人

　
　
　

バ
イ
タ
の
痴
態　

拡
張　

失
心―

―
―

　
　
　

夜
明
け
も
間
近
だ
…
…
。

　
　

 

ス
ク
ラ
ッ
プ
帳
三
冊
（
新
聞
や
雑
誌
等
に
発
表
し
た
も
の
を
自
ら
切
り
取
り
貼

り
付
け
た
も
の
）

　
　
　
　
　

歌
集
『
毒
薬
の
壺
』

　
　
　
　
　

詩
集
『
情
焔
の
も
つ
れ
』

　
　
　
　
　

感
想
集
『
静
思
す
る
心
』

　
　

英
美
子
『
白
橋
の
上
に
』（
一
九
二
五
年
刊　

真
砂
社
）

　
　
　
　
　
『
春
鮒
日
記―

母
と
子
の
生
活
の
記
録
』（
昭
和
二
十
八
年
）

　　
　

愛
読
書　

 『
明
星
』（
第
二
巻
第
一
号
）　　

哲
学
講
和
『
哲
学
総
論
』　　
『
生

活
者
』
倉
田　

百
三
編
（
二
月
号
）　　
『
婦
人
雑
誌
』　　
『
処
女
地
』
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以
上
が
展
示
目
録
に
記
載
さ
れ
た
内
容
で
あ
る
が
、英
美
子
の
『
は
る
ぶ
な
日
記
』

は
、
昭
和
二
十
八
年
八
月
三
十
一
日
白
燈
社
か
ら
発
行
さ
れ
た
も
の
で
、
奥
付
に
は
、

「
春
鮒
日
記
」
と
あ
り
、中
扉
に
は
「
春
鮒
日
記―

母
と
子
の
生
活
の
記
録
」
と
あ
る
。

　

こ
の
他
に
も
綾
子
の
作
詞
に
な
る
古
里
中
学
校
の
校
歌
の
歌
詞
が
秋
山
さ
ん
の
達

筆
な
書
体
に
よ
っ
て
展
示
さ
れ
た
。

　

秋
山
さ
ん
か
ら
お
借
り
し
た
展
示
会
の
写
真
ア
ル
バ
ム
に
よ
る
と
、
こ
の
展
示
会

に
は
協
和
町
（
現
在
は
筑
西
市
）
下
條
家
ゆ
か
り
の
方
々
は
勿
論
の
こ
と
鳩
貝
久
延

先
生
も
お
嬢
様
を
伴
わ
れ
て
見
学
に
来
館
さ
れ
て
い
る
。

　

入
り
口
の
正
面
に
は
綾
子
の
昭
和
二
年
に
平
磯
で
撮
影
さ
れ
た
パ
ネ
ル
写
真
が
掲

げ
ら
れ
、
人
物
の
紹
介
と
し
て
、
鳩
貝
久
延
先
生
が
『
茨
城
の
文
学
史
』（
茨
城
文

化
団
体
連
合
刊
）
に
自
ら
お
書
き
に
な
ら
れ
た
唯
一
の
綾
子
論
が
こ
れ
又
秋
山
さ
ん

の
達
筆
な
文
字
で
書
か
れ
て
い
る
。

　

 　

下
館
か
ら
筑
波
へ
向
か
い
、
小
貝
川
の
清
流
を
渡
っ
た
と
こ
ろ
に
、
真
壁
郡
古

里
村
（
真
壁
郡
協
和
町
）
が
あ
る
。
こ
こ
で
下
條
綾
子
は
明
治
三
十
七
年
に
生
ま

れ
た
。
彼
女
は
常
陸
下
條
の
流
れ
を
く
む
旧
家
の
末
娘
と
し
て
恵
ま
れ
た
環
境
の

中
で
育
て
ら
れ
、
こ
の
当
時
と
し
て
は
珍
し
く
日
本
女
子
大
学
ま
で
進
学
し
た
。

彼
女
が
文
学
に
関
心
を
持
っ
た
の
は
年
頃
に
な
っ
て
胸
を
病
み
、
療
養
生
活
を
す

る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
上
京
し
て
、
川
路
柳
虹
や
、
佐
藤
惣
之
助
と

交
流
す
る　

か
た
わ
ら
、『
文
章
世
界
』
に
創
作
を
入
選
さ
せ
た
り
、
短
歌
や
エ
ッ

セ
ー
を
『
読
売
新
聞
』
や
『
常
総
新
聞
』
に
発
表
し
て
い
た
。
や
が
て
川
路
柳
虹

の
『
炬
火
』（
大
正
九
年
九
月
）、
佐
藤
惣
之
助
の
『
詩
之
家
』（
大
正
十
四
年
七

月
）、
梶
浦
正
之
の
『
桂
冠
詩
人
』、
尾
形
亀
之
助
、
サ
ト
ウ
ハ
チ
ロ
ー
、
草
野
心

平
ら
の
『
全
詩
人
聯
合
』（
昭
和
三
年
四
月
）
に
参
加
し
て
活
動
し
て
い
た
。『
現

代
文
藝
』
に
生
田
花
世
、
竹
内
て
る
よ
、
英
美
子
ら
と
い
っ
し
ょ
に
作
品
を
発
表

し
た
り
し
て
目
覚
ま
し
い
活
躍
を
し
て
い
た
。作
品
に
は
詩
集『
筑
波
野
の
春
』（
昭

和
三
年
）、
詩
華
集
『
航
海
』（
昭
和
三
年
）
を
始
め
、
歌
集
そ
の
他
が
あ
る
。
一

般
に
激
し
い
情
熱
を
打
ち
つ
け
て
青
春
の
苦
悩
を
う
た
っ
た
作
品
が
多
い
が
、
そ

の
感
覚
の
鋭
さ
と
ロ
マ
ネ
ス
ク
に
は
見
る
も
の
が
あ
る
。

　
　

夜

　

夜
は
い
い

　

私
の
眼
窩
の
中
へ

　

柔
ら
か
い
蒼
い
動
く
も
の
が

　

そ
つ
と
入
つ
て
来
る

　
　
　

マ
ブ
ヲ

　

あ
の
事
が
あ
つ
て
か
ら

　

あ
な
た
は
し
げ
し
げ
と
や
つ
て
来
て

　

私
の
心
の
扉
を
叩
く

　

だ
が
ね　

私
に
は
ね

　

思
想
と
夢
と
睡
眠
と
を

　

心
の
う
た
に
秘
め
て

　
「
己
が
生
命
」
と
云
ふ
簾
が
か
け
ら
れ
て
あ
る
の
で
す
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会
場
の
受
付
に
は
展
示
目
録
と
綾
子
を
紹
介
し
た
冊
子
が
あ
り
、「
自
由
に
お
持

ち
下
さ
い
と
あ
る
。」
記
名
帳
の
脇
に
は
一
輪
挿
し
が
飾
ら
れ
、
展
示
コ
ー
ナ
ー
に

は
花
籠
に
筑
波
野
の
草
花
が
投
げ
入
れ
さ
れ
て
い
る
。

　

主
な
展
示
資
料
に
つ
い
て
残
さ
れ
た
コ
ピ
ー
資
料
に
よ
っ
て
見
て
行
き
た
い
。
綾

子
の
本
格
的
な
文
学
へ
の
出
発
は
昭
和
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
昭
和
三
年
一
月

十
五
日
に
出
版
さ
れ
た
処
女
詩
集
『
筑
波
野
の
春
』
は
、
桂
冠
詩
人
叢
書
の
第
三
編

と
し
て
出
版
さ
れ
た
。
序
文
を
梶
浦
正
之
が
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　

 　

著
者
の
名
は
世
に
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
詩
誌
『
桂
冠
詩
人
』
及
『
炬

火
』
等
に
よ
つ
て
詩
歌
に
絶
え
ず
精
進
し
て
い
る
人
で
あ
る
。
又
歌
人
と
し
て
も

秀
れ
た
力
作
を
時
折
発
表
せ
ら
れ
る
の
を
見
る
。　

　

 　

こ
の
詩
集
の
題
名
は
著
者
の
依
頼
に
応
じ
て
私
が
付
け
た
の
で
あ
る
が
「
筑
波

野
の
春
」
と
は
必
ず
し
も
歓
喜
の
花
の
み
が
咲
き
競
つ
て
る
の
で
は
な
い
、
年
若

く
し
て
咲
き
出
で
た
純
情
の
花
が
早
く
も
人
生
の
痛
ま
し
い
試
練
の
風
に
当
た
つ

て
哀
し
い
蒼
白
の
匂
を
漂
は
し
て
い
る
の
を
見
の
が
す
は
事
は
出
来
な
い
。
し
か

し
私
は
や
が
て
再
生
の
歓
喜
に
満
ち
る
「
筑
波
野
の
春
」
が
著
者
の
心
境
に
甦
る

日
を
読
者
と
共
に
切
に
望
む
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
二
年
十
二
月

尾
張
故
郷
に
て
梶
浦
正
之　

　

梶
浦
正
之
は
愛
知
県
海
部
郡
佐
織
町
勝
幡
に
明
治
三
十
六
年
五
月
二
十
日
に
生
ま

れ
、
津
山
中
学
校
を
経
て
法
政
大
学
経
済
学
部
を
卒
業
。
十
代
か
ら
『
明
星
』『
日

本
詩
人
』『
詩
聖
』『
現
代
詩
歌
』
等
に
詩
を
発
表
し
、処
女
詩
集
に
『
飢
え
悩
む
群
』

（
大
正
十
年
）
を
初
め
と
し
て
詩
集
は
五
冊
程
あ
り
、
詩
論
集
『
詩
の
原
理
と
実
験
』

（
昭
和
十
四
年
）も
あ
る
。
同
人
誌『
桂
冠
詩
人
』（
昭
和
二
年
四
月
〜
）を
主
宰
し
た
。

茨
城
と
の
関
わ
り
も
深
く
、
境
町
下
砂
井
の
詩
人
村
長
と
し
て
名
を
馳
せ
た
春
柳
・

北
島
伝
兵
衛
は
『
桂
冠
詩
人
叢
書
』
の
第
一
編
に
『
春
を
呼
ぶ
』
を
出
版
し
て
い
る
。

更
に
戦
時
中
水
海
道
（
現
在
は
常
総
市
）
に
疎
開
し
た
ヨ
ネ
・
ノ
グ
チ
こ
と
野
口
米

次
郎
と
も
同
郷
の
関
係
で
交
友
が
深
く
、
水
海
道
市
（
常
総
市
）
豊
岡
町
飯
沼
飯
田

別
荘
か
ら
差
し
出
さ
れ
た
書
簡
も
ご
子
息
の
梶
浦
明
氏
が
所
蔵
し
て
お
ら
れ
、
書
面

で
は
鬼
怒
川
や
筑
波
山
を
称
賛
し
て
お
り
、
ノ
グ
チ
は
元
飯
沼
が
お
気
に
入
り
の
地

で
あ
っ
た
こ
と
も
窺
え
る
。

　

北
島
春
柳
は
、
昭
和
二
年
の
二
月
一
日
に
は
『
魂
は
緑
野
に
遊
ぶ
』
を
編
集
出
版

し
て
い
る
。
私
の
所
蔵
す
る
詩
集
で
は
、
書
題
名
に
は
誤
植
が
あ
り
、
原
本
の
表
紙

と
中
扉
に
は
「
緑
野
」
で
あ
る
べ
き
も
の
が
「
緑
夜
」
と
な
っ
て
い
る
。
梶
浦
正
之

の
序
文
の
中
に
「
今
諸
君
が
詩
歌
集
『
魂
は
緑
野
に
遊
ぶ
』
を
出
版
さ
れ
る
」
と
あ

る
こ
と
に
よ
っ
て
も
誤
植
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
目
次
内
容
か
ら
見

る
と
、
序
は
梶
浦
正
之
と
北
島
春
柳
の
二
人
が
書
い
て
い
る
。
本
集
に
収
録
さ
れ
て

い
る
作
品
に
つ
い
て
は
、
北
島
春
柳
が
「
欲
望
、
胡
枝
子
、
あ
な
た
の
住
む
国
、
花

落
ち
て
草
枯
れ
て
、N

eektie

、
晩
秋
の
海
辺
、
栗
、
意
志
、
田
舎
の
朝
、
可
憐
な

蝶
、
秋
、
蟇
、Soul of Jaurney

、
友
は
愛
人
愛
人
は
つ
ま
り
は
私
の
と
も
で
あ
る
、

即
興
詩
、
葬
式
、
浅
草
公
園
、
虚
偽
の
花
、
停
留
場
、
白
と
黒
、
溺
死
、
両
手
に
描

く
幻
想
、
田
園
風
景
素
描
、
光
を
拾
ふ
」
の
詩
を
書
い
て
い
る
。
次
に
木
原
忠
之
の

詩
が
五
編
、
内
野
健
次
六
編
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
次
は
、
下
條
綾
子
の
作
品

が
、「
記
録
台
、
旅
人
よ
、
芍
薬
の
花
、
地
上
の
誓
ひ
、
祈
り
、
十
月
の
空
、
模
索
、

心
の
堂
宇
、
紳
士
よ
、
ロ
ー
レ
ラ
イ
外
二
篇
（
さ
ま
よ
い
、
酒
甕
）」
の
十
二
編
で
、
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次
に
大
久
保
晴
雄
が
九
編
、
初
見
素
春
十
三
編
、
館
野
怒
が
二
編
、
伊
藤
和
が
二
編
、

山
本
秀
雄
が
二
編
、
古
室
一
が
四
編
で
以
上
が
詩
編
で
あ
る
。
次
に
短
歌
編
の
歌
集

と
し
て
下
條
綾
子
が
総
題
名
「
を
と
め
の
心
」
で
四
十
九
首
、
飯
村
葉
津
乃
が
「
野

の
家
」
四
十
首
、
古
室
一
「
は
つ
な
つ
」
七
首
、
古
矢
富
士
子
「
子
等
に
よ
す
」
三

首
、「
雑
詠
」
が
七
首
、
館
野
久
子
「
理
想
」
が
二
十
首
、
石
井
芳
村
、「
初
夏
雑
詠
」

六
首
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
発
売
は
、茨
城
県
猿
島
郡
長
田
村　

野
蒜
詩
社
と
あ
り
、

著
者
欄
に
は
茨
城
県
猿
島
郡
長
田
村
北
島
春
柳
と
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
下
條
綾
子
の
二
編
の
詩
と
短
歌
の
傾
向
を
見
た
い
。

　
　
　

芍
薬
の
花

　

金
光
寂
し
く
波
山
に
茜
し
て

　

小
さ
な
窓
に
日
は
暮
れ
る

　

何
気
な
く
小
窓
叩
け
ば

　

さ
月
の
庭
に
思
ひ
出
の
花
咲
く

　

お
ゝ
な
つ
か
し
の
芍
薬
の
花
！

　

此
の
美
は
し
い
淡
い
花
弁
に

　

少
女
の
日
の
思
ひ
出
は
刻
め
る

　　

雄
々
し
き
君
の
み
胸
に
抱
擁
か
れ

　

安
ら
け
く
眠
る
幸
の
子

　

情
熱
の
口
吻　

若
き
讃
頌
歌

　

芍
薬
の
花
の
歌
の
和
み
に

　　

笑
み
て
は
語
れ
る
君
の

　

白
き
髪
ふ
え
ゆ
く

　

な
つ
か
し
く
寂
し
さ
に
深
き
涙
す
。

　
　
　

祈
り

　

金
剛
信
か
ら
送
り
出
る

　

礼
拝
唱
名
の

　

感
謝
と
讃
美
は
許
さ
れ
な
い

　

だ
が
私
は

　

闘
に
軻
ま
れ
る
時　

魂
の
糧

　

唯
一
の
慰
安
を
求
め
て

　

祈
り
の
手
に
縋
る

　　

静
か
な
森
の
中　

泉
の
傍
ら　

禅
堂　

床
の
上
で

　

日
に
幾
ど
と
な
く
私
は
祈
る

　

自
分
を
愛
し
て
呉
れ

　

ま
た
自
分
も
心
か
ら
愛
せ
ら
れ
る
人
々
の

　

愛
と
信
と　

健
康
と
を
…
…
…

　

我
が
信
を
強
め
さ
せ
給
へ
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我
が
念
を
愛
と
信
の
上
に
置
か
せ
給
へ

　

人
を
信
じ
さ
せ
給
へ

　

我
を
小
児
の
如
く
な
ら
し
め
給
へ　

…
…
…
と
…
…
…
。

　

次
に
下
條
綾
子
の
短
歌
に
つ
い
て
は
、
歌
集
と
し
て
の
タ
イ
ト
ル
が
「
を
と
め
の

心
」
と
な
っ
て
お
り
四
十
九
首
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
数
首
を
引
こ
う
。

　

さ
ら
さ
ら
と
く
ぢ
や
く
の
羽
の
七
色
の
、
あ
や
を
ゆ
る
が
し
秋
の
風
吹
く

　

こ
の
帯
に
す
こ
し
匂
へ
る
紅
の
如
、
か
な
し
き
わ
れ
を
い
ろ
と
れ
る
恋

　

い
と
せ
め
て
胸
に
か
よ
へ
と
祈
り
つ
つ
、
夜
更
け
て
い
ね
る
床
の
つ
め
た
さ

　

す
な
ほ
な
る
ま
ろ
き
心
に
か
へ
り
て
は
、
手
に
も
ち
あ
は
す
物
み
な
う
れ
し

　

紅
萩
や
い
と
に
ほ
や
か
に
衣
縫
へ
る
は
た
ち
ば
か
り
の
妻
す
が
た
か
な

　

い
つ
と
な
く
我
れ
に
そ
む
き
て
い
で
ゆ
き
し
、
幼
心
よ
永
久
に
帰
ら
ぬ

　

や
る
せ
な
き
己
が
心
を
偽
り
て
、
せ
し
笑
ひ
と
ぞ
人
に
知
ら
ゆ
な

　

疲
れ
た
る
身
を
よ
せ
か
け
し
白
か
べ
が
冷
た
か
り
け
り
悲
し
ふ
な
り
ぬ

　

憂
を
も
笑
み
て
む
か
へ
む
の
ぼ
り
ゆ
く
、
わ
が
世
の
道
の
き
ざ
は
し
に
し
て

　

静
か
に
も
雲
は
浮
べ
り
湖
の
、
底
の
心
も
澄
め
る
如
く
に

　

病
み
ふ
し
て
向
へ
る
か
べ
に
さ
ま
ざ
ま
の
心
の
絵
を
ば
か
き
て
見
る
か
な

　

た
ら
ち
ね
の
母
に
そ
む
き
て
す
ね
し
子
は
君
を
も
訪
は
ず
日
を
重
ね
た
り

　

或
る
と
き
は
君
に
背
き
て
振
舞
ひ
し
、
其
の
思
ひ
出
の
淋
し
さ
に
な
く

　

か
ま
く
ら
や
五
山
の
杉
の
こ
と
ご
と
く
火
の
如
そ
め
て
夕
陽
沈
み
ぬ

　

口
さ
む
く
す
も
も
を
は
め
ば
な
つ
か
し
き
、
青
葉
嵐
の
故
郷
を
思
ふ

　

病
気
が
ち
で
あ
る
が
故
の
生
へ
の
喜
び
と
嫌
悪
感
や
恋
す
る
乙
女
心
や
病
の
心
、

母
へ
の
思
い
、
鎌
倉
の
旅
や
故
郷
の
こ
と
等
を
主
題
に
し
て
歌
っ
て
い
る
。「
憂
を

も
笑
み
て
む
か
へ
む
の
ぼ
り
ゆ
く
、
わ
が
世
の
道
の
き
ざ
は
し
に
し
て
」
の
短
歌
は

次
の
「
別
離
の
曲
」
に
繋
が
る
も
の
が
あ
ろ
う
。

　
　
　

別
離
の
曲

　

筑
波
野
か
ら

　

は
て
し
な
く
真
澄
の
空
に

　

高
く
か
ヽ
つ
た
七
色
の
「
虹
の
梯
子
」

　

真
白
い
裳
裾
を
引
い
て

　

今
静
か
に
一
歩　

ひ
と
あ
し
階
段
を
の
ぼ
る

　

け
高
い
光
の
中
に
、
赤
、
青
、
翠
、
紫
…
…

　

そ
つ
と
瞳
を
と
ざ
し
た
ま
ま
う
な
だ
れ
て

　

ひ
と
あ
し
毎
に
地
を
さ
か
り
ゆ
く

　

再
び
振
り
か
へ
る
事
は
し
ま
す
ま
い

　
「
空
と
地
」
と
永
遠
に
隔
た
り
ゆ
く

　

最
後
の
別
離
の
悲
哀
し
み
を

　

静
か
に　

平
和
な
筑
波
野
か
ら
嘆
き
奏
で
よ
う

　

い
み
じ
く
も
聖
い
そ
の
い
や
は
て
に
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私
の
悲
し
み
は

　

今
、
夢
の
よ
う
に
淡
く
も
消
え
て
ゆ
く

　

詩
集
『
筑
波
野
の
春
』
に
収
録
さ
れ
た
作
品
の
中
で
も
「
別
離
の
曲
」
は
優
れ
た

作
品
の
一
つ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
、
綾
子
の
代
表
作
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

宣
言　

　

縫
ひ
と
り
の
針

　

ふ
と
も
わ
が
指
を
さ
し

　

熱
き
血
し
ほ
の

　

ホ
ロ
リ
と
落
つ
る
よ

　

お
　ヽ

若
き
日
の
宣
言
！

　

詩
華
集
『
航
海
』
は
昭
和
三
年
十
一
月
二
十
日
に
出
版
さ
れ
た
。
合
同
に
よ
る
詩

華
集
で
橋
本
正
一
、池
永
治
雄
、岡
田
淑
子
、下
條
綾
子
、佐
野
嶽
夫
、八
百
板
芳
夫
、

横
堀
眞
太
郎
の
名
前
が
あ
る
。収
録
さ
れ
た
綾
子
の
詩
作
品
は
十
五
編
で
総
題
が「
孤

独
の
幸
福
」
で
以
下
作
品
名
は
「
孤
独
の
幸
福
、
ふ
る
え
る
乳
房
、
塩
原
山
の
一
時
、

十
月
の
空
、
真
実
を
求
め
て
、
焔
の
惑
乱
、
夏
の
日
の
さ
さ
や
き
、
壁
、
疲
弊
、
ニ

ヒ
ル
へ
の
旅
、
夜
風
、
哀
愁
、
刹
那
の
心
、
朝
の
海
、
晩
秋
の
夜
の
海
」
で
あ
る
。

　
　
　

孤
独
の
幸
福

　

人
生
は
感
覚
だ

　

人
間
は
野
獣
ぢ
や
な
い

　

五
慾
を
統
御
し
て
善
へ
導
く
の
だ
…
…
…

　

何
と
で
も
勝
手
な
事
を
云
ふ
が
い
い

　

筑
波
野
の
片
す
み
に

　

優
し
い
愛
の
と
き
を

　

静
か
な
孤
独
の
幸
福
を

　

土
と
草
木
に
親
し
ん
で

　

他
愛
な
く
過
ご
し
て
居
る
私
だ
も
の

　

男
の
心
情
に

　

負
け
て
は
な
ら
な
い

　

ふ
く
れ
た
ご
む
風
せ
ん
の
よ
う
に

　

ふ
わ
〳
〵
し
た
自
惚
れ
よ
り
持
つ
て
居
な
い
の
だ

　

今
こ
そ

　

私
は
自
由
な
の
だ

　

は
り
き
つ
た
肢
体
！

　

ふ
く
よ
か
な
頬
！

　

熟
し
た
感
動
の
為
め
に

　

美
し
く
燃
え
て
居
る
。

　
　
　

真
実
を
求
め
て
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果
て
し
な
い
大
海
原
に

　

独
木
船
に
乗
り

　

真
実
を
求
め
つ
つ

　

さ
ま
よ
ふ
は
誰
れ
？

　　

行
く
道
も
知
ら
で

　

夜
を
日
に
つ
い
で

　

破
綻
の
霊
魂
を
持
ち

　

日
は
東
に
、
西
に
斜
に
夕
暮
る
る
に

　

漂
泊
へ
る
は
誰
れ
？

　

あ
あ　

わ
れ
も

　

か
つ
て
は
お
ん
み
の
如

　

愛
の
泉
求
め
て

　

人
の
生
の
荒
野
に
旅
に
出
て
し
よ

　

さ
れ
ど
、
今
に
し
て
至
ら
ず

　

限
り
な
き
苦
悩
に
喘
へ
ぎ
つ
つ
行
く
よ
…
…
…
…

　
　
　

ニ
ヒ
ル
へ
の
旅

　

花
は
散
り
、
木
々
の
み
ど
り
も
色
褪
せ
て
行
く

　

寂
寥
に
充
ち
た
秋
な
の
に

　

何
を
恋
ひ
て
啼
く
虫
で
あ
ら
う

　

大
地
は
生
地
も
あ
ら
わ
に

　

鳥
さ
へ
寂
し
く
逃
げ
て
行
く

　

秋
、
秋　

秋
と
も
な
れ
ば

　

 

溶
鉱
炉
の
よ
う
に
燃
え
た
だ
れ
て
居
た
人
の
心
を　

石
こ
ろ
の
よ
う
な
警
句
は
つ

つ
ん
で
し
ま
ふ

　

そ
し
て
、
淋
し
く
素
枯
れ
行
く
芝
原
の
上
に

　

夜
も
す
が
ら
う
た
い
、
誇
つ
て
居
た
虫
の
死
を
熟
視
め
ね
ば
な
ら
ぬ

　

あ
た
し
で
あ
ら
う
は
…
…
…

　

お
お
、
あ
た
し
は
見
る

　

賛
美
は
呪
詛
と
な
り

　

埋
葬
の
唄
を
く
ち
ず
さ
む
自
信
を
…
…
…

　

愛
の
く
ち
づ
け　

お
お　

其
の
薄
い
皮
一
重
後
に
は

　

毒
の
華　

冷
笑
が
う
づ
く
ま
つ
て
居
る
で
は
な
い
か
…
…
…

　

私
は
も
う
信
ず
る
心
に
あ
き
た

　

知
恵
の
實
に
あ
き
た

　

た
だ
、
命
の
か
ぎ
り

　

地
平
の
縁
を
、
悠
久
な
あ
し
ど
り
で

　

私
は
、
ニ
ヒ
ル
の
世
界
へ
と
旅
立
つ
の
だ
…
…
…

　
　
　

夜
風

　

窓
を
閉
ぢ
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カ
ー
テ
ン
を
降
ろ
し
て

　

私
は
ひ
と
り
夜
風
を
き
く

　

ほ
の
淡
い
ガ
ス
燈
の
光
を
浴
び
て

　

机
に
よ
り

　

香
ぐ
は
し
い

　

ふ
く
よ
か
な
乳
房
の
上
に
両
手
を
あ
て

　

私
は
ひ
と
り
寒
む
夜
の
風
に

　

恋
を
思
ふ
…
…
…
。

　

こ
の
詩
華
集
『
航
海
』
の
同
時
代
評
と
し
て
『
詩
集
』（
昭
和
四
年
一
月
一
日　

第
三
巻
一
号
）
で
木
村
達
二
は
、「
勇
ま
し
き
解
纜
」
と
題
し
て
各
人
そ
れ
ぞ
れ
に

つ
い
て
読
後
感
を
書
い
て
い
る
。下
條
綾
子
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　

 　
「
孤
独
の
幸
福
」こ
れ
に
は
反
抗
的
意
識
が
あ
る
。
そ
の
情
熱
は
い
い
。「
疲
弊
」

に
は
生
活
に
疲
れ
た
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
魂
の
あ
へ
ぎ
が
あ
る
。「
夜
風
」
も

い
い
。
だ
が
「
ニ
ヒ
ル
へ
の
旅
」
が
一
番
の
力
作
だ
。
虚
無
と
反
抗
と
絶
望
！
そ

れ
が
滲
み
出
る
様
だ
。
然
し
こ
の
詩
に
は
未
だ
生
ぬ
る
い
女
性
の
持
つ
弱
さ
が
あ

る
や
う
だ
。
氏
に
は
こ
の
虚
無
に
何
処
迄
も
徹
底
す
る
か
、
或
は
こ
れ
を
突
破
す

る
か
二
つ
の
道
が
あ
る
ば
か
り
だ
。

　

さ
て
、
会
場
の
一
角
に
は
菜
の
花
を
前
景
に
し
た
筑
波
山
の
写
真
が
額
に
入
っ
て

掲
げ
ら
れ
、
そ
の
脇
に
は
、
綾
子
の
作
詞
に
な
る
古
里
中
学
校
の
校
歌
が
展
示
さ
れ

て
い
る
。

　
　

青
く
澄
み
た
る　

大
空
に　

　
　
　

　
　

浮
か
ぶ
錦
の　

春
か
す
み

　
　

筑
波
の
山
に　

か
か
る
と
き

　
　

野
辺
に
愛
し
き　

す
み
れ
咲
く

　
　

尽
き
せ
ぬ
人
の　

世
の
幸
を

　
　

求
め
て
学
ぶ　

筑
波
野
に

　
　

そ
の
名
ゆ
か
し
も　

古
里
と

　
　

誰
が
名
つ
け
ん　

我
が
故
郷

　　
　

久
遠
の
思
い　

胸
に
し
て

　
　

愛
と
誠
の　

道
求
め

　
　

い
つ
か
織
る
べ
き　

唐
錦

　
　

自
由
の
鐘
ぞ　

な
り
ひ
び
く

　
　

　
　

正
し
き
歴
史　

つ
く
る
べ
く

　
　

遠
き
理
想
を　

お
も
う
べ
く

　
　

希
望
の
光　

新
し
き

　
　

学
び
の
道
に　

い
そ
し
ま
ん

　

郷
土
の
女
性
詩
人
の
手
に
な
る
校
歌
の
作
詞
は
大
変
に
珍
し
い
も
の
で
あ
り
、
当

時
と
し
て
は
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
の
経
緯
に
つ
い

て
稲
川
勘
助
先
生
は
回
想
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
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古
里
中
学
校
の
創
立
は
、
新
し
い
教
育
制
度
六
・
三
制
施
行
の
昭
和
二
十
三
年
で

し
た
。
当
時
は
終
戦
の
混
乱
退
廃
期
に
あ
り
、
物
資
不
足
の
上
、
適
当
な
敷
地
が
見

当
ら
ず
、
大
半
の
市
町
村
の
新
制
中
学
校
は
、
小
学
校
と
同
居
の
状
態
で
あ
っ
た
。

幸
い
古
里
村
に
は
、
戦
時
中
ま
で
の
青
年
学
校
の
跡
地
（
現
在
の
古
里
小
学
校
）
が

あ
り
、
そ
の
校
舎
の
床
を
張
っ
て
、
二
教
室
と
職
員
室
を
つ
く
り
、
不
足
の
校
舎
は

小
学
校
の
旧
校
舎
を
移
築
し
て
、
県
下
で
も
い
ち
早
く
独
立
の
中
学
校
は
開
設
さ
れ

た
。
私
は
そ
の
翌
年
の
昭
和
二
十
三
年
三
月
に
大
学
卒
業
と
同
時
に
、
古
里
中
学
校

に
就
職
し
た
。
し
か
し
前
途
の
校
舎
は
、
教
室
の
仕
切
り
戸
に
は
、
穴
が
あ
き
隣
の

教
室
の
声
が
、
手
に
と
れ
る
よ
う
に
聞
こ
え
て
く
る
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。
教
材

教
具
は
小
学
校
か
ら
譲
ら
れ
た
ピ
ア
ノ
位
で
、
教
科
書
と
黒
板
に
チ
ョ
ー
ク
だ
け
の

お
粗
末
な
授
業
し
か
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
校
庭
は
隣
接
の
山
林
を
切
り
開
き
拡

張
し
た
も
の
の
、
ま
だ
ま
だ
野
ば
ら
や
芒
の
切
り
株
が
残
っ
て
て
お
り
、
安
心
し
て

運
動
で
き
る
状
態
で
な
か
っ
た
。
私
達
は
生
徒
達
と
と
も
に
、
体
育
の
時
間
や
放
課

後
、
汗
を
な
が
し
な
が
ら
グ
ラ
ン
ド
整
備
に
と
り
く
ん
だ
。

　

運
動
用
具
は
野
球
と
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
位
で
あ
っ
た
の
で
、
運
動
と
い
え
ば
男
子
は

野
球
、
女
子
は
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
に
き
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
殺
伐
と
し
た
環
境

の
中
で
、
良
い
生
徒
は
育
た
な
い
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
た
。
戦
後
の
日
本
の
復

興
は
、
人
間
教
育
か
ら
と
教
員
を
志
望
し
、
こ
の
道
に
入
っ
た
私
は
落
胆
し
た
。
私

の
で
き
る
こ
と
は
何
か
、
真
剣
に
毎
日
考
え
て
い
た
。
心
を
和
ま
せ
、
中
学
生
と
し

て
の
希
望
を
与
え
、
人
間
性
豊
か
な
心
を
耕
し
て
や
り
た
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
精

神
的
拠
り
所
は
、
古
里
中
学
校
の
校
歌
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。

　

新
憲
法
の
も
と
、平
和
な
民
主
的
文
化
国
家
の
将
来
の
担
い
手
と
な
る
中
学
生
に
、

夢
と
希
望
と
誇
り
を
与
え
て
や
り
た
い
と
念
じ
、
校
歌
の
必
要
性
を
初
代
の
校
長
小

島
弘
祐
先
生
に
申
し
あ
げ
た
。
校
歌
を
通
し
て
、
教
師
と
生
徒
・
生
徒
相
互
が
人
生

追
及
の
同
志
同
行
の
心
情
を
育
て
、古
里
中
学
校
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
さ
せ
、

全
校
一
体
と
な
っ
て
よ
き
校
風
や
伝
統
づ
く
り
に
、
積
極
的
に
取
り
組
み
、
中
学
校

時
代
の
良
い
思
い
出
を
つ
く
っ
て
や
り
た
い
。
そ
の
校
歌
の
内
容
は
、「
朝
な
夕
な

仰
ぎ
見
る
名
峰
筑
波
、
自
由
の
魁
の
加
波
の
山
浪
等
、
古
里
の
春
夏
秋
冬
の
自
然
環

境
及
び
伝
統
文
化
の
中
で
、
生
徒
一
人
一
人
が
目
標
や
希
望
を
持
ち
、
そ
の
自
己
実

現
の
た
め
、
友
達
と
協
力
し
合
っ
て
、
た
く
ま
し
く
生
き
、
自
ら
学
習
や
運
動
に
取

り
組
も
う
。」
と
い
う
意
味
の
私
の
作
詞
を
小
島
校
長
先
生
に
お
見
せ
し
た
と
こ
ろ
、

大
変
お
喜
び
に
な
ら
れ
、
こ
れ
を
叩
き
台
に
し
て
校
歌
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
こ
と
に

な
っ
た
。

　

校
歌
と
な
れ
ば
長
く
生
徒
達
に
愛
唱
さ
れ
る
学
校
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
か
ら
権
威

の
あ
る
も
の
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
地
元
の
こ
と
に
く
わ
し
い
下
星
谷
出
身
の

文
学
者

　

鳩
貝
綾
子
先
生
に
、
見
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
先
生
は
当
時
は
、
生
家
の

下
条
正
雄
氏
宅
（
下
星
谷
）
に
疎
開
し
て
い
た
の
で
、
小
島
校
長
と
私
が
お
願
い
に

あ
が
っ
た
。

　

鳩
貝
先
生
の
長
男
久
延
君
（
現
在
、
二
松
学
舎
大
学
教
授
）
が
、
古
里
中
学
校
に

在
学
中
で
も
あ
り
、
名
誉
な
こ
と
と
快
く
承
諾
し
て
い
た
だ
い
た
。

　

出
来
上
が
っ
た
歌
詞
は
、
私
の
本
歌
と
は
全
く
異
な
る
別
記
の
よ
う
な
優
美
で
、

希
望
に
満
ち
た
素
晴
ら
し
い
も
の
で
、
大
変
嬉
し
く
思
っ
た
。
作
曲
は
下
館
一
高
の

音
楽
担
当
の
滝
豊
先
生
に
お
願
い
し
、
快
諾
さ
れ
た
。
当
時
、
古
里
中
学
校
で
は
、

音
楽
に
堪
能
な
先
生
が
い
な
か
っ
た
の
で
ピ
ア
ノ
弾
き
方
を
は
じ
め
、
音
楽
指
導
の

ポ
イ
ン
ト
の
研
修
と
滝
先
生
を
講
師
に
迎
え
て
行
っ
た
折
で
、
調
子
よ
く
依
頼
で
き
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た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
新
治
駅
か
ら
古
里
中
学
校
ま
で
滝
先
生
の
送
り
迎
え
を
、
私

が
自
転
車
で
し
て
い
た
の
で
、
先
生
の
印
象
は
極
め
て
深
く
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
思
い
が
け
な
く
、
鳩
貝
・
滝
両
先
生
の
御
好
意
に
よ
り
、
作
詞

作
曲
が
は
や
く
も
昭
和
二
十
四
年
に
で
き
、
全
校
生
徒
職
員
大
喜
び
の
中
に
、
校
歌

の
発
表
会
が
行
わ
れ
た
。

　

そ
れ
以
後
、
学
校
の
儀
式
や
遠
足
、
運
動
会
等
の
学
校
行
事
に
は
、
必
ず
楽
し
く

歌
わ
れ
、
す
さ
ん
だ
心
を
和
ま
せ
、
こ
れ
と
い
う
生
徒
指
導
の
問
題
行
動
も
な
く
、

精
一
杯
学
習
や
運
動
に
ま
た
作
業
に
励
み
、
青
春
時
代
の
良
き
思
い
出
を
つ
く
り
、

生
徒
達
は
卒
業
し
て
行
っ
た
。

　

町
村
合
併
に
よ
り
、
中
学
校
は
協
和
中
学
校
に
統
合
と
な
り
、
古
里
中
学
校
は
発

展
的
解
消
を
し
、
こ
の
校
歌
は
、
協
和
中
の
生
徒
達
に
今
は
歌
わ
れ
て
い
な
い
が
、

古
里
中
出
身
の
同
窓
生
に
は
、
捨
て
が
た
い
懐
し
い
校
歌
と
し
て
同
窓
会
に
は
歌
わ

れ
、
若
き
月
日
へ
の
追
憶
と
し
て
、
言
い
知
れ
ぬ
感
動
を
覚
え
な
が
ら
、
楽
し
い
合

唱
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

　

校
歌
の
本
歌
を
作
詞
し
た
私
と
し
て
は
、
こ
の
校
歌
を
歌
い
、
ま
た
聞
く
時
、
青

年
教
師
の
当
時
を
回
想
し
て
感
慨
無
量
な
も
の
が
あ
る
。

　

と
回
想
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
あ
ら
ま
し
は
、
稲
川
先
生
の
本
歌
も
あ
っ
た
が
全
く

異
な
っ
た
歌
詞
と
な
り
、
優
美
で
希
望
に
満
ち
溢
れ
た
内
容
と
な
っ
た
。
作
曲
は
下

館
一
高
の
音
楽
担
当
の
滝
豊
先
生
が
担
当
し
た
。昭
和
二
十
四
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

現
在
は
町
村
合
併
に
よ
っ
て
協
和
中
学
校
に
統
合
さ
れ
発
展
的
解
消
と
な
っ
て
中
学

校
で
は
今
は
こ
の
校
歌
は
歌
わ
れ
て
は
い
な
い
が
、
同
窓
生
に
は
懐
か
し
い
思
い
出

が
あ
り
同
窓
会
で
は
歌
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

茨
城
の
近
代
詩
人
の
中
に
於
い
て
女
性
を
代
表
す
る
二
人
と
云
え
ば
牛
久
沼
の
詩

人
・
澤
ゆ
き
と
筑
波
野
の
詩
人
・
下
條
綾
子
で
あ
ろ
う
。
共
に
茨
城
の
風
土
の
中
に

あ
っ
て
自
然
と
解
け
合
い
、
自
然
を
愛
し
、
恵
ま
れ
た
家
庭
に
育
ち
若
い
時
代
に
は

都
会
で
の
生
活
を
も
経
験
し
て
お
り
、
且
つ
又
高
学
歴
を
持
つ
所
に
共
通
の
特
徴
が

あ
ろ
う
。

　

下
條
綾
子
の
詩
作
品
に
は
、
病
む
者
の
心
の
中
に
見
え
隠
れ
す
る
虚
無
感
や
、
青

春
を
生
き
る
苦
悩
や
、
熱
い
思
い
、
先
駆
け
た
自
由
へ
の
あ
こ
が
れ
が
強
く
謳
わ
れ

て
い
る
。
筑
波
野
の
風
土
と
封
建
制
の
濃
い
中
で
の
女
性
の
生
き
方
が
大
き
く
問
わ

れ
る
も
の
が
あ
ろ
う
。

　

最
後
に
下
條
綾
子
の
略
生
涯
に
つ
い
て
記
し
て
お
き
た
い
。
下
條
綾
子
は
明
治

三
十
七
年（
一
九
〇
四
）二
月
二
十
五
日
に
茨
城
県
真
壁
郡
古
里
村（
現
在
は
筑
西
市
）

大
字
下
星
谷
十
一
番
屋
敷
（
現
在
の
六
百
一
番
地
）
に
六
人
兄
姉
の
末
娘
と
し
て
生

ま
れ
た
。
下
條
家
は
常
陸
下
條
家
の
流
れ
を
汲
む
旧
家
で
、
地
主
で
も
あ
り
、
父
の

泰
次
は
村
長
を
歴
任
し
、
母
の
よ
し
は
、
大
国
村
（
現
在
は
桜
川
市
）
の
旧
家
狩
野

勝
八
郎
の
二
女
と
し
て
生
ま
れ
、
明
治
十
九
年
一
月
に
結
婚
し
た
。

　

綾
子
の
長
姉
ふ
じ
乃
は
、
同
村
の
桑
山
に
嫁
ぎ
、
そ
の
夫
は
長
ら
く
村
長
・
県
会

議
員
と
し
て
活
躍
し
た
。
長
兄
の
豊
は
、
大
正
九
年
に
下
館
市
（
現
在
は
筑
西
市
）

薬
師
町
の
高
台
に
下
條
産
婦
人
科
病
院
を
開
業
す
る
傍
ら
長
く
地
方
自
治
に
功
労
が

あ
っ
た
。
綾
子
は
、
古
里
小
学
校
か
ら
日
本
女
子
商
業
学
校
女
学
校
に
学
び
、
更
に

日
本
女
子
大
に
学
ん
で
い
る
。
両
親
は
、
教
育
熱
心
で
特
に
末
娘
に
対
す
る
愛
情
に

は
格
別
な
も
の
が
あ
り
、
綾
子
も
又
こ
れ
に
答
え
よ
う
と
し
た
。
綾
子
は
当
時
の
帝

国
女
子
医
学
専
門
学
校
を
合
格
す
る
程
の
能
力
を
持
っ
て
い
た
が
、
文
学
好
き
が
高
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じ
、
十
六
歳
の
頃
か
ら
創
作
活
動
が
始
ま
っ
た
と
云
わ
れ
る
。
大
正
十
一
年
十
二
月

一
日
か
ら
横
瀬
夜
雨
・
山
村
暮
鳥
・
野
口
雨
情
が
監
修
者
と
な
っ
て
水
戸
か
ら
発
行

さ
れ
た
文
芸
雑
誌
『
郷
土
』
に
は
、二
号
に
「
こ
の
さ
び
し
さ
は
」
四
号
に
「
歓
び
」

七
号
に
「
紅
絹
」
等
の
詩
を
発
表
し
た
。
慣
れ
な
い
大
学
で
の
寮
生
活
か
ら
肋
膜
炎

を
患
い
、
生
家
に
戻
り
療
養
生
活
に
入
り
、
大
正
十
一
年
の
夏
、
長
兄
の
病
院
で
過

し
た
時
に
「
こ
の
世
に
生
ま
れ
、
生
を
う
け
る
新
生
児
に
は
五
体
満
足
で
生
ま
れ
て

く
る
新
生
児
ば
か
り
で
は
な
く
、
時
に
は
奇
形
児
が
生
ま
れ
て
く
る
場
合
も
あ
る
」

こ
と
を
聞
き
、そ
の
こ
と
を「
あ
ざ
の
子
を
抱
い
て
」と
い
う
題
名
で『
文
章
倶
楽
部
』

（
大
正
十
五
年
九
月
号
）
に
投
稿
し
、
優
秀
作
品
と
な
っ
た
。
肋
膜
炎
の
回
復
後
再

び
上
京
し
、
大
学
生
活
を
送
っ
た
。
そ
の
後
、
東
京
本
郷
の
ア
パ
ー
ト
弥
生
荘
の
一

室
を
借
り
父
か
ら
の
仕
送
り
の
あ
る
文
筆
活
動
に
入
っ
た
。
こ
の
頃
の
様
子
を
『
現

代
文
藝
』
昭
和
五
年
十
一
月
一
日
第
七
巻
第
十
一
号　

素
人
社
書
屋
「
秋
の
花
束―

女
流
日
記
集
」
の
中
で
「
一
歩
」
と
題
し
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　

昔
乍
ら
の
因
襲
と
伝
統
と
の
る
つ
ぼ
の
中
か
ら
、
思
ひ
き
つ
て
飛
び
出
し
た
も

の
ゝ
、
相
変
わ
ら
ず
煩
雑
な
日
が
続
く
。

「
か
う
し
て
出
た
以
上
、
周
囲
の
一
切
を
振
切
つ
て
自
分
の
勉
強
を
し
な
け
れ
ば
駄

目
よ
」

　

唯
一
の
慰
安
者
、
奨
励
者
で
あ
る
Ｈ
さ
ん
が
心
か
ら
気
遣
つ
て
下
さ
る
。
本
当
に

有
り
難
い
事
だ
。

　

以
前
よ
く
夢
を
見
た
も
の
だ
が
、
此
の
頃
は
さ
つ
ぱ
り
見
な
い
。

　

逝
き
母
の
お
も
か
げ
す
ら―

―

　

胸
の
上
に
両
手
を
組
み
合
は
せ
て
眠
る
と
、
よ
く
夢
を
見
る
と
云
ふ
が
つ
ひ
ぞ
見

た
事
が
な
い
。

　

せ
め
て
、
い
い
夢
で
も
見
た
い
も
の
だ
。

　

急
い
で
帰
宅
す
れ
ば
、
薄
暗
り
の
中
に
、
こ
ろ
が
つ
て
居
る
二
つ
の
禿
頭
！

　

兄
と
、
其
の
友
人
、

　

待
つ
間
の
一
と
寝
入
り
と
、
以
外
に
熟
睡
さ
れ
た
の
は
結
構
だ
が
、
少
な
か
ら
ず

驚
く
。

　

動
坂
の
家
に
就
い
て
、
Ｈ
さ
ん
の
御
返
事
を
待
つ
て
居
た
も
の
の
用
件
を
さ
つ
と

済
ま
し
て
、
二
人
の
ド
ン
キ
ホ
ー
テ
は
又
も
夜
の
街
に
出
掛
け
ら
れ
る
。

後
、
着
替
へ
て
や
つ
と
、
落
付
く
。

　

い
よ
い
よ
い
ろ
は
か
ら
し
直
し
だ
。

　

詩
も
歌
も
、
否
、
何
も
か
も
新
き
蒔
き
直
し
だ
。

雑
然
た
る
頭
の
鉢
を
叩
き
こ
は
し
て
種
子
を
ま
く
の
だ
。
そ
し
て
よ
り
よ
き
新
芽
の

培
養
に
全
生
命
を
打
ち
込
む
の
だ
。

　

笑
ふ
者
は
、
笑
ひ
、
そ
し
る
者
は
そ
し
れ
、
だ
ま
つ
て
私
は
そ
れ
を
受
け
る
。

　

だ
が
、
悲
し
さ
に
耐
へ
ず
、
苦
し
さ
に
耐
え
ら
れ
な
か
つ
た
ら
、
決
し
て
そ
れ
を

抑
へ
よ
う
と
は
思
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に―

―
　

夜
十
一
時
半
、
気
持
ち
が
落
付
き
か
け
た
と
こ
ろ
へ
帰
宅
し
た
例
の
ド
ン
キ
ホ
ー

テ
、
酒
、
酒
、
酒
な
く
て
何
ん
の
己
が
花
見
ど
こ
ろ
か
生
命
も
不
用
ぬ
と
、
呑
ん
で
、

与
太
つ
て
あ
げ
く
の
果
て
に
と
う
と
う
怒
り
出
し
て
仕
舞
ふ
。

「
勉
強
だ
な
ん
て
生
意
氣
だ
。
酒
の
相
手
だ
夜
明
か
し
す
る
の
も
一
つ
の
生
き
た
勉
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強
だ
。
本
計
り
読
む
の
が
能
で
な
い
」

　

子
供
の
時
か
ら
、
酒
呑
み
相
手
に
暮
ら
し
た
が
、
私
は
何
を
覚
え
た
ら
う
。

　

兎
に
角
、
一
心
に
な
つ
て
本
が
読
み
た
い
。

　

こ
れ
だ
け
が
、
今
の
私
の
凡
て
な
の
だ
。

　

こ
の
時
の
女
流
日
記
の
執
筆
者
に
は
、
生
田
花
世
、
水
町
京
子
、
竹
内
て
る
よ
、

後
藤
八
重
子
、下
條
綾
子
、英
美
子
、北
見
志
保
子
、岡
村
須
磨
子
の
八
名
で
あ
っ
た
。

　

川
路
柳
虹
の
『
炬
火
』
や
佐
藤
惣
之
助
の
『
詩
之
家
』
に
作
品
を
寄
せ
、
交
友
の

あ
っ
た
詩
人
に
は
、
草
野
心
平
や
英
美
子
等
が
い
た
。
英
と
の
交
友
は
、
子
息
を
交

え
た
家
族
的
な
深
い
交
流
が
あ
っ
た
。

又
そ
の
一
方
で
は
、
横
瀬
夜
雨
を
訪
ね
る
等
し
て
指
導
を
受
け
て
い
た
。

　

昭
和
七
年
十
二
月
、下
妻
市
出
身
の
弁
護
士
鳩
貝
栄
一
郎
と
結
婚
し
た
。
鳩
貝
は
、

旧
水
高
、
東
大
法
科
の
卒
業
で
後
の
衆
議
院
赤
城
宗
徳
と
同
期
で
あ
っ
た
。
綾
子
は

一
男
一
女
を
儲
け
た
が
、
昭
和
十
九
年
、
太
平
洋
戦
争
が
激
し
く
な
り
、
家
族
で
実

家
の
下
條
家
の
書
院
に
疎
開
し
た
。
昭
和
二
十
年
に
は
、
夫
が
胸
を
患
い
亡
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
か
ら
は
、
住
ま
い
を
下
妻
市
に
移
し
、
戦
後
の
混
乱
期
に
二
人

の
子
供
の
教
育
の
た
め
に
茨
城
県
立
下
妻
第
二
高
等
学
校
の
図
書
館
司
書
と
し
て
働

い
た
。
昭
和
三
十
八
年
七
月
七
日
明
け
方
命
過
ぐ
。
享
年
五
十
九
歳
。
下
妻
市
前
河

原
共
同
墓
地
に
葬
ら
れ
た
。

　

末
筆
で
す
が
故
鳩
貝
久
延
先
生
の
御
霊
の
安
ら
か
な
る
こ
と
を
祈
念
し
、
御
母
堂

の
女
性
詩
人
下
條
綾
子
の
作
品
の
永
遠
な
る
こ
と
を
祈
り
ま
す
。
本
稿
執
筆
に
あ
た

り
ま
し
て
、
鳩
貝
淑
子
さ
ん
、
鯉
谷
佐
紀
子
さ
ん
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し

て
秋
山
智
子
さ
ん
が
地
元
の
公
民
館
活
動
の
中
で
顕
彰
さ
れ
、
詩
人
の
魂
を
故
郷
に

帰
ら
し
め
た
こ
と
の
記
録
を
こ
こ
に
再
現
出
来
る
よ
う
努
力
し
、
且
つ
又
今
後
も
資

料
が
散
逸
す
る
こ
と
の
無
い
よ
う
に
、
出
来
得
る
限
り
書
き
と
ど
め
さ
せ
て
い
た
だ

き
、
下
條
綾
子
の
そ
の
生
涯
の
足
跡
と
、
資
料
の
集
大
成
を
進
め
て
行
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
何
よ
り
も
下
條
綾
子
研
究
は
、
こ
こ
か
ら
ス

タ
ー
ト
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
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Ⅱ　

下
條
綾
子
略
年
譜

明
治
三
十
七
年
（
一
九
〇
四
）　　

　

一
歳　

　

　
　
　
　
　

二
月
二
十
五
日　

 

真
壁
郡
古
里
村
下
星
谷
十
一
番
屋
敷（
六
百
一
番
地
）

の
旧
家
の
六
人
兄
姉
の
末
娘
と
し
て
生
れ
る

大
正
十
年
（
一
九
二
一
）　　

　
　
　

十
七
歳　

　
　
　
　
　

三
月　

　
　

日
本
女
子
商
業
学
校
本
科
卒
業

大
正
十
一
年
（
一
九
二
二
）　　

　
　

十
八
歳　

　

　
　
　
　
　

三
月
十
八
日　

高
等
科
一
年
寄
宿
舎
一
同
で
記
念
写
真
を
撮
影　

　
　
　
　
　

四
月　

小
石
川
区
日
本
女
子
大
学
家
政
科
修
学（
履
歴
書
に
よ
る
記
載
）

　
　
　
　
　
　
　
　

こ
の
頃
か
ら
肋
膜
炎
を
患
い
、
生
家
に
戻
り
療
養
生
活
に
入
る

　
　
　
　
　

十
二
月　
『
郷
土
』
に
詩
を
投
稿

大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）　　

　
　

二
十
二
歳　

　
　

　
　
　
　
　

九
月
一
日　

 『
文
章
倶
楽
部
』(

九
月
号)

に
「
あ
ざ
の
子
を
抱
い
て
」

が
入
選

昭
和
二
年
（
一
九
二
七
）　　

　
　
　

二
十
三
歳　

　
　
　

　
　
　
　
　

二
月
一
日　
『
魂
は
緑
野
に
遊
ぶ
』
出
版

　
　
　
　
　
　
　

秋　
　

平
磯
に
て
療
養

昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）　　

　
　
　

二
十
四
歳　

　
　
　

　
　
　
　
　

一
月
十
五
日　

処
女
詩
集
『
筑
波
野
の
春
』
出
版

　
　
　
　
　

五
月
十
五
日　
『
九
十
人
集
』（
大
槻
紫
欄
編　

新
日
社
）
出
版

　
　
　
　
　

五
月
二
十
七
日　
『
筑
波
野
の
春
』
出
版
祝
賀
会
が
水
戸
市
内
で
開
催

　
　
　
　
　

十
一
月
二
十
日　
『
航
海
』（
井
上
康
文
編　

詩
集
社
）
出
版

昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）　　

　
　
　

二
十
五
歳　

　

　
　
　
　
　

五
月
一
日　

 『
向
上
の
少
女
』（
創
刊
号　

帝
国
文
化
協
会
）
に
「
父
恋

し
」（
少
女
小
説
）
発
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
の
頃
塩
原
温
泉
に
て
療
養

昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）　　

　
　
　

二
十
六
歳　

　

　
　
　
　
　

十
一
月
一
日　

 『
現
代
文
藝
』
の
「
女
性
日
記
集
」
に
「
一
歩
」
を
発

表

昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）　　

　
　
　

二
十
七
歳　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

こ
の
頃
上
京
し
、
本
郷
区
向
ヶ
丘
の
弥
生
荘
で
執
筆
活
動

に
入
る

昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）　　

　
　
　

二
十
八
歳　

　

　
　
　
　
　

十
二
月
二
十
七
日　

下
妻
市
出
身
の
弁
護
士
鳩
貝
栄
一
郎
と
結
婚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
郷
区
駒
込
に
住
む

昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）　　

　
　
　

三
十
歳　

　

　
　
　
　
　

七
月
二
十
一
日　

長
男
久
延
生
れ
る

昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）　　

　
　

三
十
八
歳　

　

　
　
　
　
　

一
月
二
十
九
日　

長
女
佐
紀
子
生
れ
る

昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）　　

　
　

四
十
歳　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

太
平
洋
戦
争
が
激
し
く
な
り
、
実
家
に
疎
開

昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）　　

　
　

四
十
一
歳　

　

　
　
　
　
　

七
月
十
四
日　

夫
が
胸
を
患
い
亡
く
な
る

昭
和
二
十
四
年
（
一
九
四
九
）　　

　

四
十
五
歳　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

古
里
中
学
校
の
校
歌
を
作
詩
し
制
定
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昭
和
二
十
五
年
（
一
九
五
〇
）　　

　

四
十
六
歳　

　
　
　
　
　

九
月　

下
妻
に
移
り
、
下
妻
第
二
高
等
学
校
の
図
書
館
司
書
と
な
る　

昭
和
三
十
三
年
（
一
九
五
八
）　　

　

五
十
四
歳　

　
　
　
　
　

七
月　

旧
友
英
美
子
の
疎
開
先
龍
ヶ
崎
の
道
仙
田
を
訪
ね
る

昭
和
三
十
八
年
（（
一
九
六
三
））　　

五
十
九
歳　

　
　
　
　
　

七
月
七
日　

明
け
方
亡
く
な
る
享
年
五
十
九
歳

　
　
　
　

没
後

　
　
　
　

 

平
成
元
年
四
月
三
日
〜
四
月
二
十
八
日
ま
で
旧
協
和
町（
現
在
は
筑
西
市
）

公
民
館
で
秋
山
智
子
さ
ん
が
中
心
と
な
っ
て
「
ふ
る
さ
と
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ

郷
土
の
女
流
詩
人
下
條
綾
子
紹
介
」
が
開
催
さ
れ
る　

　
　
　
　
　
　
　

※ 

本
略
年
譜
は
未
定
稿
で
あ
り
、
増
補
の
必
要
が
あ
る
。
ご
教
示

を
仰
ぎ
他
日
の
補
正
を
期
し
た
い
。
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運命の殉奉者 49
面のない男 51
針持つ手を休めて 55
時には 57
奥様？ 59
露命の安息 63
毀れて行く途 67
遺かんな話 57 71
夜の序曲 47 75
男女 77
くちつけ 79
バイタの触手 67 83
売春婦の話 89
微笑の点顔 ( 天顔 ) 91
仙人掌の花 95
天然の深奥 97
宣戦の布告 101
新聞 109
母の墓 111
夜風は悲し 115
秋雨の午後 117
筑波野の悲哀 119
病後 121
山の湯の朝 123
春の夜なれば 127
幻のきつねころし 129
永遠の微笑 133
夜半の寝室 137
涙！ 141

『造り花』抄
雪　其他 1
造り花 5
いのり 7
悲曲　其二 9
沈黙 11
なつのあしたを 19
真実に 23
印象 27
みらくる 29
雪景 31
戯語 33
どんな恋でも 35
壺 37
黄い月 39
譬喩 41
水色の暗示 43
とんぼ 45
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性欲をたたきつけては！ 197 ・
狂う触手 199
愛は美である 200 ・
刹那の心 201 □
平磯点景 203 ・
生命の凝点 206
マソヒズム 40 207 ・
汚辱 210
チョコレート湯 212 ・
男の手本 214
筑波野の春三月 59 216 ・
恋愛賛美 217
歎息の花 222 ・
花にうずくまりて 224 ・
マボウ 35 226 ・
さらば愁歎場よ！ 227 ・
その夜 231 ・
永遠の呪詛 31 20 233 ・
画板の一頁 33 236 ・
ふるえる乳房 32 238 ・□
塩原山の一時 240 ・□
黎明の温泉 242
山にて 246 ・
へちま 248 ・
十五夜 251 ・
虚無への旅 254 ・
もだんがあるに送る 258
世界的大破裂 260 ・
孤独の幸福 263 ・□
真紅を着ける 261 ・
喘へぐ霊魂 271 ・
御用心 275 ・
おとめの願ひ 277
お偉い人達よ 281
とけぬ紅絹 45 284 ・
それでいいものか 287
失望と呪詛は燃えぬ 43 292 ・
髑髏の歌 295
お母さん 298

『バイタの触手』
虚しき跫音 1
弱き者よ、汝の名は女？ 11
地上の恋 15
人妻のカラ 19
トリーブ 21
人間性 23
春の味覚 31
童貞をたたきつけろ 33
人間の腐肉 37
是か非か 39
パンの表皮 58 45
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記録台 120 ・△
十月の空 22 122 ・△□
病弊 26 124 ・□○
調落の日 126 ・
晩秋の夜の海 128 ・
夢 129
祈りの鐘 130
煙草 131 ・
わが恋よ 132 ・
処 133 ・
夜 43 140 ・
さまよひ 141 ・△
詩に生きる 142 ・
はつさくまつり 143 ・
ローレライ 144 ・△
朝またき 145 ・
黎明の埠頭 146 ・
平磯 147 ・
つり 13 148 ・
哀愁 30 199 ・□
秋の夜 150
旅 151 ・
真昼の港 152 ・
運命 153 ・
思ひ出 154
宣言 14 155 ・
風呂 10 156 ・
寺院の夜 157
秋の夕 158
夕べの海 159 ・
朝の海 160 ・□
小景 161 ・
涙は力を生む 162 ・
春の雪 163
淡ゆき 164
まりの行方 165
星月夜 167
黒がみ 169
さようなら 171
初恋 171
森の鎮守 172 ・
虹 24 173 ・「別離の曲」
乙女心 175 ・
十字を切ろう 176
幻の中に居る 179 ・
若い詩人 181 1926 年（T15）22 歳
冬の夜 183 ・
夜風 186 ・□
蒸籠に咲く 188 ・
男 191 ・
燃える嘆き 11 193 ・
幽うつな廊下 195 ・
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夜 43 140

『永遠の呪詛』
生の苦悩者 1 ・
焔の感乱 12 4 ・□○
一本の痩樹 7 29 6 ・
灯火想 8 6 10 ・
愛憎 9 14 ・
朝顔の追憶 9 17 ・
かべ 20 ・□「壁」
死の影 16 22 ・
地上の誓い 27 ・△『航海』
人間の生命 30 ・
夜の調べ 19 32 ・
霊魂の歔欷 34 ・
愛の演戯 38
青磁の壺を抱く尼僧 38 41 ・
童顔の朝 45 ・
芸術家 47
空腹であれ 49
生命 17 51 ・
真黒な闇のかげ 15 54 ・
追憶 56
空の美 58 ・
微風よ 61
きさらぎの陽光 10 64 ・
春宵の微風 67
四月の夜 18 69 ・
流星 15 71 ・
狂ふ乙女 74 ・
旅人よ 76 ・△
芍薬の花 78 ・△
黄昏 36 80 ・
模索 82 ・△
恋 84 ・
心の堂宇 86 ・△
夏の日のささやき 88 ・
恋を遂ふ女 90
行為 39 92 ・
幸福よ 94
地上 96 ・
人間の我儘と頑迷 98 ・
紳士よ 101 ・△
祈り 103 ・△
人の生 は旅 106 ・
女の力 107
商売人 109 ・
惜日 110 ・
夕と夜 113
すすりなく磯貝 24 114 ・
酒甕 116 ・△
真実を求めて 118 ・□
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夏の日のささやき 36 □
黄昏 36 80
喘ぐ霊魂 37
青磁の壺を抱く尼僧 38 41
孤独の幸福 39
マソヒズム 40 207
泣いて呉れるな 42
失望と呪詛は燃えぬ 43 292
短詩三章 44
とけぬ紅絹 45 284
運命の安息 46
夜の序曲 47 75
蒸籠に咲く 48
歌はぬ小鳥 48
私の心 48
民謡　別離 48 暁美蔦代
おお紅の血に染む鋭鋒よ 50
墓標に刻む 51
桐の花 51 以下２篇の総題
墓場 51
胸裡の灰黒な幕に映ずる怪幻 51
昨日の愛人に 52
世界的大破裂 54
真夏の日に 54
虹 56 24 173 「別離の曲」
遺かんな話 57 71
パンの表皮 58 45
筑波野の春三月 59 216
宣言 59 14 155
朝の海 59
流るるよ黒髪 62
童謡　椎のお家 64
哀愁 66
バイタの触手 67 83

『筑波野の春』 （昭和３年１月 15 日出版）
灯火想 8 6 10
風呂 10 156
燃える嘆き 11 193
つり 13 148
宣言 59 14 155
真黒な闇のかげ 15 54
生命 17 51
永遠の呪詛 31 20 233
別離の曲 56 24 173
きさらぎの太陽 26
一本の痩樹 7 29 6
画板の一頁 33 236
マブオ 35 226
愛 25 38
行為 39 92
春の黄昏 18 41
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詩人・下條綾子研究

下條綾子　詩作品著作一覧
作品名 / 詩集名 情焔のもつれ 筑波野の春 永遠の呪詛 バイタの触手 造り花抄 備考

『情焔のもつれ』
秋の筑波野より 1 1922.10.13（T11） 18 歳
寂しい陰 3
このさびしさは 4
愛は美である 5 双葉綾子
生の苦悩者 6 1924.5.24（T13）
哀音 6 1924.5.27
一本の痩樹 7 29 6 1924.6.23
灯火の下に 8 6 10 1924.7.31　「灯火想」
短唱 8
愛憎 9 14
朝顔の追憶 9 17
夏 9
きさらぎの陽光 10 64
笑顔 10
寂しい影 10
焔の惑乱 12 4 □○『魂は緑野に遊ぶ』
冷たい地上に 12 初行
人間の生命 13
空の美 13
微光 14
不可測 14
流星 15 71
死の影 16 22
人間の頑迷と我儘 17
春二さま 17
四月の夜 18 69 以下３篇の総題
愛の祈り 18
春の黄昏 18
妻 18
夜の調 19 32
煙火思想 20
十月の空 22 122
短章 23
すすりなく磯貝 24 114
晩秋の夜の海 25 以下１篇の総題
愛 25 38
疲弊 26 124 □○
商売人 27 以下２篇の総題
煙草 27
人の生は旅 27
冬の夜 28
真実を求めて 29
哀愁 30 199 □
永遠の呪詛 31 20 233
ふるえる乳房 32 238
ニヒルへの旅 33 □
歎息の花 34
憂鬱な廊下 35 以下１篇の総題
涙は力を生む 35
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　　　　　Ⅲ　下條綾子詩作品著作一覧

下條綾子詩作品著作一覧　凡例

　下條綾子の出版された唯一の詩集として、『筑波野の春』があげられるが、他にも刊行はされ

てはいないが、自らの詩作品をスクラップ帳に貼り付けて詩集としたものや、稿本による詩集

等もある。それらを下記に整理しながら、詩作品の成立背景を明らかにし、且つ又凡例としたい。

　『筑波野の春』　　　昭和３年１月 15 日　日本詩人会出版部発行。 18 × 13 ㎝　

　　　　　　　　　　収録された作品の中で、７編が初期の作品から採られている。

　『情焔のもつれ』　　大正１１年から昭和２年頃までと推定。28.5 × 19 ㎝

　　　　　　　　　　 スクラップ帳に雑誌や新聞に発表した作品を切り取り貼り付けたもの

であるが、年月日や紙誌名の記載は無い。

　　　　　　　　　　初期詩作品の基本となる詩集である。　

　『永遠の呪詛』　　　昭和５年頃と推定。19.5 × 17 ㎝

　　　　　　　　　　稿本詩集。表紙に「筑波山麓古里村にて下條綾子」とある。

　　　　　　　　　　 表紙の裏には、「・のあるものはすでに発表せしもの」とある（本表備

考欄参照）自序が２頁分ある。

　　　　　　　　　　下條綾子の全作品の中での中心となる詩集である。

　『バイタの触手』　　昭和６年頃と推定。 28.3 × 18 ㎝

　　　　　　　　　　 稿本詩集。表紙に「下條綾子作」とある。３頁に亙り序文がある。前

半 30 枚分（60 頁）が白紙で綴じている。これは、後から作品を書き加

えようとしたものと思われる。下條綾子の詩作活動期の後半の詩作品

と云える。

　『造り花』　　　　　昭和 20 年以降と推定。25.2 × 18 ㎝

　　　　　　　　　　 「未刊詩集『造り花』抄」とある。これは、後年の下妻第２高等学校勤

務時代に制作されたものと推定される。

　本表は、上記下條綾子の詩集に収録された作品をそれぞれ掲載された頁順に配列し、表中の

数字は、それぞれの詩集に収録された頁を示すものである。同一作品が数度にわたって掲載さ

れた場合もある。

　備考欄△印は、詩歌集『魂は緑野に遊ぶ』（昭和２年２月１日発行）に収録された作品 12 編

中の 12 編である。同じく□印は、詩華集『航海』（昭和３年 11 月 20 日発行）に収録された作

品 15 編中の 15 編であるが、重なっている「焔の惑乱」と「疲弊」の２作品については、○印

で示し、明確にした。

　備考欄に記された「」内の題名は、変更された題名であり、その他特記事項等については備

考欄に記入した。
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島原の乱の使者の戦い（その１）─毛利藩の場合─（覚書）

　
　

島
原
の
乱
の
使
者
の
戦
い
（
そ
の
１
）
│ 

毛
利
藩
の
場
合 

│
（
覚
書
）武　

田　

昌　

憲　
　
　
　
　

37

　
　
　
　

一
、　

は
じ
め
に

　　

本
稿
の
目
的
は
、
島
原
の
乱
の
戦
い
の
報
告
か
ら
描
写
を
研
究
し
、
そ
こ
か
ら
乱

の
違
っ
た
一
側
面
を
文
学
的
に
評
価
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
実
際
に

戦
闘
に
参
加
し
た
、
九
州
諸
藩
の
記
録
で
は
な
く
、
使
者
と
し
て
現
地
に
赴
き
な
が

ら
、
使
者
ら
し
か
ら
ぬ
「
立
場
」
で
、
戦
闘
に
積
極
的
に
参
加
し
て
い
る
例
が
、
い

く
つ
か
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
方
面
（
記
録
）
か
ら
、
一
考
察
を
加
え
て
み
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
軍
記
物
語
に
な
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
な
り
に
軍

記
の
萌
芽
の
一
面
が
垣
間
見
れ
る
と
こ
ろ
に
、軍
記
成
立
の
機
縁
を
み
た
い
。
ま
た
、

歴
史
的
に
も
幕
府
諸
藩
や
九
州
諸
大
名
を
中
心
と
す
る
記
録
が
幅
を
利
か
せ
る
中
、

そ
れ
以
外
の
全
国
の
諸
大
名
派
遣
の
使
者
の
役
割
（
と
そ
の
記
録
類
）
に
つ
い
て
も
、

新
考
察
を
加
え
た
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、
今
回
は
萩
毛
利

藩
の
乱
参
加
の
様
子
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
て
み
た
。
考
察
が
ま
だ
未
熟
な
と
こ
ろ
も

多
い
の
だ
が
、
一
応
、
問
題
提
起
の
形
と
し
て
の
覚
書
と
し
て
記
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　

二
、　

使
者
の
出
陣

　

寛
永
十
四
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
起
こ
っ
た
島
原
の
一
揆
（
乱
）
は
、
始
発
の
鎮

圧
に
手
間
取
っ
た
末
に
、
幕
府
の
一
大
重
大
事
件
へ
と
発
展
し
、
九
州
諸
大
名
の
総

出
陣
を
招
く
と
共
に
、
周
辺
地
域
の
諸
大
名
へ
も
出
陣
の
準
備
を
通
達
す
る
な
ど
、

事
態
は
内
乱
・
長
期
化
の
体
を
帯
び
て
く
る
。

　

こ
の
時
、九
州
に
最
も
近
い
萩
毛
利
藩
で
は
「
九
州
ニ
引
続
タ
ル
長
門
ユ
ヘ
」（『
毛

利
四
代
実
録
』
寛
永
十
四
年
十
一
月
十
日
条
。『
山
口
県
史
』
史
料
編　

近
世
１
、

上　

収
）（
注
１
）
乱
発
生
の
知
ら
せ
が
入
っ
た
当
初
か
ら
、
出
陣
の
覚
悟
を
す
る
べ

く
、
ま
た
、
江
戸
表
の
幕
府
の
閣
僚
に
も
積
極
的
に
鎮
圧
部
隊
の
出
動
協
力
を
申
し

出
る
こ
と
に
な
る
。
と
、
同
時
に
萩
か
ら
使
者
を
現
地
に
派
遣
し
て
い
る
。
特
に
隣

国
の
諸
藩
が
出
陣
を
命
じ
ら
れ
な
が
ら
、
よ
り
九
州
に
近
い
毛
利
藩
の
出
陣
が
な
い

の
は
、
三
十
六
万
九
千
石
の
大
藩
に
と
っ
て
も
沽
券
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
こ

の
日（
十
一
月
十
日
）、藩
と
し
て
も
進
ん
で
、幕
府
に
出
陣
・
協
力
を
申
し
出
て
い
る
。

　

さ
て
、
毛
利
藩
の
本
拠
で
あ
る
長
門
国
の
萩
で
は
、
十
一
月
二
十
八
日
、
長
門
国

萩
か
ら
現
地
へ
使
者
二
名
を
差
し
向
け
て
い
る
。
以
下
『
萩
藩
閥
閲
録
』
か
ら
の
各

家
の
書
出
等
を
参
照
し
て
ま
と
め
た
も
の
が
、
前
出
し
た
『
山
口
県
史
資
料
編　

近

世　

１
上
』
に
載
せ
る
『
毛
利
四
代
実
録
』
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
記
事
を
拾
っ
て

み
る
と
、
毛
利
藩
の
使
者
の
活
躍
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
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二
十
八
日
の
使
者
は
二
名
。
一
見
、
二
名
だ
け
が
現
地
の
視
察
に
出
か
け
た
よ
う

に
見
え
る
が
、
実
際
に
は
、『
実
録
』
に
は
以
下
の
よ
う
に
記
事
が
あ
る
。

　
　

 「
板
倉
侯
ニ
御
附
使
者
ト
シ
テ
、
及
美
豊
後
守
（
元
宣
・
割
り
注
、
以
下
同
）・

国
司
下
総
守
（
就
正
）
ヲ
九
州
表
ヘ
遣
ハ
シ
玉
フ
、
今
日
萩
ヲ
発
ス
、
豊
後
守

ニ
従
フ
モ
ノ
ハ
、嫡
子（
三
郎
兵
衛
就
貞
）・
阿
川
伝
左
衛
門
尉（
直
道
）等
ナ
リ
、

下
総
守
ハ
コ
ノ
頃
弓
組
ノ
頭
ナ
リ
シ
カ
、
御
詮
議
ノ
趣
ア
リ
弓
組
ノ
者
ヲ
ハ
鉄

砲
頭
ノ
入
江
四
郎
兵
衛
尉
へ
御
預
ニ
テ
、
四
郎
兵
衛
カ
組
ノ
鉄
砲
ノ
者
ヲ
預
ケ

ラ
ル
、
ソ
レ
ヲ
引
率
シ
テ
発
程
セ
リ
、
ソ
ノ
者
共
ノ
姓
名
ハ
安
井
忠
右
衛
門
・

三
戸
伝
兵
衛
・
上
野
長
左
衛
門
・
吉
賀
小
左
衛
門
・
有
吉
新
左
衛
門
・
普
喜
好

右
衛
門
・
渡
辺
神
右
衛
門
・
中
野
清
左
衛
門
・
阿
川
伝
兵
衛
・
筒
井
八
左
衛
門
・

山
県
市
兵
衛
・
村
上
藤
右
衛
門
・
広
中
五
左
衛
門
・
熊
野
市
郎
左
衛
門
・
弘
七

左
衛
門
・
沢
喜
右
衛
門
・
玉
木
太
郎
右
衛
門
・
安
井
長
右
衛
門
・
江
口
亦
右
衛

門
・
浅
井
五
右
衛
門
・
長
崎
七
郎
兵
衛
、
以
上
二
十
一
人
ナ
リ
」

及
美
豊
後
守
元
宣
と
国
司
下
総
守
就
正
の
二
人
が
毛
利
藩
か
ら
の
代
表
と
し
て
の
使

者
で
あ
る
が
、
及
美
豊
後
守
に
は
嫡
子
を
は
じ
め
と
し
て
二
名
以
上
（「
等
」
が
付

い
て
い
る
の
で
、
そ
の
他
に
も
従
者
が
い
る
と
思
わ
れ
る
）
が
つ
き
従
い
、
一
方
の

国
司
下
総
守
に
は
こ
の
時
弓
頭
で
あ
っ
た
が
、
会
議
の
上
、
急
遽
鉄
砲
頭
の
入
江
四

郎
と
役
を
交
替
し
、
鉄
砲
組
の
二
十
一
名
を
率
い
て
島
原
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
と

い
う
（
鉄
砲
組
の
参
加
名
が
全
て
記
さ
れ
て
い
る
の
は
功
名
と
か
か
わ
る
か
も
し
れ

な
い
）。
恐
ら
く
一
揆
の
情
報
が
現
地
か
ら
届
い
て
い
て
、
一
揆
勢
が
鉄
砲
を
得
意

と
す
る
戦
闘
集
団
で
あ
る
（
一
揆
の
キ
リ
シ
タ
ン
は
単
な
る
百
姓
一
揆
で
は
な
い
）

こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
対
応
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
総
勢
、
少
な
く
見
積
も
っ
て
も

二
十
五
名
以
上
の
者
、
そ
れ
に
名
も
な
き
小
姓
が
付
い
て
い
く
こ
と
を
考
え
る
と
百

名
は
超
す
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
「
使
者
二
名
」
の
内
訳
で
あ
る
。

　

こ
の
間
、
江
戸
表
で
も
藩
を
あ
げ
て
情
報
収
集
と
対
応
に
追
わ
れ
て
い
る
様
が
記

述
さ
れ
る
が
、
今
は
省
略
す
る
。

　
　
　
　

三
、
現
地
で
の
合
戦
参
加

　

十
二
月
十
日
、幕
府
の
上
使
、板
倉
重
昌
と
石
谷
貞
清
が
「
肥
前
有
馬
城
（
原
城
）」

を
攻
め
る
時
、『
実
録
』
で
は

　
　

 「
今
日
、
先
手
ハ
松
倉
侯
ニ
テ
、
板
倉
候
ハ
後
詰
ナ
リ
、
及
美
豊
後
守(

元
宣)

・

国
司
下
総
守(

就
正)

モ
諸
家
ノ
勢
利
ア
ラ
ス
シ
テ
引
退
ニ
依
ツ
テ
、
板
倉
モ

引
取
ラ
レ
、
ソ
ノ
下
知
ニ
テ
豊
後
守
・
下
総
守
モ
共
ニ
退
ケ
リ
」

と
あ
る
よ
う
に
、幕
府
軍
の
最
初
の
攻
撃
に
は
、「
板
倉
侯
ニ
御
附
使
者
」と
し
て
従
っ

て
い
た
二
名
は
板
倉
方
は
後
詰
の
た
め
も
あ
り
、
活
躍
の
場
は
な
か
っ
た
。

　

次
の
寛
永
十
五
年
元
旦
の
幕
府
の
第
二
回
目
の
総
攻
撃
は
、
毛
利
勢
の
初
め
て
の

戦
い
に
な
る
。
合
図
の
刻
限
を
待
つ
こ
と
な
く
、
有
馬
勢
が
城
攻
め
を
行
う
も
、
諸

勢
は
動
か
ず
、

　
　

 「
合
図
ノ
刻
限
ト
ナ
リ
、
諸
家
一
同
ニ
押
寄
ス
、
我
カ
及
美
元
宣
・
国
司
就
正

諸
家
ノ
使
者
ト
共
ニ
板
倉
侯
（
内
膳
正
重
昌
）
ノ
手
ニ
ツ
キ
、
松
倉
家(

長
門

守
重
次)

ノ
後
ヲ
ツ
メ
攻
ヨ
ル
ニ
、
板
倉
家
ヨ
リ
松
倉
家
ヘ
、
早
々
攻
カ
ヽ
ル

ヘ
シ
ト
使
者
三
度
ニ
及
ヘ
ト
モ
、
松
倉
勢
シ
ラ
ミ
カ
ヘ
リ
テ
不
攻
ヲ
見
、
板
倉

侯
甚
タ
セ
キ
タ
チ
、
諸
使
者
ニ
向
カ
ヒ
、
先
手
カ
ヽ
リ
カ
ヌ
ル
ノ
間
重
昌
一
人

馳
行
キ
下
知
ス
ヘ
シ
、
使
者
衆
ト
ト
モ
ニ
ス
レ
ハ
軍
法
破
ル
ヽ
ノ
条
、
右
ノ
如

ク
一
人
マ
カ
リ
向
ヒ
下
知
致
シ
、
後
又
一
同
ニ
手
ニ
ア
ヒ
申
ス
ヘ
シ
、
其
証
ニ
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ハ
爰
ニ
馬
ヲ
置
ク
ヘ
シ
ト
テ
、
オ
リ
立
チ
先
手
ニ
カ
ケ
向
ハ
ル
ニ
、
国
司
就
正

ハ
人
並
ニ
居
タ
ラ
ハ
従
者
ニ
鉄
砲
ヲ
打
ス
コ
ト
モ
ナ
リ
難
シ
ト
思
ヒ
、
少
シ
ヒ

キ
離
レ
左
脇
ニ
備
フ
、
板
倉
侯
ハ
カ
ク
申
シ
渡
シ
テ
後
、
松
倉
家
ノ
仕
寄
場
ヘ

越
サ
レ
、
夫
ヨ
リ
有
馬
家
ノ
掛
リ
口
ヘ
至
り
、
ソ
ノ
勢
ノ
進
ミ
カ
ヌ
ル
ヲ
怒
リ
、

自
ラ
一
陣
ニ
城
ニ
登
リ
入
ラ
ン
ト
カ
セ
ク
処
ヲ
、
城
内
ヨ
リ
打
出
ス
銃
丸
胸
サ

キ
ニ
ア
タ
リ
テ
即
死
ナ
リ
、
サ
テ
諸
使
者
ハ
帰
リ
ヲ
待
チ
詫
テ
、
カ
ノ
馬
ヲ
引

板
倉
侯
ノ
世
子
（
主
水
佑
重
矩
）
備
ヘ
ニ
至
ル
、
孰
ヨ
リ
ノ
使
者
歟
先
ヲ
カ
ク

ル
ヲ
見
テ
、
下
総
守
コ
レ
ニ
コ
サ
レ
マ
ジ
ト
松
倉
家
ノ
仕
寄
場
五
六
間
ニ
差
シ

出
、
従
者
ニ
鉄
砲
ヲ
打
セ
塀
ノ
手
ニ
ツ
キ
、
塀
ゴ
シ
ニ
敵
一
人
ヲ
突
フ
セ
シ
処
、

城
内
ヨ
リ
就
正
カ
指
物
ヲ
切
落
シ
甲
冑
ヲ
ウ
チ
壊
セ
リ
、
然
フ
シ
テ
続
ク
勢
モ

ナ
シ
ト
イ
へ
ト
モ
爰
ヲ
ト
思
ヒ
塀
ニ
乗
リ
入
ラ
ン
ト
カ
セ
ク
ニ
、
従
者
ト
モ
続

ク
勢
モ
ナ
キ
ニ
登
リ
入
ル
ヘ
キ
ニ
ア
ラ
ス
ト
就
正
ヲ
引
下
ス
、
因
ツ
テ
従
者
ヲ

引
纏
ヒ
手
負
ヲ
ヒ
キ
カ
ケ
テ
、
静
カ
ニ
後
殿
ヲ
ツ
ト
メ
タ
リ
、
今
日
幕
府
ノ
手

負
・
死
人
若
干
人
、
中
ニ
モ
上
使
板
倉
侯
ハ
銃
丸
ニ
中
リ
テ
死
シ
、
石
谷
氏
及

ヒ
松
平
氏(

甚
三
郎)

等
手
負
ナ
リ
、
我
カ
国
司
就
正
カ
手
ノ
軽
卒
モ
ア
マ
タ

手
負
ヘ
リ
」

上
使
の
板
倉
重
昌
が
先
頭
を
進
ん
だ
た
め
に
、
毛
利
藩
の
二
人
の
使
者
も
戦
闘
に
参

加
。
国
司
就
正
は
引
き
連
れ
た
鉄
砲
隊
を
使
い
大
い
に
奮
戦
す
る
も
の
の
、
続
く
勢

が
い
な
い
た
め
に
従
者
に
塀
か
ら
引
き
づ
り
下
ろ
さ
れ
る
が
、
従
者
の
多
く
は
負
傷

し
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
の
攻
撃
で
幕
府
方
は
苦
戦
し
、
総
指
揮
官
の
板
倉
重
昌
が
討
ち
死
に
し
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
そ
の
詳
報
が
萩
に
は
な
か
な
か
伝
わ
っ
て
こ
な
か
っ
た
。『
実
録
』
で

は
正
月
四
日
、
五
日
の
他
か
ら
の
風
聞
で
萩
で
は
そ
の
状
況
を
知
る
の
み
で
あ
っ
た

が
、
肝
心
の
差
し
下
し
た
藩
の
二
人
の
使
者
か
ら
は
何
の
報
告
も
も
た
ら
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
使
者
と
し
て
の
「
役
割
」
に
興
味
が
ひ
か
れ
る
状
況
で
あ
る
。

　

十
五
日
に
は
、
国
司
就
正
の
嫡
子
数
馬
助
就
任
が
、
父
の
跡
を
追
っ
て
島
原
の
陣

所
に
到
着
し
て
い
る
記
事
が
『
実
録
』
に
見
え
る
が
、
後
述
の
原
城
総
攻
め
で
、
後

述
す
る
よ
う
に
毛
利
藩
の
家
臣
が
何
人
も
名
が
み
え
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
長
期

戦
と
苦
戦
の
報
を
聞
き
つ
け
て
、
毛
利
藩
の
正
式
な
「
出
兵
」
と
は
別
に
、
急
を
聞

い
て
参
加
し
た
家
臣
も
少
な
か
ら
ず
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
使
者
の
息

子
一
人
だ
け
が
加
勢
の
た
め
に
駆
け
付
け
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。憶
測
で
は
あ
る
が
、

毛
利
藩
の
本
格
的
出
陣
に
備
え
た
先
遣
部
隊
的
な
意
味
合
い
・
任
務
が
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

　

周
知
の
よ
う
に
松
平
伊
豆
守
信
綱
が
上
使
と
し
て
、
現
地
で
采
配
を
振
る
う
と
、

一
揆
の
城
の
難
攻
不
落
ぶ
り
を
知
っ
て
、
彼
は
兵
糧
攻
め
に
持
ち
込
む
。
と
同
時
に

十
万
以
上
の
幕
府
軍
の
兵
糧
不
足
も
問
題
と
な
る
。
二
月
四
日
に
は
九
州
表
か
ら
萩

藩
へ
「
八
木
（
米
）」
借
用
の
奉
書
が
届
く
と
、
六
日
に
は
吉
城
郡
小
郡
の
港
よ
り

米
二
千
石
を
送
っ
て
い
る
。
毛
利
藩
は
九
州
隣
接
の
地
で
あ
る
だ
け
に
、
兵
站
基
地

と
し
て
も
有
効
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
二
月
二
十
一
日
に
は
一
揆
方
か
ら
夜
討
ち

が
あ
っ
た
。『
実
録
』
で
は
「
島
原
表
ニ
於
テ
賊
夜
カ
ケ
ヲ
ナ
ス
、
依
テ
本
藩
及
ヒ

諸
家
ノ
使
者
ト
モ
ニ
、
豆
州
侯
・
戸
田
氏
・
板
倉
侯
ノ
陣
ニ
相
詰
メ
居
ル
」
と
い
う

だ
け
で
、
直
接
敵
と
交
戦
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
　
　
　

四
、
落
城

　

二
月
二
十
七
日
、
二
十
八
日
の
原
城
へ
の
総
攻
撃
の
記
事
は
、『
実
録
』
か
ら
引
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用
し
て
み
る
と
、

　
　

 「
肥
前
表
ニ
於
テ
、
今
日
早
天
諸
将
戸
田
氏
ノ
陣
所
ニ
会
議
シ
ケ
ル
処
、
鍋
島

侯
ノ
手
ヨ
リ
不
意
ニ
賊
城
ヘ
攻
懸
リ
、
遂
ニ
暮
方
ニ
二
・
三
ノ
両
丸
ヲ
抜
く
、

我
カ
及
美
元
宣
・
同
就
貞
・
国
司
就
正
・
同
就
純
ハ
、
本
丸
ノ
蓮
池
ノ
上
ノ
堀

ニ
ツ
キ
テ
槍
ヲ
合
セ
散
々
戦
ヒ
シ
ガ
、
元
宣
・
就
貞
・
就
正
ハ
石
ニ
ウ
タ
レ
テ

相
退
ケ
リ
、
阿
川
伝
左
衛
門
尉
ハ
及
美
・
国
司
氏
ニ
引
離
レ
、
松
ノ
丸
塀
下
ニ

テ
働
キ
、
山
県
権
右
衛
門
尉(

宗
春)

ハ
暮
方
ニ
本
丸
ノ
門
傍
ニ
テ
相
戦
フ
、

天
野
勝
左
衛
門
尉
（
信
房
）
ハ
志
道
・
原
氏
ニ
引
分
レ
、臼
井
十
左
衛
門
尉
（
就

常
）・
長
野
十
兵
衛
尉
等
ト
共
ニ
同
所
塀
下
ニ
テ
戦
ヒ
手
ヲ
負
ヘ
リ
、
志
賀
茂

右
衛
門
尉
（
元
資
）
ハ
先
ヲ
心
カ
ケ
、
同
心
ノ
鉄
砲
ヲ
備
ノ
中
ニ
残
シ
置
キ
、

槍
一
本
ニ
テ
馳
向
フ
ニ
、大
呑
七
兵
衛
尉
（
許
忠
）・
鳥
羽
孫
助
コ
レ
ニ
ツ
ヽ
ク
、

志
道
兵
庫
頭
（
就
幸
）・
原
権
左
衛
門
尉
（
元
勝
）・
藤
井
六
左
衛
門
尉
（
就
郷
）・

勝
間
田
吉
右
衛
門
尉
（
就
正
）、・
横
地
七
郎
兵
衛
尉
（
勝
政
）
等
、
明
日
ノ
城

乗
ヲ
心
掛
ケ
塀
下
ニ
ツ
キ
テ
夜
ヲ
明
ス
、
又
今
日
及
美
元
宣
カ
弟
勝
兵
衛
尉
ヨ

ク
戦
ヒ
タ
リ
」

　
　

 「
二
十
八
日　

島
原
城
卯
ノ
刻
ヨ
リ
本
丸
ニ
攻
カ
ヽ
リ
、
遂
ニ
未
ノ
時
ハ
カ
リ

ニ
落
去
ス
、
今
日
我
志
道
就
幸
・
原
元
勝
・
藤
井
就
郷
・
勝
間
田
就
正
・
横
地

勝
政
等
、
細
川
・
立
花
家
ノ
先
手
衆
ト
ウ
チ
マ
ジ
リ
本
丸
ニ
押
詰
メ
、
松
桜
ノ

木
ア
ル
所
ヨ
リ
奥
ニ
テ
、
就
幸
・
元
勝
・
就
郷
・
勝
政
各
賊
一
人
ヲ
突
キ
伏
ス
、

就
正
ハ
礫
ニ
テ
目
ノ
上
ヲ
ウ
タ
ル
、
又
岡
本
三
郎
兵
衛
尉
・
深
野
五
兵
衛
同
所

ニ
テ
ヨ
ク
働
ケ
リ
、
志
賀
元
資
・
大
呑
許
忠
・
鳥
羽
孫
助
ハ
右
ノ
処
ヨ
リ
少
シ

引
ハ
ナ
レ
テ
戦
フ
、
其
中
元
資
ハ
賊
一
人
ヲ
討
テ
リ
、
国
司
正
純
ハ
高
塀
ヲ
乗

リ
級
一
ヲ
得
タ
リ
、
及
美
就
貞
・
天
野
信
房
・
山
県
宗
直
・
及
美
カ
従
者
国
弘

孫
右
衛
門
ヨ
ク
戦
ヘ
リ
、
コ
ノ
戦
ヲ
志
道
就
幸
・
原
元
藤
ヨ
リ
萩
表
ヘ
注
進
ス
」

引
用
記
事
の
説
明
は
省
略
す
る
が
、
毛
利
藩
の
使
者
た
ち
は
、
他
藩
に
負
け
な
い
よ

う
、
細
川
藩
や
立
花
藩
の
先
手
の
軍
勢
の
中
に
混
じ
り
合
い
な
が
ら
も
激
し
い
闘
争

心
で
戦
闘
に
参
加
し
、
そ
れ
な
り
の
戦
功
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

結
局
、
公
の
記
録
で
は
、
毛
利
藩
か
ら
は
使
者
が
二
名
現
地
に
派
遣
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
実
態
は
、
鉄
砲
組
を
含
む
、
一
戦
闘
集
団
の
装
い
を

呈
し
て
い
た
。
ま
た
、
実
際
の
戦
闘
、
特
に
二
十
七
日
。
二
十
八
日
の
総
攻
撃
に
な

る
と
、
い
き
な
り
、
山
県
権
右
衛
門
尉
宗
春
・ 

天
野
勝
左
衛
門
尉
信
房
・
臼
井
十

左
衛
門
尉
就
常
・
長
野
十
兵
衛
尉
・
志
賀
茂
右
衛
門
尉
元
資
・
大
呑
七
兵
衛
尉
許
忠
・

鳥
羽
孫
助
・
志
道
兵
庫
頭
就
幸
・
原
権
左
衛
門
尉
元
勝
・
藤
井
六
左
衛
門
尉
就
郷
・

勝
間
田
吉
右
衛
門
尉
就
正
）・
横
地
七
郎
兵
衛
尉
勝
政
等
、
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た

藩
の
戦
闘
員
の
名
前
が
続
々
と
登
場
・
活
躍
し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
る
。
い
っ
た

い
毛
利
家
か
ら
は
何
人
の
家
臣
が
「
現
地
」
に
参
加
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
実
際
に
は

多
数
の
、
少
な
く
見
て
も
五
十
数
名
、
そ
の
従
者
等
を
含
め
る
と
、
百
名
は
く
だ
ら

な
い
（
場
合
に
よ
っ
て
は
百
数
十
名
か
）
人
数
で
「
使
者
」
の
体
裁
を
な
し
て
い
た

こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
使
者
二
名
の
参
加
の
背
景
に
は
、
藩
を
あ
げ
て
の
重
要
な
任

務
と
戦
闘
参
加
の
使
命
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

鎮
圧
後
の
三
月
三
日
、『
実
録
』
で
は
、
肥
前
島
原
の
陣
払
い
が
あ
っ
た
。「
板
倉

侯
・
石
谷
氏
ヨ
リ
我
カ
及
美
・
国
司
両
氏
ヲ
帰
サ
ル
、
公
ニ
両
氏
父
子
ノ
功
労
ヲ
賞

シ
テ
書
ヲ
贈
ラ
ル
」
こ
れ
で
は
ど
う
見
て
も
使
者
は
二
名
だ
け
に
し
か
見
え
な
い
の

だ
が
…
…
。

　

他
藩
で
は
使
者
の
働
き
と
動
員
数
は
い
か
が
で
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
後



茨女短大紀№ 36（2009）2-5

島原の乱の使者の戦い（その１）─毛利藩の場合─（覚書）

41

も
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　

五
、『
萩
藩
閥
閲
録
』
の
島
原
の
乱
記
事
（
文
書
）

　

さ
て
、『
実
録
』
の
記
事
は
、,

そ
の
都
度
参
照
資
料
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
全
く

の
虚
構
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
毛
利
藩
は
家
臣
の
書
出
し
を
多
く
収
集

し
て
い
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
、
萩
毛
利
藩
家
臣
が
提
出
し
た
家
の
記

録
を
ま
と
め
た
『
萩
藩
閥
閲
録
』
の
中
に
も
島
原
の
乱
の
文
書
が
い
く
つ
も
散
見
さ

れ
る
。そ
れ
を
ま
と
め
た
作
品（
資
料
）の
一
つ
と
し
て
山
口
文
書
館
蔵『
島
原
陣
』（
毛

利
家
文
庫
・
１
４
軍
記
・
２
５
）
が
あ
る
。
全
七
十
二
丁
、
う
ち
墨
付
六
十
一
丁
で

あ
る
。
書
誌
は
省
略
す
る
。

　

本
書
の
構
成
の
う
ち
、『
萩
藩
閥
閲
録
』（
以
下
『
閥
閲
録
』）
か
ら
採
用
し
た
も

の
が
か
な
り
あ
り
、『
島
原
陣
』に
も
文
書
の
最
初
に「
閥
閲
録
」「
閥
閲
六
」等
と『
閥

閲
録
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
、参
考
ま
で
に
公
刊
さ
れ
た
『
閥

閲
録
』（
山
口
県
文
書
館
発
行　

全
四
巻
、
遺
漏
一
巻
）
か
ら
該
当
す
る
文
書
を
指

摘
し
て
お
き
た
い
。
以
下
の
丁
数
は
墨
付
丁
数
で
あ
る
。

　
　

一
丁
オ　

　
「
益
田
越
中
守
元
遥（
牛
庵
）書
出
」　
『
閥
閲
録
』
に
は　

な
し

　
　

五
丁
オ　

　
「
山
縣
新
左
衛
門
基
房
書
出
」　
『
閥
閲
録
』　

第
四
巻　

１
４
７
ｐ

　
　

十
丁　

　
　
「
横
地
七
郎
兵
衛
門
書
出
」　　

　

同　
　
　

第
三
巻　

３
５
４
ｐ

　
　

十
二
丁　

　
「
阿
川
伝
左
衛
門
書
出
」　　

　
　

同　
　
　
　

同　
　

１
２
６
ｐ

　
　

十
三
丁　

　
「
国
司
小
左
衛
門
書
出
」　　

　
　

同　
　
　
　

同　
　
　
　

６
ｐ

　
　

十
五
丁　

　
「
横
地
七
郎
兵
衛
門
書
出
」　　

　

同　
　
　
　

同　
　

３
５
３
ｐ

　
　

十
七
丁　

　
「
及
美
仁
左
衛
門
元
辰
書
出
」　　

同　
　
　

第
一
巻　

４
０
４
ｐ

　
　

十
九
丁　

　
「
福
原
与
三
左
衛
門
書
出
」　　

　

同　
　
　

第
三
巻　

　

８
１
ｐ

　
　

二
十
丁　

　
「
福
原
与
三
左
衛
門
書
出
」　　

　

同　
　
　
　

同　
　
　

８
２
ｐ

　
　

二
十
二
丁　
「
大
呑
十
郎
兵
衛
書
出
」　　

　
　

同　
　
　

第
四
巻　

１
９
６
ｐ

　
　

二
十
四
丁　
「
福
原
与
三
左
衛
門
書
出
」　　

　

同　
　
　

第
三
巻　

　

８
２
ｐ

　
　

二
十
六
丁　
「
大
呑
十
郎
兵
衛
書
出
」　　

　
　

同　
　
　

第
四
巻　

１
９
７
ｐ

　
　

 

二
十
七
丁　
「
国
司
小
左
衛
門
書
出
」　　

　
　

同　
　
　

第
三
巻　

７
ｐ
〜

１
０
ｐ

　
　

三
十
九
丁　
「
国
司
小
左
衛
門
書
出
」　　

　
　

同　
　
　

第
三
巻　

　
　

６
ｐ

　
　

四
十
一
丁　
「
阿
川
伝
左
衛
門
書
出
」　　

　
　

同　
　
　

第
三
巻　

１
２
６
ｐ

　
　

四
十
二
丁
ウ「
御
宝
蔵
封
込
物
之
内
」　　

以
下　
『
閥
閲
録
』
に
見
当
た
ら
ず

　
　

四
十
四
丁　
「
及
美
仁
左
衛
門
実
時
書
出
」

　
　

四
十
六
丁　
「
諸
派
・
南
方
」

　
　

四
十
八
丁　
「
諸
派
・
三
吉
」

　
　

四
十
九
丁　
「
諸
派
・
雑
賀
・
系
図
」

　
　

五
十
丁　

　
「
諸
派
・
粟
屋
」

　
　

五
十
一
丁　
「
諸
派
・
小
川
」

　
　

五
十
二
丁　
「
諸
派
・
完
玉
」

　
　

五
十
三
丁　
「
諸
派
・
福
井
」

　
　

五
十
四
丁　
「
諸
派
・
福
原
」

　
　

五
十
五
丁　
「
諸
派
・
福
原
」

　
　

五
十
七
丁　
「
諸
派
・
藤
井
」

　
　

五
十
九
丁　
「
諸
派
・
藤
井
」

　
　

六
十
丁　

　
「
諸
派
・
杉
本
」

『
山
口
県
文
書
館
資
料
目
録
一
、毛
利
家
文
書
目
録　

第
一
分
冊
』（
昭
和
三
十
八
年
）
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の
作
品
の
説
明
に
は
「
寛
永
十
四
年
│
十
五
年
の
島
原
乱
に
毛
利
氏
が
出
陣
し
た
時

の
関
係
記
録
を
諸
臣
差
出
文
書
よ
り
収
録
」
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
恐
ら
く
『
萩
藩
閥
閲
録
』
や
諸
家
臣
か
ら
提
出
さ
れ
た
、
島
原
の
乱
に
関
す

る
家
臣
か
ら
の
提
出
さ
れ
た
記
事
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。、収
録
し
た
資
料
（
家

臣
が
提
出
し
た
文
書
）
の
大
部
分
は
現
在
で
も
毛
利
家
文
庫
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
が
、
そ
の
膨
大
な
文
献
の
中
か
ら
、
島
原
の
乱
の
記
事
だ
け
を
抜
き
出
す

の
は
何
か
し
ら
、
そ
の
必
要
に
か
ら
れ
て
の
事
情
が
あ
っ
た
も
の
か
と
思
わ
れ
て
、

興
味
深
い
。

　

そ
の
『
島
原
陣
』
の
記
録
の
一
部
か
ら
、
一
例
と
し
て
、
十
七
丁
「
及
美
仁
左
衛

門
元
辰
書
出
」（
上
記
『
閥
閲
録
』
第
一
巻　

４
０
４
ｐ
翻
刻
・
所
収
）
を
と
り
あ

げ
て
み
る
。
ち
な
み
に
「
及
美
仁
左
衛
門
元
辰
」
は
毛
利
藩
の
使
者
の
一
人
で
あ
る

及
美
豊
前
守
元
宣
の
曾
孫
に
当
た
る
。

　
　

 「
藤
（
注　

藤
井
元
任
）　

長
右
御
使
二
被
参
候
間
、
一
書
得
御
意
候
、
先
以
其

地
（
注　

島
原
）
一
揆
之
城
、
先
月
廿
七
八
日
ニ
御
の
り
取
候
由
、
左
候
所
ニ

詰
ノ
丸
ノ
へ
い
迄
御
父
子
共
御
す
ゝ
ミ
、
其
上
槍
ヲ
御
相
、
數
ヶ
所
石
に
て
御

手
お
わ
る
ゝ
ノ
由
承,

、
扨
々
ひ
る
い
な
き
御
働
、
此
地
に
て
上
下
共
ニ
沙
汰

仕
候
、
殿
様
に
も
御
き
け
ん
非
大
方
候
由
候
、
い
よ
〳
〵
御
手
疵
御
養
生
、
御

長
命
ノ
覺
悟
専
一
ニ
候
、
其
上
勝
兵
衛
殿
も
殊
外
之
御
働
候
由
、
御
飛
脚
口
上

に
て
候
由
候
一
入
〳
〵
御
一
門
中
一
道
之
儀
共
不
淺
と
目
出
度
候
、
彌
御
歸
陣

之
刻
可
申
承
候

　
　

 

一
先
度
進
八
郎
右
罷
歸
候
刻
茂
御
状
忝
存
候
、此
中
之
様
子
、八
郎
右
物
語
承
候

而
、彌
な
か
〳
〵
敷
可
有
御
座
と
存
候
所
、鍋
嶋
御
行
、板
（
注　

板
倉
重
矩
）　

主
水
殿
御
働
候
所
、
一
入
各
〳
〵
御
祝
此
時
と
存
候
、
扨
々
は
や
〳
〵
御
歸
候

へ
か
し
、
今
度
之
御
乗
候
様
子
、
先
手
之
次
第
御
物
語
承
度
候
、
其
外
は
急
便

候
間
、
あ
ら
ま
し
如
此
候
、
恐
惶
謹
言

　
　
　
（
注　

寛
永
十
五
）
三
月
四
日　

　
　

堅
（
注　

堅
田
就
政
）　

安
房　

判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

及
（
注　

及
美
元
宣
）　

豊
後
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　

三
郎
（
注　

就
貞
）
兵
様　

人
々
御
中

　
　
　

尚
々
弾
正
殿
・
小
源
太
殿
・
七
兵
殿
御
無
事
ニ
御
供
に
て
候
、
以
上
」

（
引
用
は
『
閥
閲
録
』
に
よ
る
）　

　

使
者
は
自
分
た
ち
の
戦
功
が
な
い
場
合
に
は
積
極
的
に
毛
利
氏
の
居
城
で
あ
る
萩

に
は
知
ら
せ
な
か
っ
た
よ
う
だ
（
前
述
・
元
旦
の
攻
撃
）。
ま
し
て
や
自
分
た
ち
は

戦
闘
に
は
参
加
し
た
が
大
し
た
成
果
が
上
が
ら
ず
、
従
っ
て
い
た
板
倉
重
昌
の
戦
死

を
招
い
た
敗
戦
で
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
。
原
城
が
落
城
し
、
一
揆

の
鎮
圧
が
成
っ
た
直
後
は
、す
ぐ
に
知
ら
せ
が
飛
ん
だ
は
ず
で
あ
る
（
即
日
遅
く
か
、

翌
早
朝
に
は
書
状
が
送
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
）。
そ
れ
を
受
け
て
の
返
事
が
三

月
四
日
付
け
の
引
用
し
た
書
状
で
あ
る
。
知
ら
せ
は
二
三
日
の
う
ち
に
届
い
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
詰
ノ
丸
ノ
へ
い
迄
御
父
子
共
御
す
ゝ
ミ
、其
上
槍
ヲ
御
相
、

數
ヶ
所
石
に
て
御
手
お
わ
る
ゝ
ノ
由
承
、
扨
々
ひ
る
い
な
き
御
働
、
此
地
に
て
上
下

共
ニ
沙
汰
仕
候
、
殿
様
に
も
御
き
け
ん
非
大
方
候
由
候
、」
と
自
分
た
ち
の
戦
功
が

報
告
さ
れ
、
其
れ
を
受
け
た
藩
主
の
ご
機
嫌
も
よ
い
こ
と
が
返
事
と
し
て
記
さ
れ
て

い
る
。
毛
利
藩
の
使
者
二
名
の
う
ち
の
一
人
と
し
て
、
及
美
豊
後
守
元
宣
は
参
加
し

た
の
で
あ
る
か
ら
、
戦
功
が
藩
主
に
ま
で
伝
わ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
に
対
し
て
相
応
の

反
応
を
示
し
て
く
れ
た
こ
と
が
、
卒
な
く
返
書
に
認
め
て
あ
る
。
及
美
氏
の
使
者
と

し
て
の
面
目
が
立
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
急
速
の
知
ら
せ
は
、
毛
利
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藩
は
出
撃
準
備
・
臨
戦
態
勢
を
急
遽
整
え
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
も
は
や
そ
の
必

要
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
こ
と
も
い
ち
は
や
く
知
ら
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
。
元
旦
の
敗
戦
と
は
事
情
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
以
上
無
駄
な
出
費
・
労

力
は
省
き
た
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
書
状
に
は
「
扨
々
は
や
〳
〵
御
歸
候
へ
か
し
、
今
度
之
御
乗
候
様
子
、
先

手
之
次
第
御
物
語
承
度
候
、」
と
み
え
る
。
当
然
現
地
に
行
け
な
か
っ
た
者
は
、真
っ

先
に
戦
っ
た
話
を
聞
き
た
が
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
文
面
か
ら
、
語
り
、
そ
し
て
物

語
が
作
ら
れ
て
い
く
原
型
が
み
て
と
れ
る
。
残
念
な
が
ら
毛
利
藩
の
家
臣
の
話
か
ら

独
立
し
た
軍
記
物
語
に
な
っ
た
か
（
成
立
し
た
か
）
は
不
明
で
あ
る
が
、
一
つ
の
軍

記
物
語
が
成
立
す
る
下
地
に
は
無
数
の
語
り
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
改
め

て
思
い
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
う
一
人
の
使
者
、
国
司
下
総
守
就
正
一
族
の
活

躍
を
記
し
た
文
書
が
『
閥
閲
録
』、
そ
し
て
『
島
原
陣
』
に
見
え
る
が
、
別
の
機
会

に
報
告
し
た
い
。

　
　
　

 （
注
１
）『
毛
利
四
代
実
録
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
、『
山
口
県
史　

史
料
編

近
世
１
上
』
解
説
に
詳
し
い
。
長
府
の
『
毛
利
家
記
』、
岩
国
の
『
陰
徳
太

平
記
』
に
対
抗
す
る
萩
本
藩
の
意
識
も
あ
り
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）
に
「
元

就
公
・
隆
元
公
・
輝
元
公
御
三
代
」
の
記
録
の
編
集
が
始
ま
り
、
後
に
隆
元

を
加
え
四
代
と
し
、『
毛
利
四
代
実
録
』と
し
て
明
治
三
年（
一
八
七
〇
）に「
半

途
な
が
ら
一
応
」
豊
栄
神
社
に
奉
納
。
明
治
九
年
に
精
選
作
業
を
始
め
、『
毛

利
三
代
実
録
』
と
改
称
後
、同
二
十
六
年
に
事
業
を
終
了
し
て
い
る
。
な
お
、

同
県
史
に
は
『
毛
利
四
代
実
録
』
は
『
毛
利
三
代
実
録
』
の
後
ろ
に
巻
一
と

巻
二
十
五
（
寛
永
元
年
正
月
〜
）
か
ら
巻
三
十
五
（
慶
安
四
年
二
月
ま
で
）

ま
で
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　

 

※　

本
稿
は
平
成
二
十
年
度
、
文
部
科
学
省
・
学
術
振
興
会
、
科
学
研
究
費

補
助
金
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
））
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
　

 　

ま
た
、
山
口
県
文
書
館
の
館
員
の
方
に
は
い
ろ
い
ろ
お
世
話
に
な
り
ま
し

た
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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中山　愛理　

キーワード： 佐野友三郎、山口図書館、アメリカ公共図書館、ワシントン・カウンティ・フリー・

ライブラリー、メアリー・レミスト・ティッコム

　　１．はじめに

　　２．佐野友三郎とは

　　３． 佐野友三郎の情報収集

　　４．佐野友三郎の情報発信

　　５． おわりに

１．はじめに 1

　佐野友三郎は、1900 年（明治 33 年）から 1920 年（大正 9 年）にかけて日本の図書館界で活躍した

人物である。佐野は、アメリカの図書館の運営方法論を参考にしながら、秋田県及び山口県におい

て、日本の公共図書館に新たなサービスや運営方法を導入した先駆的人物としてよく知られている。

　山口源冶郎は、「佐野友三郎の図書館論は、わが国における成立～確立期図書館の歴史的特質を

解明する際、重要な位置と意義を有しているといえよう」2 と評価しているように、日本の公共図書

館史を考える際に外すことのできない人物である。

　佐野友三郎による図書館活動及び、それを支えた図書館論は先に言及した山口源冶郎のほかに、

田村盛一 3、石井敦 4、佐々木鶴代 5、小川徹 6 らの研究から明らかにされてきた。従来の佐野友三

郎に関する研究は、彼の秋田県図書館での取り組み及び、山口県山口図書館での取り組みに焦点を

あてたものであった。

　このように、数々の取り組みが取り上げられてきたということは、それだけ人々から関心が持た

れていたということの表れでもあり、彼の活躍・重要性を裏付けるものでもある。

　しかし、これまでとりあげられてきた先行研究は、佐野の活躍の基となったアメリカの図書館と

のつながりについて取り上げてこなかった。むしろ、これまでの佐野友三郎に関する先行研究にお

いて、アメリカ図書館と佐野のつながりは、今後の研究の課題として挙げられたテーマであった。

　本稿は、これまで課題として残された佐野友三郎に関するテーマの一端を解明するものと位置づ

ける。アメリカ図書館と佐野とのつながりを明らかにするために、アメリカで刊行された佐野友三

郎に関する記事やアメリカに遺された佐野の書簡から、佐野の活動の一端を探りたい。

２．佐野友三郎とは

　本稿で取り上げる佐野友三郎という人物について、先行研究を用いながら簡単に紹介しておきた
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い。

　佐野友三郎は 1864（元治元）年武蔵国川越に生まれ、群馬中学校を経て東京大学予備門に入った。

その後、東京大学文学部政治理財学科に入学するも改称した帝国大学文科大学の国文科へと転学す

る。大学の卒業試験を放棄し退学した後は、山形、大分や広島の尋常中学校で英語を教えた。台湾

での役人を経て、1900（明治 33）年秋田県図書館長嘱託となり、1903（明治 36）年には、山口県

山口図書館長に就任した。

　秋田県図書館長嘱託時代には、巡回文庫の導入に向けた調査と準備を行った。館長として、山口

に転じてからは、巡回書庫の導入、夜間開館実施、児童閲覧室の整備などの新たなサービスを導入

した。これらの新たなサービスは、アメリカにおける公共図書館の運営と取り組みという見本が存

在していた。佐野はその見本を調査し、参考にしていたのである。

３．佐野友三郎の情報収集

　佐野友三郎が職業人として図書館との関わりを本格的に持ったのは、1900（明治 33）年秋田図

書館長嘱託に就任してからである。佐野は館長嘱託となると、尋常中学校（旧制中学）で英語教師

をしていた能力を活かし、図書館運営に活かすためアメリカの図書館に関する状況を調査した。佐

野は、秋田時代に行なった調査を始めとして、その後も情報収集に基づく成果を雑誌や図書館の業

務報告書に掲載した。

　とはいえ、当の佐野自身は、「余等は事毎に実例を米国に徴するの嫌あれども、同国図書館事業

の進歩発展が、現に世界に冠たるは争ふ可からざる事実なり」7 と記したように、必ずしもアメリ

カの図書館を好んでいたのではなく、その取り組みの先進性に注目していたのである。したがって、

佐野は、アメリカの先進的な取り組みを把握するために、アメリカで刊行された図書、雑誌記事、

パンフレットなどを無批判に受容するだけでなく、自ら能動的な情報収集を試みたのである。

　佐野の情報収集の成果は、石井敦によりまとめられた『個人別図書館論選集　佐野友三郎』8 などに

収録された、彼の文章にアメリカの図書館が数多く取り上げられていることを見れば明らかである。

　佐野の情報収集は、図書や雑誌を購入して、そこから情報を入手する方法とアメリカの図書館関

係者と書簡のやり取りをして情報の入手を行うという 2 つの方法を用いて行われた。前者の佐野に

よる図書や雑誌の購入・収集については、山本安彦による調査・研究「佐野友三郎が集めた図書館

関係洋書の分析」9 が既に行われている。後者については、佐野自身が紹介した、「余等曽テ巡回書

庫ノ法式ヲ調査スルニ際シ米国ニューヨルク州立図書館長メルヴィル・デューイ氏ニ書ヲ寄セテ其

ノ助言ヲ求メタルコトアリ氏ハ若干ノ参考材料ニ添フルニ懇切ナル書信ヲ以テシ、且ツ云ハク『余

等ノ現ニ経営スル最大新事業ハ巡回書庫ヲ利用シテ公共図書館事業ノ不足ヲ補助スルニアリ、称シ

テ自宅教育（Home Education）ト云フ。此事業ハ貴邦ニモ等シク適合スヘシ』」10 というアメリカ

における巡回文庫の創始者 11 とされるデューイとのやり取りの一端が知られるのみである。

　なお、佐野友三郎によるデューイからの情報収集ついては、森耕一が検討をおこなったことがあ

るが、「わからなくなってくる」というような明確な結論を出しえていない 12。

　佐野友三郎は、次節以降で言及する雑誌記事や図書館の報告書、書簡などからも明らかなよう

に、アメリカ各地の図書館などに書簡を送っていた。そして、そのために、「THE YAMAGUCHI 

PUBLIC LIBRARY．」という文字の入った英文タイプ用の便箋を準備し、用いていたことが明ら
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かになっている。

　佐野友三郎が「THE YAMAGUCHI PUBLIC LIBRARY．」と入った便箋で送った書簡は、かな

りの数であったことが予想される。しかしながら、誰に送付したかが明確でない現状において、そ

の全貌を把握することは難しい。詳しくは、さらなる調査をした上で別稿として、今後まとめるべ

きであるが、本稿では佐野友三郎の情報収集を示す資料としてその一端を紹介する。

　佐野が送った書簡のひとつに、アメリカ、メリーランド州ワシントン・カウンティ・フリー・ラ

イブラリー（Washington County Free Library）の館長であったメアリー・レミスト・ティッコム

（Mary Lemist Titcomb）に宛てた書簡がある。

　現在、ワシントン・カウンティ・フリー・ライブラリーのウェスタン・メリーランド・ルーム

（Western Maryland Room）に、佐野友三郎からティッコム館長に宛てた以下の 5 通の書簡が、遺

されている。そのうち 1915（大正４）年に書かれた４通 13 は、佐野が日本政府より、アメリカの

図書館事情を調査するよう命ぜられたことに関連して書かれた書簡である 14。残りの１通が、1909

（明治 42）年７月 21 日付の山口図書館の便箋に手書きで書かれた書簡である。

　この佐野からティッコムに宛てた 1909（明治 42）年７月 21 日付の書簡には、山口県で山口図

書館を組織する見通しがあり、そこで図書館展示（Library exhibits）をしたいと考えていること、

そのために、ティッコムの図書館の書式（forms）、白欄の記入用紙（blanks）、印刷したカードな

どを送ってくれないかと依頼する内容が書かれている。その結果、ティッコムから資料を送付して

もらい、アメリカのものを参考にしながら日本で展示を行ったのである。この展示については次節

で取り上げるWisconsin Library Bulletin やPublic Libraries の記事として取り上げられている 15。

この展示会には、アメリカのほかの図書館の資料も展示されていることから、同様の内容の書簡を

複数送っていることが推測される。また、それを伺わせるこの書簡は、佐野友三郎によるアメリカ

の図書館からの情報収集の一端を示すものといえる。

４．佐野友三郎の情報発信

　佐野友三郎は山口図書館長として就任して以降、図書や雑誌からアメリカの図書館に関する情報

を収集するだけではなく、自らの取り組みをアメリカへと発信し始めた。

　佐野による日本の図書館に関する情報発信は、後年『米国図書館事情』において、「明治四十年、議院

図書館長ドクトル・プットナム氏は、余の要望に依り、米国諸州の州立図書館又は図書館監督機関

に知照し、規模の大小を論ぜず、州内代表的図書館の報告を山口図書館に送致せしめられたり」16

と回想しているように、1907（明治 40）年頃から見られる。

　佐野がどのような形式で情報発信を行っていたかというと、その全体像を把握することは出来な

い。しかし、アメリカで当時刊行された雑誌記事などから、山口図書館で発行していた『山口図書

館県図書館報告』に、佐野が英文要約を付し、アメリカの図書館や関係機関などに送付していたこ

とは把握できる。

　例えば、山口図書館で購入し、「一般には出さず専ら館長が参考にして居た」17 とされる雑誌

Public Libraries に掲載された記事は、1906（明治 39）年の活動状況を記した『山口図書館県図書

館報告』に基づき、以下のように記していた。
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海外からの情報 18

　（日本）山口公共図書館の第４年報は、山口図書館が 19,731 冊の蔵書を 135,885 冊帯出して

いることを記録している。山口図書館は、年間 334 日開館した。図書館システムは、レファレ

ンス、貸し出し、巡回文庫の３部門を有している。巡回文庫は、地方の図書館、中学校、他の

中心施設に 5,507 冊廻送され、巡回文庫の奉仕拠点の 27 機関において、27,136 冊の帯出があっ

たと報告されている。巡回文庫の貸し出しの 43 パーセントは、児童文学であった。児童部門

の所在する雑誌室は、36,307 人の利用があった。児童コーナーの図書は、あらゆる子どもが自

由に接架でき、雑誌室の利用者数と区別されていない。

　また、インディアナ州図書館委員会の会報Library Occurrent にも、Public Libraries に掲載さ

れたのとほぼ同じ内容の以下の記事が見られる。このことは、佐野が、『山口図書館県図書館報告』

に英文要約を付したものを複数の図書館関係機関に送付していたことを示すものである。

日本の公共図書館報告 19

　1907 年、日本の山口図書館館長 T. 佐野氏よりのある興味深い報告書が、インディアナ州公

共図書館委員会により受領された。全体の報告書は、日本語で印刷されるとともに、和紙で美

しく包まれ、蝋で封がされていた。英語で書かれた報告書の要旨は、以下のような内容であった。

　図書館が開館していた日数は、334 日であった。年間図書館に増加した図書の数は、4,043

冊であった。そして、年末に図書館の蔵書数は、19,731冊であった。年間に追加した図書は、3,107

冊が購入により、936冊が寄贈もしくは交換によるものであった。レファレンス及び、閲覧室は、

19,715 人の利用があった。雑誌室及び、児童室は、36,307 人の利用があった。巡回文庫によっ

て 5,587 冊が、地域図書館、学校などへと廻送され、27,136 冊が貸出しされた。

　この報告書は、以下の所見をも含んでいた。

　３年にわたる経験は、巡回文庫が図書館の利用促進並びに、地方公共図書館の真に前身となっ

ていることを我々に示している。

　佐野は、図書館関係機関に『山口図書館県図書館報告』に英文要約を付したものを送付するとと

もに、Nation という、アメリカの週刊誌の編集部へ山口図書館の取り組みを紹介する書簡を送っ

ていた。それが、1907（明治 40）年のNation 誌上で雑記（Notes）20 として、以下のように紹介された。

　我々は、日本の山口公共図書館長の T. 佐野から書簡を受け取り、そこに各県の公共図書館

エクステンションに対する、政府の奨励とその活動に対するすばやい反応が示してあった。一

般的に、図書館促進の案は、個人的な宣伝や資料の宣伝の双方を含むこの国［米国］の州図書

館委員会によるものを綿密に手本としているようである。巡回文庫は、地方図書館設立の促進

支援及び、小規模図書館･学校図書館の情報資源を供給する双方で特に発展している。山口に

おけるプロジェクトにおいて、29 の地方図書館がこの２年に設置され、現在 1,648 冊からなる

巡回文庫制度が創設された。巡回文庫は、地域の要望に合わせて、固定的な団体、流動的な団

体双方に廻送された。昨年、団体は、10,227 冊の貸出しを行った。
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　この記事からは、どのような目的で、Nation 編集部に書簡を送ったのかは明確に把握すること

は難しい。しかし、山口図書館での取り組みを全米の図書館員に周知させようとするには、当時全

米でよく知られていた週刊誌を用いることが、適当な方法と考えたのかもしれない。

　佐野友三郎は、『山口図書館県図書館報告』に英文要約を付したものを送付するような取り組み

を継続的に行っていた。Public Libraries には、1908（明治 41）年及び、1913（大正２）年の『山

口図書館県図書館報告』に基づく、活動の実態が以下のような記事として紹介されている。

海外からの情報 21

　（日本）山口公共図書館の第４年報は、山口図書館が 156,351 冊帯出しており、そのうち児

童書が、66,881 冊であったことを記録している。山口図書館は、22,576 冊を所蔵し、年間 334

日開館した。その年に、6,528 冊の巡回文庫が廻送され、22,631 冊の帯出があった。

　上記のPublic Libraries に掲載された 1908（明治 41）年の記事は、数行にまとめられた事実を記す、

簡単なものであった。

　同様に、以下のPublic Libraries に掲載された 1913（大正２）年の記事も数行にまとめられた簡

単なものであった。

海外からの情報 22

　日本の山口公共図書館の第 10 年報は、山口県に図書館が 88 存在しており、その多くが中央

館［山口図書館］から巡回文庫が送付されていることを記録している。巡回文庫は、青年団、

中学校、他の地方施設にも廻送された。

　山口図書館は、332 日開館し、236,682 冊の貸し出しを行った。

　総計 17,504 冊となる、293 の巡回文庫が、102 の異なる地区に廻送され、46,818 冊の貸し出

しがあった。

　こうした記事は、『山口図書館県図書館報告』と一緒に送付された英文要約に基づき、作成され

たために、英文要約の内容に左右され、簡単な記事になってしまったのかもしれない。

　このことを裏付けるものとして、以下の２つの記事がある。ひとつは、Public Libraries の記事、

もうひとつがウィスコンシン・フリー・ライブラリー委員会の会報Wisconsin Library Bulletin の

記事である。この２つの記事には、佐野によるまったく同じ紹介文（同じ部分には下線をひいてある）

が掲載された。1909（明治 42）年のPublic Libraries には、以下のような記事の中で使用されている。

日本における図書館会議 23

　［1909 年］10 月１日、山口県の 32 館、38 人の館長と司書が、県の図書館の促進と発展を目

的とする会合を山口公共図書館にて行われた。挨拶が行われるとともに、図書館運動に関連し

たいくつかの重要な問題が、大きな関心事として議論された。その結果、山口県公共図書館協

会が、山口公共図書館長の T. 佐野を会長に据えて組織された。
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　図書館で所有している日本とアメリカのあらゆる図書館関連資料のほかに、家庭巡回文庫及

び、アメリカの図書館という目的のため、私たちに寄贈として送られた、書式、記入カード、写真、

図版、他の図書館刊行物といったものも展示した。アトランタ、シンシナティ、ヘガーズタウ

ン（ワシントン・カウンティ・フリー・ライブラリー）、オークレア、ケノーシャ、マニトウォッ

ク、ミルォーキー、クイーンズボロ（ニューヨーク州ジャマイカ）、ウスター、バーモント州、

ウィスコンシン州からの資料を提示した。この展示は、際立って仲間の関心を引いた。この会

合は、期待よりも大きな成功を収めた。我々は、我々の会合に伴って、多くの利益がもたらさ

れると期待している。

　Wisconsin Library Bulletin では、佐野友三郎から報告書、すなわち『山口図書館県図書館報告　拾

参』を受け取ったことや紹介文が同封されていたことを紹介している。そして、1910（明治 43）年

のWisconsin Library Bulletin では、その紹介文をそのまま掲載するとともに、日本語で書かれた

報告書を理解することが出来ないことを以下のように明示したのである。

日本の図書館協会 24

　日本の図書館当局者は、図書館の領域に彼の民族の根気と熱意ある性格を結び付けてい

ます。ウィスコンシン・フリー・ライブラリー・コミッション（Wisconsin Free Library 

Commission）は、山口県図書館協会の役割を包含する日本の山口図書館（Yamaguchi Public 

Library）の報告書を受領した。報告書は、1909 年 10 月１日に協会の会合を開催し、1910 年

４月に別の会合予定があることを知らせている。報告書は、英語による以下のような紹介文を

含んでいた。

　図書館で所有している日本とアメリカのあらゆる図書館関連資料のほかに、家庭巡回文庫及

び、アメリカの図書館という目的のため、私たちに寄贈として送られた、書式、記入カード、写真、

図版、他の図書館刊行物といったものも展示した。アトランタ、シンシナティ、ヘガーズタウ

ン（ワシントン・カウンティ・フリー・ライブラリー）、オークレア、ケノーシャ、マニトウォッ

ク、ミルォーキー、クイーンズボロ（ニューヨーク州ジャマイカ）、ウスター、バーモント州、

ウィスコンシン州からの資料を提示した。この展示は、際立って仲間の関心を引いた。この会

合は、期待よりも大きな成功を収めた。我々は、我々の会合に伴って、多くの利益がもたらさ

れると期待している。

T. 佐野　　

山口図書館

　我々は、日本語に不案内なため、この報告書全体を正しく理解することが不可能のであるこ

とを残念に思うものの、報告書は、図書館精神を示していることに間違いがないと思う。

　アメリカで刊行された図書館関係の記事に佐野の要約がそのまま掲載されたことは、佐野の英文

47

（86）



佐野友三郎とアメリカ図書館界とのかかわり─雑誌記事や書簡を手がかりとして─

茨女短大紀№ 36（2009）3-7

要約が佐野の送付した日本語で書かれた『山口図書館県図書館報告』を理解する主要な手がかりに

なっていたことを示すものである。

　それは、この時期に日本の図書館の状況がアメリカにおいて知られていなかったことが背景にあ

る。

　例えば、1876 年から 1920 年までのアメリカで発表された図書館関係記事をまとめた書誌であ

る、Bibliography of library economy によれば、佐野の活躍した 1900（明治 33）年から 1920（大

正 9）年の間に、日本の図書館に関する記事は、わずか 5 本しかない25。そこに取り上げられてい

ない細かな記事もPublic Libraries で確認できるものの、山口図書館の状況のほかに、帝国図書館

やAnnual Report of the Osaka Library という英文年報を刊行していた大阪図書館（大阪府立図書

館）の状況が、雑記として数行で伝えられる簡単なものであった。

　先に言及した 1900（明治 33）年から 1920（大正 9）年に確認できる日本の図書館に関するまとまっ

た内容の記事のうちのひとつは、佐野友三郎によるものである。佐野による日本の公共図書館（The 

public library in Japan）26 というタイトルをつけた以下の記事は、Public Libraries に掲載された。

　佐野はこの記事において、図書館令の公布や田中稲城が編集し文部省が刊行した『図書館管理法』、

文部省による夏季講習会を実施、213 の図書館が存在することなど、日本の図書館の状況を簡潔に

英文にまとめ紹介した。

　それとともに、佐野は山口における彼自身の取り組みと佐野の図書館に対する考えを以下のよう

に述べている。

　1904 年にニューヨークのシステムが紹介されて、時期を得て、歓迎された後に巡回文庫が

組織された。我われの県には、２つの図書館のみであったが、続く５年後には、29 館に増加

した。前述の 213 の図書館のうち、32 館が本県［山口県］に所在し、我われの巡回文庫を４ヶ

月ごとに受け取っている。

　我われ［山口県］の巡回文庫は、中学校、郡役所、村や町の図書館へと貸出している。我わ

れの巡回文庫という、町や村へのひとつの貸出しは、周辺地区の人々へ図書館の設置を導く、

すばらしい刺激を与える。1908 年は、総計 8,350 冊が 106 の巡回文庫が配本所４ヶ月間置かれ、

その後我われ［山口図書館］に返却される。28,039 冊の貸出があった。それは、43 の異なる

地区に届けられた。

　1905 年の山口公共図書館の第１年報において、私は巡回文庫の紹介が日本の図書館運動の

画期的なものであると思うと告げた。

　現在、私自身でその方法を立証し、結論を下す立場にない。しかし、我われの巡回文庫の活

動と組織に比例して日本のあらゆるところから、情報提供の要請が私たちに寄せられ、そして

その事業は、日本で急速に広がっている。我われのより大きな図書館は、より上級の読者によ

る利用が中心となり、巡回文庫は、図書館の知識や利用をより一般［の人々］に普及している。

　私は、最少の費用で、最大の良い読書をと位置づける、アメリカの公共図書館システムの極

東における典型例としてこの図書館を考えることを希望している。

　私は、私の質問にいつも親切に答え、図書館の進展についての有用な情報を私に送ってくれ

たメルヴィル・デューイ氏からの刺激や実際的な支援に対し、大変感謝をしている。私は、私
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の恩義を認め、私が彼を尊敬していると言うことをうれしく思う。

　この佐野友三郎による文章は、アメリカ公共図書館の運営方法を取り入れた日本の図書館の取り

組みをよく伝えるものである。さらにいえば、日本の図書館の状況を熟知していた佐野による文章

は、当時の日本の状況をアメリカ図書館界に正確に伝えた、ほぼ唯一の存在といっても過言でない

だろう。

５．おわりに

　本稿では、佐野友三郎が自らの山口図書館の報告書に英文要約を付して、アメリカの図書館関係

機関に送付していたこと、佐野による日本の図書館の紹介、ティッコムに宛てた書簡などに基づき

佐野友三郎とアメリカ図書館のつながりを検討してきた。

　その結果、佐野友三郎はアメリカの図書館の情報を収集し、日本の教育界、図書館界に伝える活

動を行っていた従来から知られていた活動とともに、日本の図書館の状況（とりわけ、自身が館長

を務める山口図書館の取り組み）をアメリカの図書館界へと伝えていたことも明らかになった。こ

のことは、佐野友三郎が単にアメリカの図書館のやり方をむやみに受容するにとどまらず、自らの

活動をアメリカに知らせることで、その方法の良さを問うていたことを示す傍証である。また、佐

野友三郎は、1900（明治 33）年から 1920（大正 9）年までの短い期間ではあったものの、日米両

国の図書館界にそれぞれ情報発信を行っていた。このことは、日本とアメリカの図書館をつなぐ、

パイプ役であり、架け橋となる人物であったことを示している。
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保育者養成短大における地域子育て支援の取り組み

神永　直美　

はじめに

　近年、少子化、児童虐待、子どもを対象とした犯罪の増加等、子どもとその家族を取り巻く環境

は大きく変化している。国では、こうした状況に対応するために、「子ども・子育て応援プラン」（2004

年 12 月に発表）の充実を目指し、各所で子育て支援の取り組みを始めている。

　次世代育成支援施策では、「地域の様々な子育て支援サービスの充実とネットワークづくり等の

推進」をかかげ、保育所や幼稚園では在園家庭だけにとどまらず、地域の子育て家庭への支援も大

きな柱となった。「認定こども園」においても、地域の子育て支援の役割が認定の条件となっており、

社会的にもその成果が期待されている。

　また、新「保育所保育指針」（平成 20 年改定）の第１章　総則の２「保育所役割」では「保育所

は、入所する子どもを保育するとともに、家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら、入

所する子どもの保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行う役割を担うもので

ある」とある。新「幼稚園教育要領」においても「教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育

活動などの留意事項」の「２　子育ての支援」で「幼稚園の運営に当たっては、子育ての支援のた

めに保護者や地域の人々に昨日や施設を開放して、園内体制の整備や関係機関との連携及び協力に

配慮しつつ、幼児期の教育に関する相談に応じたり、情報を提供したり、幼児と保護者との登園を

受け入れたり、地域における幼児期の教育のセンターとしての役割を果たすよう努めること」とあ

る。

　保育所や幼稚園では在園家庭だけにとどまらず、地域の子育て家庭への支援も大きな柱となった。

そこに保育者の専門性を発揮していく必要がある。「認定こども園」においても、地域の子育て支

援の役割が認定の条件となっており、社会的にもその成果が期待されている。

　それを受けて、保育者養成校においては学生が子育て支援の必要性に気付き、理解を深めていけ

るよう育成していかなければならない。それには、理論的な理解を促すと共に、親子を観察したり

実際に触れ合ったりする場を確保し、そこで体験したことをもとに学習を深めていくことが有効で

あると考える。

　そこで、本学並びに隣接している大成学園幼稚園の教育環境を、地域に開放し「おやこひろば」

を開催することを考えた。ゼミの学生（２年生）が中心になり企画、準備、運営していくことによ

り、未就園の子どもや親が何を求めているのか、また求めていることをどう理解し環境化していく

のかを学んでいこうというものである。さらに、その具体的な経験から課題を見つけ調べたことを

レポートとしてまとめていくことで、保育者としての資質を向上させてほしいと考えた。

　地域の子育て支援への取り組みは、本学では初めてということもあり、学生とともに手探りの状

態であったが、多目的演習室（キッズルーム）の整備並びに未就園児対象の遊具や絵本、教材等の

報　　告
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購入と少しずつ環境を整備しながら、年間８回の「おやこひろば」を開催し延べ 331 名の参加を得

ることができた。

　ここに、その取り組み（平成 19 年度）を報告し成果と課題を明らかにするとともに、今後さら

に学生の学びの場となるよう、また地域の子育て支援に貢献できるよう充実させていきたいと考え

る。

１　開催に向けて

　①　保育者養成校が行う地域子育て支援

　　 　今日の保育所並びに幼稚園、認定こども園には、そこに通う在園児親子の支援や教育はもち

ろん、地域の未就園児並びにその親への支援を充実させるという役割が課せられている。

　　 　その中で、学生が地域の未就園児並びにその親と接し、実態を肌で感じながらかかわりをも

つ場を設定し学んでいくことは、保育者の専門性を身に付けるという点で有効であると考える。

　　 　また、本学がある那珂市を中心とした地域の子育て家庭に短大・幼稚園の教育環境を開放し、

安心して遊べる場を提供することは、地域の子育て支援として地域貢献につながるものである。

さらに幼稚園としては、未就園児親子が実際に幼稚園に足を運び園の環境に触れ、様子を感じ

てもらうことで、幼稚園教育の啓発になる。

　　 　学生にとっても、地域の未就園児親子にとっても、そして短大や幼稚園、地域にとっても実

りのある互恵性のある活動になりうると言える。

　②　学生の実態と指導の可能性

　　 　教育実習や保育実習に行くまでは、実際に乳幼児と遊んだり世話をしたりという体験をもつ

学生は少なく、中学校や高校時代に職場体験で１～２日保育所等に行った経験があるくらいで

ある。日常生活のなかで、乳幼児とかかわりをもつことはほとんどないのが現状であり、まし

てや、保護者から子育てについての話を聞くなどといったことは困難である。

　　 　そのような現状の中で、「おやこひろば」で様々な親子の姿に接することは大変有意義である。

実態を知り、かかわり、考えるというサイクルの中で、自分を振り返り省察することを繰り返

すことができる。反省をもとに、新たなかかわりを考えていくという体験を積み重ねていくこ

とができる。

　　 　また、この「おやこひろば」は学生が子育てに関するいろいろな問題点や疑問点に出合うきっ

かけにもなりうる。親子のかかわりの様子や子どもの様子、また保護者との話のなかで疑問に

感じたことをゼミのなかで語り合う。なぜなのか探ってみよう、背景を考えてみようと、実態

を観察したことから生じた疑問を追究していくことも可能となる。その過程で、参加者にイン

タビューをしたりアンケートをとったりするということも研究の方法として指導していくこと

ができる。学生の実態を踏まえながら、様々な可能性が考えられる。

　③　環境の整備

　　○　キッズルームの整備

　　　 　平成 19 年度から茨城県教育委員会主催の水戸生涯学習センター県民大学（子育て講座）
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を本学で実施することが決定したこともあり、学内に親子が活動できる部屋を整備すること

になった。

　　　 　２号館２階に以前ピアノ練習室として使用していた部屋が 35 部屋あった。その壁を取り

払うとともに補強をし、多目的演習室１（キッズルーム）、多目的演習室２（実習準備室）

として２部屋に改築することになった。県民大学に間に合わせるために４月下旬から着工し

た。15 組～ 20 組程度の親子が、安全に楽しく活動できる場所にするために次のような設備

を整えた。

　　　　・階段に転落防止設備設置　　　・２階のエントランス床面・壁面を明るいシート貼りに

　　　　・靴箱の設置（土足厳禁） 　　・見通しをよくするためのガラスドアの入り口

　　　　・ガラスドアに衝突防止用シールの貼付　　　・天窓を生かした明るい部屋作り

　　　　・クッション性のあるコルク材の床　　　　　・子ども用トイレの設置

　　　　・大人用トイレにベビーキープの設置　　　　・おむつ取り替え用ベビーシートの設置

　　　　・男児用トイレの設置　　　　　　　　　　　・子ども用手洗いの設置　

　　　　・教材・用具収納スペース、準備室の確保・整理棚の設置

　　　　・掲示用壁面　　　　　　　　　　　　　　　・空調システム

　　○　遊具等の整備

　　　　子どもたちが、豊かな遊びを展開できるように下のような遊具等を整えた。

　　　　・半円座卓　　　　　２台　　　　　　　　・コルク材中型積み木　１セット

　　　　・長方座卓　　　　　２台　　　　　　　　・積み木

　　　　・ビーンズ型座卓　　３台　　　　　　　　・ままごとベンチ　１台

　　　　・こぐますべり台　　１台　　　　　　　　・ぬいぐるみ

　　　　・ままごとセット　　流し台　　　　　　　・人形

　　　　　　　　　　　　　　オーブンレンジ　　　・ベビーカー

　　　　　　　　　　　　　　冷蔵庫　　　　　　　・木製遊具　ワニ

　　　　　　　　　　　　　　木製野菜、果物　　　　　　　　　ヘリコプター

　　　　・クッキングセット　　　　　　　　　　　　　　　　　トントンボール

　　　　・絵本ラック　　　　１台　　　　　　　　・エプロンシアター　３

　　　　・ブックスタンド　　１台　　　　　　　　・楽器　ポコパカ

　　　　・造形キャビネット　１台　　　　　　　　　　　　ツインボンゴ

　　　　・整理棚　　　　　　５台　　　　　　　　　　　　ボンゴ

　　　　・ドールハウスセット　　　　　　　　　　　　　　カスタネット

　　　　・木製線路と列車　　　　　　　　　　　　　　　　鈴

　　　　・えほん　40冊　　　　　　　　　　　　　・輪投げ

　　　　・紙芝居　13冊　　　　　　　　　　　　　・森のおうちセット

　④　学生の準備活動

　　○　子育て支援への関心の喚起

（64）

69



保育者養成短大における地域子育て支援の取り組み

茨女短大紀№ 36（2009）4-4

　　　１年次後期にゼミが決定する。研究テーマ領域を次のように示した。

　　　　・幼稚園・保育所における子育て支援　　　 ・地域の子育て支援

　　　　・親子関係　　　　　　　　　　　　　　　・子育て不安

　　　　・保護者理解　　　　　　　　　　　　　　・その他乳幼児にかかわること

　　　また、次のような３点を中心にゼミの活動を行っていくことを共通理解した。

　　　　・子育て支援に関する新聞記事、論文等に触れる。

　　　　　　（子育ての歴史、社会的背景を探る。世界の子育て事情を探る）

　　　　 ・大成学園幼稚園における未就園児親子対象「おやこひろば」を運営する。

　　　　　準備→当日の活動→まとめ

　　　　 ・レポートを作成する。

　　○　係分担・ちらし等の作成

　　　 　準備・運営・まとめという繰り返しを考えると、年間８回の開催が妥当だろうと開催日時

を決定した。話し合いをもち、係（会場係、会計、広報、救護、教材等）並びに当日の担当（主

担当、記録、写真等）を決め、係の学生が中心となりちらしや出席カード、駐車場等の案内

板の作成を行った。同時に多目的演習室（キッズルーム）の環境整備も行った。

　　○　活動の流れの検討

　　　 　毎回その日の遊びのテーマを決め、活動をしていくことにした。また、担当者が一日の流

れを前日打ち合わせまでに考え、共通理解をした上で活動できるようにした。また、保護者

にも一日の流れと注意事項をプリントし渡すように考えた。

２　活動の記録

　次のような日程で活動を行った。

回 月　日 テーマ 参加人数（うち保護者）

１ 5 月 22 日 幼稚園で遊ぼう！　～新聞紙をつかって～ 46（23）

２ 6 月 5 日 短大の広い芝生の上で遊ぼう！ 59（29）

３ 7 月 17 日 短大の「キッズルーム」で遊ぼう！ 69（34）

４ 10 月 9 日 アンパンマンになって遊ぼう！ 25（12）

５ 10 月 30 日 芝生の上で身体を動かそう！ 37（18）

６ 11 月 6 日 好きな遊びを見つけてじっくり遊ぼう！ 29（14）

７ 11 月 27 日 幼稚園のホールでたくさん遊ぼう！ 32（15）

８ 12 月 4 日 お楽しみ会 36（17）

　第２回、第３回、第８回の記録を掲載する。
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記録者（Y ＆ M）

第２回 平成 19 年６月５日㈫　１０：００～１２：００ 天　気 晴れ

参加者 幼児　30名　保護者　29名（母親　29名　父親　０名　その他　０名）　学生　14名

テーマ 短大の広い芝生の上で遊ぼう！

準　備

・出席カード＆シール　　・おやつ　・おしぼり　　・名札　　　・シール
・巧技台　　・段ボール　　・ビニールシート　　　・受付用机　・ボール
・折り紙　　・紙　　・クレヨン　　・ラジカセ　　・ＣＤ　　　・一本橋
・はしご　　・滑り台　　・絵本　　・紙芝居　　　・紙芝居台

１日の流れ

活動の様子

10：00　受付　　出席カードにシールを貼る
　　　　　　　　　　遊戯室、砂場など子どもが興味をもった場所で遊ぶ。
10：30　片付け
10：40　遊戯室前に集まり、短大の芝生運動場へ移動する。
　　　　体操（リズム運動）
　　　　短大の芝生の上で体を動かして遊ぶ。　　＊巧技台（組み合わせ）の準備
　　　　　巧技台　　　　　　　　　　　　　　　　ラジカセ　CD（体操用）
　　　　　・はしごわたり　・一本橋　　　　　　　おやつの用意→ブルーシート
　　　　　・飛び降　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の上で食べる
　　　　　かけっこ
11：30　おやつ
　　　　おしぼりで手をふく
11：30　お楽しみ（紙芝居）
　　　　さようなら

気付き

感想等

・広い芝生の上で開放感があったためか、子どもたちはとても元気よく遊んでいた。
・ 巧技台を使っての遊びもよく遊んでいた。普段家庭では遊べないような遊びだっ

たので喜ぶ姿が見られた。
・ 巧技台の補助をしていたが、学生が補助をしようとすると、幼児が戸惑う様子が

見られた。また、巧技台で子どもが遊ぶ様子を見て心配そうな表情をしている保
護者もいた。年齢によっては少し難しいと感じる部分があったようだ。

・幼児は、学生と遊ぶことにまだ戸惑いを感じている様子だった。
・ 巧技台を使用する際、順番を守れない幼児もいて前の子を押しのけていく姿がも

見られた。まだ、自分だけの世界という感じがした。また、学生よりも先に保護
者が止めに入り、私たちはあまり行動できずにいたと思う。両方の気持ちをくん
だ補助ができるようになっていきたい。

・ できるだけ積極的に子どもにかかわるようにすると、そばにいた親が離れていき、
子どもを学生に預けて見守る側に回るということがあった。

・ リズム運動が始まってもあまり興味を示す子どもが少なかった。みんな一緒に何
かをするということにはまだ関心が向かないようである。

・ 親同士のかかわりがまだないようなので、もっとかかわれるような工夫をした方
がいいと思った。

次回に
向けて

・保護者とも積極的にかかわりをもち、信頼関係を築いていきたい。
・外遊びの時の遊具を考えていく。
・手遊びをいくつか考えておき、必要なときにすぐにできるようにしておく。
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〈活動のようす〉

芝生の上って気持ちいい！「こんな
にすてきな場所が近くにあったんで
すね」とお母さん方。

この前新聞紙を集めて作ったボール
でボール遊び。「ほらほらこっち！」
お姉さんと遊ぶの楽しいな。

ぴょんぴょんとんで、あっちまで行
こう。お日様の下で遊ぶのは楽しい
ね。

「よーいどん」でかけっこ。ゴールには
おやつを持ったお姉さんが待ってる
よ。

たくさんの巧技台を幼稚園から運び
ました。坂本ゼミの学生が見学をか
ねて手伝ってくれました。

木陰はさやさや。風が吹いて気持ち
いい。外での紙芝居は格別。
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記録者（K ＆ W）

第３回 平成 19 年７月 17 日㈫　１０：００～１２：００ 天　気 晴れ

参加者 幼児　35名　保護者　34名（母親　33名　父親　０名　その他　１名）　学生　14名

テーマ 短大の「キッズルーム」で遊ぼう！

準　備

・出席カード＆シール　　・おやつ　　　・おしぼり　　・名札　　・シール
・様々な遊具　　　　　　・木製おもちゃ
・折り紙　　　・紙　　　・クレヨン　　・ラジカセ　　・ＣＤ　　・絵本
・紙芝居　　　・紙芝居台

１日の流れ

活動の様子

10：00　受付　出席カードにシールを貼る
　　　　　　　遊戯室で遊びながら待つ。
10：30　片付け　　　遊戯室前に集まり、短大のキッズルームへ移動する。
　　　　キッズルームの遊具で遊ぶ
　　　　　・線路と汽車　・積み木　・ままごとセット　・滑り台
　　　　　・木製のおもちゃ　　・太鼓橋　　・楽器　　・人形　　など
11：30　リズム運動
　　　　おやつ
　　　　おしぼりで手をふく
11：40　お楽しみ（紙芝居）
　　　　さようなら

気付き

感想等

・ 初めてキッズルームを使っての「ぽぽ」だったが、参加人数が多く、身動きでき
ないほど狭かった。冷房もきかなかったほどだった。しかし、その分距離が縮まっ
たので、学生はいつもより積極的に行動できていて保護者とも会話する姿がたく
さん見られた。

・ せっかく興味をもってよく遊んでいるときに、片付けの時間になってしまったの
で、どう声をかけてよいか迷った。もっと時間があった方がよかった。

・ いろいろな遊具があるので、子どもたちはみんな興味をもって遊んでいた。やは
り遊びには環境が大切なのだと思った。

・ 子どもたちが音楽に合わせて体を動かしていたので、学生も中に入って一緒に踊っ
たりして共感できれば良かった。

・ 紙芝居は、まだまだ力不足だと感じた。集中して聞いている子が少なかった。もっ
と練習をしておく必要を感じた。

・ 入り口のガラスにぶつかる子どもがいた。後でシールを貼る予定だと聞いたが、
やはりガラスなどは危険なんだと実感した。先生が危険防止のため窓は開けない
ようにと保護者に話していた（落下防止のため）が、そのような配慮が小さな子
どもたちが集まる場所では必要なのだと思った。

次回に
向けて

・キッズルームの環境構成について考え、整備しておく。
・片付けがしやすいように表示を整えておく。
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〈活動のようす〉

今日は、新しくできたキッズルーム
のお披露目です。いろんなおもちゃ
があって楽しいな。

「待っててね、おいしいお料理作るか
らね」お野菜トントン、お鍋に入れ
てお料理のできあがり。

広いと思っていたキッズルームもた
くさんの親子で、所狭しとなりまし
た。

おもちゃを片付けて、みんなで体操、
１、２、３。
「どうぶつたいそう」少しずつ覚えて
きたよ。

いろいろな積み木に汽車もあるよ。
こっちはわにさん、引っ張るとおも
しろい音がするよ。

みんなで集まって手遊び。
今度は、実習が終わってから。みん
な忘れないでまた来てね。
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記録者（T ＆ H）

第８回 平成 19 年 12 月４日㈫　１０：００～１２：００ 天　気 晴れ

参加者 幼児　19 名　保護者　17 名（母親　17 名　）　　学生　13 名

テーマ  お楽しみ会

準　備

・出席カード＆シール　　・おやつ　　・おしぼり　　・名札　　・シール
・いす（幼稚園児の数）　・じゅうたん（ぽぽの子どもたち）
・松永ゼミ、佐藤ゼミ格発表の準備　　・使用する楽器
・放送（マイク）関係

１日の流れ

活動の様子

10：00　受付　出席カードにシールを貼る
　　　　　園庭で待っている
10：30　ホールに入る
　　　　松永ゼミ、佐藤ゼミの発表を見る
　　　　　・人形劇
　　　　　・歌
　　　　　・手遊び　「あたま、かた、ひざ、ぽん」「グーチョキパー」など
11：30　片付け
　　　　おやつ
　　　　おしぼりで手をふく
11：40　一言ずつあいさつ
　　　　さようなら

気付き

感想等

・ 松永ゼミ、佐藤ゼミの学生が楽しい発表をしてくれたので、「ぽぽ」に参加して
くれた親子にとってよい思い出となったと思う。

・私たちも、人形劇のなかの様々な工夫などを見られて参考になった。
・いつもとは違うことを行ったので、新鮮で興味をもって見ていた。
・ 最初は静かに見ていたが、年齢の低い子どもたちは時間が長くなると立って歩き

始める様子も見られた。
・ 大成学園幼稚園の子どもたちと一緒の会場で見たので、子どもたちは自分よりお

兄さん、お姉さんの姿や行動を見て学ぶよい経験の場となったのではないかと思
う。保護者にとっても幼稚園の様子が分かるよい経験になったのではないかと思
う。

・ 発表と発表の間の準備の時間に、流れが止まらないように上手に工夫して全員で
楽しめる手遊びをできたことがよかった。

・幼児同士会話をしながら楽しくおやつを食べている様子が見られた。
・ 最後の活動の日だったが、子どもたちや保護者から近寄ってくる姿も見られ、「ぽ

ぽ」での活動で、学生と子どもたちや保護者の信頼関係を築くことができたので
はないかと感じた。
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〈活動のようす〉

今日は、幼稚園の子どもたちと一緒
のお楽しみ。何が始まるのかな？

松永ゼミと佐藤ゼミで作った人形劇
を上演してくれました。すてきな音
楽もね。

神永ゼミのみんなは、司会進行役。
準備の合間にいろいろな手遊びやお
話をしました。

松永ゼミ、佐藤ゼミのみなさん。ゼ
ミの成果を発表できてよかったです
ね。

私たちも、お家の人のお膝に座って
しっかり見ていましたよ。手遊びも
一緒に。

神永ゼミで集まって、参加してくだ
さったみなさんに、感謝の気持ちを
表しました。
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３　アンケート調査から

　　・調査日　　親子広場最終日　平成 19 年 12 月４日㈫

　　・参加親子　17 組（親 17 名　子ども 19 名）

　　・回収数　　16 枚

〈配布したアンケート用紙〉

　今年度の親子広場「ぽぽ」にご参加いただきましてありがとうございました。今年度の活動は、今
回が最後になります。充実した広場にしたいと思い工夫してきましたが、回数や時間帯など、皆様の
ご意向に添えなかった部分もたくさんあったことと思います。
　皆様のご意見、ご感想を今後の運営に活かしてまいりたいと思いますので、お手数ですが下記のア
ンケートにご協力お願いいたします。

平成１９年度親子広場「ぽぽ」
アンケートのお願い

平成１９年１２月４日（火）
茨城女子短期大学保育科　神永直美

１　内容について
　（満足、やや満足、やや不満足、不満足）で当てはまるものに○印を付けてください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理　由
好きな遊び

（ままごと・積み木など）

テーマのある遊び
（運動・新聞紙遊びなど）

みんなでの活動
（歌・体操・お話など）

環境について
（遊具、部屋、自然など）

教師や学生の対応
（遊び、おやつの時など）

２　子育てについて
　　子育てをする中で、特に気になっていること（２項目）に○印を付けてください。

　　（　）子どもの発達（心、体、言葉…）

　　（　）親と子どものかかわり方、遊び方

　　（　）子ども同士のかかわり方、遊び方

　　（　）健康に関すること

　　（　）親同士の人間関係

　　（　）しつけ

　　（　）その他　⎡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⎤
⎣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⎦

３　その他
　　ご意見、ご感想、要望等がありましたらお書きください。 

ご協力ありがとうございました。
お帰りの際、出口付近に置いてありますかごにお入れください。

満足 やや満足 やや不満足 不満足

１ ２ ３ ４

１ ２ ３ ４

１ ２ ３ ４

１ ２ ３ ４

１ ２ ３ ４

⎡　　　　　　　　　　　　　　⎤
｜　　　　　　　　　　　　　　｜
⎣　　　　　　　　　　　　　　⎦
⎡　　　　　　　　　　　　　　⎤
｜　　　　　　　　　　　　　　｜
⎣　　　　　　　　　　　　　　⎦
⎡　　　　　　　　　　　　　　⎤
｜　　　　　　　　　　　　　　｜
⎣　　　　　　　　　　　　　　⎦
⎡　　　　　　　　　　　　　　⎤
｜　　　　　　　　　　　　　　｜
⎣　　　　　　　　　　　　　　⎦
⎡　　　　　　　　　　　　　　⎤
｜　　　　　　　　　　　　　　｜
⎣　　　　　　　　　　　　　　⎦
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〈結果〉

　①　内容についての満足度

　　（満足、やや満足、やや不満足、不満足）で当てはまるものに○印を付ける

項　目 満足 やや満足 やや不満足 不満足 理由等

好きな遊び
（ままごと・積み木など）

8 8 0 0 ・木製で感触がよかった。
・ 遊具が新しく気持ちが良かった。
・ 果物、野菜など名前を覚えるの

に良い。               
・ ままごと用具をもっと充実して

ほしい。
・ 家庭にないおもちゃがたくさん

あっていい。           
・ 学生さんがもっと積極的に遊ん

でくれるといいと思います。
・ 慣れなく輪に入っていけなかっ

た。

テーマのある遊び
（運動・新聞紙遊びなど）

8 8 0 0 ・ 家ではできないことができてよ
かった。

・集中できた。
・ 体育遊びは年齢によって補助の

付き方を考えてみては。
・ 持ち帰っても楽しめるようなも

のがいい。
・男の子は外遊びの方がいい。

みんなでの活動 10 6 0 0 ・ なかなか思うようにはやってく
れないが、本人は楽しそう。

・楽しく参加できた。
・ 歌を歌いながらの体操は覚えや

すくて良かった。
・ みんなで体を動かすのが好きみ

たいだった。
・楽しませていただきました。
・外遊びもしたいです。
・ ２、３歳児には少し難しい手遊

びがあった。
・ 普段家ではなかなかできないの

で楽しい。

環境について
（遊具，部屋，自然など）

12 3 1 0 ・天気が良ければ…
・いいと思います。
・ とてもきれいで、遊具もそろっ

ていて満足です。
・きれいで安心。
・ 短大の芝生のグランドで遊んだ

ことが楽しかった。
・ キッズルームは、人が多すぎて

あまり遊べなかった。

教師や学生の対応
（遊び，おやつの時など）

11 5 0 0 ・ もっと積極的に子どもとかか
わっても良いと思う。

・ 毎回多くのお姉さんやお友達と
食べるおやつは、家で食べるよ
りもとてもおいしそうでした。

・よくしていただきました。
・親切で優しかった。
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②　子育てについて

　　子育てをする中で、特に気になっていること（２項目）に○印

３　その他 ( 意見、感想、要望等）

〈考察〉

　最終日にアンケートを行ったが、天候等のこともあり参加が少なかった。途中で帰った方もいた

ので、16 枚の回収にとどまった。数的に処理し結果を検討することは難しいが、アンケート結果

を読み取りながら、今年度の成果と課題を次のように把握した。

①　内容についての満足度について

　好きな遊び（ままごと、積み木など）

　・ 木製の遊具、家庭には購入できにくい遊具を喜ぶ声が多かった。木製遊具は、感触もよく安全

子どもの発達（心、体、言葉…） 6
親と子どものかかわり方、遊び方 9
子ども同士のかかわり方、遊び方 12
健康に関すること 1
親同士の人間関係 0
しつけ 6
その他 0

・ 親と子どもだけで遊ぶのには限られてしまうので、このような親子広場をつくっていた

だいてすごくありがたいです。

・ 今回２回目から来ました。毎回たくさんのお姉さんに遊んでもらえてとても楽しかった

です。１ヶ月に２回くらいあると、とても嬉しいです。

・無料でおやつもいただけて、とてもよかったです。ありがとうございました。

・子どもがとても楽しそうなので、回数を増やしていただけると嬉しいです。

・欠席したことがあったのですが、外遊びをもっと増やしてくれるといいです。

・ なかなか親子で遊べる機会が少ないので、こういう機会をもっと増やしてもらいたいです。

・ 毎回楽しく参加させてもらいました。ありがとうございました。学生さんたちがいつか

本当の先生になる日がとても楽しみです。

・ 学生さんたち、もっと自信をもってがんばってください。照れずにやるともっといいの

にと思いました。

・ 回数をもっとたくさん増やしてほしいです。子ども同士や、みんなでの活動に参加でき

るのはとても楽しいからです。毎週１回あってもいいくらいです。

・次年度も必ず来たいので、実施するときは知らせてほしいです。

・もう少し回数を増やしてほしいです。１年間の実施計画などがあるといいと思った。

・芝生の上での遊びを充実させてほしいです。
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であり子どもの遊びには大変優れたものであることは分かっていても、高価であり家庭での購

入は難しい。このような機会に遊べることは、子どもにとっても親にとっても満足度が高いよ

うである。

　・ 自由記述にもあったが、学生がもっと積極的にかかわってほしいという意見があった。 この事

業のちらし等で「私たちと一緒に遊びませんか」等の呼びかけをしている以上、積極的な行動

が望まれるのは当然のことと言える。学生は学生で「どのようにかかわっていいかわからな

い」との悩みを抱えて参加している様子もあり、事前に話し合い活動やシュミレーション等で

イメージを豊かにして参加させる必要がある。

　テーマのある遊び（運動・新聞紙遊びなど）

　・ おおむね満足という感じである。家ではできないような活動の目新しさ、新鮮さがあると「来

て良かった」と思えるのかもしれない。作ったものなどを持ち帰って遊べるようなものへの要

望がある。親子広場で経験したことを参考に、家庭での遊びに生かしたいと考えているのであ

ればありがたい。今後工夫していきたい。

　・ 体育的な遊びの際は、こちらとしては親が一緒に活動しているので、補助等のことはあまり厳

格に分担していなかったが、子どもの安全について親が見るのか学生が見るのかが曖昧になっ

てしまっていたのかもしれない。安全確保は最低限果たさなければならないことなので、今後

考えていきたいことである。

　みんなでの活動（歌・体操・お話など）

　・ 歌や手遊び、リズム体操、紙芝居、絵本等、毎回「お楽しみ」係が考え実施してきた。１歳～

３歳と年齢に幅があるので題材選びには苦労していたが、毎回間際になってあわてて選んでい

たので検討する時間がとれなかった。模擬でやってみて検討するような時間を確保し、内容を

充実させていく必要がある。他の項目で「学生がもっと自信をもって、照れないでやった方が

いい」との意見もいただいているので、もっと練習（訓練）し質のよいものを提供できるよう

にしていきたい。

　環境について（遊具、部屋、自然など）

　・ 外遊びを予定していた日が悪天候で、外遊び（砂場で遊ぼう）の回数が少なくなってしまった。

寒くなるとどうしても室内での遊びを設定してしまいがちであったが、様子を見てもっと積極

的に外遊びを計画しても良いのかもしれない。実習期間となってしまうので季節がよいときに

実施できないのが残念である。

　・ 短大の広い芝生運動場を見て感激する保護者が多かった。来年度はそのよさを生かし、充実し

た活動ができるよう工夫をしていきたい。

　教師や学生の対応（遊び、おやつの時など）

　・ 満足度が高く安心したが、もっと積極的な対応を望む声もあがっている。様々な場面で緊張し

て顔がこわばっていたり、棒立ちになって子どもを見下ろす格好になったりしていたのも否め

ないので、学生が自分で気付き行動していけるような指導をしていきたい。

　・ 一方で「親切にしてもらった」「よく遊んでくれた」などの感想も寄せられている。後半は、

子どもと楽しく遊ぶ姿はもちろん、保護者と談笑する様子が見られるなどよい雰囲気で活動で

きたと感じる。あるお母さんが「学生に子どもの相手をしてもらって、それを遠目で見なが
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らお母さん方とおしゃべりするのが楽しかった」と話してくれた。親子広場では、親子がふれ

あいながら遊べるように、またその支援をしていこうという考えのもと活動していたが、毎日

四六時中子どもと一緒にいる保護者にとって、子どもが学生と安全かつ楽しく遊んでいるとこ

ろをゆったりとした気持ちで見守ることは、母親のリフレッシュになるのではないか。それが

この親子広場「ぽぽ」の特長となっていくのではないかと感じた。そのためにも、学生の積極

的なかかわり、かつ安全を確保する細やかな配慮が必要である。

②　子育てについて

　子ども同士のかかわり方、遊び方

　・ 今回のアンケートでは「子ども同士のかかわり方、遊び方」について気になると答えた方が一

番多かった。だからこそ、このような同じ年代の子どもが集う広場に参加してみようと考えた

とも言える。ただ単に仲間に入れる入れないではなく、子ども同士のかかわりについて様々な

角度からとらえ（相手の子どもの考えを理解しようとする、振る舞いの意味を探ろうとするな

ど）、温かい目で見守っていけるような言葉がけや雰囲気作りを心がけていかなければならな

い。

　親と子どものかかわり方、遊び方

　・ 次に気になる事項として回答が多かったのが「親と子どものかかわり方、遊び方」である。１

歳～３歳は、「自分が自分が」の時期とも言われ自我が出てきて自己主張が激しくなる。自分

の子どもだけがこうなのだろうか、育て方が間違っているのだろうか、自分の対応がおかしい

のではないかと不安も大きくなる。このような時期に育児雑誌等を見ても、どれもあてはまら

ないように感じたりもする。このようなときに、親子広場に参加することで、実際に他の親子

のかかわりの様子や、学生と子どものかかわりの様子、また同じような年齢の子どもの様子を

見ることに意味がある。意識するしないにかかわらず、目の前の親子の様子を観察することで、

自分のかかわりを振り返ったり、「あんなかかわり方があるんだ」「楽しそう」などと感じるこ

とができるからである。小さなことでも、ひとつでも「まねしてみよう」「やってみよう」と

いう気持ちになるようなかかわりを誘発できるようにしていきたい。  

　子育てで気になることについて

　・ 毎回受付時に配布する本日の予定に「子育てについて心配なことがあれば気軽にお声をかけて

ください」と書いておいた。子どもの遊びの相手をしながら、また学生が子どもと遊んでいる

様子を見ながらいくつかの相談が寄せられた程度であった。今のお母さん方は、必要な情報が

あればインターネットや携帯サイト、雑誌といったツールを使っていくらでも情報を得ること

ができる。だから、ありきたりのどこにでも載っているような情報が必要なのではない。その

情報を実際やってみてどうだったのか、どう感じたのかなどを知りたいし、大変さや楽しさを

共感してもらいたい。自分の話を聞いてもらいたいのである。「教える」「教えられる」関係は

苦手である。あらたまった場ではなく、となりの子育ての先輩が経験したことを気軽に話した

り共感したりする雰囲気、お母さん同士の井戸端会議のような雰囲気の中で子育てについて感

じ合える場をつくっていければよいと思う。
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③　その他 ( 意見、感想、要望等）について

　実施回数の増加・定期的な開催への要望

　・ 計画、運営、実施、反省を学生中心に行っていくためには、毎週の実施は難しい。時間割の関

係上空き時間も少なく準備に時間がとれないという現状もある。実習も入ってくる。限界はあ

るが、２年目は少し先が見えるので学生をうまくリードしながら少しでも実施回数を増やせる

よう計画を立てていきたい。

　年間計画の配布について

　・ 夏休みや学生の実習後の後半（10 月～ 12 月）、参加人数が減少したのは寒い時期になったり

天候が悪い日があったこともあるが、日程がわからなくなった、忘れてしまったということが

多かったようである。学生中心に計画をたてていくので、テーマが決まりにくく年間の見通し

を知らせられなかった。来年度は、早めにテーマを決定し年間計画のようなものを配布できれ

ば楽しみに待つということも多くなるのではないかと考える。来年度は年間計画表を早い時期

に作成し配布できるようにしていきたい。

　学生の活動への取り組みや対応について

　・ 2008 年２月２日㈯朝日新聞の「親子の育ち支援するプロ」という記事の中に「子育て環境が

厳しくなった今、地域のあちこちで、親子の育ちを支援する高い専門性を持った保育士が必要

とされています。」「３月にも策定される国の改定保育所保育指針では、保育園が地域の子育て

支援の拠点として位置づけられる。家庭や地域の子育て力の低下が背景として指摘された。保

育士の存在はますます身近で重要になりそうだ。」とある。これからの保育士には親支援の力

が求められる。このゼミの学生たちも４月からは、子育てのプロとして親を支援していかなけ

ればならない立場になるのである。学生のうちに、親の目線で子育て環境を見る目と子どもの

目線で家庭環境を見る目を養ってほしいと切望する。それには、この親子広場は絶好の機会で

ある。一人一人が必要感をもち自分が何をすべきなのかを判断しながら、主体的にかかわって

いくことを通してそれらは育成されると考える。自分の研究テーマをもちながらかかわるとよ

り一層主体性が発揮できるのではないか。本年度は、研究テーマと子育て広場をリンクして考

えていくことができなかったのが残念である。今後の課題としたい。

　おやつについて

　・ 学生がこの事業を通して学ばせていただいていることから、おやつはゼミ費でまかなっている。

おせんべいとチーズ程度の簡単なおやつであるが、喜んでいただいているようである。今後、

自分たちで作って食べるなどのプログラムなども考え、さらに楽しいひとときにしていきたい。

　芝生運動場の活用について

　・ 芝生運動場は、保護者にとって安全に思い切り走ったり遊んだりできとても公表であった。子

どもにとっても裸足になる子がいたりするなど気持ちの良い環境である。地域にこのすばらし

い環境を PR する絶好の機会ととらえ、十分によさを実感できるような活動を考えていきたい。
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４　「おやこひろば」終了後の学生の感想

　　平成 19 年度の「おやこひろば」終了後の学生の感想の一部を掲載する。（太字は筆者による）

　初めての親子広場「ぽぽ」を開いて、とても大変でした。親子ということでどう接していいかわ

からず不安なことばかりでした。実習でもかかわるのはほとんど子どもだけだったので、どう接し

ていいものなのか…と考えながら接していました。この環境になかなかなじめなかった私はあまり

積極的に関われず、正直何のためにやっているのだろうと思うこともありました。

　でも、回数を重ねていくたびに少しずつ慣れ、積極的にかかわり楽しんで行うことができました。

このような経験も保育者になる上では必要な経験になると思うので、今ではとてもよい経験ができ

たと思えるようになりました。まだまだ保育者として知らなければならないことはたくさんあると

思いますが、今回経験し学んだことをきちんと身につけ、これからに役立てたいと思いました。

　最近は共働きの夫婦が増えていることは知っていたが、子育て支援の広場などがあることはこの

ゼミに参加するまで知らなかった。だから、はじめはこの広場の意味もわからなかったし、どのよ
うに対応すればよいかわからなかった。実習でもあまりかかわれなかった年齢の子どもたちが多

かったので、自分からかかわっていけるようになったのは３回目くらいからだったように思う。

　自分が知っている手遊びなども３歳から上の年齢の子ども向けのものばっかりだったが、簡単に

アレンジすれば何歳の幼児にも対応することができると思った。

　毎回毎回たくさんの親子さんが来てくれて、子育て支援はこんなにも必要とされているんだと実
感した。とてもよい活動だと思ったので、来年もぜひ行って地域の親子さんの役に立ってほしいと

思った。これから保育の立場に立つものとして親子広場「ぽぽ」はとても良い勉強になった！！

　今回の経験を生かしていきたいと思う。

　はじめは本当に「ぽぽ」に参加してくれる人が集まってくれるか心配だったが、予想以上にたく
さんの親子が参加してくれてとても驚いた。

　また、お父さんやお母さんがいる中で、子どもたちとかかわることに戸惑いを感じた。どのよう

に声をかけていこうか、どんな風に遊びに入っていこうかと迷ったが、お父さんやお母さんが「お

姉さんと遊んでおいで」などと言ってくれたことで、とても子どもたちと接しやすくなった気がし

た。

　まだ何を言っているかわからないような乳幼児とのかかわりもたくさんあって、実習などではあ

まりかかわることがない子どもたちと一緒に遊びや体操などすることができて、とても貴重な経験
になった。これからの自分に生かしていきたい。

　このゼミでは、他のゼミと全く違った「おやこひろば」をやると聞き、どういうことをやるのだ

ろうと期待があった。しかし、少しずつ開催日が近づいてくると、正直どう接していいかわからず

不安が大きくなった。でも、進め方を話し合ったり、係に分かれて紙芝居やリズム運動の準備を進
めていくと、「どうやったら喜んでくれるだろう」「どうしたら子どもたちはやりやすいだろう」と

工夫していくようになり、段々楽しくなってきた。　そして本番。多くの親子が来てくれて緊張し
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た反面、「こんなに来てくれたんだ」とうれしくなった。紙芝居や手遊び、リズム運動などの担当

になった時は緊張したが、楽しく行えたし子どもたちも喜んでくれてよかった。また、わたしはよ

く「アンパンマン」の腕人形で「こんにちは」「またきてね」とやってみた。子どもたちに好評で

なかには握手を求めてくる子どももいてすごく嬉しかった。

　すべての「ぽぽ」を行って、２・３歳児との接し方を中心に多くのことを学ぶことができた。ま

た、母親とも少しずつコミュニケーションをとれて本当によかった。一番嬉しかったのは、「来年
もまた参加したい」と言ってもらえたことで、本当にやって良かったと思う。

　全８回の「ぽぽ」の活動は、何も知らない中でのスタートで最初は子どもや親との接し方から戸

惑ってしまい苦戦しました。実習とは違い、親も見守っている中での活動はプレッシャーというか

不安でした。しかし、徐々に子どもたち自身も「ぽぽ」の活動の流れにも慣れ、子ども同士で楽し
く遊んでいる姿も見られるようになったので運営している私たちもやりがいがあり楽しい時間を過

ご過ごすことができ良かったです。実習とは違う子どもたちとのかかわり、親とのかかわりは、私

が今まで感じることができなかった気持ちをもつことができてとてもよい経験となりました。

　神永ゼミで今年が初活動となる子育て支援「ぽぽ」は、私たちが子どもを保育する上での基本と
なる親子関係の絆を理解するよい経験となりました。はじめは子どもが親から離れない、親が子か

ら離れられないことから、この活動がとてもやりづらく、保護者との関係をどうつくっていけばよ

いのかわからずに戸惑うことが多くありました。しかし、保育をする経験を積み重ねていくうちに、

保育者が子どもと信頼関係を築く前に親と子の愛着関係があることに気付き、そこを理解せずには

保育をするにあたって何も始まらないことを知りました。自分よりも年齢も上で、人生の先輩であ
る保護者に子育ての悩みを聞いたり、アドバイスをしたりすることは難しいと決めつけていました
が、同じ保育をする者同士として尊敬しつつ保護者と連携をとりながら子どもを保育することが基

本であり大切なのだと学ぶことができました。

おわりに

　学生の感想を読むと、「保育の基本となる大切なことを学んだ」「親との連携が保育にとっていか

に大切かがわかった」などの感想が多く、体験を通して保育観を構築させてきたことがわかる。　

過密な授業時間の合間をぬっての準備や運営は、思いのほか困難であったし、初年度ということで、

教員や学生にはっきりとしたイメージがなく手探りの状態での取り組みであった。しかし、回を重

ねる毎に学生の子どもへのかかわりが変化してきたり、自分で考え行動することが増えてきたこと

を考えると、この取り組みが学生を成長させたと言える。

　本年度（平成 20 年度）は、活動の様子を昨年は遠目で見ていた学生が、昨年度の記録やアンケー

トを読み返しながら計画、運営している。昨年度よりもさらに充実した活動になりつつあることを

感じる。引き続き、地域の未就園児親子に学生を含めた教育環境を提供し、その結果、学生が保育

者としての力量をつけていけるような取り組みを志向していきたい。
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体育の授業において「総合的な学習をする」
取り組みについて

坂本　勝江　

Ⅰ．はじめに

　短期大学の学生は、２年間で多くの教科や実習を通して学び、また、日常生活や保育現場で必要

とすること等をしっかりと理解し、身につけていかなければならない。例えば、確実にできないと

しても体験があり大よそでも理解していれば、現場に立った時にあわてずに取り組むことができる

と考える。

　以前、実習指導Ⅱの教科を担当していた時、学生がもう少し身近な事物への目配りや気遣いがで

きること、また各教科で学んだ事をより深く関連づけて考える習慣が身につくとよいと感じていた。

学生に一つ一つのことを尋ねてみると理解できている。しかし互いのことを関連づけて考えたり、

活動することができていないのである。その様なとき「なぜなのか」考えるが、授業の中で「体験

していないから」か「要求されていないから」か大変もったいないことと思っていた。個々の教科

で学んだものを保育現場で生かせるような工夫を習慣づけていけば、楽に保育教材を作り、きちん

と作れば現場で活用でき、子どもにも喜んで遊んでもらえる。実習準備のために卒業生から後輩へ

のアドバイスをお願いした際に聞かせて頂いた話の中で、フィンガーワークの具体例が出され、毎

年時期になるとその教材が出され、子どもたちが喜んで遊ぶのだそうである。その教材を大切にし、

子どもと共に楽しみながら遊びを展開し、物の名前や数について学ぶという。

　授業中とは限らないが、季節のこと、周囲の環境の変化、日常生活の変化、健康管理や食生活の

こと、廃物利用の教材作り等いろいろな場面をとらえ参考になると思ったことを提供し、書かせ、

描かせ、話させ、発表させ、短時間でも創意工夫する体験を行ってきた。他教科のことであっても

「学んでいるよね」「どうであったの」等と話題にするようにしている。現在は、体育系の授業を担

当しているが、それらの中で総合的に学習させるように意識的に取り組んできた。

　そこで、各々の授業科目の中で特に意識的に総合的に学習をしている事例を取り上げてみること

にする。

Ⅱ．授業科目および指導方法

　現在、体育指導者は一名であり、開講している授業科目や指導方法は次の通りである。

１．授業科目およびその履習学年

　保育科の学生が学ぶ授業科目として次のようなものがある。

　　⑴　健康とスポーツ…１学年　通年

　　⑵　基礎体育…………１学年　通年

　　⑶　幼児体育Ⅰ………２学年　前期

　　⑷　身体表現…………２学年　前期
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　　⑸　幼児体育Ⅱ………２学年　後期

　基礎体育は保育科生全員が履修する。他は選択科目である。この授業科目以外に体育系の授業科

目選択必修として次の教科目がある。

　　⑴　総合演習…………１学年　後期

　　⑵　ゼミナール………２学年　通年

　　⑶　総合表現…………２学年　後期

２．指導方法

⑴　教科書・ノート活用について

　教科により教科書を使用して理解しやすくし、実技中心ではあるが記録することで学びを深める

ようにしている。基礎体育、身体表現については教科書を使用し、幼児体育Ⅰ・Ⅱでは基礎体育時

に使用した教科書と参考書を使用している。身体表現については、中学校・高等学校でダンス授業

の経験者が少ないこともあり、身体表現を具体的に学び、幼児に活動させるために理解しやすいよ

うに教科書を使用している。参考図書の紹介や行事、ニュース・新聞記事等関連のあることを授業

に取り入れるようにしている。また、体育の授業でもノートを使用しており、授業に対する心構え

のプリントを貼り、毎時活用するようにしている。

⑵　一斉指導について

　授業の中で行う一斉指導では次のようなことである。まず、出欠の確認であるが、起立、正体す

る。この時に頭から靴まで服装が整えられていることをも確認している。本時の授業内容、活動の

説明、準備体操、テキスト・ビデオ・示範・模範、発表－見学－相互評価、整理運動、授業のまと

め等である。出席の確認しているときの他の学生は、今日の健康状態の記録や指示された活動を各

自がすることと約束している。一斉指導で始まり、個別・グループ活動で主活動を行う。必要に応

じて全体指導や個別・グループ指導を行い、再び一斉指導で終了する。基本的な知識や技能の習得、

安全の確保、環境設定の重要性を強調し、互いに協力し合って高め合うように活動している。

⑶　活動形態

　活動形態は授業科目や学習内容によりいろいろであるが、個別活動、対人活動、小グループ活動、

中グループ活動、全体活動などである。全体的にみるとグループ活動を比較的多く行っている。一

年生の場合や身体表現の授業では、友達づくり、準備運動、模倣、動きづくりなどのために全体活

動の中に対人活動や小グループ活動を多めに取り入れ、相手と対話しながら動くようにしている。

　①個別活動…………動きづくり、各種体操、器械運動、体力づくり運動等

　②対人活動…………体操・模倣、リズム遊び、伝承遊び等

　③グループ活動……各種遊び、作品づくり、伝承遊び

　④全体活動…………リズム遊び、伝承遊び、各種ゲーム、集団行動、体力づくり運動等

　２人組み、４人組み、中グループ等その時々いろいろな人と組むことにより、様々な体験を通し

て「自分にない人の良い点」を頂けるように配慮し、組む人を変えるような活動を行っている。

Ⅲ．総合的な学習をする取り組み

　各教科の流れは大体同じであるが、その教科の内容や方法は、各教科の特徴が出せるような配慮
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をしつつ取り組んできた。そしてその教科の中で総合的に学習ができるように工夫し、身体的なこ

とばかりでなく、他教科との関連づけや振り返り、保育者としての気配りや気付きができ、互いに

協力し合って学習ができればより効果が上がるとの思いからである。学びの表現のために人間関係

は大変重要であり、友達同志が互いに協力し合い、学び合うことの素晴らしさを、より多くの体験

を通して実感し、実践できれば得ることも多いと考え、学習グループ作りにも配慮している。

　体力的に、また、体験的に個人差の大きい学生達が２年間でより多くのことや創意工夫の仕方を

学ぶためには、グループ学習はとても効果的である。そのために、グループ学習の在り方、取り組

み方をきちんと理解させた。とにかく大嫌いな体育であっても、その中に自分の得意な部分が少し

でも入っていたり、友達に教えられ、励まされながら活動するうちに、自信が持てるようになり楽

しくなったという学生は随分と多いのである。実技は頭脳で理解していても実践が伴わないと困る

ことであり、出来る限り身体で体得してほしいと願っている。しかし、時間的に余裕がない場合も

あり誰もが確実に出来るまで続けられないこともある。

　各学生が自分の良い点を生かし、不得意でも楽しみながら活動し、身体運動の大切さ、安全な活

動の仕方、遊びの工夫や指導の仕方など体験を通して学べるように取り組んできた。健康的な生活

に留意し、身体を存分に活動させ、他教科の学びにも意識し、創意工夫をしながら遊ぶ楽しさを味

わい、保育に活かして欲しいと願っている。

⑴　毎時に行う健康状態の記録と学習の振り返り

　出席を確認する時間に今日の健康状態の記録をする。それ以外にも指示したことについて書いて

もらう事や教科書で確認してもらうこと等がある。終了時には、本時の学習内容や感想等を記録す

る。記録することによりしっかりと振り返りができ気付かせることにも有効である。「良かったこと」

「感動したこと」「もったいないこと」等季節に関することがらや心に響いたこと、五感を活用する

ようなことを記録するようにした。ノートは不定期ではあるが提出させて記録に目を通し、内容に

より学生に伝え、他の学生にも気付かせるようにした。

⑵　調査や課題等による振り返り

　食事調査、学内の行事、ニュース、前期の振り返り、夏季休業中の課題、１年間の振り返り、実

習中の子供の遊び・表現等からの振り返りや考えて欲しいこと等をノートに記録させたり、印刷物

を渡し考えをまとめさせる。提出後は課題により、発表させたり、掲示したりして他の学生にも気

付かせるようにした。

⑶　製作物の展示や相互評価による学習

　授業の中で作る製作物は比較的基礎体育に多いのであるが、参考作品として事前に実物を示し、

作り方を指示しておき、活動時に持参して遊ぶということがある。また、グループ活動を通して製

作する場合や動きの作品作り等もある。それらは、必ず遊んだ後でステージや体育館壁面に掲示し、

互いの作品を見ることができるようにしている。また、学年を越えて見ることができるので、二年

生は一年生の作品の評価をすることや自分達の学年との違いなどに気付く。また一年生は次年度の

取り組みがわかることにもなる。

　身体での発表は、グループ毎に発表し、見る機会を作り、見た後は感想の記録をもとに発表する

ようにしている。相互評価では「良かった点」「直すともっと良くなるところ」等見て気付いたこ

とを記録する。そして、自己作品についても記録させる。これらは、グループ内で話し合いをする
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こともあるし、評価用紙を用いる場合もあり、この場合は提出させることにしている。また、樹林

祭（学園祭）以前の製作物については、保育科の発表の一部として展示し、来学者の方々にも見て

いただいている。

⑷　他教科との関連で

　製作物は造形との関連が深いが、他の教科で作った絵本、紙芝居の作品をもとに体育的活動をす

ることや音楽との関連で、歌を歌いながら遊ぶ、歌いながら踊る、ピアノの音に合わせて動く、他

の楽器を使って動くことなどは大変多いことである。ことばを活用した身体遊びやカルタ作りのあ

とはそれを活用した表現遊び、動物の絵を描いて動いたり、その絵をもとにお話をつくって動いた

り等々身体表現はいくらでも出来むずかしくないと考えられるようにしている。よく観察する習慣

をつけさせたいと考えている。その他家庭科関連の食や被服等の面からも楽しい遊びを工夫するこ

とができる。

⑸　自然環境を活用した学習

　学生のことを注意して見ていると、身の廻りのことについて、見ているようで見えていないこと

が大変多いと感じている。学内における自然環境や周囲の田畑、幼稚園の畑等樹木や栽培されてい

る植物の観察、隣接する幼稚園児の様子等からいろいろな遊びや表現に活用したりすることもでき

る。また、各家庭のことや通学途中の事等学生の身近な環境で五感に感じた事などについて活用し、

気付きを活かすとともに、気付かないことに関しては促すようにしている。野菜の種類にしても動

物の動きにしても、花の名前や形にしても、それを良く観察する習慣をきちんと身につければ、模

倣は楽に出来るし、身体表現が苦にならないのである。

　授業の中でくり返し取り組んでいると意識して見、考え、行動する姿が見られることは好ましい

ことであり、学生の方から報告されると大変嬉しくなる。一年生で取り組んでいると二年生では言

わずともきちんと記録する学生がいる。意識して実践することでより効果的な学びが出来ることに

気付かせ共育ちを願っている。

Ⅳ．総合的な学習の指導例

　次に各教科の中での総合的な指導例を述べてみる。

⑴　基礎体育の授業から

　基礎体育の授業では、大まかな内容をあげると、身体の部位といろいろな運動、集団行動、遊具

を使った遊び、スポーティゲーム、創造的な遊びの工夫などがある。それらの活動を通して総合的

に学習する例として次のようなものがある。

　1　出席の確認時を利用した記録と学習の振り返りの記録

　①　健康状態の記録

　　 　どの体育授業でも行うことであるが、受講生の出席の確認・準備の状態を確認している間の

時間を利用し、本日の健康状態を記録する。記録は後に健康状態の振り返り、また健康生活実

践のための振り返りに使うので、後で見ても理解できるよう記録を求めている。

　② 　必要と感じたことや行事等から学生に関心をもってもらいたいことや意識づけたいこと、感

謝の気持ち、気付き等いろいろ気配り目配りなど少しずつでも理解し身につけてほしいと思う

ことをその都度書いてもらうようにしている。取り上げた例として次のようなものがある。
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　　 　「嬉しかったこと」「短大生活について」「学内に咲く花」「母の日」「スポーツフェスティバ

ルについて」「父の日」「期末テストについて」「夏祭り」「初めての実習について」「良かったこと」

「もったいないこと」「お正月の過ごし方」「実習についての先輩の話」「印象に残ったこと」等々。

　　 　花壇やプランターに色どり良く季節の花が咲いている、雑草がていねいに引かれていても気

にもしないのである。見ていても良くは見ていないのである。しかし「今、学内に何の花が咲

いているか」と数回、期間をおいて尋ねると少しは目を向けるようになるのである。登校途中

の「ちょっと良かったお話」「印象に残ったこと」や寒さに対して「寒さ対策」「風邪の予防策」

等季節や学生の様子を見て書いてもらうでのある。その記録を見ると、学生が「よく考えている」

と思われること、「家庭教育が行届いている」や「家族間に思いやりがある」等々いろいろな

ことが理解できる文章があり、これらの考え方は他の学生にも広めていきたいと思うし、短時

間に考えをまとめることに慣れるのではないかと考えるのである。

　③　授業の終了時

　　 　学習したことの内容や各自の取り組みについて記録する。また、グループ活動で各自のグルー

プが独自の活動をしていた時には、グループ内の振り返りや各グループの活動状況を発表し、

他グループの進行状況の把握ができるようにしている。

　2　調査や課題等による振り返り

　①　健康状態の振り返り

　　 　毎時の健康状態の記録は、連休前後や６月頃に毎回の体調を振り返らせたり前期を通しての

振り返り、年間を通してはどうであったかを振り返ることにしている。健康状態の良かった日

の割合、体調の悪かった日々の割合を集計し、健康生活を営むために活用することにしている。

毎回体調の良い学生がいる反面、半分程健康状態が良くないという学生もみられる。通学距離

が遠くなったり、食事がなかったり、睡眠時間の問題などが健康状態の悪い場合に多く見られ

ている。生活リズムを整えることが大切であり、時間の使い方などの工夫も必要と思われる。

機会ある度に声をかけるように取り組んでいる。

　②　食事調査から

　　 　３年ほど前は、食事なしに等しい学生がいたが、食事脱きの学生はそれ程多くはなかった。

しかし、19 年度、20 年度と５月の最初の食事の調査では欠食している学生が増加していた。

　　 　この調査は、日に３度の食事内容（食品名記入）、起床・就寝、間食について記入し、１～

２週間続ける。調査終了後は、全体を振り返り、気付いたことを記録して提出する。これを２

～３回実施し、年度末には全体を通してどのように変わったかを振り返らせている。この調査

をすることで食事面で改善がみられ、欠食が少なくなる。食事内容については、家庭によりか

なりの差があることと、アルバイトをしている学生が出先で食べている場合は内容にも違いが

見られる。間食については、最初の調査でたくさん摂っていることに気付き、食事をしっかり

摂るように気をつける学生が多くなっている。お弁当を作るという学生も出てきている。全体

として食事調査により食事内容や睡眠時間・時刻についての関心は深まっていると理解してい

る。ただし、睡眠の重要性を理解しつつも、早く就寝する学生は多くない。日によっても変化

が見られ睡眠のリズムは一定していない。大部分の学生が 12 時過ぎから１時過ぎになってお

り、もっと遅い学生もみられる。意識はしつつも遅くなって朝の起床が遅れ勝ちという学生が

（49）

84



茨女短大紀№ 36（2009）5-6

（50）

多いので、時間の使い方や時間に対する意識を高めていく必要を感じている。「疲れる」「眠い」

というのは睡眠時間の不足ばかりでなく、夜遅い時間の飲食の有無や睡眠環境等による睡眠の

質にも関係が深いのではないかと思われる。基本的には、個々の学生が一日の生活のリズムに

ついてもっとしっかり考えて実践していくことが大切なのであり、時々注意を促すようにして

いる。

　　 　この食事調査での気付きを基に、次年度への健康生活を設計させることと、保育のための教

材作りを春休みの課題としている。

　③　夏休みの課題から～家族のために料理を作ろう～

　　 　基礎体育での夏休みの課題は健康的な生活をする、時間のある時に家事をする考えから、必

ず一度は家族のために料理を作ることにしている。その料理の作り方・出来具合や感想、家族

の反応をまとめて提出する。家族のために作る喜びを感じ、料理の種類が増えたという学生も

いる。「料理を母親と一緒に作るようになった」「野菜を食べるようになった」「料理を時々作

るようになった」「バランス良く食べる」「食事の内容が変わり体調が良くなった」「遅い時刻

には食べないように注意している」等の変化がみられる。

　　　また、学生の作った自慢の料理は後期に掲示し、他の学生の参考にしてもらっている。

　④　新聞記事や行事等からの課題

　　 　ニュース・新聞等に関心を持っているかどうかは、授業の時に質問をするようにし、時には

その話題を使って動いてみることもある。平成 20 年の例としては深刻な問題もあり度々プリ

ントにして、家庭で話し合ったり、自分の考えを自由に記述し提出する課題を出した。その例

としては次のようなものがある。

　　・正しい方法でダイエット　　・タバコの害から子供を守るために　　・姿勢と靴の関係

　　・タバコの害　　・大麻汚染が止まらない　　・大麻たばこ１本だけで幻覚　

　　・他の薬物への入り口　　・「お産下手」になった今の女性等々。

　　 　また、大学行事である樹林祭への取り組みについて、実行委員としてやグループ内での活動

や全体に感する感想等、あるいは二年生の保育科発表会に対してお手伝いとして活動した例や

観賞した事等の記録は、次年度へ向けての心構えや先輩から受けた好意それは取りも直さず後

輩への配慮となる貴重な資料でもあるのでしっかりと取り組む課題としている。

　3　作品や製作物の相互評価による学習

　 　製作したものを活用して遊ぶときは、大体グループ活動が多くなるので、お互いの作品をじっ

くりと手にとって遊ぶことができ、作品の善し悪しや工夫点がよくわかる。見た目と活用した場

合の違いにも気付く。全体の作品は一定期間展示し、見る機会を作っている。「見ておきましょ

う」では見ないことがあるので、誰のどんな点が良く、どう直すと良くなる、アイディアの良さ

等記録しておくことにしている。そして自分の作品についても評価することにしている。その記

録を見ることにより学生の思いを少しでも理解できるかと考えている。グループでの動き作りで

は、縄跳びの跳び方や移動による空間形成の学び等グループ毎に順次発表・相互評価・感想発表

と行い、いろいろな体験をしながら学ぶようにしている。大勢の前で発表するのを嫌がる学生が

いるが、はっきりと自信を持って発表することは大切なことであり、指名される前に発表しても

らうことが目標なのである。
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　4　他教科との関連で

　①　雑巾作りから

　　 　タオル二つ折りで直進縫いの雑巾を５月の連休中の課題として作らせている。これは実習指

導で作っているエプロンシアター作りの事前練習であり意識づけにもなっている。この雑巾で

の遊び方も創意工夫によりたくさんの遊び方が体験でき、学生は大変驚くのである。ハンカチ

を使った遊びをする時、忘れた学生にはこの雑巾を持たせることにしている。年度末には本来

の雑巾としての役割が待っている。

　②　絵を描いたり製作から

　　　好きな動物や家にいる動物の絵を描かせて、模倣やゲームに活用している。

　　 　動物の絵を描かせると良い絵ばかりではないので、動物をしっかりと観察して良い絵が描け

るように観察力を高めたい。しっかりと観察すれば、模倣や表現活動をするときにスムーズに

活動できるのである。

　　 　また牛乳パックでサイコロを作り数遊び、ゲーム、表現遊びと工夫次第でたくさんの遊びを

楽しむのである。一作品目でサイコロが正しく作れない学生も二作目の表現用サイコロを作る

ときには目の数が正しく、何通りかの遊びができるような工夫ができ、作品もしっかりと作り

危なくないように仕上げる。フェルトを使ったり、音の出る工夫がされているものもある。他

には紙皿を使ったフリスビーを作って遊ぶのであるが、外ばかりでなく内側にも絵を描き、中

が見えるようにしたり、音が出るもの、飾りをつけたもの等創意工夫されたものがあり、見る

だけでも楽しくなる。作品を交換しながら投げ合い、遊びを通して意外なことに気付くのであ

る。

　　　この他、造形で学習したことを活用させていただくこともある。

　5　自然環境を活用した学習

　 　短大の周囲には田畑や平地林がある。そして短大のグランドは全面芝生である。敷地内には桜、

梅、椿、けやき等のたくさんの木や四季折々の花が咲く。また幼稚園の畑に季節毎に栽培される

のでそれらを活用する。

　 　樹木の間をジクザグに走ることや長く大きく回る。目的物を決めて走り、観察し、また走る。

例年の活動の一つに、池の周囲の草花、図書館南側に咲く見事なシャクナゲ、幼稚園のジャガイ

モ畑を見て体育館に戻る約 300 メートルのコースを設定する。一班ずつ時間差で観察する。外気

の気持ち良さ、芝生の上を走る感覚、何だかわからない見事な花、ジャガイモかさつまいもか分

からない等いろいろな気分で走るのであるが、知っている学生に説明させ、足りない部分やその

他の作物の説明をし理解させる。２～３回くり返すと、植物の変化やバッタやカエルとの出合い、

芝生の中に咲くタンポポやヒメシャガ、モチズリ草、シロツメ、アカツメ草等を見ることができる。

観察したこと、成長していく様子を記録し、個人的に動いたり、数名で表現することで準備運動

的に活動したりしている。茎が枯れ、幼稚園児がジャガイモを掘った後では、園ではどのように

したのか学生同志予想したり、各家庭でのジャガイモを使った料理や作り方を提示してもらって

いる。

　 　この観察だけでは、栽培の体験をし、「植物を育てることは保育と同様だ」と感じた学生たち

のように深く感動させるまでにはいかない。しかし、時々見ることで変化に気づき、成長の様子
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や茎が枯れて収穫が近いということが理解できたことは、何もしないより目配り・気配りができ

ることに、そして他の植物への関心がもてることにも期待できるのではないかと思うのである。

⑵　幼児体育Ⅰの授業から

　幼児体育Ⅰの授業においても健康状態の記録やその都度指示することについて記録は続けてい

る。

　毎時の振り返りや定期的な振り返りも同様に続けている。

　1　食育のための紙芝居

　 　１年の基礎体育の課題で春休み中に作成した食育のための紙芝居を持って出てきてもらってい

る。基礎体育の食事調査から各自がどのような課題をあげたか、自作の紙芝居との関連は何か、

紙芝居のねらいは何か、どのような粗筋か、大まかな記録を添えて作品を提出。

　 　４～５名の小グループ毎に作品の題、ねらい、粗筋を発表し合う。その後、その中から題材を

選び、動きに発展させることをしている。短時間で話の筋に従って動きをするという簡単なもの

であるが、自作の紙芝居を動きにするという体験は今までには体験していないので興味津々。活

発な班は二つ目にも挑戦した。次回メンバーを変えて再度実施。準備運動的に活動した。全員の

紙芝居は一定期間ステージに並べておき、誰がどのような作品を作ったかを見ることができるよ

うにしている。

　 　また、造形においては絵本の製作をしているので読んで楽しむばかりでなく、身体で表現する

楽しさを伝えておいた。

　2　スポーツフェスティバルの課題

　 　毎年５月に実施しているグループ対抗スポーツフェスティバルがある。その時に各先生グルー

プ毎に作るダンスがある。これは直接授業には関係なく、空き時間等を使い自由に各グループの

二年生または二年生の代表が作り、新一年と担当の先生と一緒に踊るオープニングダンスである。

このダンスの得点配分が高得点なので、どのグループも製作に熱心なのである。４分間の制限時

間内で十分に表現できるような寸時を惜んで制作に取り組み、練習するのである。幼児体育では、

各々グループの作品について①主題、②主な動き、③空間構成の変化、④衣装の工夫（図示また

は写真添付）、その他、取り組んだ感想、他のグループ作品の印象等を記録し提出することにし

ている。スポーツフェスティバル後の話題にとても良い資料となる。平成 20 年のスポーツフェ

スティバルでは特にどのグループでも素晴らしいと思ったことは次の点である。それは４分間の

ダンスの空間の使い方に変化があり見映えのするものであった。これは、平成 19 年 11 月、茨城

県で行われたねんりんピックのオープニングでマスゲームを踊った体験があったからである。当

初二年生のみ参加であったものが一年生も参加することになり、一・二年生全員が参加し、その

時の体験からどのグループの二年生も同様に空間移動をしっかり学んだことが活かされたと思わ

れる。

　 　どのグループでも好きな学生、得意とする学生が、動きや衣装づくりをしてまとめているので

あるが、衣裳の工夫や色彩・薄物の活用も昨年のねんりんピックの体験が活きていると思われる。

　3　学外活動から

　 　保育所（園）実習が終了し、夏本番を迎える前に学外での学習を実施している。大洗海岸や磯

前神社、周辺の松林での活動で１日ではあるが、事前・事後の学習と盛りだくさんの内容である。

（52）
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しかし、学生は大変楽しみにしている学習である。学外学習であるため、事前の計画・当日、事

後の活動計画等念入りに行う必要がある。授業外での班内活動も必要になってくるのである。

　①　事前活動

　　 　事前に班構成、各自の役割分担、準備物とその分担、製作する造形デザインの決定、現地ま

での交通手段の確認、以上については代表者が期日までに提出する。

　②　当日の活動

　　・出席確認・報告

　　・ 各グループ製作場所決定、製作と磯遊び、作品評価

　　　 　予定に従って班行動をする。掘る、海水を運ぶ、固める、石・貝・海草集め等いろいろな

活動が展開される。約２時間後、評価用紙を用いて各グループの評価をする。合間には磯遊

びをするのであるが、海には大勢の親子づれが来て遊んでいるので、そこでの関わりも楽し

みの一つである。製作途中に子供が混じっていることもあり、話しながら製作を楽しんでい

ることもある。製作に夢中になっている学生に興味を持ち、話しかけてくる大人もいる。学

生の活動を見ていた方から、自分の娘が保育科を希望しているのだが…と質問を受けた。普

段と異なる学習に、学生は子どもの頃を思い出し、砂を掘って、固めて、水を運んで、貝・石・

海草を拾い集めて全身活動に汗を流した。暑ければ海水に浸り、波に戯れ、岩場でカニを追

い、班行動でそれぞれが大いに楽しく活動した。

　　・砂浜・磯浜・神社への道

　　　 　製作・磯遊び後一段落すると全体が海岸添いに移動する。砂→小石→岩場と変化のある海

辺を歩く。ころころ石や平らな丸い石、転がっている石も変化があり面白い。歩きずらいが

道を通らず足裏に感じて、この辺の石をもしっかり見てもらいたくて歩くのである。90 余

段の階段を登り磯前神社へ。境内の休憩所でお昼を食べ、ゆっくりと休憩する。

　　・境内・松林の散策

　　　 　境内は大きな樹木がたくさんあり涼やかである。境内にある古い碇や山門の彫刻は必ず見

学する。元日にお参りしているが見たこともないという学生がいるが、古い碇も彫刻もしっ

かりと見れば神社の由来にも気付くであろう。歴史的なものにもしっかりと目を向けること

にしている。

　　　 　次にすることは、神社の裏の松林に移動し、ここでネイチャーゲームをするのである。河

原撫子の咲く起伏のある斜面で目隠をしてチームゲームをし、恐怖や信ずることの大切さ、

しっかり聞くことの大切さ、光・見えることの有難さ等を体験するのである。「松林にさす

木もれ日は目隠しをしていても何となく感じるし、見えない分だけ耳が良く働き肌が敏感に

なると思う」とわずかな時間の活動でも感覚が鋭くなり、きちんと感じてくれる学生がいて

嬉しい限りである。

　　　 　とにもかくにも五感をフルに活用した一日の実動体験である。また、松林には、山村暮鳥

や磯節発祥の地の碑があり、磯節を聞くことができ、遊歩道を歩きながら見たり聞いたりす

ることも活動の一部なのである。そして、松ぼっくりを使い、松林ならではの遊びをするこ

とも忘れてはいけない活動であり、学生は「こんな遊び…なる程」と遊ぶのである。自然の

中での新しい体験を波の音や松林をわたる風の音を聞きながら、そして、思いきり歓声をあ
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げながら活動するのである。

　③　事後の活動

　　・ 学外活動のまとめのプリントを次の授業までに各自がしておく、各々活動したことや各自の

感動・発見したことなどをまとめ、次時のグループ活動に備えるのである。

　　・ グループでするまとめの１つは身体表現をすることであり、２つ目は活動の様子をポスター

にまとめる作業である。

　　　 　学外学習後の授業数は２～３回しかないので、身体表現は２～３分の小作品にし、２時間

目には発表・相互評価をし、感想を発表し合うことに決めている。１作品毎に感想を記録し、

１つの発表に対して各グループから感想を発表してもらうようにしている。

　　　 　もう１つのポスターは、模造紙大の広告紙を再利用して作成する。最後の授業までに掲示

すればよいことにしている。グループによっては放課後に活動するところもある。ここにも

造形的な学習が盛り込まれ、短時間でも学生の創意工夫により見映えのする作品が出来上が

るのである。折り紙、ビニール袋、貝、綿、等が写真や描いた中に取り込まれ、グループに

よるアイディアや面白さが見られるのである。掲示された作品については、課題学習として

課す園外保育計画書の掲示物と合わせて各自の評価とともに評価しノートに記録することに

している。

　　・ 課題として、園外保育計画書の作成がある。これは、自分が保育者として園児を園外で保育

することを想定して作成する。Ａ４版１枚であるが、個々の計画書を見ると、近くの公園、

海、水族館、遊園地等々、親子、子どものみ等いろいろな計画書があり、学生は参考になる

と喜んでいる。幼児の活動にしては長時間など問題点もあるが授業以外の学生も見ることが

できるように全員のものを掲示し、見比べて気付いてもらいたいと考えている。もう１つの

課題については、ある程度期間があるのであるが、学園祭に向けて「海辺の宝物」で作品を

作ることである。これは学外活動時に集めた宝物で、その素材をどう生かすかを考え、作る

過程を楽しみ、出来上がった作品を樹林祭に展示するのである。海辺で拾ってきた貝、海草、

石、木片、または松林で集めた物を、紙粘土や紙箱、ガラスビン等を上手に利用して、筆立

て、小物入れ、写真立て、置き物等の作品を仕上げている。ポスターにしても海辺の宝物を

使った作品にしても当日の活動を思い出しながら作ったと話している。また作品を見ること

により、その時の活動を鮮明に思い出すと振り返っている。ポスターやこの作品から学外で

の活動の様子の一端を来校者の方々にもご覧いただいている。

⑶　身体表現の授業から

　この授業は、例年音楽表現、造形表現を希望していても受講できない学生がくるのがほとんどで、

好きだから、出来なので学ぶという理由で来る学生は極めて少ない。今までにダンスを学んだこと

がない、嫌い、という学生がほとんどであり、好き・得意だからという学生とは極端な差がある。

　そこで、教科書を使用し、参考例を読んでおくようにして動くことにしている。２人組みや小グ

ループの活動を多く設け、模倣や身近な題材をたくさん準備し、簡単な動き作りや表現的に身体を

動かすことを心掛けている。子どものための造形的な表現活動の研修例など具体物や身体活動例の

映像等を参考にすることもあり、しっかり見ることの大切さを強調している。

　1　切り倒された桜の木

（54）
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　　 　今年は特別な取り組みとして、60 余年の間毎年咲いてきた桜の大木が切り倒されるという

ことが起き、授業の始まりにそのことを知り、急遽それを扱うことにした。

　　 　例年のようにこれから満開になるであろう桜が、登校と同時に切り倒されているのを見つけ

その想いを絵と文で表現した。その後身体で表現した。そして突然のことであったので「なぜ

倒されたか」を考えた。いろいろな事が考えられたが、後で現場に行き、切り株をよく観察し、

事実を確かめた。絵や文で表現することは然程難しいとは思わないが、想いを身体で表現する

ことは、とっても難しいという感想であった。花の命があるのに切り倒された木の想い、淋し

い時間であったが、幹が朽ちていて倒れたら大変ということなので仕方がない。世代交替とい

うことで若木に新たな夢を託そうということになった。

　2　食育の紙芝居より料理を作る

　　 　二年生になって身体表現のみ受講している学生と幼児体育Ⅰを受講している学生がいて、食

育の紙芝居から表現した事が伝わりこの授業でも紙芝居を活用することになった。いろいろな

動きを引き出して準備運動代わりに活用した。各々の考えた動きを続けて動いたり、選ばれた

動きを、リズムや空間を変えて動きづくりをした。そしてシチュー、カレー等料理を作る動き

を口伴奏を入れながら活動した。初めは気恥ずかしくて動けなかった身体が、自然に動けるよ

うに変わっていくのである。

　　 　カレーやシチューはいろいろな動作が出て来る上に、とろみのある部分の動きが加わり、そ

の動きが面白く、学生にはとても楽しい活動であった。

　　 　身近なもの、よく知っている例をあげて、動き易くし、恥ずかしさを除くことで思う存分に

動いてもらうのである。メンバーを変えつつ２人組みで、少人数でいろいろなことを体験させ

ることで「嫌でなくなった」というのである。

　3　作品発表と相互評価

　　 　授業のまとめの時期には、自由題、２～３分間、口伴奏で自作の作品をステージで発表する

時間がある。動きは２回くり返すことにしている。３週間程前に発表し、各自準備をしておく。

　　 　１人でステージに上がり２回くり返して踊る。見る学生は発表者毎に感じたことを記録しな

がら鑑賞する約束で、終了後、積極的に感想を発表してもらう。誰もが発表するように指名す

ることもある。学生は初め嫌々言うので、ステージ発表は「保育科発表会につながるもの」「一

人であっても自信を持って堂々と動くこと」「上がらないように練習をくり返し行い発表する」

等々総ての体験が学習なので誰もステージで動く。「嫌々」と言っていても終わってみると「楽

しかった」と貴重な体験になっているのである。

　　 　発表の場をステージとしているが、屋外の芝生でするときもある。このときは、授業以外の

人の目もあり、学生には少なからず影響がある。この場合は屋内の雰囲気とは異なり、芝生で

もあるので素足で、清々しく、伸び伸びと動いている。またこの時には、授業以外の見た方か

らの感想を聞くこともある。

　4　日本的なものの表現

　　 　必ず１時間は日本的なものを表現するということで活動する。着物、エプロン姿、浴衣、甚

平などを身につけ、扇子や団扇、手ぬぐい等小物を持って活動する。着方がわからない学生に

は着物を着せ帯結びをしてあげるのである。簡単な兵児帯や作りつけの帯の学生もいていろい

78



茨女短大紀№ 36（2009）5-12

ろである。皆が揃うと踊ったり伝承遊びを楽しむ。子どもの気分で楽しむことや浴衣を着てい

ると暑く、動きずらさなども体験する。それで御端折をしてみる。動き易くなり、少し涼しく

感じたり、扇子や団扇を使いながら、昔の人の生活や工夫の様子などを想像してみるのである。

座り方や行動など洋装では考えられない窮屈さを感じているが、衣装や小物ばかりでなく幅広

く日本的なものについての話し合いや地域に残る伝統的なものについて話し合いもしてみるの

である。地方に残る風流物のおはやしの際の衣装や笛の演奏が聞けたり地域興しの新舞踊に出

合うこともある。終わりには衣装の畳み方もきちんと取り組んで終了としている。

　　 　身体表現では、他人の動きを見て「良い」と思ったことは頂いて、出来れば少し自分の動き

をプラスしたり変化させて、難しく考えずに動き、表わすものになりきり、堂々と身体を動か

すことを目指して活動してきた。見て感じたままを発表することや作った動きを人の前で発表

することをくり返し行うことで恥ずかしさを除き、思う存分動けるようにと取り組んできた。

学生も、いつの間にか、３回目位から、遅い学生でも中頃までには「恥ずかしくなく動けるよ

うになった」「思いきって動くことが楽しい」と身体表現への取り組みの変化を記録している。

⑶　幼児体育Ⅱの授業から

　幼児体育Ⅱの授業でもⅠと同様にノートに記録をし毎時・定期的に振り返りを実施している。後

期には樹林祭があるので、保育科としての展示ができるように、活動したことを展示につなげるよ

うにしている。

　1　食育のための紙芝居の活用と展示

　 　個人活動・少グループでの活動に使用した紙芝居は、製作のねらい、粗筋を書いた個人表をつ

けて樹林祭に展示し、手に取れるように置いている。

　2　サイコロの製作とその活用

　 　二年で取りあげるサイコロは一年の時よりも大きく、活動内容も豊かになるよう作品作りに挑

戦している。１ℓの牛乳パック６本を使用するもので、組み替え可能にしている。簡単に考えて

も 18 通りの活動が考えられる。さらに工夫する学生は一面につき３種類の異なる遊びを考える

と３倍の活動が可能になるのである。単なる運動遊びばかりでなく言葉あそびや表現、乗り物、

スポーツ等適当にサイコロの組み替えでいろいろな活動ができる。作り方は自由であるが、安全

面を考えてフェルトを使う場合や、紙を巻いて美しく仕上げたり、動物や乗り物の絵を描いたり、

色紙を貼りつける等製作の得意な学生は非常に手のこんだものを作るのである。小グループで作

品を見せ合い、評価をし、実際に遊ぶことにしている。表現遊び、歌を伴う遊び、いろいろな動

作、体力作りの指示等幼児向け、大人向けとたくさんの活動を学生同志で楽しんでいる。一度は

じっくりと遊ぶことにし、その後は、準備運動や短時間の活動とし、数回、メンバーを変えて異

なる作品に出合い、いろいろな動きや遊びが体験できるように活用している。この作品は後期授

業の一作目であり、ステージにも並べ他の学生に見てもらっているが、樹林祭への展示もし、来

学者にも見て頂いている。

　3　けん玉遊び

　 　トイレットペーパーの芯を使って遊びを考案する活動を行うと静的な遊びから全身を使ういろ

いろな遊びを考案してくれる。グループ毎に活動し、楽しかった遊びや工夫した遊びを選んで全

体で発表し合うことにしている。口頭だけの発表もあるが実演して見せることもある。その他に
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は、芯を複数使い、木の実を拾ってきてけん玉作りをして遊ぶのである。毛糸を持ってき、茶の

実、ドングリ、小さめの松カサ等、木の実の拾えなかった学生はアルミホイルを使い、短時間で

作り遊ぶ。必要に応じてサランラップの芯やペーパータオルの芯を追加する学生がいる。芯は色

紙やパラフィン紙等を使い各自カラフルな飾りをするので、トイレットペーパーの芯であるとは

気付かない程である。遊んでみるとなかなか入らず、試行錯誤の末に毛糸の長さや玉の大きさを

自分に合ったように変えている。歩きながら、歌いながら、ピアノに合わせて動きながら等何で

もありのけん玉遊びをしている。まとめは、遊んでみて気付いたこと、もっとよいものにするに

は、もう１つ作るときにはどんなものを考えるか、他人のけん玉で遊び、誰のどんなところに引

かれたか等記録することにしている。実際に２作目を作るときもある。

　4　ニュース・新聞記事からの課題

　 　学生の関心をみるためにもニュースや新聞記事を話題にしたり、簡単な動きに取り上げること

がある。平成 20 年度は、一年生にも取り上げたが、若い女性に増えている「タバコの害」「大麻

事件」とねらわれる学生や主婦との関連「妊婦の医療機関たらい回わし事件」から妊婦の体力と

生活との関連等度々話題になったその記事をコピーし、家庭での話し合い、各自の考えやあるべ

き行動、自分が当事者であったら…等いろいろ想定して考えをまとめて提出してもらった。

　5　スキー・ボードスクール体験から

　 　本学では、大学の行事として約 30 年程以前より、学生課主催のスキー教室が行われてきた。

場所は長野県菅平スキー場で、４泊５日。本学の教職員による指導で大変和やかな楽しい行事で

あった。平成四年からは福島県猪苗代町横向温泉スキー場に変わり、期間も２泊３日と短縮され

て、現地のインストラクターの指導になった。その後、横向温泉スキー場ばかりでなく、みのわ

スキー場の広いコースも滑るようになった。そして授業と学生課の共催になり、現在はスキーの

他にスノーボードがプラスされ、スキー・ボードスクールとして実施されている。

　 　本来は現在行っていない、健康とスポーツⅡの授業を始めた時にウィンタースポーツの一つと

して授業の一部に加え共催で実施することになった。その時に、幼児体育の学生が体験すること

は意義のあることとしてこのスポーツを取り入れたのである。この行事の詳細は学生委員会で協

議の上実施されるので、スキー・ボードスクール実施計画・事前指導計画等事務的なことは事務

局が行い、学生と引率教員が同席の上細かい指導が行われ実施される。

　　幼児体育Ⅱの授業では下記のように取り組んでいる。

　　①滑降技術の習得と雪国の生活等の理解

　　②交歓会・研修会への準備

　　③宿泊を伴う保育者の仕事の理解と実践　等々である。

　 　そのために、事前の体力づくりやウィンタースポーツの基礎的な理解、レクリェーションの計

画、共同生活上の心得や諸準備等について取り組んでいる。

　①　滑降技術の習得と雪国の生活等の理解について

　　 　スキーやボードの技術を習得するとともに、雪国の生活や子どもの遊び等を土地の方から聞

くという課題があり、インストラクターやホテルの従業員等から聞くことにより大よその事で

も理解する。

　　 　技術の指導は班毎に（約 10 名）インストラクターの指導を受ける。練習後は、教員・イン
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ストラクター・班長を交えて会議を行い、本日の振り返り、必要に応じて班移動を行い、緒連

絡があり、班員への伝達をスムーズに行い、次への練習効果アップをねらっている。技術ばか

りでなく、ネイチャースキーということで、風雪による自然の変化、雪の観察・雪山の近景・

遠景、リフトからの眺めや動物の様子等にも目を向けるような配慮をして頂き、普段の生活で

は気付かないような事の体験をしているのである。年により少々の違いがあるがホテルに下が

る長いツララやドサッと雪の落ちるものすごい音などに驚くことや吹雪かれて全く見えなくな

る怖さ、後戻りしてしまう体験、指を切られるような冷たさや顔に当たる雪のつぶての痛さ等々

雪国ならではの体験。しかも天候により刻々と変わる自然に対する美しい感動や恐ろしさ、正

しい対処の仕方等々を理解する。雪の中なのに汗をかくこと、そして滑降が自由になった感動、

練習の成果が目に見える喜びや成果が上がらない悲しみ等々短期間の中に相当な量の体験をし

ているのである。雪上での体験ばかりでなくインストラクターからのお話しやホテル内での従

業員やスキー場等での土地の方との関わりの中で雪国の自然現象や生活や子どもの様子を理解

し、私たちの日常生活との違いを気付くことができればと考えている。

　②　交歓会と研修会と通して

　　 　初日の夜は、学友会関係の学生を中心にして教員、インストラクターと学生達の交歓会があ

る。練習班毎にインストラクターや教員を囲み、ゲームや各部屋毎の出し物等楽しい時間が設

定されている。各部屋毎に事前に、レクリェーションの準備をしておき、発表したり、全体を

動かしたりするのである。この交歓会により、インストラクターや指導者との関係も親密さを

増し、以後の練習も効果が上がるのである。

　　 　２日目の研修会は筆者が幼児体育Ⅱの学生だけを対象に、技術の進歩の状態や練習課題での

気付き、問題の解決、身体ほぐし等を行ってきた。19 年度からは、参加者全員が保育科の学

生であったので、授業以外の学生も一緒にし、保育のためにより効果的な時間の過ごし方を考

えて「保育者」について車座になってグループ討議を行うことにした。引率の先生方にも各グ

ループに参加して頂いて討論し、最後に各グループの代表に発表させることにより、意識を高

めたり、更なる理解を深める効果があったと思われる。

　③宿泊を伴う保育者の仕事の理解と実践

　　 　幼稚園や保育園においても夏季に比較的多く行われている行事にお泊り保育がある。各園舎

で行う場合もあるが外部の施設を使って行われている例も多くみられる。そこでこのスキー・

ボードスクールの期間を利用して、宿泊を伴う場合の保育者の在り方について学ぶこともあわ

せて取り組んでいる。

　　 　各部屋毎に当番制にし、各個人の健康調査票を用いて、朝・昼・夜と食事・睡眠、排泄、身

体状況等健康状態を把握し、教員と連絡をとり必要に応じて対処の方法を指導したり、教員の

部屋に呼び対処する方法で実践し、体験的に学ぶようにしている。各個人の健康調査カードは

忙しいけれども、必要に応じて声をかけられるように必ず目を通しておくことが大切で、毎年

そのように実施している。

　　 　このように、各自が自分の健康管理をすることと当番制ではあるが、皆のために責任をもっ

て活動する機会があり、皆の協力がないと上手くいかないので協力し合い、目標に向かって励

まし合いながら活動している。この健康調査票は最後にスキー・ボードスクールのまとめとし
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て「自己の成果」「反省感想」等を記録してもらい評価や次年度へ向けての参考にしている。（学

生委員会としても反省会を実施している）ここでの共同生活では、嬉しさ・楽しさのあまり睡

眠時刻の遅れが気になるところであるが、学生は「授業で来ている」という意識や当番制の健

康調査、その他、練習班長と指導者・インストラクターとの班長会議、食事の度に行う学友会

役員からの諸連絡、あるいは教員からの連絡等を通して予定表通りの規律ある生活が営まれて

いる。ここでの生活を通して宿泊を伴う場合の保育者としての仕事や留意点等についても体験

的に学んでいるのである。

　　 　スキー・ボードスクールは、わずか２泊３日の短期間ではあるが、事前の諸準備や活動、事

後の活動も含め、事務局・体育担当教員、引率教員、学友会役員、練習班長、室長等々互いの

連携活動により綿密な計画のもとに実施されている。学生各々が責任ある行動をとることによ

り、毎年、大過なく無事に終了してきている。大自然の中での活動を通しての感動や、厳しさ

の体験、そして慣れない運動の練習で疲れたり冷えきった身体を温泉で暖める幸せ、手を汚さ

ずに頂ける美味しい料理、友達や指導者との交流、同一テーマでの議論、親しいグループ構成

の部屋での活動等々、滑降技術の進歩による充実感とともに貴重な多くの体験を共有し、密度

の濃い学びをしていると確信している。実際に滑れるようになった学生が、保育現場に就職し

て園のスキー行事に活かすことができたという報告も頂いている。このように学生にとって貴

重な体験ではあるが最近は一般の参加者が少なくなっている。そして、県内では実施できず近

県とはいえ経費がかかることが最大の難点である。

Ⅴ．まとめ

　一年生はいろいろな高校から入学し、個人差もかなりある。そして年々「おかしい」と思うこと

が増えているように感ずる。基礎体育ではいろいろな運動遊びを体験し、その発展として創意工夫

による遊びの考案など楽しみながら体力づくりも考えて実施している。そのために自然や動物に触

れ、人と関わり、十分に観察することや意見の交換を行い、正しい理解の基に活動することを望ん

でいる。より多くの友達のと活動体験を通し、自分にないものを学び得る機会を増やし、臨機応変

に情報を発信しながら気付きや実践の習慣づけを図ってきた。

　二年生での体育の授業は選択になり、前期に体育を取らない学生が出て来るが、基本的には一年

生での学びが土台になり、継続して積み重ねる形となる。

　各々の授業科目毎にねらいに添って実技を学ぶのであるが、その中で、よりたくさんの事が体験

でき、既に学んだ保育に関する内容が活用されることを望み、活動してきた。他教科で学んだこと

も活動の端々に入れることにより、その教科の得意な学生は、表現・製作等十分に活躍できるので

ある。そこから身体活動への意識が高まれば良いのである。

　また、対人活動やグループ活動を多く取り入れることにより、他人との交流、会話、模倣、意見

交換等学ぶことを重視してきた。その活動を盛り上げるために、良くも悪くも「自分の考えを必ず

持つ」ということを意識して取り組ませてきた。作品は簡単なものでも「自己評価」や「相互評価」

を記録することにし、「発表する」ようにした。

　できれば運動が上手であるのが良いが、運動が嫌いでも「教え方」が良く分かり、幼児たちを十

分に活動させることが出来るように学んで欲しいのである。「今より少しでも良くなるように努力
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する」ことを目標にし、その結果を記録し、振り返ることで自分の向上に気付くことができる。

　心身の健康状態が良ければ「学び」や「活動」も前向きになり学生生活が充実してくるであろう。

とにかく、高校では嫌いであった体育が「楽しくなった」という感想は筆者としては大変嬉しいこ

とである。また、保育の場で活動するからには子どもと楽しく遊べなくては困るので、保育者とし

ての常識やあるべき姿についても気付かせるように取り組んできた。最近は、身体活動の減少や生

活リズムの影響で、体力が落ち、姿勢の悪い学生が目立つようになってきている。学生各自が心身

の健康意識を更に高め、体力維持・向上につなげる生活の実践が必要であることを痛感している。

　本稿は平成 20 年度全国保育士養成セミナー、全国保育士養成協議会第 47 回研究大会に発表した

ものに他の授業科目を加えまとめたものである。
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内山　　源・海野　富江　

　学校保健の学界も健康教育の学界等にも学会や学会誌には「トツテクル研究」が一般であり、しかも量
的研究が殆どである。研究は「トツテクル研究」だけではないことを、かって学校保健研究誌に述べたこ
とがあるが、「トツテクル研究」にしても量的研究だけであってはならない。質的研究である。わが国の
看護学界では最近、やたらと「質的研究」を強調、充実するようになった。これはよいことである。だが、
学保保健や健康教育、性、タバコ、安全等の領域では全く動きがない。質的研究も研究内容、方法等は多種、
多様である。しかも、深く重い、最近の学会誌に見られたものは浅く、狭い。グランディドセオリーによ
るものは深く厚い。量的計算処理・パソコンソフト型の分析のようにはいかない。本論では、古くからの
保健認識調査研究について、健康教育の内容、方法等の関連で、質的研究としての必要性、重要性につい
て再度確認することにした。

１　保健教育内容の選択、構成原理研究の問題

　健康教育・保健教育の内容カリキュラム、教材を①何から②どのように③選択④構成するか、は

ごく一般的な教育学、教科教育論で基礎的基本的事項として歴史的に、理論面、実践面からも問題視、

検討されてきた。だが、これらを保健教育や近年の健康教育領域の研究、実践でみると歴史的には、

また、内容的にも浅く薄い。これらの一応の成果をまとめたものが「ぎょうせい」から 1981 年に

出版されている。これは吉田・森の『保健科教育』1 であり、森が担当して保健教育内容のカリキュ

ラム構成を例示しながら若干の検討、評価をし、自己のもの・小･中学校のそれらを提示している。

その中で大きな影響力をもったものは小倉の「５・６領域私案」23 である。氏は他の者とは異なり、

クラークらの天秤型のモデルを用いて（健康成立要因モデル）教育内容の構成を行い提示した。

　この種の論議は筆者がこれまで多くしてきたので繰返すことはしない。1972 年の日本学校保健

学会のシンポジュウムで提示、解説し、1974 年の「現代保健科教育法」4（大修館）の中で「選択

構成原理」を解説した。この中では先行研究としての他領域である一般教育学研究者の研究成果の

検討を紙幅の許す限り記載した。それらは「ダ二ロフ、井上、広岡、タバ」である。これらの論議

と並んで、1960 年代から 1970 年代にかけてなされたものには、子どもの経験を中軸にする「経験

カリキュラム」（The Experience Curricilum）と学門、科学の知識体系を中軸としる「教科カリキュ

ラム」（The Subject Curriculum）の検討がなされたり、学力論が問題にされたりしていた。もち

ろん、前者は「這い回る経験主義・学習」などと酷評された。その頃 1960 年代のブルーナーの現

代化、構造化論で教育界は強烈なインパクトを受け各科各領域でこれらが「流行」となった。

　しかし、1970 年代になると、これも実践的、理論的にも「おかしい」とされ過激な構造化論は

消えた。だが、しかし「知識爆発」（Knowledge Explosion）の大きな課題が残り、蓄積されてい

るにも拘わらず、その後、構造化の研究も実践も忘却、放棄された。それから約 40 年後の現在、

情報、知識は「大爆発」の状況にある。「現代化」も「構造化」も「基本的事項概念化」等も不可

欠であるのに「無視、放置」となっている。これらの解説、議論についてはここ２､ ３年の関連学

会 5 でもその重要性を再々確認の意味で繰り返したのでここでは触れない。

（25）
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　経験主義のカリキュラムの考え方からは①子ども・学習者の条件、②子どもの成長発達に伴って

社会から必要とされる生活、労働等の経験、学問、文化財カリキュラムの考え方からは③学門・科

学的知識の体系、内容構造の、３つが単純に抽出される。これまでにも保健教育界でもこの「三つ」

を主張、解説する者がいた。筆者はこれらを検討し、その欠落点の一つとして④学校教育の現場の

要因（ⅰ、教員等、ⅱ、教具、施設、設備等、ⅲ学校事業、行事計画等）の条件を補足した。

　つまり、①、②、③の編成カリキュラム・教材でもって実際に授業を行い、教育・授業実践の「フ

イルター」を通してみないことにはその有効性、有用性等は分らないということである。「這い回

る経験主義」の 1940 年代、50 年代の教育現場での実践は、その「実証的根拠」を現場教師の実践

的確信として点検、評価し、批判されたことになる。今、また類似した教育体験を現場教師達は体

験させられている。「生きる力」に「ゆとり」の教育実践の体験である。学力問題だけではない。「力

はつかない」「荒れる」「いじめ」「不登校」等である。ところで問題はそれから先である。「三つ」

ではなくて「四つ」だとしても具体的にカリキュラム構成、教材構造等をどうするかである。これ

らの四つをどのように関連付けるか、である。内容は何か、である。

２　健康、保健教育内容選択・構成の４基準・原理間の関連と基準原理内の要素・構造

　そのためには大別して二つの観点がある。その①はこの「四つ」の各事項の内容の検討である。

四つの中のⅰ）「保健の科学技術」の体系、構造がどのようになっているのか、そこでの体系、構

造の基本的要素・事項は何か、である。ⅱ）は子ども・学習者の条件であり、そこには a、認知的

領域、ｂ、情感的領域 c、活動的・行動・生活的領域（SHES) の３領域とその関係がある。ⅲ）、ⅳ）、

についてはこれまで多くのべてきたので省略する ｡

　その②は、これら４つの相互の関係である。先述した通り「３つ」を上げた者は少なくないが「３

つ」の内容の研究成果や３つの関係について研究し、その成果を発表、解説した者はいない ｡ その

中で小倉だけがⅰ）、とⅱ）、の関係を追求し、実践的にも理論的にも成果を提示、解説し多くの論

文や著書で示した。このⅱ）の方は「現在」でもしばしば現場でも研究界でも開設、主張されてい

る。それは「子どもの実態に即して…」｢ 子どものリアルな姿を教員が、保育士が理解、認識して

いないことには…｣ 等といった言説が存在することである。

　そこで「…の実態に即して」と言う場合、「子どもの実態をどう認識、把握するのですか」「把握

したらどのようにカリキュラムや教材に、指導方法等に結びつけるのであろうか」等をこれまで多

く質問し、議論してきたが、「中身のある解答」が出されることはなかった。ほとんどが、いつで

もピアジェとかワロン、ヴィゴッキイの一般的心理学発達理論との結びつけであった。これでは、「子

どもが具体的に保健について考えていること、どんな知識や言語、概念を持っているか、用いてい

るか」はわからない。「病気の発生や、流行、治療、医療の活動の事実、有害な病因・病原体と人

間・人体・感染・発病との関連」「健康安全の成立要因」「病気、自己、災害のリスクと予防」「病態、

障害態、・傷害態の悪化、低下と医療、福祉、・介護、保健、保険との関係」等についての知識や認

識、思考等については、ほとんど何も把握することは出来ない。

　「子どもの実態を…」「子どものリアルな実態・考え方を…」「子どもの生活的概念の把握、理解

がない…」などと主張しながら、その内実は空疎であったまま、このスローガンもどきが現在も続

いている。教える側で、上記のような保健教育の内容について情報を入手分析して認識、理解して

（26）
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いないと現実の保健教育・授業はうまくいかない。

資料１6 は子どもの認識の学力を６種、井上が示し、

教育界で提示、解説したものである。40 年ほど前

のことであるが、筆者のように「保健認識」の調査

研究や「保健の科学的認識の発達」を目的、目標に

する保健教育の研究者にとって奇妙な「六種」であっ

た。

　資料２7 は後藤が井上の６種と関連づけて小学校

と幼稚園・保育内容との関連性を示したものである。

先に奇妙な、と述べたがそれはこの資料２で更にお

かしくなる。奇妙な６種の認識の中に保健認識は何

処にあるのか、ないのか、である。まさか、教育学

者達は「無い」と考えているのではあるまい。だが、

その頃のものは全てがこの種のものとなっている。

「保健認識を」「保健認識の研究を」と主張したのは

小倉である。しかも昭和 30 年代である。これが奇

妙さの一つである。次は後藤の提示した関連図であ

る。どうして「身体運動認識が保健認識になるのか」、

である。身体運動認識をやっていれば小学校５年生

の「G 保健」で保健認識が発達するというのであろ

うか。どのように考えてみても、この「二つ」は概

念的、理論的、論理的にも関連、還元、置換、同一

視出きるものではない。確かに身体運動の一部分に

ついては健康の成立に関わるが、それが保健認識に

直接的に繋がるものではない。それは「G 保健」の

内容に限定しても同様である。まして、広大な保健

領域・認識については無理な話である。これは 30

年ほど前の「教育方法学会」の論文である。この問

題については学会、研修会等で取り上げ、繰返した。

　しかも、この種の思考傾向が受け継がれ、平成の

現在でも幼稚園指導要領の「健康の領域」に逆の型

で残されている ｡ それは「看板」が「健康」となり、その内容は「身体運動系」が主軸となってい

るからである。これでは幼稚園、保育園、小学校を通して「保健の科学的認識」や「保健の学力」

は育ちようが無い。ところが、平成 20 年になって、大学健康教育にさらに、珍妙なものが文科省

の GP をパスしたものの中に現れた。これがどうし健康教育か、である。体育科の内容と混同・混

交・混合したものである。それが大学健康教育として出現、発表されている。海外、先進国の健康

教育の専門書やテキストに実践の学習、研究、研修、検討したことがあったのであろうか、これで

は、「保健認識の発達」とか「保健の学力」どころではない。

　

３　
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資料－１
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３　保健教育実践的研究における「質的研究」としての観察、記録、関与・内容化

　以上は、子どもの実態を捉えるには保健認識調査研究が必要であり、その重要性触れた。これは「質

的研究・調査による実践的研究」である。いうまでもなく教育調査に関する研究には「量的調査研

究」がある。これらについては子どもの実態把握にとって長所もあるが欠点も少なくない。殊に前

述のカリキュラムや教材、指導方法等との関連では問題が少なくない。これらについては多く述べ

たので省略し、保健認識調査研究については再確認のため後述することにする。

資料－２

（28）

※ 保育内容六領域と教科の関連性 （注） 内円、番号は保育領域の柱を示す。外円
（ドーナッツ状）符号は各教科内の柱を示す。
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　ところで、保健教育に関わる「質的研究」といえば、則「保健認識調査研究」と我々は考えたわ

けではない。これまで教材や指導方法の改善に具体的直接的に関わる研究として、この研究を進め

てきた。ここで我々と述べたのは、昭和 30 年代から 50 年代前半までは小倉がリーダーとなって複

数の、院生時代からの研究者がいたからである。その後、離脱する者が増え、それぞれ別の研究テー

マに向っていった。

　論を戻して「質的研究」であるが、この研究でも質問紙調査だけでなく、｢ 面接・インタービュウ、

観察｣がなされていた。質問紙調査だけでは判断し難い点、意味不明なところなどを個別的に当たっ

たり、数人の ｢ 子ども達と対談、会話 ｣ しながら、また、授業実践の中で実態把握に努めた。さら

に、授業の担当による「実践的研究授業」の際の「観察・記録」である。これらについても、古く

学校保健研究誌等 89 で報告したり、再確認のため新しく発表、解説したりした。

　この観察では対象となる保健授業が少ないし、授業が実施されていても観察（外的他者観察）を

拒否されることが多いため、共同研究の保健授業に限定されていた。正規の観察ができたのは付属

中時代の教育研究大会時における研究授業のみである。そのため、観察の対象は保健の授業に ｢ 限

定することなく、保健授業と同一クラスの理科の授業、社会科の授業 ｣ 等の観察をも行った。これ

は同一クラスの児童、生徒の学習行動を知るためである。

　むろん、上記の研究大会等は全国的レベルで少なからず実施され、他教科の研究授業は容易に観

察することができる。この外的他者観察・記録を質的研究としてどのように関連づけるか、が大き

な問題として残されている。付属中・併任校長時代は、毎年、教育実習の学生が来て、実習活動の

指導に関係した。彼らは「指導案、教材作り、実習日誌」等の作業に追われ真剣そのものであった。

しかし、中には ｢ 僕は絵描きになるのが目的だから ｣ と云って、これらを「雑」にする学生もいた。

４　質的研究としての観察（a、外的他者観察、b、内的実践的観察）と実習日誌

　実習日誌は①「観察」内容と記録が重要事項となる。①を軽くしたり、浅くして②の反省点･学

習事項ばかり述べたものもある。現在、短期大学の保育科にあるが、保育科の学生にしても保育、

幼稚園実習の「実習日誌や指導案」等の作業は重く重要である。ここでも実習日誌の①観察内容と

記録面で大きな問題がのこされている。実習であるから a）、第３者的関与観察ではない。b）、実

践的動的観察である。その問題の観点なり基準もなく、曖昧なまま幼稚園での生活事実を時刻を追っ

て、行動や活動の主題・名称・看板のみを記録するものである ｡ 例えば極端な例として、園側・園

長から厳しい文句・注文を受けたことがる。それは「９時から園長の講話が 40 分あった」と実習

日誌に記録された内容である。これに目を通した園長は怒った。「これはナンダ」である。園長の

講話の内容については、重要なポイントの「メモ」すら取っていない、と。「大学でどんな指導を

して実習生を幼稚園に送り出しているのか」、と厳しい批判と注文をうけたことがる。

　これは時系列的に「…時」に「行事・活動名」の記録である。「…チャンがケンカした」「…時か

ら先生の指導を受けた」「一緒に遊びながら、かかわりを深めていく」「幼児の一人一人の応じた援

助をしていく」「幼児と協力しながら見守っていく」「…サポートする」の類である。この他、活動

事実の記述抜きの感想や反省文、子供間の、保護者とのトラブルの内容事実・会話・ナラテイブの

記述なしに、感想、反省文である。これでは「自己点検」にも「評価」にもならない。次は保育科

学生のその種の事例 10 である。（資料３）

（29）
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（30）

資料－３

観　　　察　　　事　　　項

（Ａさん）
　幼児の活動の流れを把握できた１日であった。これからは幼児理解についても学ん
で行きたいです。
　・５歳児の話を聞く様子、態度、理解度………
　・４歳児の話を聞く様子、態度、理解度………
　・友達関係はどうか　　　　etc
　４歳児は先生や実習生にべったりしていたことが多く、５歳児は先生や実習生と対
等だと思います。また、５歳児は友達同士で解することが多かったです。

観　　　察　　　事　　　項

（Ｂさん）
　子ども達は遊びの中でいろいろなものを見て想像力豊かである。箱を繋げて動物を
作ってみたりと思い思いの作品を作っている。

「これはどうするの？」と聞くと
「これはここにつけたい」「ここはこうしたい」と
自分の意志を持っていてきちんと思いを伝えている。

観　　　察　　　事　　　項

（Ｃさん）
　子どもは遊んでいる時や会話の中でささいな事で言い争う場面がある。例えば、同
じテーブルで絵を描いている。一人の子が同じ位置から動こうとはしない。何かを取
りに行ってその場を空けていってしまったら他の子に座られてしまった。「ここに座ら
ないで」とその子は友達に言っていた。この時「いじわる言っちゃだめだよ○○ちゃ
んだけのテーブルじゃないよね」と会話しながら互いの気持ちを探り、それぞれの欲
求を満たす事ができるように配慮する事が大切である事が分かった。
　一つ一つを理解して心情を受け止めなければならない。

実　習　生　の　か　か　わ　り

（Ｄさん）
・一緒に遊びながら、興味、関心をひきだしていく。
・友達とのかかわりを見守り、一人一人に応じた援助をしていく。
・あやとりはすぐにひもが取れるように準備しておく。
・絵あわせを幼児と協力しながら行う。
・おり紙をとれるようにしておく
・一人一人を見守り、サポートする。
・上手く丸く出来ない幼児には一緒に行う

（Ｅさん）
・危険がないように見守りながら遊んでいく。
・ハサミの使い方などを見守り危険がないか見ていく。
・切れない物は一緒にやってみて出来ない所は援助していく。
・「片付けだよ」と言葉をかけ一緒に片付けていく。
・ トイレの入り口の所に立ち手洗いが出来ているかシャツがズボンに入っているかを

見ていく。
・トイレに行っていない子に声をかけていく。
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　これらの問題の性格、意味や問題の重大性・軽・重の水準の「観点」と「基準・尺度・指標」を

欠くことによるものである。筆者が教育学部教官時代に教育実習の ｢ 事前指導」として、特に 20

年ほど前の付属中時代の校長講話資料として用いたものを概略示しておこう。実習活動における観

察と記録の対象としてここでも有名なブルームと SHES の枠組みを活用したものである。それは

三つの観点・側面である。①認知的領域（Cognitive Domain）②情感的領域（Affective Domain）

③運動・行動・生活的領域（Action Domain）である。③はブルームでは Psychomotor Domain で

あるが SHES の方はそれをアレンジして（Action Domain）としている。

５　 実践的活動の共同における観察・関与とその記録の対象としての３側面及び３次元・概念・モ

デル・理論負荷性

　観察の認知的側面は何か、である。学校、園生活におけるⅰ）（ヒト）（モノ）（コト）の a、個別的 b、

関係的な知覚の対象の「記述」と「説明」（D －１）である。この①の観察記録は１日の勤務・実

習時間の枠内でも「無限」となる。そのためⅱ）、知覚対象の事実における問題性と問題水準から

重要なもの、必要なものを選択、決定しなくてはならない。或る時点における空間、位置から、或

る側面、視点における知覚対象とされた事実は重大なのか、必要なのか、どうか、の選択で記録の

対象は限定される。（D －２）

　子どものケンカ・争い・意地悪・いじめは年から年中である。軽いものもあれば重大な受傷に繋

がるものもあり、短時間のものあれば繰り返し、長時間に及ぶものもある。小、中学生にもなると、

観察の視野にはいるものは相対的に少なくなるし、知覚対象外でこれらの事実が存在する。これは

「昔」からの事実である。「タバコ、アルコール、異性交遊、暴力、万引き」等は戦前からの問題で

もあった。論を戻して、つぎは　ⅲ）、の観察と記録である。当面する課題となったものを解釈、解消、

改善するには、問題解決のために、どんな方法、技術等を用いて何を実施しているか、である。（D-3）

の子どもの争い、ケンカをどのようにして子ども達は止めたり、仲直りしたり、解決したり、誰が

仲裁・仲介に入っているのか、等である。子ども間で難しく、激しくなった場合は先生はどのよう

に対応（ことば、共感、表現）しているか、等である。これらに対する実習生の学びは多い。物凄

い感動を生むものである。また、保護者とのトラブルも続発している。保護者と園との関係（ことば、

用語、動作）であったり、保護者間の関係であったり、である。「子どもを産んだことも無いくせに、

生意気なことを言わないで…」と保護者に食って掛かってこられて困惑した、と話してくれた卒業

生・現幼稚園勤務教諭がいた。実習生は、それをどのように観察し記録等するか、できるか、である。

　②は情感的領域における①の事実、事態に対する情感的反応と評価の記述である。③の行動、生

活領域育は、それらの状況における実習生としての言動、行動、生活である。そして、これらの生

起事実、問題事実に関する生起、成立の「説明」である。「どうしてこんなことのなってしまった

のか」「何故、こんなことが起きてしまったのか」等である。②の記録内容は「とても驚いた」「う

れしかった」「恐ろしかった」「苦しくなって悩んだ」「素晴らしかった」「凄い先生だと思った」「あ

の優しさと忍耐強さ・我慢強さはまなばなくてはならない」等である。これでは事実「ことばの交流」

の記述にはならない。自己の主観的フイ - リングの記録である。③には繋がらない。③は②と似た

「ことば」・用語の記述になる。「元気づける言葉かけ」「支援する」「…サポートしてやる」「相手の

気持ちになってやる」等の類である。ここにも「コトバ・交流・ナラテイブ」の欠落である。第３

（31）

102



茨女短大紀№ 36（2009）6-8

者的な用語・抽象的なコトバである。

　以上が実習体験・生活を通した実践的な子どもの実態把握における「質的研究」としての ｢ 観察・

関与・インタービュウ ｣ の概略である。筆者はこれまで質的研究としての保健認識調査を 45 年ほ

ど実施し、学会発表や論文、著書等でも発表、解説してきた。だが、その反応は鈍く、空白の状況

である。「保健認識調査はそれだけか」ではなくて、実践的に「観察・関与」も、「授業研究、教材

研究、生活・保健指導との関連」でも実施してきたので繰り返し述べておくことにする。つぎは保

健認識研究に戻って、発達段階との関連について述べる事にする。

６　教材構成における保健認識との関連及び成果の活用

　発達段階との関連する教材は、もちろん、NIE だけではない。一般的原理的には教育内容、教

材と学習者の①認識領域との関連対応である。学習者が　どんなコトバ・用語、概念等を持ち、そ

れでもってどのように認識しているか、できるか、である。これが基礎、基本である。この他、②

情感領域の興味、関心、態度、価値観―感等に③行動、スキル領域もあるが認識領域が主である。

土台となるものである。これらは先述した対象枠組みと同じである。

　そこで保健認識の発達段階、発達の内容等を把握する為に、学年ごとの保健認識を「質的調査研

究の方法」で調べることになる。これが保健認識調査であり、筆者は昭和３６年から始めている。

この研究を最初に提起し、勧めたのが学校保健界の第一人者であった小倉教授である。これを「量

的○×式」調査の量的処理や研究方法の客観性、真理性、妥当性等からみると、当時の院生達の中

にも異論、反対意見を持つ者も少なくなかった。

　「手間・暇の時間」と「労力」である。殆んど「朝から夜まで」の「分類・コーデイング」等の

長時間の作業であった。○×式の方は単純である。○か、×しか存在しないから、量的操作は簡単

である。保健認識調査の方は「○と×の間」に「なにか」があり、「○と×の外に」何かがあり、

しかも「○」とは何か、「×」とは何か、を常に問われ、問わなくてはならないことである。「○」

の中の要素が全て「スモールの○、○、○…」ではないことである。「○○、×、○…」等の要素

構成となっていることである。「分類で議論しコード化で議論し、分析で対立・ケンカ」したりした。

質的研究の難しさである。しかも、その当時は 1960 年代後期 ､ 世界的に有名なあの J、Brunner

の現代化論も SHES の構造化、概念的アプローチ、カリキュラム構成等も存在しない頃である。保

健認識調査で「何を」調査するか、の問いは量的調査対象が質的調査対象に置換されたようなもの

であたった。調査の対象は量的だが分類、分析、教材化、方法化等は質的であり、これに続く実践

的な授業研究等は時間的系列の中で概念、モデル等の負荷的な観察、記録、分析がなされ、量的側

面と質的側面が交絡しても「仮説実験検証」的ではない「変数間関係」を追求しない研究としてと

らえていた。

　ところで、保健教育の内容について、当時は構造化、基本的概念化、概念構造の上位、下位概念

等のアメリカの SHES が示した内容の議論 ､ 検討はわが国の学会レベルでも全くなかった。それら

は昭和 40 年代に入ってからのことである。それらは小倉が提示、説明して来たように著名なクラー

クの「天秤型モデル」による保健教材内容の領域構成である。Agent と Host と Environment の３

大要因であるから、機械的に行なえば「３領域」である。これらの３大要因は独立別個の存在では

ないから「関連・影響・相互作用」がある。図１－ ０ はそれらを簡略化・モデル化したものである。

（32）
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　小倉は図１－⑴、⑵のような構造は示さず「５領域・私案」から「６領域私案」へ移り、これを

提示し続けた。筆者の図１－⑴、⑵は昭和 41 年から「保健科教育法」の講義やゼミナール等で用

いたものである。この３大要因の「組み合わせ作業」を受講生の課題・学習レポートとして作成さ

せたりした。その一部は大修館の体育科教育誌 11（1978 年 12 月号）報告し、研究会や研修会で解

説したりした。無論、図１－⑴のモデルが則、保健教育の内容となる訳ではない。それは「第一次元・

（33）

　　　①　Agent（動因・病因）× Host（宿主・人間）
　　　②　Agent × Host × Envirowments（環境･自然、社会文化要因･条件）
　　　③　Agent × Host × Behavior ･ Life Style（行動・生活）× Fwivonment

　図１－⑵
　　　④　①× Health Level（健康水準・問題性・種類、意味））
　　　⑤　②× Health Level
　　　⑥　③× Health Level
　　　⑦　④，⑤，⑥× Safety Level（安全水準・問題性・種類、意味）
　　　⑧　④×（対応・方法、技術、方略等の選択、決定、開発等）
　　　⑨　⑤×（　　　　　〃　　　　　　　　　　〃　　　　　）
　　　⑩　⑥×（　　　　　〃　　　　　　　　　　〃　　　　　）
　　　⑪　⑦×（　　　　　〃　　　　　　　　　　〃　　　　　）

　図１－⑴
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一
次
元

第
二
次
元

⎫
｜
⎬
｜
⎭

⎫
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科学的事実次元」でしかないからである。現実の生活世界は第一次元だけで成り立っているわけで

はない。第二次元（図１－⑵）、第三次元の３次元構造である。現代の世界で当面するわが国の健康、

安全、性問題とは何か、である。ソーシャルニーズへの対応であり、その優先順位化で健康教育内

容は選択、構成されることになる。つまり、「第二次元」の教育内容化である。旧衛生・医学時代、

衛生教育的内容との違いである。この第２次元を欠くと、先進国では一般的、既存的状況を「日本

国」だけが長年に亙って「放置」「無視」した如き事態をもたらしたことになる。

　それは「タバコ」であり、「アルコール」「ドラッグ」「性」にかんする保健教育内容領域として

の内容化、構成、構造化の欠落である。これらは第１次元でみれば（Agent）動因・病因としての

有害物質・化学的物質としての存在であり、クラークらのモデルにもある。この Agent の存在や

所在と Host との関連の様態がなければ問題の対象にはならない。「人間」が「タバコ」「ドラッグ」

等に接近し、社会、企業・産業・生産資本のエコノミー等が Host と Agent に関連を持ち、作り出

すから、大きな健康、安全問題として出現してしまったのである。40 年ほど以前に保健認識調査

の研究会・報告会等の際には小倉教授に再三、再四、その必要を申し入れた。「SHES にも入って

いるではないですか」「ASHA では Sex Education のカリキュラムが出されていますよ」と。その

後の 1980 年代の６領域私案の大著「中学校保健教育の計画と実践」12 にもこれらは構成されるこ

とはなかった。

７　保健認識調査研究における質問の構成・構造と教材構造化との関連

　保健認識調査では言うまでもなく、各種の調査研究でも対象となる「なに」を、の構造化、概念

化は不可欠である。その目的が健康教育等のカリキュラム構成等にあればこそ ､ である。したがっ

て筆者の場合は全て図１－⑴、⑵に示した構造で質問が構成され、さらに第二、三次元の構造によ

る構成がなされている。だが、そうなると、質問の量が多くなり、現実の調査では無理となる。そ

のため、先述したように ､ 第一次元の（D-1）を核にしてそれを分析的な質問構成で調査を実施し

てきた。しかし、それでも現場の学校側の条件に適合しない、と云う理由で拒否されることが少な

くなかった。

　質的調査でしかも、学年別に小、中、高校と大量の調査である。この種の認識調査は 1980 年代

前期までで、後期になると、さらに実施困難となり簡略化せざるを得ない状況になった。それらの

ささやかな保健認識調査結果については昭和 30、40、50 年代の学会等で報告 ､ 発表してきた。そ

れらの主なものをまとめたものが表１である。各教育内容領域における認識調査結果の「共通項」

であり、1982 年の「健康障害と予防」13 の中でも報告した。（資料－４・表 18 参照）

　だが、この表１・結果には年齢・発達段階との関連が省略されている。これを小学生から大学生

まで作るとしたら膨大なものとなる。しかし、「発達段階に即応した…」は、このように詳細で複

雑な作業・研究を必要とする。その一般的内容は表１に示したものでよい。だが、現場の実践者は

目の前の子どもの現実像に即応しなくてはならない。一般的特徴の把握、追究は研究者の仕事であ

るが、具体的で実践的な教材作りとか発問、学習作業・活動・レポート作成等は現場の実践者の仕

事である ｡

　表１に示したように、小学校や中学校の児童生徒は保健、安全現象の生起の原因を「単一原因・

結果」（Single Cause － Effect Relationship）で捉える者がほとんどである。例えば、「肺ガンの原

（34）
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資料－４

第３章　健康被害の予防と保健指導

表 18　保健認識調査質問構成の構造──喫煙者の例

（質問の展開とその型）
A 包括的大型―→ B 分析的中型―→ C 細分・限定的小型

（
科
学
的
問
題
認
識
・
解
決
の
過
程
）

⑴ 問題の存在・所
在の認知

⑵ 問題把握、指標
の理解

⑶ 問題生起要因・
条件の探求方法、
論理の理解

⑷ 問題生起要因・
条件の認知

⑸ 問題解決方法、
対策の理論的構
成

⑴の例
① タバコの害にはど

んなものがありま
すか。

② もし、世の中にタ
バコがなかったら、
どんなことが考え
られますか。

　等
⑶⑷の例
① 喫煙はどうして健

康、身体によくな
いのですか。

② 肺がんのもと・原
因にはどんなもの
がありますか。

③ 空気汚染のもと・
原因にはどんなも
のがありますか。

④ どうして、喫煙す
るのですか。

⑤ どうして、喫煙は
なかなかやめられ
ないのですか。等

⑴の例
① タバコが人体に与

える影響にはどん
なものがあります
か。

② タバコは人の健康
に害を与えるほか
に、どんな害をも
たらしますか。

③ タバコを吸わない
人が受ける害には、
どんなものがあり
ますか。

⑶⑷の例
① タバコを吸ってい

ると肺がんになり
ますか。その理由
は？

② タバコを吸わない
でいたら肺がんに
なりませんか。そ
の理由は？

⑴の例
① タバコの呼吸器系

に与える害・病気
にはどんなものが
ありますか。

② タバコの循環器系
に与える害・病気
にはどんなものが
ありますか。

③ タバコの消化器系
に与える害・病気
にはどんなものが
ありますか。

④ ①のほかにどんな
ものがありますか。

⑤ ①と②のほかにど
んなものがありま
すか。

⑥ ①、②、③のほか
にどんなものがあ
りますか。等

（BC レベル略）

⑹ 実践的対策の認
知

⑸⑹の例
① 自分がいつも健康に心がけて実行していれば、健康を保ち、

守ることができますか。
②タバコの害をなくし、防ぐにはどうしたらよいでしょうか。

（注） ①縦の科学的問題認識解決過程は児童・生徒の発達程度に応じて⑴問題認識、⑵原因把握、⑶対策
の３段まで簡略化することができる。学年が進むにつれて細分化するとよい。
② A レベルの質問回答のなかには、BC レベルの質問が、その解答・ヒントとなることがあるので、
用紙の配布回数は２段ないし、３段に分けて実施する。
③⑶⑷の原因把握および⑸⑹の対策では、if質問で子どもの論里を確かめ、思考展開を促進するとよい。
④これは認識調査の質問構造であるが、授業における主要部の発問の構造でもある。
⑤授業の際の発問は A の解答が B の質問になるように「つなぎ」をつくって C に結びつけていく
ことがたいせつである。
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因は何ですか」「どうして肺ガンになるのですか」等の問いでは、40年前の調査時点から「タバコ」で

あり、また、「わからない」と同じように回答していたし、いる。これが高校になると少し、量的質

的に変化し、回答内容も複雑になるが、やはり、「単一要因的思考枠」に縛られている者が多い。こ

れらはタバコだけのことではない。交通事故とかエイズ等についても同様であり、あったのである。

　現場の実践のための教育活動は「一般的な発達段階への即応」というよりも、「自分の担当クラ

スの学習者への対応」である。一般的な学年段階など、中学校、高校へと進めば学校差によって大
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きな差異が出てくる。かって、筆者は付属中学校校長の併任時に中学２、３学年生を対象とした場

合は、平均的高校の２年生相当の応答、思考、認識を示す者がいた。中学生達が課外の自主的活動

として「エイズについて学ぼう」の自由集会である。

　このように教育の現場は担当するクラスの学習者の条件次第でその「即応」の内容が選択、決定

され、準備、作成されなければならない。では、自分のクラスの子どもを「どう掴むか」である。

日常的実践で比較的単純なものは①「発問」の工夫・「構造化」とそれに対する②学習との応答内

容（Peer Teaching － Learning）とナラテイブの③記録、分類、分析である。毎回の保健授業で

の学びである。②は誤答、未分化答、不足・不十分答、偏り答などいろいろである。これらの回答

への④対応・第二次教材化、方法化である。

　この場合の「発問」の「何を」も図１－⑴、⑵の第１次元の構造と内容である。もっとも図１は

モデル化した原型であるから、その実際は多種多様である。単純な Agent 〰〰〰→ Host 型であっ

ても、先述の「単一・原因・要因―結果」型の「１段だけ」では終わらない。前後には多段構成で

分枝型となる。前 ､ 後とは「結果から原因」を追求する場合と「その逆」の場合である。例えば、

これまでの多く報告、発表したものには HIV 感染の原因を「Ｉｆ発問」等で追求したものがある。

８　タバコ教材に関する保健認識ちょうさと認知地図（Cognitive Map）の活用

　これは③として「学習レポート」の作成に用いた、用いているものである。「肺ガンとタバコ」

との関係では、先述のように「肺ガンの原因は何ですか」の問いに対して、その回答が「タバコ」

① 保健、安全、性事象生起の原因の把握や対策を ､ 単一原因、要因、条件でとらえる傾向があり、
特定の方向に思考枠にとどまることが少なくない。また、不可欠･必要要因と条件の識別が
できない。

② 保健、安全、性事象における事実判断にしろ価値判断にしろ「黒か白、正か誤」式の二分的判断、
単純分断的思考がみられる。

③ 断片的な知識、表面的な事物・事象の名称的連関はあるが、構造的連関、機能的連関、構造
と機能間の連関、これらが主体から環境への連関となると、非論理的・非連関的である。

④思い込み、理論･理屈抜きの信念や固定的認識、被生活文化枠的信念によるもの。
⑤認識の枠が閉鎖系のなかにあって、その外に出ることが難しい非発展的・非創造的認識。
⑥生活経験・主体中心的・具体的個別的部分的認識、被生活文化枠的信念によるもの。
⑦直接感覚的認識、表層的感性によるもの。
⑧ 保健、安全、性事象生起要因・条件の記述、説明における混同・未分化、目的論的説明、ア

ニミズム（低学年）、現象要因的表層的説明など。
⑨保健、安全、性事象における問題性、指標、基準、尺度等の低次な認識。
⑩保健、安全、性事象の把握、比較等における指標等に関する低次な認識。
⑪ 保健、安全、性問題生起要因・条件と解決のための方法対策における論理的一貫性の欠落や、

短絡、主体中心的対策。
⑫保健、安全、性事象における相関認識と因果認識の混同。
⑬ 個人的対応・健康方法、健康管理の方法、技術が主であり、集団や、外的事項・他者、環境

への健康増進、保全への認識はきわめて低い。
⑭方法、技術、対策等の選択、判断、意思決定についての認識も低い。
⑮ 意思決定のプロセスや方法、技術等の適用、選択の際の矛盾、対立についての認識は殆どない。
⑯保健、安全、性等に関する自然科学的認識が強調され、社会人文科学的認識はうすい。
⑰自然科学的認識と社会科学的認識との関連づけがない。
⑱因果認識は推理過程、因果の条件を欠き短絡的な結論が少なくない。
⑲ 仮言命題的質問による推理は高学年ほど推理のステップが多くなり、直線的なものから分岐

化し、多岐的となる。

表１　保健、安全、性に関する小・中・高･大学生の認識の特徴の一部
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で終わっていたら両者の関係の科学的認識は深まらない。認識が浅く狭いと「予防の理論との関連、

結合」も浅くなる。現実的なヘルスプロモーションの活動で多方面で統合化された予防の対策が論

理的にも作り出せない。実践的にも役にたたないことになる。

　Agent（タバコ）と人間・Host との関係である。タバコの何が、である。タバコ煙の何が人体

の構造の何処を、どのように通って、何処に行き、人体の防衛・免疫の生理学的生化学的機能がど

のように働くから、どうなるのか、（図１－⑴－①）等である。人体構造、機能との関係ではなく、

タバコを吸う人間の側の行動、生活、社会、経済等との関係が別の方向で存在する。それは人間の

喫煙回数とか喫煙量、喫煙年数、種類等のことだけではない。タバコの生産、流通、販売、過程、

法律等の社会的政治的環境要因・条件のことであり、その認識、推理、想像等の追求の側面である。

　図１の「何を」に、このように前、後の関係について多段的に、また、多肢的に展開、拡大する認識、

学習と繋がるか、である。図１－⑴、⑵の①、②、③への発達段階への「即応」もあれば、上述の「多

段型」への「即応」も出て来る。学習者の保健認識の実態である。だが、これらは、図１－⑴に示

したように主として喫煙等の Agent と人間・Host と環境・Environment の科学的事実の側面（第

１次元）を対象としたものである。先述したように健康教育の内容構造は第１次元の保健の科学的

事実に関する理論、知識だけではない。「３次元構造」である。「発達段階への即応」は第１次元だ

けではないのだ。もっとも、「健康教育内容の選択、構成原理」に従わず、かってにカリキュラム作成・

教育内容化を恣意的に B レベルの専門書、論文、・情報等から「つまみ食い」様の内容化をしてい

たら、健康教育は「ばらばら」になってしまう。このことは 1972 年の学会・シンポジュウム以来、

繰り返し述べてきたので深入りしない。（資料－５参照）
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　C レベルの①の a、b、c　が「３次元構造」をなしており、a、が第一次元の内容に相当するので、

ここが肝心の内容となる。たとえば ､ 日本国の 1960 年代、70 年代の「純潔教育」の内容には「同

性愛」がない。アメリカの ASHA1967 年にはそれが「有り」である。このことは日本国に「同性

愛者」が存在、生活しておらず同性愛行為がなかった訳ではない。戦前から存在し、江戸時代以前

の武士階級にも存在していたのである。A レベルの歴史的事実、事象として存在したが、C、D レ

ベルの方は「お留守」になっていたことになる。

９　同性愛、性虐待、近親相姦、性同一性障害等の教育内容化・構造化

　B レベルで ､ 日本国の医学は論外として、西欧医学が 17、18、19C と発達し、「性倒錯、同性愛、

近親相姦、性逸脱」等についてフーコーが述べているように、これらの対象に、これら性倒錯等が

置かれていたのである。むろん、B レベルに理論、知識があれば、則、教育内容化されるものでは

ない。C レベルの③や④のフイルターを通さねばならないからである。もう 20 年程前のことにな

るが子どもが「セックスの仕方を教えてください」と、せがむので教えた、と言う教員や養護教諭

がいたが、これらは「教育原理」無視、無知も甚だしいことでもあり、状況でもあった。

　同性愛等に関する科学理論や知識が存在しても、③の教育目的や教育価値等の側面から、また、

④の社会的ニーズ等の側面から則、内容化にはならない。ホモについては文化的、宗教的背景との

関係が大きい。キリスト教系の教義、教会の告解や告白の活動の歴史はその厳しさを明らかにして

くれる。「罪とか罰」とされるものが、どうして教育内容化されることになるか、である。むろん、

1991 年の ASHA や SIECUS には内容化が詳細になされ、関連・構造化がなされている。日本国の

方は散発的で SHES や SIECUS のような概念化、構造化はない。この観点で、学会等でその必要

性を主張した者はいない。この事も第 17 回日本エイズ教育学会でも述べた。

　次は性虐待について触れてみよう。これも図１－⑴の①、②、③のモデルで科学的事実の次元

では確立している内容である。従ってアメリカの 1991 年の ASHA にも SIECUS 等にもある。だ

が、日本国の方は、文科省の最近のもの平成 11 年の「学校における性教育の考え方、進め方」に

も ASHA や SIECUS のように学年段階毎に、また、カリキュラム領域構造の中に位置づけられた

ものは「無い」。資料６はそれらを示したものである。日本国の方は「性被害」である。「小学生や

中学生」だが、「性被害に会わないようにしましょう」である。「虐待」とは同一ではない。だが、

その認識は少ない。わが国でも「虐待」に関して、「教えていた」と言う。では、「性被害」では、子

どもが「加害者になることがあるのか」、となる。「被害」の方は、「小、中、高校生であり、しかも、

女子・児童、生徒」である。被害者に「男子・児童、生徒」は想定されていないことが少なくない。

性の授業実践でも男子の被害より女子の方である。まして、小学生が加害者として教育内容化され

たものはない。

　ところが、Sexual Abuse の方はさらに、Child Sexual Abuse には必ず「加害者」が存在し、そ

の特性や家庭的、社会 ､ 文化的要因との関連が述べられている。むろん、Rape 等の被害についい

ては云うまでもない。20 年以上も前に中学校教員対象の保健性教育の研修・講演会時にアメリカ

の Child Sexual Abuse1415 のデータや子ども（被害女児）の描いた絵などを引用、紹介、説明し

たことがある。（表２、３、図３、４参照）性虐待した者は男性で、しかも、家族の中にいる父親

などである。研修会の参加者は殆んどが男性教員である。異様な雰囲気となった。アメリカのデー
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Table 2  Age distribution of victims at the time of case evaluation (N=144)
1yr 2yr 3yr 4yr 5yr 6yr 7yr 8yr 9yr
2.6% 4.2% 12.2% 12.7% 6.3% 8.5% 7.4% 4.8% 6.9%

10yr 11yr 12yr 13yr 14yr 15yr 16yr 178yr 18yr
7.9% 3.2% 2.6% 3.2% 7.4% 3.2 % 2.1% 1.6% 1.6%

Table 3  Role relationship between perpetrator and victim (N=187)
1 2 3 4 5 6

Biofather
married
to mother

Bio-
father

Bio-
mother

Step-
father

Adopt.
father

Grand-
father

28.1% 7.6% 5.9% 17.3% 0.5% 3.2%

7 8 9 10 11 12

Uncle

Mom's
body-
friend

Dad's
girl-
friend

Close
family
friend Brother Stepbrother

4.3% 9.2% 1.5% 4.3% 1.6% 4.3%

13 14 15 16 17 18

Cousin
Baby-
si�er Teacher Neighbor

Person
Known to
child

Person
Known to
family

1.1% 2.2% 1.1% 3.8% 2.2% 2.7%

　　　In our sample, most of the perpetrators are paternal caretakers, biological fathers 
representing 35.7 percent, when those married to the mother are combined with those who 
are not. Next in frequency are step-fathers, and these are followed by mother's boyfriends. 
Thus paternal caretakers constitute almost two-thirds of the perpetrators. 

FIGURE 3. Model of the dynamics of sexual abuse.

　　　This chapter will consider the prerequisites for sexual abuse, and will 
elaborate upon the above contributing factors. Emphasis will be placed upon 
critically examining the role of contributing factors based upon our own case 
experience. We feel it is important to do so because previous authors have often 
seen them as the primary causes of sexual abuse.

（39）
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FIGURE 4.  Sandra, age 5, repeatedly drew pictures of herself with her 
legs apart (see example 4).

注）① ５才の幼女の開脚像である。自分の絵を描くこと、これを何回も繰り
返している。

　　②  Child Sexual Abus に関係ない子どもは開脚の自己像をこのように描
いたり、繰り返すことはない。

　　③Sandraちゃんの開脚像は手厚く温かいケアと共に開脚は消えていった。
　　④表３から分るように、父親や身近の男達によるものである。
　　⑤ 女もいるが男の場合は、９才、10 才で妊娠と STD に関係するケース

がある。（内山）

タ・論文、報告書等は少なくない。1980 年代に多く出ている。日本の方は殆んど無い。まして、

性教育の内容化など論外の状況にあった。話を進めて「日本でも…」「家庭…、学校でも…」の話

になると、明らかに不快感の表情、態度を読み取ることができた。ところで、SHES、ASHA や

SIECUS の方はかなり古くからのものであるが、比較的新しいものに NHES がある。これについ

ては 2007 年に改訂版が出されている。ここにはリスク、危険行動等の用語はあるが「性リスク」「性

被害」の方は「お留守」になったままである。このことも研修会、公開講座、学会等で解説、批判した。

　先に資料６、７に示したように平成 11 年の文科省のそれらには、性教育内容・カリキュラムの

内容としては位置づけられてはいない。だが、資料８16 の４の「児童生徒等の性被害の防止と対応」

（40）

93



保健教育内容構成原理と質的研究・観察、保健認識調査との関連・内容化、構造化

茨女短大紀№ 36（2009）6-17 92

（41）

にあるように ､ 安全管理、健康管理、生徒指導・生活指導等の側面からみると、格段の進歩・前進

と言える。それまでの各県、地区の「性教育の手引き」等には見られなかったものであり、これら

は素晴らしいことである ｡ 今後は、少なくとも中学、高校生向けの性教育の内容化、構造化が望ま

れる ｡ 大学については教養保健の内容での強化、充実が望まれる。構造化は各領域で独立したもの

であってはならないことは云うまでもない。これも古い学会での発表、解説での繰り返しであるが、

先述のモデルに対応、関連して述べると、例えば、タバコとドラッグは連動、関連し、更に性行動、

STD 等にも関連して 17 いる事実の「記述、説明」による構造化が必要となる。

資料－６

エ　社会的な面から見た性に関する発達課題と指導内容
　 　低学年は、精神的にはまだ未熟であり、保護者や教師への依存度が高く、その影響を強く

受ける時期でもある。また、家庭における保護者や家族の様子から、性役割意識が育つ時期
でもある。そこで、古い時代の固定的な性役割に偏ることなく、家庭には様々な役割があり、
家族が助け合って生活していることを理解させるとともに、家族の中の自分の役割を知り、
自分も家族の一員として役割を分担していこうとする態度を育てることが大切である。

　 　また、生活の場が広がり行動範囲が拡大し、それに伴って性被害に遭う機械も増大する。
このため、性被害の防止についての指導が大切である。

　 　児童に誘拐や性被害があることを知らせ、それを避けるための基礎的な行動や態度を身に
付けさせる必要がある。

　 　また、最近、児童の性被害が大きな社会問題になっていることから、性被害の実態を知ら
せ、被害を避けるための態度や行動を身につけさせる必要がある。なお、児童の実態によっ
ては、性被害についても扱う必要がある。何気ない言動が相手を傷つけることを知らせると
ともに、いじめや性差別に対する人権感覚の基礎を養うことが大切である。

　 　また、高学年児童の中にはポルノ雑誌やアダルトビデオに関心を示し、中には保護者の持
つ物を盗み見る場合などが考えられる。家族と協力しながら、性の商品化や人権について、
適切に指導する必要がある。

　 　特に人権に関しては、エイズに関する偏見・差別が依然として存在し、社会問題となって
いることから、エイズという病気のあらましを理解させ、エイズについての偏見や差別を持
つことなく、正しい判断ができる能力と態度を育てることが大切である。

（ウ）性的な問題行動について
　 　中学生時期は性的成熟が豊かで、最近は性的対象として性被害に合うことが多くみられる。

また、多様な性情報に刺激されて性加害者になることもあり、性被害、性加害の防止につい
て扱う必要がある。　

　 　また、10 代における性交に関する意識や態度は、男女に寛容な傾向が見られる。中学生
においても、テレフォンクラブ、ツーショット・ダイヤルなどの性風俗産業に接近したり、
中にはいわゆる「援助交際」等の性の逸脱行動に走る生徒もいる。特に、「援助交際」につ
いては売春であり、法的にも倫理的にも許されないこと、また、予測される不幸な事態につ
いて理解させる必要がある。

　 　さらに、自分自身を肯定的に受容し、かけがえのない存在として大切にするとともに、人
間としての倫理観や規範意識について、自分なりの意見や態度が形成されるよう指導・支援
することが大切である。 （P36）

文科省『学校性教育における考え方、進め方』
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資料－７

⑵　障害がある児童生徒等に対する性に関する発達課題と指導内容

ア　心身の発育・発達に伴う性に関する発達課題と指導内容
　 　性に関する体の発育・発達は障害がある人もない人も同様であるが、障害の種類によって

は遅れることがある。しかし、誰にでも二次性徴が発現し、それぞれ不安や悩みを抱いたり
する。

　 　また、知的発達に障害がある場合には、自他の性の認識が難しかったり、身辺自立の面で
課題があったりすることがある。そのことから、性について強い関心をもっているのではな
いかと誤解されたり、性的な被害者になったりすることがある。

　 　これらのことを踏まえて、障害がない児童生徒等の各学校種における指導内容を基本に、
児童生徒等の障害の状態に応じて指導内容を選択することが必要である。 （P45）

資料－８

　一般に性被害は、学校の知るところとはなりにくく、教師と児童生徒等との間に信頼関係が
十分できていないと把握することは難しい。場合によっては、被害者の保護者や警察からの連
絡により、初めて学校が知ることになる例もある。
　また、性的被害に遭遇しただけで、自分が悪かったのだという罪悪感を持ったり、外傷後ス
トレス障害（PTSD）と呼ばれる精神疾患に陥るなど、その後の人格形成に大きな影響を及ぼ
すことがある。特に、小学生から高校生ごろまでの敏感な成長期の場合、後々まで人格形成へ
の長期的影響が懸念される。
　特に、自分の身近にいる近親者から性的な被害を受ける「性的虐待」の場合、その影響が大
きい。性的虐待を受けるのは女子ばかりでなく、男子もまた被害者となり得る。家庭内で被害
を受けていても、こうした行動に周囲が気付かないときには、被害が潜在化したまま本人だけ
が悩んだり、周囲もその行動の異常性を理解できないまま過ごすことになり、成長後に様々な
影響があらわれることがあるといわれている。
　女子あるいは低学年の男子の場合、本人に全く非がない場合でも強姦や強制わいせつ事件の
被害者や痴漢の被害者になることがある。
　これらの被害に関しては、次に示す様々な影響が考えられる。

ア　性被害の影響
　ア　性被害による直接的影響
　　　　①　身体的苦悩
　　　　　　暴行によって生じた苦痛や傷害
　　　　　　性行為による性感染症の感染、妊娠、不妊
　　　　②　物理的・経済的苦悩
　　　　　　衣服や所持品又は金銭の損失
　　　　　　傷害の治療費、妊娠や性感染症の検査と治療費
　　　　　　検査や治療のために時間をとられ、勉強などができなくなる
　　　　③　精神的苦痛
　　　　　　性的暴行を受けているときの恐怖、怒り、悲しみ、後悔、自己非難、絶望
　　　　　　傷害の治療を受けるときの恥ずかしさ、性感染症や妊娠の不安など

カリキュラム教育内容化との関係



保健教育内容構成原理と質的研究・観察、保健認識調査との関連・内容化、構造化

茨女短大紀№ 36（2009）6-19

　イ　二次的被害による苦痛
　　　　①　家族や知人・周囲の人からの非難・興味本位の噂

うわさ

話
　　　　②　刑事司法過程での苦痛や不快な体験、マスコミ報道による被害
　　　　③　一方的な情報や間違った情報による中傷
　　　　④　面白おかしく報道するワイドショー的なとらえ方
　ウ　ＰＴＳＤ（Post-Traumatic Stress Disorder　外傷後ストレス障害）
　　　 　精神的被害に関しては、「大したことではない」と気にしない者もいるが、中学生女

子の場合などでは、男性性器を路上や乗物内で見せられただけでも大きなショックを受
ける場合がある。

　　　　これらの精神的な被害による後遺症は、PTSDと呼ばれるものであり、次のように定義
（P80）

ウ　具体的な被害例
　ア　強姦・わいせつ行為の被害
　　　 　小学生あるいはそれより年齢の低い場合は、女子のみならず男子もまた性的な被害の

対象とされやすい。
　　　 　しかし、この年齢層の児童生徒等は、被害に遭う場合には、一人でいるときか、同年

齢の児童生徒等とのみ一緒という場合が多く、性的被害のあったということの認知が十
分にできないこともしばしばである。

　　　 　また、状況を十分理解できず、被害に遭遇したことを保護者や教師に的確に伝えられ
ないことも起こりがちである。

　イ　性的虐待
　　　 　性的虐待とは、自分の身の回りにいる近親者などから、性的ないたずらや暴力を受け

たり、性行為をさせられたりすることなどをいう。
　　　 　近親者から受ける被害の場合、幼少時においてはもちろん、成長してからも、愛情表

現と受け取られ、被害者本人すらも被害を受けているという認知がなされにくいことが、
一層発見を遅らせることにつながる。

　　　 　近親者から性的虐待を受けた場合、被害に気付いても、本来、保護されるべき立場の
人から受けているということで、「ほかのだれにもいえない」、「自分が悪い子だからこ
んなことをされるんだ」と思いがちで、公にされにくい性格を持つ。また、最も信頼し
ていた人から受けたということで、後々の人格面への影響が大きいといわれている。性
的被害を受けた児童生徒等は、被害に遭ったことを通常の行動とは別の行動をとるとい
う形で大人たちに伝達しようとすることがある。したがって、周囲の人々が、児童生徒
等を的確に見る目を持っていないとその以上に気が付かない。

　　　 　また、性的被害を受けた児童生徒等の心身の健康に適切に対応するためには、プライ
バシーに配慮しながら、医師を受診するよう指導することが望まれる。

　　　 　さらに、「児童虐待の防止等に関する法律」（平成 12 年法律第 82 号）が制定され、学
校の教職員や児童福祉施設の職員その他の福祉に職務上関係のある者は児童虐待の早期
発見に努めなければならないことなどが規定された。 （P82）

注）①資料６～８はこれまでの性教育の目的、内容とすれば格段の進歩である。
　　② だが、これを教育内容化・カリキュラム化、教材化するには、どのような考え方・教育

原理で構成化、構造化、基本的概念化するか、となると問題は大きく残っている。
　　③どの対象、どの学年に、どのような教材を、どのように構成するのか。
　　④どの対象、どの学年に、どのような指導方法、指導過程、技術、評価等で実施するのか。
　　⑤ これらは、そのまま大きな課題である。関連する学会、研究会等で実践的な研究がなさ

れるべきである。しかし、学会発表や学会誌は全く「お留守」の状況である。
　　⑥最低、アメリカの SIECUS の検討、批判、評価はなされなくてはならない。
　　⑦ 性教育の内容はこれらの強調だけに終わってはならない。女性の割礼や Clergy Sexual 

Abuse、Bishop による Abuse に Sex Worker などの問題 181920 も、である。

（43）

（内山）
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内山　　源

　学校保健界も健康教育界にタバコ、性、安全教育界等も学会レベルでは無論のこと研究会レベル等でも
NIE を教育、授業の中で活用する実践的研究は殆ど存在しない。保健科目以外の教科では NIE に関する実
践的研究は年々盛んになっている。海外の NIE は古い。しかも保健、性教育関係の領域にある。30 年以
上も前に筆者は学会や学会誌等で保健の教科書教材は、学習指導要領の枠で、10 年ほど動けない、動かな
いので、日常の現実的生活、社会・世界を反映しない「静態教材」であることを解説した。教科書教材の
一部が改変されたとしても、本質的積極的には「静態」である。学習者にとって必要なものは現実世界の
動態である。教育内容には歴史的側面もあるが、これらにしても動態化されることがある。本小論は「動
態教材」としての NIE に再度触れることにした。

１　健康教育、性教育用の内容構成原理と教育内容、実践の問題

　健康教育の内容を学習者に教える内容は何を構成したらよいか、はカリキュラムにとって基礎、

基本である。最近のように「生活習慣病予防」型の風潮に流された健康教育は、1974 年における

カナダのラロンド方式によるライフスタイル焦点型ヘルスプロモーションと似て危険ですらある。

それは健康教育が当人中心・責任対応型の内容・実践になっているからである。ラロンドモデルの

一部でしかないものを恰もそれが健康教育だ、として推し進めているからである。

　つまり、健康教育の他の部分が欠けているから論理的にも理論的にもヘルスプロモーションに

はならない。ラロンドの方は Victim Blaming12 で批判され、その後、改善の方向を取った。約 30

年も前のことである。それが、日本国は今、である。健康教育のカリキュラムの検討、研究が今必

要であり、基礎 ､ 基本であることの意味である。この生活習慣病予防型の健康教育運動の以前には

Ｌ，グリーンのプレシード・プロシード方の健康教育が流行り、現在も続いている。これはヘルス

プロモーションにとって、健康増進の政策、施策等にとっては極めて有用なモデルであることは言

うまでもない。

　だが、これは健康教育のカリキュラムや保健授業実践のモデルなり理論 34 ではない。これを小

規模の学校、学級集団を対象に用いて、保健授業を実施したものが時折 ､ 発表されている。だが、L、

グリーンのモデルの主旨、説明とは無関連であることから、珍妙ですらある。しかも、大学教員が

共同研究者になっている。

　これはグリーンが述べているように大規模の集団を対象にしたヘルスプロモーションのモデルで

ある。保健授業のモデルではない。また、カリキュラムのモデルでもない。まして、教材や方法、

技術の理論でもない。教育の内容が問われないでいて、如何に、「優れたと思い込んだ」モデルを

使用し、実施してみても、それだけのことである。

　筆者は健康教育の「カリキュラムの選択・構成原理」を発表、提示してから 40 年 56 ほどにも

なるが、それは「何から、何を選択、構成し、なにを教えなくてはならないか」であり、先進国の

アメリカでは古くから専門書に繰返し提示説明されている。“What Should be Taught”“Deciding 

What Should be Taught”である。

　そのために筆者は H, Taba や J, Brunner、SHES、H, Hoyman 等に学び構造化、基本的概念化等

健康、安全、性等のカリキュラム・教材の問題と
改善・NIE の活用など
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の作業を行い、主として高校の保健授業を長年に亙って実施してきた。構造化や概念化については

小倉 7 の優れた実践的研究がある。氏はレベルとクラークの有名な「天秤型」のモデルを基礎的

な原理として保健教育内容の「５、６領域」私案 8 を提示、実践している。それ以前にアメリカ

の H, Hoyman9 は疫学モデルを基本として繰り返し、カリキュラムを提示している。SHES10 は壮

大な共同研究によって健康教育のカリキュラムを提示した。

　むろん、そこには第６概念として「疫学のモデル」が構成されている。これらの検討は既に多く

を学会等で発表、報告、説明したので繰返さない。学校保健学会では１９７２年の発表からのこと

である。疫学のモデルが健康教育のカリキュラムにとって基本的構造であることは言うまでもない。

わが国でも中、高校の保健の教科書には、どの教科書にも記載されたし、されている。古いもので

はレベルとクラークの天秤型のモデルである。新しいものではラロンドの４大要因モデルである。

だが、保健の教科書に記載されていても教科書教材の構成・構造がこのモデルに対応しているか、

どうかは別の問題である。多くが対応・無関係な構成になっている。教師用の指導書〈虎の巻〉に

もモデルはあるが、それらについて解説されたものはない。疫学のモデルと教材構成、カリキュラ

ムとの関連がないままになっている。少なくとも、小倉教授の「５、６領域私案」から学ぶこと、

批判、評価なりともあって然るべきだったことになる。

２　健康教育内容の３次元構造における第１次元内容とその構造化

　これについても筆者は多く述べ、解説してきた ｡ 小倉私案等の問題については、ごく最近、第

17 回・日本エイズ教育学会の際等にも「復習、再確認」の意味で発表、講演 1112 した。そこでは

この他にカリキュラムの「３次元構造」の必要性についても述べた。これも繰り返しである。性、

エイズに関する科学的事実の次元〈第一次元・D －１〉と事実の「意味、問題性、問題水準」の次

元〈第二次元・D － 2〉との関係構造である。また、問題性、問題水準等に対応した方法、技術、

方略等の問題解決の次元〈第３次元・D － 3〉との関係と構造についてである。この基本構造は

1983 年の体育科教育誌 13 で述べた。

　現在でも時たま、「どうして科学的事実次元なのですか」「それは何から、なぜですか」「保健の

科学関係の理論ととの関連はどうなっているのですか」とうの質問が出されることがある。時たま、

というより稀に、である。これらについては一つ一つ繰り返しはしない。だが、その中の一つだけ

はライフスタイル改善型の健康教育が流行っている今、繰り返しのべておくことにしよう、それは

（D － 1）次元の「科学的事実の教育内容とは何か」についてである。それはクラークらのモデル

の３大要因とラロンドのモデルのライフスタイル・行動要因を組み合わせたものである。

　図１、２はこれまで保健認識調査から教材構成、保健教育内容構成等 13 で用いてきたものであ

る。４大要因は①、②、③のように相互関係の科学的事実もあるが、４大要因毎の個別的事実もあ

る。例えば Host 主体要因としては①生物医学的「形態・構造・解剖学」であり、「機能・生理学、

生化学的」事実である。②人間の精神的心理学的構造、機能の研究成果及び③社会的関連事項・他者、

社会集団との対応、関係･適応、順応、支配、抑圧、差別等である。これらは更に年齢、性別、職種、

地位等の他、先天的、遺伝学的成果との関連も含まれる。この Host の内容の原型については古く、

クラークらの「天秤型モデル」の説明にあり、新しいことではない。健康教育の目標との関連で、

また、学習者の条件や現実の生活世界の中で当面する健康問題、各種の病態との関連で何を重要視

（14）
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するか、に関わることになる。保健の場

合は上述の①の生理学的成果・学問知識

のなかで何を強調するか、である。平板

で「静的」な解剖学や生理学では、学習

者の条件に合わない。医学や看護学の学

生でさえ「うんざりする」「味も素っ気

もない」等と述べた者がいた。

　a、「静態」だけではなく「動態・生活

態」との関連づけで、一般の子ども・学

習者は興味関心を持つ、同じくして「正

常態」だけではなく、b、「異常態・病態」

との関連づけである。これらの保健教材

論についても、かって学校保健研究誌にのべたことがあるので、繰返さない。共通項として教材化、

教育内容化されるべきは「Agent」との関係での「抵抗・免疫機構、機能」の科学的事実である。

（15）

① Agent（動因）× Host（宿主）
・キャリアについて（問１）
② Agent × Host × Environment（環境）
・エイズによって引き起こされる

社会問題について（問４）
③ Agent × Host × Environment × Behavior

（行動）
・予防について（問２）
・エイズ感染が及ぼす影響について（問３）
・エイズ感染者に対する態度について（問５）
・問題解決行動について（問６）

図１　 エイズ教育内容、教材構成とエイズ保健認識
調査の基本的な構造

３　第一次元の①のHost の内容における「免疫」に関する「理論、知識」の不可欠性

　これは現在の保健の教科書では「欠落」したままである。むろん、それ以前はどの教科書、学習

指導要領にもない。クラークらの疫学のモデルが活かされなかったことになる。それは、保健の教

科書だけになかったことだけではない。保健教育の専門家と称する者の提示したカリキュラムの内

容についても同様である。そのため筆者は昭和 43 年、44 年「免疫に関する保健認識調査」を実施

し学会等で報告、発表、解説した。その一部は東山書房の「養護教諭の職務研究、第４集」14 に記

載してある。その後 1980 年代に入ると世界的にエイズが大問題となり、エイズ予防教育・性教育

が強化、充実され、現在に至っている。むろん、保健教育の内容もそれらが構成されるようになっ

た。1989 年の学習指導要領までは「性、タバコ、アルコール、ドラッグ」等は保健教材には「単元・

項目」としては全く存在していなかった。これも何度も指摘、批判、主張したか知れない。

　論をもどして、急遽、「エイズ病態と免疫」との関係に関する知識が必要、不可欠となった。だ

⎧
⎨
⎩

図２　〈予防の理論〉

ⅰ）
Agent

ⅱ）
Host

ⅲ）

ⅳ）予防対策

経路　　a：水平感染
　　　　b：垂直感染

a）自分

b）地域・公的・私的・公衆衛生機関

c）国家・厚生医療
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が、それでも保健の領域では少ない。しかも、保健授業の実施率が驚くほど不振、不良である。教

科、科目としたの体育と関連・結合していることから担当指導者・先生は「体育の先生に、保健体

育の先生」もである。中には保健に熱心な先生もいるが、保健を苦手として熱が入らない先生も少

なくないし、なかった。むろん、先生方・人間側の条件だけではない。それよりも教科の構造と教

科内容の問題である ｡

　この問題に触れて「点検評価すべき」とするものは近年では不在となっている。「免疫の科学・

知識・理論」が保健にとって不可欠であることはいうまでもない。だが、それが現在でも「弱いま

ま」となっている。これを生物学の方で「免疫の学習はしっかりやっている」からとする者がいる

が、これは理科教育の目的、性格に応じた学習であって、保健のそれは異なるものである。即、代

替出来るものではない。

　仮に、内容的に代替可能だとしても、学校教育の組織の中でⅰ）ヒト・教員、子どもとⅱ）コト・

教科間の構造、カリキュラムの関連づけ・構造化、実施上の連携に関わる手続き、時間割編成、受

験科目学習、強化の特性等ⅲ）モノ・実験室、視聴覚器具等とかなり、複雑である。筆者らは 40

年以上も前に、中学校の理科、家庭科と体育の保健の教科書教材について、その関連と実施学年、

実施時期等との関連づけを行ったことがある。現場で、これを実施・関連的な授業を展開すること

は不可能である、との結論・研究結果に至ったことがある。その成果の一部は関東保健学会等で発

表、報告した。

　「免疫の教育・学習」は浮いたまま現在に至っている。この免疫の機能は、図１、２に示すよう

に予防の理論・伝染病３原則のモデルから必要不可欠のものである。病因・病原体・Agent が「右

向き・〰〰〰→」の矢印にそって、そのまま Host 身体内に侵入して感染したり、細胞、組織・遺

伝子等に影響・破壊等したりするものではない。Host 側から抵抗・反撃があるのである。この①は、

むろん、その逆の「左向き・←〰〰〰」の矢印）の人間側（Carrier-Vector）から、行動、生活を

通して病因、病原に接近して行くこともある。しかも、自覚的に有害性を認識していても、である。

（図２参照）

　例えば、タバコ、アルコール、ドラッグ等の物質であったり、スポーツやレジャー、娯楽、労働

等であったり、である。これらは「リスクとハザード」の関係における人間の利得、快楽、名声、

権力、地位等に関わる生活と行動である。無論、特別な冒険家とか研究者・学者とか企業家等だけ

のことではない。日常的な生活での選択、決定のいずれにも「リスクとハザード」との関係である。

人間側から Agent（病因・動因）に近づく対象となる Agent とは何か、についても保健の科学的

事実として不可欠である ｡ これについては古くから生物学的病原体が過去の衛生学的保健教育の内

容として構成されてきた。だが、それだけではない。基本的内容については先述のクラークらの天

秤型モデルに示された内容である。第一次元の内容については図１に示したように①のほかに②、

③があるが、ここでは多くを省くことにしよう。

４　 健康、安全、性、等の成立要因・条件としての文化的、社会的要因・条件との関連及びその教

育内容化の必要

　もっとも、そうはいっても「人間主体と環境との関係」の教育内容化は重要である。人間と環境

と言えば、環境教育界の動向、風潮をみれば判るように、殆んどが「自然環境と人間との関係」で

（16）
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あり、それが内容化されている。日本学校保健学会（大阪）の際のシンポジュウムでも、その筋の

専門家とされる者の発表内容が自然環境に限定されていた。そのため、「健康、安全に関わる環境

は自然環境だけか」の質問で反論、批判を行ったことがある。社会、文化的環境との関連である。

これは歴史的にも大きい。①病気をどう見るか、②病の存在をどう考えるか、③病人であるか、な

いかの判断は社会や、文化、教育、宗教等によってどう異なるか、等である。歴史によって、文化、

社会によって、a、病人でない者が病人とされたり、b、その逆になったり、である。例えば、「同

性愛者」である。精神科の治療の対象とされたりしたことがある。まだ、現在でも実施されている「女

児の割礼」をどう見るか、である。文化圏、宗教集団によって存在するものと、そうでないもので

る。同性愛者は病人であるばかりでなく「神の罰」であり、「罪」であったりする。これはなんだ、

である。精神医療関係の歴史となると、多くの史実がそれらの関係を示している。資料１15　何も

近年の医療界や薬事行政界等でのミスとかデータの捏造だけのことではない。無論、食品企業のイ

ンチキ商品や販売等の問題も「社会の病理」の中の一つである。このことは教育界や政治、行政、

企業界当でも同様である。

　社会や文化の病理、病態も人間の健康、安全と生活に密接に関係している。社会の病理、病態が

（17）
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人間だけに向って関係するものではない。図１にある Agent の存在や所在様態にも関係する。エ

イズ感染、発病や病者の生活様態にしても関連する。極端な例では国家的に麻薬・覚醒剤等を生産、

製造して海外に輸出し、外貨獲得の手段とする社会集団・組織や国家があるとすれば、個人の行動、

生活習慣行動の改善だけでは止まらない。そのための健康教育など微力である。

　ヘルスプロモーションとしての「外的な震源地」の生産、輸出、販売等のシステムが存在・存続

する限り、つまり、社会、経済、国家等に病理が存在する限り、個人の健康行動の限界である。こ

の外的事項の改善と言えば、近年その効果を顕著にあらわしてきたものが、タバコの喫煙者率の低

下である。法律、制度、例えば健康増進法、行政指導、各県教委の学校内での禁煙等やマスコミ・

TV 等の健康テーマ番組の続出、タバコ宣伝・広告の減少と改善、自動販売機や公的公共施設・電車、

バス、航空機等における禁煙、分煙、限定、禁止などで成人、老人の喫煙者は減少した。これらも

社会的環境と人間の健康との関係である。

　以上は第一次元内容の構造化と要素内容の一部についてふれてきた。このことは第二次元および

第三次元についても概念化、構造化が必要であることはいうまでもない。これらは既に健康教育、

性教育、安全教育等の３次元構造として学会等で多く述べてきたので、ここでは触れない。無論、

これでカリキュラム構成が終わったわけではない。これは教育内容選択、構成原理の一部の作業で

（18）
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蛇
足
を
付
け
加
え
る
と
、
今
日
の
西
欧
精
神
医
学

に
お
け
る
用
法
で
は
、
恋
愛
妄
想
と
い
う
こ
と
ば
は
「
愛
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
観
念
に
関
す
る
も
の
で
、

「
愛
し
て
い
る
」と
い
う
観
念
は
精
神
医
学
の
関
与
し
な
い
も
の
で
あ
る
。「
愛
す
る
」と
い
う
行
為
は
、も
っ

と
も
妄
想
と
の
境
界
が
不
鮮
明
で
あ
る
。
あ
る
い
は
な
い
の
か
も
し
れ
ず
、
こ
の
辺
は
ま
じ
め
に
考
え
て

も
は
か
な
い
。

　

も
っ
と
も
、
こ
れ
は
異
性
愛
に
限
っ
て
の
こ
と
で
、
西
欧
世
界
は
、
ご
く
最
近
ま
で
、
同
性
愛
を
「
罪

悪
」
と
し
て
き
た
。「
自
我
に
馴
染
ま
な
い
」
同
性
愛
（
と
い
う
こ
と
は
同
性
愛
者
が
そ
れ
を
恥
じ
た
り

罪
業
感
を
持
つ
と
い
う
場
合
で
あ
る
）
の
み
を
精
神
医
学
の
対
象
と
限
定
し
た
の
は
よ
う
や
く
一
九
七
〇

年
代
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
欧
に
お
い
て
自
分
は
同
性
愛
的
傾
向
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
な
や
み
、
あ

る
い
は
同
性
愛
的
な
含
み
を
持
つ
事
件
と
の
遭
遇
が
与
え
る
、「
同
性
愛
シ
ョ
ッ
ク
」
と
い
わ
れ
る
も
の

の
衝
撃
力
は
わ
れ
わ
れ
の
想
像
を
越
え
て
い
る
。
同
性
愛
に
た
い
し
て
中
立
的
な
中
国
文
化
、
あ
る
い
は

異
性
と
の
交
渉
が
限
定
さ
れ
て
い
る
一
方
で
同
性
間
の
親
密
さ
の
深
い
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
文
化
に
属
す
る
人

－
お
そ
ら
く
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
全
体
に
通
じ
る
。
－
は
、
こ
の
状
態
を
当
然
と
し
て
生
き
て
い
る
よ
う
で
あ

り
、
わ
れ
わ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
大
き
く
「
同
性
愛
シ
ョ
ッ
ク
」
に
驚
嘆
す
る
だ
ろ
う
。

　

西
欧
世
界
に
お
け
る
同
性
愛
シ
ョ
ッ
ク
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
鈴
木
純
一
の
談
話
に

よ
れ
ば
、
当
時
イ
ギ
リ
ス
の
精
神
病
院
勤
務
医
だ
っ
た
彼
が
門
限
以
後
に
買
い
物
を
ね
だ
る
一
男
性
患
者

の
求
め
に
応
じ
て
、
病
院
の
あ
る
丘
の
上
か
ら
丘
の
下
に
あ
る
店
ま
で
同
行
し
た
と
こ
ろ
、
丘
を
下
る
細

道
の
中
途
で
患
者
は
立
ち
す
く
ん
で
ぶ
る
ぶ
る
震
え
だ
し
た
。
こ
の
種
の
サ
ー
ビ
ス
を
気
軽
に
し
て
や
る

型
の
マ
イ
ル
ド
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
日
本
に
お
い
て
は
〝
よ
き
〞
精
神
科
医
に
と
っ
て
の
ほ
と
ん
ど
伝

統
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
別
に
治
療
的
で
は
な
い
が
通
常
無
害
で
あ
り
、『
親
切
な
せ
ん
せ
い
』
と
評
価

さ
れ
て
、
よ
も
や
医
師
の
行
為
と
し
て
「
好
ま
し
く
な
い
」
と
槍
玉
に
挙
げ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、『
岩

波
講
座　

精
神
の
科
学
』
８
に
お
け
る
鈴
木
自
身
に
よ
る
紹
介
の
ご
と
く
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
大
分
事
情
が

違
っ
て
医
師
と
患
者
の
距
離
は
わ
が
国
よ
り
は
る
か
に
遠
い
（
一
般
に
人
と
人
と
の
距
離
が
遠
い
が
階
級

的
距
離
が
さ
ら
に
加
え
ら
れ
る
。）
日
本
で
の
臨
床
の
習
慣
が
身
に
つ
い
て
い
た
た
め
深
く
考
え
ず
に
し

た
こ
と
の
意
外
な
展
開
に
鈴
木
は
驚
い
た
。
患
者
を
す
ぐ
に
病
院
に
つ
れ
て
か
え
り
、
ふ
し
ぎ
に
思
っ
て

院
長
の（「
治
療
共
同
体
」概
念
の
提
唱
で
有
名
な
）マ
ッ
ク
ス
ウ
ェ
ル
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
に
尋
ね
た
。〝
マ
ッ
ク

115



健康、安全、性等のカリキュラム・教材の問題と改善・NIE の活用など

茨女短大紀№ 36（2009）7-7

ある。次は学習者の条件、例えば年齢、性別、その他の学習のための背景条件である。筆者らは上

記の第一次元から第三次元まで、学習者・子供の認識的領域（Cognitive Domain）の内容を調べる

為「保健認識調査」を長年に亙って実施してきた ｡ 認識内容とその発達のレベル及び学年段階との

関連である。

５　 健康教育、性教育等の内容構成の原理としての〈発達段階〉－その言説・解説等の問題とその

具体的作業

　かって、筆者は日本性教育協会の旧版の性教育指導要項を批判して「性教育内容・カリキュラム

の提示となっているが、どうやって内容を構成したのか、基本的原理を欠いているのではないか」

等と質問し意見を述べたことがある。その後、改訂版の方では、それなりの「教育内容の構成の考

え方」が記載されている。このことは、これまで性教育専門家とされる者の著書の類についても検

討、批判し、ぎょうせいの「性の指導総合事典」16〈1992 年〉の中に述べておいた。

『　それぞれ立派な性教育の目標は出されています。だが、内容構成という「研究」や「作業」な

どは立派な目標を掲げれば、自然に自動的に内容が対応してくるわけではありません。

　個々の達成すべき具体的な目標を作成してみても同じです。性教育の内容を組み立てるには、内

容の選択や構成にかかわる理論が必要になるわけです。つまり「性教育内容の構成原理」です。

　では、もう少し先に進めましょう。

　最近では、性教育の専門書とされる本がごたごたと出ております。多くが「ハウツウ」型であり、

技術面に傾き、「Q アンド A」方式となっていることが多いようです。

　これらについて一つ一つ検討する余裕はありません。

　これらの中でも 1990 年９月に新しく出た㈶日本性教育協会の「性教育、新・指導要項」田能村

などはすぐれています。個々には先の原理が出されています。

　この本の前版「改訂　性教育指導要項」には、それがありません。これらの原理が不可欠である

ことは、性教育を離れて、一般の「教育原理」の書物とかアメリカの健康教育の専門書には必ずと

いっていいほどのっているものです。

　ところで、「新・指導要項」の本の中では、それらはどのようになっているのでしょうか。次に

ごく簡略にふれてみましょう。

　そこでは「性教育の内容の選択・組織」とされ、その内容は ｢（1）児童・生徒のニーズ ｣ と「（2）

社会的ニーズ」となっています。

　つまり、「学校が性教育を組織的・計画的に実践していくためには、その内容を選択・組織する

必要がある。この場合、およそ教育内容は児童・生徒のニーズ及び社会的ニーズから求められる」

としています。

　（2）の「社会的ニーズ」の内容は「学校は保護者や社会の要請にこたえるために、どのような教

育が必要かという観点からとらえることができる。」として、次のものを ｢ 性に関する主な事項 ｣

としてあげています。

　「ア　人間尊重の精神の徹底」

　「イ　男女の生き方の多様化への対応」

　「ウ　男女の人間関係の改善」

（19）
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　「エ　性の情報環境への対応」

　「オ　性の問題行動の防止」

　これをみると、教育内容に選択、構成の原理としては雑多で羅列的な点が少なくありません。

　また、一般的教育原理に示される内容構成の考え方や健康教育の内容選択、構成原理にみられる

ものとも観点が不足したものとなっています。

　子ども・学習者のニーズや社会のニーズだけで教育内容を ｢ 選択 ｣ したり「組織」したりするこ

とはできません。「選択」するにはまた、｢ ニーズ・要請 ｣ に応じて「組織」するには「対象」が

必要となります。

　「何から」「どのように」「どんな原理、基準」などで、「選択」し「組織」するか、などです。

　この議論については、生教育面でも古くなされ、発表報告されています。ここで改めて示す必要

はないでしょう。』

　ところがそれから 10 年ほど後の文科省の「学校における性教育の考え方、進め方」を見ると、

どうであろうか。これまで文部省は「性教育」ではなくて、「性の指導」でやってきた。海外では

Sex Education1617 である頃に「純潔教育」であった。40 年以上も前のことである。それが 10 年

ほど放置され、「性教育」ではなくて「性の指導…」に変わった。

　そして、改めて平成 11 年に遠藤局長の前書きをもって文科省の行政的パワーのもとに全国の学

校で指導されることになった。その中の問題の一つが、上述したように、「内容選択、構成原理」

つまり、「どのようにして」「なにから」「どんな考えで」教育内容を作るか、の説明がないのであ

る。だが、小、中、高校と教育内容は記載されているのである。そこにあるのは、その原理の一つ

でしかない「「発達段階に…」だけがある。どうしてこれだけで、構成することができるか、である。

この「発達段階」と言う用語・ことばはどれほど「対応・防護用」に使用されたか、されているか、

である。それほど都合の良いことばであり、無内容なことばでもある。「発達段階とは何か」でり、「そ

れはどのように操作すると、構成原理として具体的な作業に入ることができるか」等となると殆ん

ど無内容となる。前者は心理学事典から引き出したものが殆んどである。各種の事典、辞典もある

が、科目別、教材領域別、教材別等にそれを関連づけたものはない。辞典に求めること自体がおか

しいのである。

　それは一般的概念、定義であるからである。これを科目別とか教材別に「定義づくり」を、仮にした

としたら、定義でも概念でもなくなってしまう。それを今でも「発達段階に則して…」と説明、解説、

応答している。この発達段階の言葉は、近年、流行の「生活習慣病予防型」の健康教育に向けたらど

うなるのであろうか。全国的に、或いは県、市町村レベルでの健康教室・健康教育が実施されてい

る。この場合の対象は成人であり、老人も少なくない。子どもの方は幼稚園からで大学まで、その

発達的差異・年齢的差異は身体面、指針面、社会面まで大きい。発達段階の存在と種類、差異である。

　成人、老人の発達段階とは何か、である。彼らを対象とした場合、子ども達に向けた「発達段

階に則して…」教育内容等を構成すると言う論理は、どのようにして成立するか、である。70 代、

80 代の高齢者の発達と発達段階とは何ものか、である。10 歳とか 20 歳の子どもや青年のそれらの

差異は「桁外れ」の大きい。問題はそれだけではない。「発達段階に即応して…」と言う場合、そ

の対象者は上述のような学習者であり、学習者の条件である。問題になるのは対象者の方ではなく

て、対象に向ける「何を」である。「何を」教えるか、教えなくてはならないか、の教育内容、教

（20）
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（21）

材のほうである。なんでもよいから）「発達段階に則して…」やればよい、ではないのである。「何

を」どのように「選択するか、構成するか」である。

６　 学校性教育目標（イ）（ウ）18に見られる「発達段階に即応させる」目標・内容、教材化の具

体的内容の問題と教員研修、改善

　現場の先生方は多忙である。保健授業の担当者である「体育教師」はさらに多忙である。学校体

育の他に「社会体育」「正課外の部活」の指導、監督もあるからである。それは高校教師だけでは

ない。中学校の体育教師も、同様である。性教育や保健教育で「何を」は、殆んど「教師用指導書」

と「教科書教材」に「ビデオ」等である。少し熱を入れると生物医学系の専門書、インターネット

情報、NIE の専門的知識、情報の活用である。だが、その現実は殆んどが「教師用指導書」の活

用・依存型である。これらを子ども・学習者の条件・発達段階に即応させる作業は、また、「大仕事」

である ｡ 暇な大学教員との共同研究で調査研究ができればよいが、…例えば、小倉や筆者らのよう

に質的研究で保健認識調査研究を実施し、それらを分析、概念化、構造化様の作業を長時間に亙っ

て行った。だが、この作業は手作業が主であるから時間と労力の消耗は大きい。現場向きではない。

では、どうするか、である。それは毎回の授業実践の中からである。○、×テスト依存型の評価や「一

方通行方の授業」では子どもから学ぶことは出来ない。「子どもが主題に関してどんな用語、こと

ばや語り・ナラテイブを持っているのか、いないか」「その用語、概念を使って、どんな考え、意

味を表現できるのか、出来ないのか」「どんな考え方、どんな」知識を既習事項として持っている

時に、「それらの用語や概念、意味を性格に適用できるのか、出来ないのか」等は「一方通行」の

講義方式とか体験談方式の性教育、健康教育の授業では出来ない。

　学習者のその過程における学習の成果から生じる質問・動的疑問が何であるか、を教師の方が「ワ

カラナイ」からである。つまり、コミュニケーション・応答のない授業は「下の下」の授業となる。

その「質問・動的疑問」は主として「何を」次第である。「何を」の中に「ない」ものについては、

どんなに優れた方法、技術、を持って指導しても、子供達・学習者は動的疑問を持ち様がない。基

本は「二方通行」のコミュニケーションの有無でるが、同時に「何を」の教育内容、教材等がさら

にその「土台」となっている。

　「二方通行」のコミュニケーションは「教師と子ども」の「上下関係」の上向・下向型のもので

ある。試行や推理、判断、交換・交流、修正、補足等がさらなに深化、拡大するのは「多方通行・

横行」のコミュニケーションである。つまり、子ども間の「相互作用」「相互批判」「相互学習」（Peer 

Teaching）である。これらは教師の「一方通行」の上意下達的な講義形式とは全く異なるものである。

学生のゼミ、殊に、「自主ゼミ」では「ケンカ寸前」まで口角泡を飛ばして激論することがある。

現場教員の研究会・研修会の際以にも以前はその種のものがあった。無論、現場における議論等の

際のことだけではない。この効用･効果は大きい。研究授業後の担当教員に対する公的な講評後の「宿

直室」か「裁縫室」での酒の入った「けんか腰」の議論、論争である。先輩が後輩へ、同僚が同僚

へ、の中はまだよい。だが、後輩が先輩の授業に対して、となると、事態は急変することがあるし、

あった。筆者は７年間の理数科中学校教員生活で少なからずそれらを経験し、学んだ。

　必死になり、興奮するから、その場だけではなく、その後も響き、学びは大きい。自主的学習で

ある。これは「院生ゼミ」の場でも似た事態が生ずる。優秀な後輩の知識と論理に、先輩の方が「( 粉
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砕 )」されボコボコ・メタメタになる者がいた。筆者もその一人であった。発奮して図書館に篭もり、

勉強した。「こんな知識、用語、概念、モデル、理論も知らずに、分らず大学院生か」と自責的に

学んだ。この成長、発達は大きい。

　大学生や院生では「コレ」である。ゼミナールにおける相互交流・論争、批判・支援等による「相

互学習」である。むろん、これで壊滅的打撃を受けて「出てこなくなる者」もいるし、いたから助

言者・指導者の存在は大きい。つまり、専門的知識・概念、理論モデル等の情報の伝達、説明等だ

けではなく。方向付け、整理、判断、の支援をしたり、激励したりのカウンセリング、エンカレッ

ジング等の Teaching Skill やコーチングスキルである。ナラテイブ、デイスコースの支援的介入、

Peer Teaching への教師の介入である。それが学校教育である。

７　保健、性、安全等にかんする教材構成・動的教材としてのNIE 教材の活用と発達段階との関連

　授業中の子ども同士の行う相互学習の影響、効果は大きい。中学、高校生ではそれが十分可能で

ある。しかも、特別の授業・特設的授業ではなく、日常の保健授業の中で実践可能なことである。

筆者が多用したには NIE 新聞記事や雑誌情報である ｡ むろん、これらは全て「何を」と関係する

内容である。先述の健康教育の内容の第１、２、３次元にわたり関係する資料であるか、どうか、

が基本となる。そして、ここでも発達段階との関連である。NIE を新聞作り・学級新聞作りのレ

ベルであれば、小学校の上学年から実施、作成していた。別に、NIE の呼称とは関係なしに、である。

だが、NIE は「新聞作り」だけではない。これは指導者と子どもがその作業に多くの時間を必要

とする。その上、指導、助言、応答、連絡等のエネルギー・手間である。これが壁新聞になると、

さらに時間とエネルギーを必要とする。

　NIE は「新聞作り」だけではない。新聞情報の活用 19 である。現実の生活世界における人間の

動態としての健康、安全、性等の情報の活用である。このレベルでは中学生以上である。１､ ２年

生では教師による新聞記事内容に解説、説明、まとめが主である。これをプリント・コピイして教

材として「読解」の作業をさせても無理である。先ず「読めない」し「理解できない」からである。

筆者は高校１年生を対象にして長期間、保健授業を実施してきたが、このレベルでも読めない者が

少なくない。無論、偏差値レベルで高校間の差は大きい。筆者は高専の１年生と大成高校看護科の

１年生の授業で用いたものであるが、学力面では、上位にあったものと思われる。昭和 40 年代か

らの授業実践における「NIE の活用であり、３点レポート」の作成である。

　むろん、表１19 に示すように NIE 活用の幅は広い。これも古い発表、説明なので繰り返さない。

「発達段階への対応・即応」は NIE でもなされており、なされなくてはならないのである。そのため、

学習者の認識、理解を指導者側がどのように把握、認識して「即応」のための「調整・介入・助

言」や（教材作り・第２次教材化）をするか、である。NIE 資料を授業中に少数の生徒に読ませて、

読解力を感じたり、質問への応答内容・回答から「即応」の内容・適切性、妥当性を判断したりす

ることは難しい。また、それは局部的恣意的なものにもなりかねない。繰り返しになるが、教科書

は時間の止まった、空間の限定された静的教材であるが、これを現実像として、最近の、今の生活・

社会を反映させるには、動的教材化 20 しなければならない。その一つが NIE である。NIE の学習

作業・３点レポートは①記事内容の要約・まとめである。②は記事内容にある問題の整理と発見、

補足であり、③は問題解決、改善の方法、対策への提言等である。

（22）
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（23）

⑴教科・教育活動領域内指導案・指導過程とドッキング（単位時間内）

① 導入部のドッキング「NIE、学習
レポート KR」など

　動機付け
　情感的反応
　課題性意識化
　問題認識強化

② 展開部のドッキング「NIE、学習
レポート KR」など

③終末・まとめ部のドッキングの展開
　　①　　 （外から内へのドッキング）　
　　②
　　③　　 （外から内へのドッキング）
　　　　　 教科・保健から他の教科や
　　　　　 他の教育活動へ

⑵ 教科・教育活動領域間・外ドッキング（保健科を中核にした他教科や教科外活動と全体的包括的関連付け・
構造化）

1校内における関連付け・構造化
　①保健と理科
　②保健と家庭科
　③保健と社会科
　④保健と生活科
　⑤保健と学級活動
　⑥保健と道徳
　⑦保健とその他教育活動

2 校間、地域社会との相互的包括的
構造化

a） 教科学習の展開で「導入部」は重要である。特に実施状況の
不良な教科保健でこの意味は大きい。興味、関心、動機付け
としての生活経験的な話題である。

b） その意味で NIE・新聞・ニュース情報の活用がある。AIDS
や性は「最新性」「新鮮性」「話題性」「生活経験性」「緊迫性」

「マンガ・ゲーム性」「簡便性」「日常性」「単・短時間性」な
どがあり、インパクトは大きい。

c） 問題意識を関連付けたり、発展、深化させるために、教科書
教材の頁をとんで先取りして。タテの学習で深めることが可
能である。このことは、「復習事項」についても同様である。
頁数通りに進める必要はない。

d） NIE と並んで「学習レポート」や「３点レポート」の解答を
「KR」することも導入部での動機付けや課題性の意識化、意
欲化にとって有効である。これも簡便であり、短時間で日常
的にできる指導活動となる。これらは②の展開部でも学習、
認識、思考などの展開に活用することができる。

a） 性や AIDS では、科学的事実の知識を学ぶことだけで終わる
ことは少ない。「中絶すること」「AIDS の差別、人権」など
教科保健の中だけでの問題ではない。

b） 如何に生きるか、善か悪か、方法や技術、方策の「選択」は、
「誰のためか」「何のためか」などの問題が必然性を持って教
材構造や子どもの側から出てくる。

c） これらはまとめの課題として⑵の方式で、道徳教育へつなぐ
ことになる。また、教科内の先送りがある。

a） 性教育内容に関する教科間、外の「前、後関係」の調整、検
討、統合

b） 性教育内容指導に当って、他領域でどちらが先に、何を指導
しておくとよいか、有効化、指導がぬけていると担当指導は
どうなるかなどの検討

c）現実の指導は、ばらばらな「前後関係・タテ」になっている。
d） 道徳の授業で「外人の美容・理髪はお断り」のテーマで実施

したら AIDS に関する医学的基礎知識を欠いたため、道徳的
認知や判断などが曖昧になってしまった実践がある。「前後」

「ナナメ」の関係、調整が必要となる。道徳授業の事前や事
後に保健や理科、社会科などの授業をどのように関連付ける
か、計画化するかを考えておくことが必要になる。

地域の「人的資源」や「行事、事業、活動」「施設、設備」な
どの活用、協力共同など茨城県の潮来保健所所長荒木氏らは積
極的で有効な外的ドッキングをコンプリヘンシブな健康教育と
して長年に亙って実践している。

表１　コンプリヘンシブ健康教育・性教育の構成、ドッキング方式と関連付け、全体的構造化
　　　　　　── NIE 教材の活用 ──

⎡
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
⎣
⎡
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
⎣

⎡
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
⎣
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内山　　　源

　保健の教科書には第１次予防、第２、第３次予防とある。これらは新聞雑誌、週刊誌やマスコミ等でも
広く用いられている。この予防の理論は1958年のClarkらの予防の理論モデルからである。予防活動の「矢
印」は「一方通行」であることを、30 年ほど前の学会で批判した。「予防スル人」は「医療者側」だけで
はないし、「予防サレル人」は常に病者、障害者だけではないからだ。「二方交通」のコミュニケーション
の現実である。しかし、保健の教科書、健康教育の専門書や研究活動、運動には、いまだに、医療者の現実、
も活動事実と問題点・問題性等は記載されていない。病者や障害者の現実はなおさらである。これでは保
健の科学的認識は育たないし、予防の活動も充実、発展しない。本小論ではその内容化の必要性と重要性
について再度触れた。

１　病者・障害者の行動、生活の成立要因と健康教育内容化の不可欠性

　やはり、再三述べておかなくてはならない。筆者が病者の行動、生活の事実の「記述」と「説明」

を学会や著書、論文等 12 で述べてから 30 年以上になる。各種の研究会で説明、報告してもその

内容化は進まない。平成 18、19 年の学会でもそのカリキュラム、教材化の必要性について述べ、

解説した。だが、質問もなければ反応・反論も無い。「保健の科学を」34 と主張するからには人間

の健康に関わる行動、生活の事実の教育、内容化は不可欠となる。平成 19 年の 12 月、或る研究会

で若手の研究者が「保健行動を起こすには保健の科学的事実・知識だけを強調してもだめだ」と言っ

た主旨の報告・発表をしていた。これは何処ぞの医師会の「えらい先生」がテレビで「タバコの有

害性についての知識をしっかりと学校で教育しなくてはいけない…喫煙予防、防止運動は成功しな

い」といった話をしていたものとほぼ同列・同調である。これには科学的事実・知識も有害性の知

識も、であり、事実ではない意味、問題性等と対応のストラテジイ、方法、技術も、個人的、私的

な対応を超えた社会的対応も不可欠なのである。

　何故、今頃になって「保健行動と知識」との関係を強調するのか、である。「保健の行動」の「成

立要因・条件」に関する論理が全く欠如しているのである。健康水準のどのレベルでも「保健の行

動」567 は存在する。健常者の保健行動生活･もあれば病者のそれら、さらに接近死者のそれらもあ

る。だが、それらの行動は全て健康水準毎によって異なるし、その成立要因条件によっても異なる。

　病者の行動・生活が異なるのは基本的には年齢別、性別にある。①健康水準だけの事ではない。

病者の②経済的水準、③社会的水準、④教育的水準、⑤文化的水準、⑥家庭的水準のよっても異なっ

てくるし、異なっている。健常者が感染症であれ非感染症・生活習慣病・公害病・医原性疾患・遺伝病・

職業・労働病等であれ病態が進んでくると症状が出て「助けてくれ」・受診・受治療行動に移る。

　治療を受けるには医療費がかかるし、時間や仕事等も関係しネガテイブな影響を受ける。重要な

職場にあれば症状が少々悪化しても我慢する。時間の消耗だけではない。職場の役割関係、人間関

係、業務の成果・パフォーマンスのレベル・達成度、実績評価などの関係である。これらは職場の

関係である。これと並行して家庭・家族の関係も難しくなる。受験期にある中学生や高校生をもつ

親の場合とか、老父母と３世代同居している場合とか、しかもそれが介護・介助等に関わっている

健康教育、保健教育の内容としての病者・障害者の
行動生活の事実とカリキュラム、保健教科書、

教材の内容化、構造化
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場合とか ､ いろいろと条件は多様に存在している。そこに収入源となる親が病気になることは多様

な影響と意味を持つ。

　以上に概略触れたように病者の行動には年齢や性別のほかにⅰ）健康水準によって異なるもので

あり、病者に疾病、病のⅱ）種類、ⅲ）内容やや当人の社会、経済、文化的条件によっても異なっ

ている。このことは健康水準上位の健常者の健康・保健行動についても同じように、その成立要因

は単純な「知識の有・種類・内容、無」といった「単一要因」ではない。それが最近になっても単

一要因的把握の「お話」があったり、成立要因・条件のモデルなりの論理を提示、説明すること無

しに、それを主張、批判したりする者が後を絶たない。「知識の種類、内容強調」を批判するだけでは、

これまでの先行研究成果との関連は何ものか、どこへ行ってしまったのか、となってしまう。また、

同じ事の繰り返しになるが、その必要性について述べなくてはならない。

２　保健行動と当事者の経済的要因・条件との関連

　何といっても、それらの要因・条件の中で厳しいのは病者の「経済的水準」である。医療費を支

払う所得があるか、どうか ､ である。これについては古く示した（図１）8 のように、①健常者の

病態が悪化して、それに伴い労働能力が低下し、職場での給与の条件も低下し、収入が減少した場合、

病態による欠勤等による人事的評価で、場合によっては正社員とか公務員の場合でさえ、収入の問

題に限定されることなく、地位、役割等の問題が出てくる。長期入院等による問題との関連である。

これは a、身体的疾患の場合もあれば b、精神的疾患等の場合もある。②は①のように病態が主原

因・基本的要因ではなくて、健常者が職場での失態とか職務上の怠慢等により降格、出向、配置換

え、リストラ等によって収入が減少したり、失った場合の家族や当人の病態化である。体も心も元

気なのだが「お金がない」から受診・治療でさえ難しい状態である。

　③は②もふくめて社会的問題、事件に関係し職を失い、収入がなくなった場合の事態である。当

人は無論のこと家族・父母・子どもの病態化に対して対応できない状態である。④は②も関係する

ものであるが、当人の意思とか行為に依らない事態、つまり外的要因・条件の悪化によって収入を

失う場合である。企業・会社の倒産等によって解雇された場合に当人、家族が病態化したらどうな

るか、である。

　対応策としては「健康保険」である。通常はこの保険によってカバーされていることになってい

る。だが、この通常の保険が効かない人達がいる。わが国の「国民保険」は「世界的に優れた保険

制度であり……」などと、これまで学校教育・授業のなかで取り上げられたことがある。新しいこ

とではない。しかし、その現実は①「制度自体の理念」と「厚生行政の医療費削減の目的」との「ず

れや乖離」だけではなく、これらと現実の保険の状況との離反は大きくなるばかりである。保険金

を納入・支払うことが②出来ない人達の存在とその増加である。（図２9 参照）

　厚生行政は国の方針として医療費高騰を抑制、削減することが目的となっているから、その線で

クールに実施している。国民健康保険料を生活苦で支払えなくなった者は、どうなるか、である。

支払わないと「保険証」は無い。苦しいから病院へ行くと実費となる。これは生活苦の者にとって

は「重大」である。どんなに病態が重くて苦しくてもどうにもならないから我慢し、悪化する。救

急車で運ばれてもそれだけ、その時だけになってしまう。問題はなにも解決していないまま生命を

失ったり、絶ったりしている。
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注：① 　健康水準の違いによって生活空間の移動があり、自己決定の場合と強いられる・強制移動させら
れる場合がある。

　　② 　空間の移動は短期と長期があり、空間の変化による適応障害、ストレス、フラストレーション、
心身症が生じることがある。

　　③ 　殊に高齢者の場合の生活空間の急激な変化は、健康影響が大きい。病院の院内生活が病気を作る
ことがある。これは必ずしも院内感染を意味しない。

　　④ 　入院生活の「集団相部屋」は特殊な環境条件であり、健康的であるとは必ずしも言えない。衛生
学的健康条件だけではない。人間関係と異空間・時間によるストレス等である。

　　⑤ 　医療空間には、特異な文化、医師－看護士－患者の階層的構造が文化として存在し、非法制的権
力構造がある。カリスマ性や権力性を必要とする一方、情報公開、意思共同決定、自己決定性等と
の問題がある。

　　⑥ 　孤独、束縛、支配、支持、強制、孤立、生きがい喪失、無力感、不信感、絶望、不満等が空間・
時間の変化によって起こっている。

　　⑦ 　（1）（2）レベルの家庭空間でも家族の人的関係等が急激に変化すると小児や高齢者の場合、健康
障害への影響は少なくない。

　　⑧ 　人間の意識が存在する限り、コミュニケーションがあり、意識水準によって学習、教育がある。
ここにも権力構造がある。（家政教育社）1993

　　⑨ 　（3）から（4）へ（4）から（5）へ水準が移る時は、（3）で「老人病院」の生活に置かれ、「薬漬」
「過剰医療」「社会的入院」化等させられる高齢病者がいる。

　　⑩ 　これらは総べて病者と他者・医療者等のコミュニケーションの内容、性格、問題性、水準、位置、
意味づけの関係においてなされ、介護福祉の関わる問題を生み出している。

　　⑪ 　コミュニケーションは直接的当人同士間の第一次的なものから、間接的他者との第２、３次的な
ものまであり、ここに利害、損得、名挙、経営方略、倫理、人権、差別、支配、放置等が関係して
いる。

　　⑫ 　医療福祉側は２値的区別コード（成功／失敗）で、それらの組織的活動が評価され、適合に努力する
｡

　　⑬ 　この過程における医学的判断、処置は⑪の条件次第で、第 n 次的コミュニケーションでは非医事
的判断、処置も存在するし、した ｡

図１　健康水準５、６段階と生活空間・時間・文化，情報、権力構造との関係

B　Aに対する生活空間・時間の変化、移動

　家庭↔職場　空間・時間
　 ↕ 　学校　空間・時間
地域社会の
諸空間・時間
　家庭↔職場　空間・時間
　 ↕ 　学校　空間・時間
地域社会の
諸空間・時間
　通院、入院医療空間
　医療機関・共同生活空間・時間
　　集団部屋
　　個室
　医療・介護機関空間・時間
　老人ホーム等

　医療・介護機関空間・時間
　自宅・家庭

　ホスピス
　　医療・介護機関空間・時間
　　自宅・家庭

A　健康の段階・水準

⑴健康増進

⑵特殊予防

⑶早期診断・早期治療

⑷機能障害の限局

⑸リハビリテーション

⑹ホスピス
　アプローチング・デス

（クラークおよびホイマンのモデル水準）

⎧
︸
⎩

130



（4）

茨女短大紀№ 36（2009）8-4

図２　エイズの（第１、２、３次）予防と他者関係・感染ネットの拡大・拡散

人間の健康状態と段階（水準）と予防、維持、増進、治療、介護等
の対応の関係モデル

⎡
｜
⎣

⎤
｜
⎦

注）① 病者の行動・役割については有名なパーソンズの「４つの役割」がある。だが、これらは病種、病
態の内容、水準との関係については明確、詳細ではない。４番の対他者関係があるが、他者は内的
事項の（人）医療者だけではない。

②病者は内的事項だけでなく、外的事項に対しても病者ならではのアドボカシイが不可欠である。
③ 同性愛者はかっては病者とされた。同性愛者のエイズ感染、発病等はわが国でも重大な問題となって

いる。同性愛者のエイズ・STD に関する問題性や水準における位置関係は単純、単一ではない。アメ
リカの場合、ソドム法があり、法制上の問題、人権の問題、宗教・教義との関係、性道徳上の問題がある。

　　④ →←の矢印は（第３次元）感染者・病者は「どこ」の病院、「どの」医療者、「お金はいくらかかる
か」等「どのように生きられるか」「生きたらよいのか」等の←の矢印を求め、それは平等、公正か、
が問題になる。

　　⑤④の健康教育の内容化、充実化にアドボカシイの強化が必要となる。

人間（性別、年齢別、職種、地位等属性別）　　WHO（Ｐ、Ｍ、Ｓ）の健康概念と要素
Ｐ（身体的側面）　　　Ｍ（精神的側面）　　　Ｓ（社会的側面）

⎡
｜
｜
｜
⎣

　他者（人）〔性行動、生活など、健康教育・カウンセラー等〕

　情報・行事・事業（コト）

　健康用具・用品・運動施設・用具、保健導等（モノ）

性、ジェンダー論、セクシズム、家父
長制、資本制、性産業、ポルノ、不倫、
援助交際など　性・エイズ教育、健康
教育、公衆衛生活動
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⎦

　他者（医療、看護、保健、福祉等）
　他者（非医療等専門職）
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　他者（家族・介護・福祉・医療関係者）
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　彼らは「国民健康保険者資格証明書」の所持者になる。そこで「全額負担」となる。保険料の滞

納によって発行されるものがある。保険証があれば、軽く受診・治療のために病院にゆくが、それ

がない、出来ない、と、どうするか、どうなるか、である。病者の行動、生活の成立要因・条件の

教材化の必要、カリキュラム化（３次元）、実践化を、とこれまで述べ発表してきたのは、これら

の社会的生活的事実の現状認識、理解のためである。タバコ害とかドラッグ害などの生物医学的な

科学的事実の知識、理解や個人的で私的な方法、技術などでは足らないのである。

３　保険証所有、好経済的条件の高齢者・病態時の行動生活の問題

　保健行動の成立、維持 ､ 促進は「単なる保健の知識」の有、無レベルの問題ではないことである。

行動成立の外的要因・条件の重大性のことである。しかも、その外的要因・条件は経済的・水準・

医療費の有、無、保険証の有、無だけのことではない。保険証をもっていて生活も通常の生活が維

持できている人達の中にも悲惨で残酷な問題が生じている。

　高齢病者の受診、入院、医療、介護等の問題である。高齢化が進んでいる。高齢者社会・小集団

の出現と存在である。高齢者はその大半が無職であり、在宅である。無論、中には 70 歳を超えて

も自営業であったり、農山村、漁業等収入、労働の生活についている者もいる。そして、家族との

縁の切れたホームレス等も、である。この高齢者が病態化し、治療を必要になったら、また、リハ

ビリ、ターミナルケア等を必要になったら高齢者で病者の行動、生活はどうなるか、である。彼ら

の家族の条件や経済、社会、文化的マイナスの条件が絡んでくればどうなるか、である。それ以上

に残酷で悲惨である ｡

　彼らの中には既に「早く死にたい」「殺してくれ」とまでいう者が出て来ている。病種に依る苦痛、

例えば、末期がん・骨肉腫等であるが、これだけではない。身体的苦痛よりも社会的人間的関係の

苦痛である。血縁・肉親の関係でありながら親の面倒を見ない者、出来ないものがいる。老親の虐

待であり、親殺しもある。だが、「その逆」もある。親が子の面倒を放棄・放任・無視する者等で

あり、これらは多様で複雑な要因関係の中にある。

　そこで先述の割と優良な条件にある高齢者の入院・治療の生活の問題である。保険証があり、支

払う能力があれば、何時までも「入院していることができる」わけではない。かなり、以前から「社

会的入院」という言葉がマスコミに載ってきた。「病院から自宅に帰ってきてもらっては困る、面

倒な世話・看護、介護はゴメンだ」等で「入院させられた高齢者」である。

　費用の方は高額になる。「社会的入院」だから「病態・病状」の上、下よりも「期間の長短」の

方である。多くの者が長期に入院していれば病院側は「月給」のような定期的「収入源」となる。

（３ヶ月限度・長期になると減収）、家族の方は保険料以上の医療費の支出の負担はかかるが在宅・

同居の面倒さ・束縛からの苦痛を ､ 苦労を考えると、こんなに楽な事は無い。

　だが、国家的医療行政から考えると「こんな無駄金の支出はない」ことになる。医療費の高騰

である。そこで法制の改定となった。入院期間や保険料等である。厚労省は「健康づくり日本 21」

でも平成 19 年度末に「医療費の削減」10 を主目標においている。「健康づくり」なのだが、最大の

ねらいは国家としての「削減」である。確かに「無駄」で「金儲け主義の算術病院」もある。健康

作り・予防、治療よりも「お金の高収入」が主目的となると経営算術の論理で「めちゃくちゃなこ

と」　が行われるし、行われた。その典型例は「富士見産婦人科病院」の「算術的手術」である。
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　悪徳医療に高額医療費の削減、処罰等は言うまでもないが、そうではない正常で必要な医療活動

は不可欠である。これが医療、福祉、保健行財政上の政策方針としてなされるなら、論理的にも理

論的にも破綻したことになる。

４　高齢者の有病・障害性と行動 ､生活

　アメリカの病院経営に関する古い専門書にはCost-Effectiveness、Cost-Benefitの評価理論がある。

コストの応じた医療、保健、福祉の効果・有効性である。コストを減らしたら国民の病態が次第に

悪化したこと、つまり、健康状態が低下、劣化したとなると、打つ手は誤ったことになる。コスト

を削減することを目的にして、その政策、行政活動の結果・効果の方は軽視、無視しているところ

に初めから問題を孕んでいたことになる。

　確かに、明確にすべきことは、コストは減らすが同時に効果の面で Effectiveness や Benefit の

方も維持するか増進するというストラテジイの有無であり、その内容の研究と検討の必要である。

健常者に対しては生活習慣病の予防運動を起こすことは良い。だが、これだけでは足らない。どん

な効果、有効性があるか、を提示し、根拠なり理論、モデルを示した者はない。これに対して「平

均寿命」が延びたではないか、こんなに生活習慣病予防対策は有効だ、と反論する向きもある。だ

が、平均寿命が根拠になるか、である。この成立要因の一つとして予防運動がある。他の要因・条

件があるからである。また、これらは平均値、集団の全体的指標であって、個々人の指標ではない。

基準値とされるのはこの種の平均値であるから、その現実には変更・ズレがある。平均値の外に（＋）

と（－）の人達がいる。全員が同一基準の平均値に位置するわけではない。

　ここに問題があり、「ズレ」に位置する病者、障害者がいる。さらに高齢者の平均余命とか国民

の平均寿命と言う場合、その対象は病者や障害者を含めての生存者である ｡ 殊に高齢者の場合は完

全に無病であることはない。それは病気（Disease）についてはいうまでもなく、まして「病」(Illness)

の場合は論外となる。「病」のない人間など年齢、性別等に拘わらず存在しない。これを病気に限

定したとしても高齢者で無病者、無障害者は存在しない。存在しないとしたら「人間にとっての死」

は存在しないことになる。高齢化が進むと何らかの「病」となり、それが増え、しかも病気も出て

くる。

　誰もが何らかの病気と障害をもっているのが高齢者である。そして死を誰もが迎えることになる。

部分的死や側面的死が誰にでも存在していることになる。側面的死とは WHO の健康の定義にある

ように P（身体的）M（精神的）S（社会的）の３側面からなり Spiritual の４側面のことの死である。

　自宅で自立的に受診や治療を受ける為の行動、生活を営むことができるレベルならまだ良い。自

力を失い自立的行動 ､ 生活が取れなくなると、自宅外の生活を当人の意思や意識外の力で余儀なく

される。無論、知的水準が良好で意識も理解もなされる場合は自ら「自宅外」の生活を求める者は

は少なくない。入院、施設入所の生活である。だが、この「入院生活」等も当人や家族の意思とは

無関係に法制上の限定枠が作られている、先述したように長期入院とか社会的入院の限定枠である。

自宅に住むことが病態や障害のため他者関係・家族ととの関係がうまくスムーズに保持されていれ

ば高齢病者の在宅・住生活は安心快適である。ところが、必ずしもそうはいかない場合が少なくない。

　高齢者と他者・家族との関係である。嫁が来て子ども・孫が生まれる。三世代の平凡な家族であ

る。祖父母と孫の関係ができる。これがうまくいかない場合がある ｡ 祖父が生存しているうちはま
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だよい。祖父の力・威厳があったからそのような事態は生じなかった。息子は公務員で仕事である。

祖母と孫と嫁の関係である。孫が祖母に向って「近寄るなぁ」「臭い」「触るな」という。「ばあちゃ

んは臭くて汚いからいやだ」とも言う。農村での高齢者は畑に出て仕事をする。昭和 20 年代、30

年代のことである。年寄り「イジメ」はかなり古くから存在していたのである。

　それが孫だけではなく、嫁、息子、娘となってきた。まして病気になったりすると、どうなるか、

でる。家族関係の崩壊である。これらの福祉、保健、保険に関する事実は、医療に関する事実と共

に関連づけ、構造化して健康教育カリキュラムに位置ずけられ、構成されなくてはならない。殊に

学校健康教育の方である。

５　高齢病者、障害者（寝たきり老人）の家族の条件と医療、保健・介護施設の入院、入所との関係

　２世代の親子の家族・同居の関係でも高齢化し病態化すると難しくなり、３世代で家族・同居の

関係でさらに複雑になり、多種多様な要因条件の関係でトラブルが生じるようになっている。実の

親を「同居」から「放出的入院」「入所」の関係である。「病院や施設」の転出・転入の「回転」生

活である。長期間に同一の「放出の場所」同居することは出来ない仕組み･法制である。無論、上

記の極端な「放出型」ではなく、心をこめた愛情豊な「入院、入所」であっても同様である。「入

院日数」の「短縮の政策と法制化」による病院側経営上の「放出」的対応である。病院に長期に入

院させればさせるほど病院側の収益が減少する仕組みでる。　

　「入院先の種類」は①通常の公、私立の病院である。その他、②リハビリ型の病院、③療養病床

型の病院、④老人保健施設等である。それらをまとめたものが表１である。（表１はスペース上割愛）

　「入院、入所」の生活から「放出」されるだけではない。その生活の違和感、不信感、不安、不

満足等で自分から「退出」する者がいる。「入所」したための「拘束、抑圧、不自由、義務」等で

ある。末期にある「人間の、人間らしい生活化」、である。その場所に勤務する職員は組織として

の活動方針に従い行動する。多忙になればなるほど対象の人間を「モノ」的扱いで処理する。処理

しないと間に合わない ｡ 筆者が現在関係する保育園の業務でも似た事態が生じていた。赤ちゃんの

担当の保育士は「１人につき３人」と法的に決まっている。だが、その現実は許さない。経営が成

り立たないからである。そして、「闇」で３人から４人―８人を担当対象の赤ちゃんを増やす。そ

うなると、例えば、哺乳の仕事をどうするか、である。

　人数が少なければ「抱っこ」して「目と目」「微笑み」「言葉をかけ」ながらの哺乳となる。これ

が多くなると「ベルトコンベア式の哺乳瓶注入」型となる。チャップリンのモダーンタイムス方式

の哺乳パターンである。人間ではなく「モノ」扱いである。何度も繰返すが、健康作り・ヘルスプ

ロモーションは健常者だけではない。健康水準のどのレベルでもなされなければならない。

　むろん、「人事条件」や（コト）「管理、規制、生活規範」等の条件だけではない。（モノ）「施設、

病院、設備」の物的条件である。高額の費用を支払うことが可能な高額優良老人ホームの利用者は「特

別」である。一般庶民の利用可能な施設、や病院は「トイレ、入浴施設、食事、複数利用者の居住

空間・相部屋、プライバシイ・私的空間欠、薄暗い雰囲気、非快適性、不潔・汚臭感」などの問題

は少なくない。自宅の居住空間、時間における（モノ）との関係に比較すればその「ズレ」は大き

い。ストレス、不快、窒息感等である。

　「質」だけの問題ではない。「量」の問題もある。上述の保育所の例はその一端を示したものであ
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る。財源の方からの締め付けが進んでいる。税金・租税の減額である。ケアする側の人的資源を減

らすことによって従前の行財政の体制、権益、を確保、維持することができるからである。このこ

とは最近の後期高齢者や高齢者福祉・介護の問題だけではない。児童福祉の方も、である。この施

設の中に成人、高齢者が居住しているのである。

　ところで、「放出」「退出」した老人は自宅に戻ってくると「在宅・同居人」介護となる。優しく、

暖かい介護人・家族が存在する場合だけではない。それがあっても「老人夫婦」だけの介護もある。

介護が成立するはずは無い。共倒れで「殺人」「心中」となる者がいる。これで健康作りか、・ヘル

スプロモーションになるか、である。先のモデル図１で見ると繰り返しになるが、病者、障害者へ

の対応の①ヒト、②モノ、③コトの a、量的不足、b、質的劣化の問題となる。これは病院や施設

等の専門的対応の場合でも、自宅での在宅的対応の場合でも問われるべき問題・対策・方法・技術・

行政・管理、政策等の問題である。つまり、社会、生活に問題があって、それらの問題解消、解決

に対応する方法、技術等の選択、決定から、その実施の現実過程における別種の問題である。即ち、

第３次元（D －３）に関わる第２次元（D －２）の問題である。

　①の方は医療、保健、福祉関係の人的資源の不足や質的能力の問題であり、②はすでに全国的に

出現した病院、施設、介護関係企業の赤字・医師・医療者の不在・閉鎖・閉院、廃業等である。③

は①、②が満たされていても医療、介護等における質の問題である。むろん、量的問題もいうまで

もない。これらは生活事実としての問題であり、その問題への対応としての厚生福祉、医療、保健

の問題であり、また、外的事項としての行財政の問題である。これらについてもヘルスプロモーショ

ンと関連して健康教育のカリキュラム化と実践が必要となる。

６　病者・障害者と他者・医療者等関係における対立と価値、倫理の問題

　その中の主なものが「病者・障害者と他者関係」の問題である。他者関係は①医療者・医師・看

護師等や介護師等であり、②院内生活の他者・病者や事務職員である。そして、家族等である。そ

の主要な関係は健康水準の維持、保存、緩和等に関する選択、決定、実施における基準と判断、コ

トバの関係である。医療においても医師のほかにコメデイカルがいて、単純ではない。それが、福

祉介護のそれらとなるとさらに、複雑になる。ケアプランの作成から実施、評価等まで難しい。ケ

アマネ - ジャーの資質、能力であるが問題はそれだけではない。

　その中で問題になるのは病者（素人）と医療者等の ( 職業的専門家 ) との差異、格差であり、そ

こにおける「対立の関係」である。対立がなくコンプライアンスがスムーズに運べば問題は無い。

だが、そのように単純なことは殆んど存在しない。医療、保健等の専門的知識、技術に関しては「上、

下の格差」は当然であるが、それ以外の分野については、その関係が逆の場合も少なくない ｡ ここ

に対立の関係が生じてくる。その①は価値観や生活規範の対立である。②は需要と供給のズレ、不

安、不満による対立である。①については病者、障害者（寝たきり老人）の生命、生存、生活の権

利（受リハビリ権、受介護権、受ターミナルケア権、受医療権）、の意味における価値観の差異に

よるものである。それらはさらに、「どう生きるのか」「どう生きるべきか」（ねたきり老人等）は「な

んのために生きなくてはならないのか」（尊厳死、安楽死・パターナリズム・正当性・根拠、基準）

等の倫理、行動規範に関する問題であり、差異である。

　未熟な医師が「昔のチャンバラ人きり・試し切り・辻斬」の如く、病者の身体に試し的手術を行っ
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て失敗し、殺人事件となったことがある。有名私立大学医学部での事件である。前立腺の内視鏡手

術による失敗である。「能力」も「スキル」もない医師たちが病者をモノ化する価値観であり、倫

理観である。もっとも、それ以前に必要なものは自己認識、自己点検評価と同僚への他者認識であ

る。自分がどれほどの専門的知識とスキル・技術を身に付けているか、同僚はどうか，の認識と理

解である。鼻持ちならぬ自己概念であり、セルフエスティームであろう。

　ゲームに興ずる幼稚園児的行為である。手術に限らず、人間の全ての行動、生活にはリスクを伴う。

（ルーマン、ベック）殊に医療においてはそのリスクは小さくない。自己実現の欲望とか功名心など、

自己実現の成立要因・条件の理論・モデルから見れば比較的単純である。他者を「手段」とか「道

具」に利用して自己利益･権力・地位・名誉・昇任・蓄財などのために為す悪行は、洋の東西を問

わず歴史の中に溢れている。今「流行り」のセルフエスティームや自己概念が高ければ、道徳、倫

理面の行動、生活が「正常」であるわけではない。

　ベンサム・ミル流の「最大多数の最大幸福」に倣って「最大多数の最大健康」や「最大多数の最

大安全」等は、筆者が古く学会等で解説、批判したものである。安全の方は日本安全教育学会で解

説したものである。ここで改めて繰返すことははしないで先に進めよう。最小・少数者の方は、個

人の場合はどうなるか、である。「リスク」に対する認識と理解である。これがなされていれば選択、

決定の判断がつく。行為・作業の結果の重大性と、その後の対応能力・知識、技術の有無とその認

識、理解の有無である。手術失敗後の対応の専門・特殊的知識も無ければ技術などありはしないレ

ベルで「出発」したことになる。

　出発したのはどうしてか、何ものか、である。「一発屋」で功名心、自己実現欲望の「賭け」と

なる ｡ 失敗で事件となり、「対立」は広く、深くなったのである。このような極端な厳しい事例は確

かに特殊である。だが、日常的に起こる対立は広く少なくない。このように「対立のレベル」は多

様で複雑である。先ず、種類・内容の方であるが、概略して大別すると、①価値観の差異、対立が

ある。これには基本的常識的な「眞、善、美」の価値に関するものがあり、その中の「善悪」の価

値が医療、保健、福祉等では重く関係し、している。つまり、有害な行為、結果、過程における方法、

技術等である。即ち、病者、障害者の生命、生存安全救命、維持等にかかわる道徳的な価値であり、

その対立となる。この a、道徳的価値に対して、そうではない b、価値がある。美や眞の方である。

むろんこれらが、人間の生活と行動との関連で道徳的価値と全く関連が無いわけではない。

　真実でない「ウソ」を病者や家族に伝えることは状況によって少なからずあることである。事実

を医学的専門的情報として語ったり、伝えたりしたら、病者は、個別的に差異・個人差のある病者

は、どうなるか、それらを病者や家族の関連する要因・条件において医療者側が「善意」をもって

なす行為がある。無論、医療者側の「善意」だけではない。患者や家族はそのことによって大きな

衝撃を受けることになり、事態が少なからず悪化する事例があるからである。臨床的実践的経験に

よる認識、理解と推察、予測である。もっとも、ここでも選択、決定による「リスク」である。

７　 病者と他者の多様な価値観による関係と行為の問題とその健康教育カリキュラム内容化・改善、

実施

　病者を取り巻く人間関係は医療者、家族、職場、地域の人達などの多様で複雑な関係から全く孤

立、孤独な関係にある者まで多様である。それらの者がそれぞれの生々しい価値観をもって動き、
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生活しているから、病者との関係で価値観の対立による葛藤、ずれ、抗争、紛争等は後を絶たない。

先述したように単純で抽象的な善、悪の問題で機械的に動くわけではない。医療者といっても医師

や看護師等があり、しかも ､ 同僚といった「ヨコ」の関係や上司・経営者　といった「タテ」の関

係もあて、関係する価値観は多様となる。「地位の確保、昇進、利益・収入増、評判、名声、名誉」

などが「現世」の欲望の対象であり、上位の価値観であることは云うまでもない。そのためにはか

なり無理をしても努力し、勤務する。多少の身体的健康や安全を犠牲にしても頑張ることになる。

　これらは大人の各種の組織における労働意欲とか形態だけのことではない ｡ かって、筆者が中学、

高校生を対象にして（学習・受験勉強と健康への心づかい・配慮）についての調査 11 をしたこと

がある。そこでは、「多少、体を痛めても勉強して合格したい」「身体を少しばかり犠牲にすること

はやむを得ない」といった回答が得られている。自分の健康や安全ですら「合格・勝利スル」こと

の価値大きさである。昭和 40 年代初期の調査でるが、現在でも多くの事例からもわかるようにこ

の状態は変わらないものと見ることができる。これは学校教育システムにおける２値区別コード「デ

キル、デキナイ」の成績・業績コード（ルーマン）の存在である。

　まして、他者の健康や安全である。「為すベキ業務は手抜きせずに尽くした」の自己意識があれ

ば「これでもって瞑すべし」となりがちである。だが、そうはいかないのが別の他者との関係であ

る。通俗的一般的価値観には「自由、平等」があり、「人間的尊厳」( 安寧 ) 等がる。「病者の自由」

はどうなっているのだ、「病者は平等」に対応されているのか、等と続く・誰でもどんな職業、社

会的地位、権力保持関係等にあっても「…しよう」「…したい」の欲望、願望、自己・自我実現だ、

とする価値観の方が優位となることが一般であろう。そうではなくて、地位や業務に置ける役割、

責務、責任、義務の方の「…すべき」「…せねばならない」の方は苦痛、不快、苦悩、苦闘となる。

トップの地位、権力者でありながら突然、首相を辞任した者がいる。「責任の放棄」「敵前逃亡」「国

際的信用の失墜」などと評論家等に批判、評価された。

　個人の私的身体的状態に価値を置き優先し、国民に対する責任や「職を賭して…」と公言した直

後に「放棄」したことの問題である。これは「日本人、日本国への信用、信頼感の失墜」の重大性、

公的性、国際性、よりも、そちらの方を選択、決定したことになる。これはこの「…である」から「…

すべき」の重さが、自己の苦痛や身体的不安により軽視されたことになる。先ほどから病者と他者

関係における対立には、このような「…すべし、すべき」規範、倫理と「…したい」「…しよう」と言っ

た欲求、欲望等との関係が常に含まれていることを意味している。この関係のバランスである。「…

べき」で前日から手術が重なり、その日の当直をやって、睡眠時間も十分に取れぬまま、翌日の手

術に入る医師達がいる。苦闘し、苦悶する善意、責任感等の意思強き医師達である。無論、その逆

の医師達もいる。

　善意の優しく美しい格率〈カント〉で日夜努力する医師、看護師、介護福祉士、保育士、教師等

にも、先ず身体的体力・疲労等による限界もある。同時に精神的、社会的それらの限定もある。こ

れでは崩壊、分解、消失となる。善意の格率だけではどうしようにない。普遍的一般的職場の業務

の厳しい拘束性、支配性の服務・規程だけでは永続、持続しない。労働条件・過剰・多忙労働の改

善、給与条件の改善である。その他、外的要因･条件〈人、モノ、コト〉抜本的改善、改革である。

そして、そのための健康教育であり、アドボカシイ等である。医療における「病気」で①「アルか

ナイか」や②病態が「重いか軽いか」③「どう対応したら良いか」の治療、看護等の方法、技術に
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関わる基準、判断は医学の科学的成果に基づき、かなりの客観性、信頼性等があるが、福祉介護の

基準判断は上述の通り難しい。むろん ､ 医療でも「病者」に関するものは単純ではない。合意の形

成にはどうするか、判断基準とその適用をどう創出、作成するか、である。健康教育や患者教育で

は、これらの問題事実と問題認識の内容化と実践が必要となる。患者教育でさえ、これらは全く「お

留守」の状況である。テキストとしての専門書や論文が「そのまま」になっている。カリキュラム

の改善である ｡
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